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【届出の対象とした売出金額】 売出金額

（引受人の買取引受けによる国内売出し）

ブックビルディング方式による売出し　　　　29,720,685,000円

（オーバーアロットメントによる売出し）
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第一部【証券情報】

第１【募集要項】
　該当事項はありません。

 

第２【売出要項】

１【売出株式（引受人の買取引受けによる国内売出し）】

　当社と元引受契約を締結する予定の後記「２　売出しの条件（引受人の買取引受けによる国内売出し）　(2）ブッ

クビルディング方式」に記載の金融商品取引業者（以下「第２　売出要項」において「引受人」という。）は、2026

年６月８日（月）に決定される予定の引受価額にて下記売出人から買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額

（売出価格）で売出し（以下「引受人の買取引受けによる国内売出し」という。）を行います。引受人は株式受渡期

日（2026年６月16日（火））に引受価額の総額を売出人に支払い、引受人の買取引受けによる国内売出しにおける売

出価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。売出人は、引受人に対して引受手数料を支払いません。

　なお、引受人の買取引受けによる国内売出しは、株式会社東京証券取引所（以下「取引所」という。）の定める

「有価証券上場規程施行規則」第246条に規定するブックビルディング方式（株式の取得の申込みの勧誘時において

売出価格に係る仮条件を投資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況等を把握した上で売出価格を決定する方法を

いう。）により決定される価格で行います。

種類 売出数（株）
売出価額の総額

（円）
売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名
又は名称

－
入札方式のうち入札

による売出し
－ － －

－
入札方式のうち入札

によらない売出し
－ － －

普通株式
ブックビルディング

方式
12,647,100 29,720,685,000

東京都渋谷区渋谷二丁目24番12号

株式会社ディー・エヌ・エー

4,443,000株

東京都渋谷区恵比寿一丁目28番１号

あいおいニッセイ同和損害保険株式会社

2,399,200株

東京都千代田区丸の内一丁目３番２号

株式会社SMBC信託銀行

1,700,000株

東京都新宿区西新宿二丁目３番２号

KDDI株式会社

1,500,000株

東京都港区東新橋一丁目８番１号

株式会社電通グループ

634,900株

東京都千代田区神田練塀町３番地

東京センチュリー株式会社

500,000株

愛知県刈谷市朝日町二丁目１番地

株式会社アイシン

500,000株

愛知県刈谷市昭和町一丁目１番地

株式会社デンソー

500,000株

19th Floor 51 Lime Street, London,

United Kingdom EC3M 7DQ

AVI Japan Opportunity Trust plc

270,000株

愛知県名古屋市中村区名駅四丁目９番８号

豊田通商株式会社

200,000株

計(総売出株式) － 12,647,100 29,720,685,000 －
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　（注）１．上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の定める「有価証券上場規程施行規則」により規定さ

れております。

２．売出価額の総額は、有価証券届出書提出時における想定売出価格（2,350円）で算出した見込額でありま

す。

３．売出数等については、今後変更される可能性があります。

４．引受人の買取引受けによる国内売出しと同時に、当社普通株式の海外市場（ただし、米国においては1933年

米国証券法に基づくルール144Ａに従った適格機関投資家に対する販売のみとする。）における売出し（以

下「海外売出し」という。）が行われる予定であります。引受人の買取引受けによる国内売出し及び海外売

出しの総売出株式数は36,936,900株であり、その内訳は引受人の買取引受けによる国内売出し12,647,100

株、海外売出し24,289,800株の予定でありますが、最終的な内訳は、需要状況等を勘案の上、売出価格決定

日（2026年６月８日（月））に決定される予定であります。また、引受人の買取引受けによる国内売出し及

び海外売出しにおいて国内及び海外のそれぞれの市場における需要状況に見合った販売を行うために、国内

の引受団に当初割当てられた当社普通株式の一部が、海外の引受団に売却されることがあります。

海外売出しの詳細は、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項　２　海外売出しについて」をご参照く

ださい。

５．引受人の買取引受けによる国内売出しに伴い、その需要状況等を勘案し、野村證券株式会社が当社の株主で

ある日本交通ホールディングス株式会社（以下「貸株人」という。）から3,546,000株を上限として借入れ

る当社普通株式の日本国内における売出し（以下「オーバーアロットメントによる売出し」という。）が追

加的に行われる場合があります。

なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、後記「３　売出株式（オーバーアロットメントに

よる売出し）」及び「４　売出しの条件（オーバーアロットメントによる売出し）」をご参照ください。

６．引受人の買取引受けによる国内売出し、オーバーアロットメントによる売出し及び海外売出し（以下「グ

ローバル・オファリング」と総称する。）に関連して、ロックアップに関する合意がなされる予定でありま

す。その内容につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項　４　ロックアップについて」

をご参照ください。

７．グローバル・オファリングのジョイント・グローバル・コーディネーターは、野村證券株式会社、ゴールド

マン・サックス証券株式会社及びBofA証券株式会社（以下「ジョイント・グローバル・コーディネーター」

と総称する。）であります。引受人の買取引受けによる国内売出し及びオーバーアロットメントによる売出

しの共同主幹事会社は、野村證券株式会社、ゴールドマン・サックス証券株式会社、BofA証券株式会社及び

大和証券株式会社であり、当社普通株式を取得し得る投資家のうち、個人・事業会社等に対する需要状況等

の把握及び配分に関しては、野村證券株式会社が行います。また、機関投資家に対する需要状況等の把握及

び配分に関しては、野村證券株式会社、ゴールドマン・サックス証券株式会社及びBofA証券株式会社が共同

で行います。

８．振替機関の名称及び住所は、以下のとおりであります。

名称：株式会社証券保管振替機構

住所：東京都中央区日本橋兜町７番１号
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２【売出しの条件（引受人の買取引受けによる国内売出し）】

（１）【入札方式】

①【入札による売出し】

　該当事項はありません。

 

②【入札によらない売出し】

　該当事項はありません。

 

（２）【ブックビルディング方式】

売出価格
（円）

引受価額
（円）

申込期間
申込株数
単位
（株）

申込証拠
金（円）

申込受付場所
引受人の住所及び氏名又は
名称

元引受契
約の内容

未定

(注)１．

未定

(注)１．

自　2026年

６月９日(火)

至　2026年

６月12日(金)

100
未定

(注)２．

引受人及びその

委託販売先金融

商品取引業者の

本支店及び営業

所

東京都中央区日本橋一丁目

13番１号

野村證券株式会社

 

東京都港区虎ノ門二丁目６

番１号

ゴールドマン・サックス証

券株式会社

 

東京都中央区日本橋一丁目

４番１号

BofA証券株式会社

 

東京都千代田区丸の内一丁

目９番１号

大和証券株式会社

 

東京都千代田区大手町一丁

目９番２号

三菱ＵＦＪモルガン・スタ

ンレー証券株式会社

 

東京都港区六本木一丁目６

番１号

株式会社ＳＢＩ証券

 

東京都千代田区丸の内三丁

目３番１号

ＳＭＢＣ日興証券株式会社

 

東京都千代田区大手町一丁

目５番１号

みずほ証券株式会社

 

大阪府大阪市中央区今橋一

丁目８番12号

岩井コスモ証券株式会社

未定

(注)３．

　（注）１．売出価格は、ブックビルディング方式によって決定されます。

売出価格は、2026年６月１日（月）に仮条件を決定し、当該仮条件による需要状況、上場日までの価格変動

リスク等を総合的に勘案した上で、売出価格決定日（2026年６月８日（月））に引受価額と同時に決定され

る予定であります。

仮条件は、事業内容、経営成績及び財政状態、事業内容等の類似性の高い上場会社との比較、価格算定能力

が高いと推定される機関投資家等の意見その他を総合的に勘案して決定される予定であります。需要の申込

EDINET提出書類

ＧＯ株式会社(E41784)

有価証券届出書（新規公開時）

  4/240



みの受付けに当たり、引受人は、当社普通株式が市場において適正な評価を受けることを目的に、機関投資

家等を中心に需要の申告を促す予定であります。

２．申込証拠金は、売出価格と同一の金額とし、申込証拠金には利息をつけません。

３．引受人の引受価額による買取引受けによることとし、その他元引受契約の内容及び売出しに必要な条件は、

売出価格決定日（2026年６月８日（月））に決定される予定であります。

なお、元引受契約においては、引受手数料は支払われません。ただし、売出価格と引受価額との差額の総額

は引受人の手取金となります。

４．当社は、引受人及び売出人と売出価格決定日（2026年６月８日（月））に引受人の買取引受けによる国内売

出しに関する元引受契約を締結する予定であります。ただし、元引受契約の締結後株式受渡期日までの間

に、同契約の解除条項に基づき、同契約が解除された場合、引受人の買取引受けによる国内売出しは中止さ

れます。

５．引受人は、引受人の買取引受けによる国内売出しに係る売出株式数のうち、2,000株を上限として、全国の

販売を希望する引受人以外の金融商品取引業者に販売を委託する方針であります。

６．株式受渡期日は、2026年６月16日（火）（以下「上場（売買開始）日」という。）の予定であります。引受

人の買取引受けによる国内売出しに係る株式は、株式会社証券保管振替機構（以下「機構」という。）の

「株式等の振替に関する業務規程」に従い、機構にて取扱いますので、上場（売買開始）日から売買を行う

ことができます。

７．申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。

８．申込みに先立ち、2026年６月２日（火）から2026年６月５日（金）までの期間、引受人に対して、当該仮条

件を参考として需要の申告を行うことができます。当該需要の申告は変更又は撤回することが可能でありま

す。

販売に当たりましては、取引所の「有価証券上場規程」に定める株主数基準の充足、上場後の株式の流通性

の確保等を勘案し、需要の申告を行わなかった投資家に対しても販売が行われることがあります。引受人及

びその委託販売先金融商品取引業者は、公平かつ公正な販売に努めることとし、各社で定める配分に関する

基本方針及び社内規程等に従い販売を行う方針であります。配分に関する基本方針については引受人の店頭

における表示又はホームページにおける表示等をご確認ください。

９．引受人の買取引受けによる国内売出しが中止された場合は、オーバーアロットメントによる売出し及び海外

売出しも中止されます。

また、海外売出しが中止された場合にも、引受人の買取引受けによる国内売出し及びオーバーアロットメン

トによる売出しは中止されます。

 

EDINET提出書類

ＧＯ株式会社(E41784)

有価証券届出書（新規公開時）

  5/240



３【売出株式（オーバーアロットメントによる売出し）】

種類 売出数（株）
売出価額の総額

（円）
売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名
又は名称

－
入札方式のうち入札

による売出し
－ － －

－
入札方式のうち入札

によらない売出し
－ － －

普通株式
ブックビルディング

方式
3,546,000 8,333,100,000

東京都中央区日本橋一丁目13番１号

野村證券株式会社　　　　　3,546,000株

計(総売出株式) － 3,546,000 8,333,100,000 －

　（注）１．オーバーアロットメントによる売出しは、引受人の買取引受けによる国内売出しに伴い、その需要状況等を

勘案し、野村證券株式会社が行う日本国内における売出しであります。オーバーアロットメントによる売出

しに係る売出株式数は上限株式数を示したものであり、需要状況等により減少し、又はオーバーアロットメ

ントによる売出しが全く行われない場合があります。

２．オーバーアロットメントによる売出しに関連して、当社は、2026年５月14日開催の取締役会において、野村

證券株式会社を割当先とする当社普通株式3,546,000株の第三者割当増資(以下「本件第三者割当増資」とい

う。)の決議を行っております。また、野村證券株式会社は、ゴールドマン・サックス証券株式会社及び

BofA証券株式会社と協議の上、取引所において、オーバーアロットメントによる売出しに係る売出株式数を

上限とする当社普通株式の買付け（以下「シンジケートカバー取引」という。）を行う場合があります。そ

の内容については、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項　３　本件第三者割当増資及びシンジケー

トカバー取引について」をご参照ください。

３．上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の定める「有価証券上場規程施行規則」により規定さ

れております。

４．引受人の買取引受けによる国内売出しが中止された場合には、オーバーアロットメントによる売出し及び海

外売出しも中止されます。

５．売出価額の総額は、有価証券届出書提出時における想定売出価格（2,350円）で算出した見込額でありま

す。

６．振替機関の名称及び住所は、前記「１　売出株式（引受人の買取引受けによる国内売出し）」の（注）８に

記載した振替機関と同一であります。
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４【売出しの条件（オーバーアロットメントによる売出し）】

（１）【入札方式】

①【入札による売出し】

　該当事項はありません。

 

②【入札によらない売出し】

　該当事項はありません。

 

（２）【ブックビルディング方式】

売出価格
（円）

申込期間
申込株数単位
（株）

申込証拠金
（円）

申込受付場所
引受人の住所及び
氏名又は名称

元引受契約の内容

未定

(注)１．

自　2026年

６月９日(火)

至　2026年

６月12日(金)

100
未定

(注)１．

野村證券株式

会社の本店及

び全国各支店

－ －

　（注）１．売出価格及び申込証拠金については、引受人の買取引受けによる国内売出しにおける売出価格及び申込証拠

金とそれぞれ同一とし、売出価格決定日（2026年６月８日（月））に決定される予定であります。ただし、

申込証拠金には利息をつけません。

２．オーバーアロットメントによる売出しに必要な条件は、売出価格決定日（2026年６月８日（月））に決定さ

れる予定であります。

３．株式受渡期日は、引受人の買取引受けによる国内売出しにおける株式受渡期日と同じ上場（売買開始）日

（2026年６月16日（火））の予定であります。オーバーアロットメントによる売出しに係る株式は、機構の

「株式等の振替に関する業務規程」に従い、機構にて取扱いますので、上場（売買開始）日から売買を行う

ことができます。

４．申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。

５．野村證券株式会社の販売方針は、前記「２　売出しの条件（引受人の買取引受けによる国内売出し）　(2）

ブックビルディング方式」の（注）８に記載した販売方針と同様であります。
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【募集又は売出しに関する特別記載事項】

１　東京証券取引所グロース市場への上場について

　当社は、前記「第２　売出要項」における売出株式を含む当社普通株式について、野村證券株式会社、ゴールドマ

ン・サックス証券株式会社、BofA証券株式会社及び大和証券株式会社を共同主幹事会社として、2026年６月16日

（火）に東京証券取引所グロース市場への上場を予定しております。

　なお、東京証券取引所への上場にあたっての幹事取引参加者は野村證券株式会社であります。

 

２　海外売出しについて

　引受人の買取引受けによる国内売出し及びオーバーアロットメントによる売出しと同時に、海外市場（ただし、米

国においては1933年米国証券法に基づくルール144Ａに従った適格機関投資家に対する販売のみとする。）における

売出し（海外売出し）が、Goldman Sachs International 、Merrill Lynch International及びNomura

International plcを共同主幹事引受会社兼ジョイント・ブックランナーとする海外引受会社の総額個別買取引受け

により行われる予定であります。

　引受人の買取引受けによる国内売出し及び海外売出しの総売出株式数は36,936,900株であり、その内訳は引受人の

買取引受けによる国内売出し12,647,100株、海外売出し24,289,800株の予定でありますが、最終的な内訳は、需要状

況等を勘案の上、売出価格決定日（2026年６月８日（月））に決定される予定であります。

　なお、海外の投資家向けに英文目論見書を発行しておりますが、その様式及び内容は、本書と同一ではありませ

ん。

 

３　本件第三者割当増資及びシンジケートカバー取引について

　オーバーアロットメントによる売出しの対象となる当社普通株式は、オーバーアロットメントによる売出しのため

に、野村證券株式会社が貸株人から借入れる株式であります。これに関連して、当社は、2026年５月14日開催の取締

役会において、野村證券株式会社を割当先とする本件第三者割当増資を行うことを決議しております。本件第三者割

当増資の会社法上の募集事項については、以下のとおりであります。

(1) 募集株式の種類及び数 当社普通株式　3,546,000株

(2) 募集株式の払込金額 未定　（注）１.

(3)
増加する資本金及び資本準備金

に関する事項

増加する資本金の額は割当価格を基礎とし、会社計算規則第14条第１項に基づ

き算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満

の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。また、増加する資

本準備金の額は、資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とす

る。　（注）２.

(4) 払込期日 2026年７月15日（水）

　（注）１．募集株式の払込金額（会社法上の払込金額）は、2026年６月１日開催予定の取締役会において決定される予

定であります。

２．割当価格は、2026年６月８日に決定される予定の「第２　売出要項」における売出株式の引受価額と同一と

する予定であります。

３．本件第三者割当増資の手取概算額上限7,874,779千円については、Waymo LLC（以下「Waymo社」という。）

及び日本交通株式会社と取り組む自動運転タクシーの実装に向けたプロジェクトにおける研究開発資金の当

社負担分として2,668,000千円（2027年５月期に844,000千円、2028年５月期に912,000千円、2029年５月期

に912,000千円）を充当する予定であります。当該プロジェクトでは用地の確保やテストドライバーの確

保、車両の調達等に資金を活用することを想定しております。また、企業買収等を通じた事業基盤拡大及び

事業領域拡大に向けて、タクシー領域に関連する事業を行っている企業、物流領域でのソリューション提供

や配送を行っている企業への投資資金として5,206,779千円を2029年５月末日までに充当する予定でありま

す。上記投資資金について、現時点において事業の譲受の具体的な内容及び金額について決定しているもの

はありません。仮に2029年５月末日までに上記研究開発資金及び上記投資資金に未充当額が生じる見込みの

場合、2029年５月末日までに新規顧客獲得に向けた広告宣伝費や販売促進費に充当する予定であります。な

お、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する予定であります。

 

　野村證券株式会社は、2026年６月16日から2026年７月10日までの間（以下「シンジケートカバー取引期間」とい

う。）、ゴールドマン・サックス証券株式会社及びBofA証券株式会社と協議の上、貸株人から借入れる株式の返却を

目的として、東京証券取引所において、オーバーアロットメントによる売出しに係る売出株式数を上限とするシンジ

ケートカバー取引を行う場合があります。

　なお、野村證券株式会社は、シンジケートカバー取引がなされた場合、本件第三者割当増資に係る割当てにおいて

は、シンジケートカバー取引により取得した株式数について、割当てに応じない予定でありますので、その場合には
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本件第三者割当増資における発行数の全部又は一部につき申込みが行われず、その結果、失権により本件第三者割当

増資における最終的な発行数が減少するか又は発行そのものが全く行われない場合があります。また、シンジケート

カバー取引期間内においても、野村證券株式会社は、ゴールドマン・サックス証券株式会社及びBofA証券株式会社と

協議の上、シンジケートカバー取引を全く行わないか又はオーバーアロットメントによる売出しに係る売出株式数に

至らない株式数でシンジケートカバー取引を終了させる場合があります。

 

４　ロックアップについて

　グローバル・オファリングに関連して、引受人の買取引受けによる国内売出し及び海外売出しに係る売出人である

株式会社ディー・エヌ・エー、引受人の買取引受けによる国内売出しに係る売出人であるあいおいニッセイ同和損害

保険株式会社及び東京センチュリー株式会社、海外売出しに係る売出人である株式会社NTTドコモ及びトヨタ自動車

株式会社、当社株主であるグローバルグロースホールディングスツー合同会社、Kakao Mobility Corp．、West

Street Growth EE HK Limited日本支店、合同会社乃木坂ホールディングス、帝都自動車交通株式会社、大和自動車

交通株式会社、岡山交通株式会社及び株式会社フリークアウト・ホールディングス並びに当社の新株予約権者である

中島宏、川鍋一朗及び寺田航平は、ジョイント・グローバル・コーディネーターに対し、元引受契約締結日から上場

（売買開始）日（当日を含む。）後180日目の2026年12月12日（当日を含む。）までの期間（以下「ロックアップ期

間（１）」という。）中、ジョイント・グローバル・コーディネーターの事前の書面による同意なしには、当社普通

株式の譲渡又は処分等（ただし、引受人の買取引受けによる国内売出し及び海外売出し等を除く。）を行わない旨を

約束する書面を差し入れる予定であります。

　また、貸株人である日本交通ホールディングス株式会社は、ジョイント・グローバル・コーディネーターに対し、

元引受契約締結日から上場（売買開始）日（当日を含む。）後360日目の2027年６月10日（当日を含む。）までの期

間（以下「ロックアップ期間(２)」といい、ロックアップ期間(１)と合わせて「ロックアップ期間」という。）中、

ジョイント・グローバル・コーディネーターの事前の書面による同意なしには、当社普通株式の譲渡又は処分等（た

だし、オーバーアロットメントによる売出しのための当社普通株式の貸付け及び上場（売買開始）日（当日を含

む。）後180日目の2026年12月12日（当日を含む。）以降の当社株式に対する担保設定（ただし、4,300,000株を上限

とする。）等を除く。）を行わない旨を約束する書面を差し入れる予定であります。

　加えて、当社は、ジョイント・グローバル・コーディネーターに対し、ロックアップ期間（１）中、ジョイント・

グローバル・コーディネーターの事前の書面による同意なしには、当社普通株式の発行、当社普通株式に転換若しく

は交換されうる有価証券の発行又は当社普通株式を取得若しくは受領する権利を表章する有価証券の発行等（ただ

し、本件第三者割当増資及び株式分割による新株式発行等を除く。）を行わない旨を約束する書面を差し入れる予定

であります。

　なお、上記のいずれの場合においても、ジョイント・グローバル・コーディネーターは、ロックアップ期間中で

あってもその裁量で当該約束内容の一部若しくは全部につき解除し、又はロックアップ期間を短縮する権限を有して

おります。

　上記のほか、当社は、取引所の定める「有価証券上場規程施行規則」の規定に基づき、上場前の第三者割当等によ

る募集株式等の割当等に関し、当社新株予約権の割当を受けた者との間で継続所有等の確約を行っております。その

内容については、後記「第四部　株式公開情報　第２　第三者割当等の概況」をご参照ください。
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第３【その他の記載事項】
　株式売出届出目論見書に記載しようとする事項

 

(1）表紙に当社グループサービスの利用をイメージした図を記載いたします。

 

(2）裏表紙に当社のロゴマーク を記載いたします。

 

(3）表紙の次に「１ Mission/Vision/Value」～「４ 業績等の推移」をカラー印刷したものを記載いたします。
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第二部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

(1）連結経営指標等

回次 第48期 第49期

決算年月 2024年５月 2025年５月

売上高 （百万円） 23,955 31,434

経常利益又は経常損失（△） （百万円） △1,985 2,632

親会社株主に帰属する当期純利益又は親会

社株主に帰属する当期純損失（△）
（百万円） △3,307 2,000

包括利益 （百万円） △2,820 2,504

純資産額 （百万円） 14,980 17,548

総資産額 （百万円） 46,740 57,073

１株当たり純資産額 （円） △1,091.37 △1,041.36

１株当たり当期純利益金額又は１株当たり

当期純損失金額（△）
（円） △42.69 25.75

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額 （円） － －

自己資本比率 （％） 30.1 28.2

自己資本利益率 （％） － 13.3

株価収益率 （倍） － －

営業活動によるキャッシュ・フロー （百万円） △1,121 5,041

投資活動によるキャッシュ・フロー （百万円） △930 △793

財務活動によるキャッシュ・フロー （百万円） △486 △131

現金及び現金同等物の期末残高 （百万円） 21,032 25,148

従業員数
（人）

570 622

〔外、平均臨時雇用者数〕 〔84.1〕 〔95.0〕

　（注）１．当社は、2026年１月22日開催の取締役会決議に基づき、2026年２月20日付で普通株式１株につき100株の割

合で株式分割を行っております。１株当たり純資産額及び１株当たり当期純利益金額又は１株当たり当期純

損失金額については、第48期の期首に当該株式分割が行われたと仮定して算定しております。なお、１株当

たり純資産額については、優先株主に対する残余財産の分配額を控除して算定しております。また、第50期

第３四半期連結累計期間の１株当たり純資産額は282.15円です。

２．潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式は存在するものの、当社株式は非上場であ

り、期中平均株価が把握できないため記載しておりません。

３．株価収益率については、当社株式は非上場であるため、記載しておりません。

４．前連結会計年度（第48期）及び当連結会計年度（第49期）の連結財務諸表については、「連結財務諸表の用

語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和51年大蔵省令第28号）に基づき作成しており、金融商品取引法

第193条の２第１項の規定に基づき、EY新日本有限責任監査法人の監査を受けております。

５．従業員数は就業人員（当社グループから当社グループ外への出向者を除き、当社グループ外から当社グルー

プへの出向者を含む。）であり、臨時雇用者数（契約社員、アルバイトを含む。）は、年間の平均人員（１

日８時間換算）を〔　〕外数で記載しております。

６．第48期については、顧客基盤の拡大を目的とした大規模なマーケティング施策を積極的に展開したことによ

り、広告宣伝費が増加した結果、経常損失及び親会社株主に帰属する当期純損失を計上しており、包括利益

もマイナスとなっております。

７. 第48期については、親会社株主に帰属する当期純損失を計上しているため、自己資本利益率を記載しており

ません。なお、第50期第３四半期連結累計期間の自己資本利益率は30.7％です。

８. 第48期については、営業活動によるキャッシュ・フローは、主に親会社株主に帰属する当期純損失を計上し

ているためマイナスとなっております。投資活動によるキャッシュ・フローは、主にGOアプリの追加開発や
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会計システムの導入等によりマイナスとなっております。財務活動によるキャッシュ・フローは、主に株式

会社IRISにおける非支配株主への配当金の支払い等によりマイナスとなっております。

９．2026年１月22日開催の取締役会決議により、会社法第178条の規定に基づきすべてのA種優先株式、B種優先

株式、C種優先株式及びD種優先株式を消却しております。
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(2）提出会社の経営指標等

回次 第45期 第46期 第47期 第48期 第49期

決算年月 2021年５月 2022年５月 2023年５月 2024年５月 2025年５月

売上高 （百万円） 5,085 8,405 14,460 21,679 29,043

経常利益又は経常損失

（△）
（百万円） △12,303 △10,929 △8,351 △2,674 1,073

当期純利益又は当期純

損失（△）
（百万円） △13,724 △11,122 △8,697 △2,973 1,536

資本金 （百万円） 100 100 100 100 100

発行済株式総数

（株）

     

普通株式 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000

A種優先株式 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000

B種優先株式 109,000 109,000 109,000 109,000 109,000

C種優先株式 143,333 191,318 191,318 191,318 191,318

D種優先株式 － － 60,468 64,478 64,478

純資産額 （百万円） 17,895 14,330 15,632 13,322 15,068

総資産額 （百万円） 25,134 27,806 37,322 42,858 51,976

１株当たり純資産額 （円） △54,093.20 △81,899.02 △103,643.38 △1,110.78 △1,072.38

１株当たり配当額

（円）

－ － － － －

（１株当たり中間配当

額）
(－) (－) (－) (－) (－)

１株当たり当期純利益

金額又は１株当たり当

期純損失金額（△）

（円） △22,913.96 △15,617.15 △11,353.15 △38.38 19.77

潜在株式調整後１株当

たり当期純利益金額
（円） － － － － －

自己資本比率 （％） 71.2 51.5 41.9 31.1 28.6

自己資本利益率 （％） － － － － 10.9

株価収益率 （倍） － － － － －

配当性向 （％） － － － － －

従業員数

（人）

330 358 430 537 584

〔外、平均臨時雇用者

数〕
〔21.5〕 〔33.5〕 〔55.5〕 〔74.2〕 〔81.8〕

　（注）１．当社は、2026年１月22日開催の取締役会決議に基づき、2026年２月20日付で普通株式１株につき100株の割

合で株式分割を行っております。１株当たり純資産額及び１株当たり当期純利益金額又は１株当たり当期純

損失金額については、第48期の期首に当該株式分割が行われたと仮定して算定しております。なお、１株当

たり純資産額については、優先株主に対する残余財産の分配額を控除して算定しております。

２．潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式は存在するものの、当社株式は非上場であ

り、期中平均株価が把握できないため、記載しておりません。

３．第45期から第48期の自己資本利益率については、当期純損失を計上しているため、記載しておりません。

４．株価収益率については、当社株式は非上場であるため、記載しておりません。

５．主要な経営指標等の推移のうち、第45期、第46期及び第47期は、「会社計算規則」（平成18年法務省令第13

号）の規定に基づき算出した各数値を記載しており、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づくEY

新日本有限責任監査法人の監査を受けておりません。

６．第48期及び第49期の財務諸表については、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38

年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。）に基づき作成しており、金融商品取引法第193条の

２第１項の規定に基づき、EY新日本有限責任監査法人の監査を受けております。

７．「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31日）等を第46期の期首から適用してお

り、第46期、第47期、第48期、第49期に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の

指標となっております。
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８．従業員数は就業人員（当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者を含む。）であり、臨時雇

用者数（契約社員、アルバイトを含む。）は、年間の平均人員（１日８時間換算）を〔　〕外数で記載して

おります。

９．第45期、第46期、第47期及び第48期については、顧客基盤の拡大を目的としたマーケティング施策を展開し

たことにより、広告宣伝費が増加した結果、経常損失及び当期純損失を計上しております。

10．当社は配当を行っておりませんので、１株当たり配当額及び配当性向につきましては、それぞれ記載してお

りません。

11．2026年１月22日開催の取締役会決議により、会社法第178条の規定に基づきすべてのA種優先株式、B種優先

株式、C種優先株式及びD種優先株式を消却しております。

12. 当社は、2026年２月20日付で普通株式１株につき100株の株式分割を行っております。そこで、東京証券取

引所自主規制法人（現　日本取引所自主規制法人）の引受担当者宛通知「『新規上場申請のための有価証券

報告書（Ⅰの部）』の作成上の留意点について」（平成24年８月21日付東証上審第133号）に基づき、第45

期の期首に当該株式分割が行われたと仮定して算定した場合の１株当たり指標の推移を参考までに掲げる

と、以下のとおりとなります。

なお、第45期、第46期及び第47期の数値（１株当たり配当額についてはすべての数値）については、EY新日

本有限責任監査法人の監査を受けておりません。

回次 第45期 第46期 第47期 第48期 第49期

決算年月 2021年５月 2022年５月 2023年５月 2024年５月 2025年５月

１株当たり純資産額 （円） △540.93 △818.99 △1,036.43 △1,110.78 △1,072.38

１株当たり当期純利益

金額又は１株当たり当

期純損失金額（△）

（円） △229.14 △156.17 △113.53 △38.38 19.77

潜在株式調整後１株当

たり当期純利益金額
（円） － － － － －

１株当たり配当額

（円）

－ － － － －

(１株当たり中間配当

額)
(－) (－) (－) (－) (－)
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２【沿革】

　当社の前身である株式会社日交計算センターは1945年12月に設立された日本自動車株式会社（現日本交通株式会

社）の子会社であります。2015年８月にJapanTaxi株式会社に商号変更したのち、2020年４月に株式会社ディー・エ

ヌ・エーのタクシーアプリ関連事業と事業統合し当社が設立されました。

　株式会社日交計算センター設立以後の当社に係る経緯は、次のとおりであります。

年月 事項

1977年８月 日本交通株式会社のシステム受託開発を目的とする子会社として、株式会社日交計算センターを設立

1992年１月 株式会社日交データサービスに商号変更

2011年１月 日本初のタクシーアプリ『日本交通タクシー配車』を提供開始

2011年12月 配車対象を全国の提携タクシー会社に拡大したタクシーアプリ『全国タクシー』を全国10エリアで提

供開始

2015年８月 JapanTaxi株式会社に商号変更

2015年10月 日本交通グループの再編に伴い、日本交通ホールディングス株式会社の完全子会社となる

グループ各社の株式保有・管理会社として日本交通ホールディングス株式会社が設立されたことに伴

い、従来の親会社であった日本交通株式会社とは兄弟会社の関係に移行

2016年６月 広告サービスにおいて、株式会社フリークアウト（現株式会社フリークアウト・ホールディングス）

との合弁会社、株式会社IRISを設立

2018年４月 株式会社ディー・エヌ・エーが次世代タクシーアプリ『タクベル』を神奈川エリアで提供開始

2018年９月 『全国タクシー』から『JapanTaxi』へリニューアル

2018年12月 『タクベル』から『MOV』へリニューアル（株式会社ディー・エヌ・エー）

2020年４月 株式会社ディー・エヌ・エーのタクシーアプリ関連事業（タクシーアプリ『MOV』、AIを活用した事

故削減サービス『DRIVE CHART』及び道路情報自動差分抽出事業『KUU』）と事業統合し、株式会社

Mobility Technologiesに商号変更

2020年９月 首都圏、京阪神を中心とした全国11エリアでタクシーアプリ『GO』を提供開始

2021年２月 本社を東京都千代田区紀尾井町から東京都港区六本木へ移転

2021年10月 法人向けサービス『GO BUSINESS』を提供開始

2022年６月 愛のタクシーチケット株式会社の株式を取得し連結子会社化

2022年７月
国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）による「グリーンイノベーション基

金事業／スマートモビリティ社会の構築」（GI基金事業）に採択される

2023年２月 デジタルタクシーチケット『GOチケット』の提供を開始

2023年４月 GO株式会社に商号変更

2023年11月 本社を東京都港区麻布台へ移転

2023年12月 ドライバー向け求人サイト『GOジョブ』をリリースし、人材紹介プラットフォーム事業を開始

2024年６月 EV充電サービス『GO Charge』の提供開始

2024年12月 タクシー相乗りサービス『GOエコノミー』の運行開始

東京における自動運転技術導入に向けた実証実験の実施を目的として、米国Waymo社と日本交通株式

会社との戦略的パートナーシップを締結

2025年７月 株式会社MOMO A（配送取次業、貨物軽自動車運送事業等）の株式を取得し連結子会社化

2025年８月 スマートドライビング事業を分社化しGOドライブ株式会社を設立、持分法適用会社化

2025年９月 採用支援事業を分社化しGOジョブ株式会社を設立、持分法適用会社化
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３【事業の内容】

　当社グループ（当社及び当社の関係会社）は、当社、連結子会社（３社）、関連会社（２社）の計６社で構成され

ております。

　当社グループでは、「移動で人を幸せに。」というミッションのもと、「日本を動かす、社会インフラへ。」をビ

ジョンに掲げ、日本のモビリティプラットフォーム、モビリティインフラとなることを目指し、タクシーを軸にモビ

リティとテクノロジーを掛け合わせた幅広い事業を展開しております。

　当社グループが提供する事業セグメントは「GO事業」及び「その他」に区分されます。GO事業におけるサービスに

は、主力サービスであるタクシーアプリ『GO』、高級車による上質な移動体験を提供する『GO PREMIUM』や、ビジネ

ス利用に特化した法人向けサービス『GO BUSINESS』からなる「アプリ配車」に加え、決済、広告、端末、タクシー

チケット等タクシーアプリに付帯する「タクシー関連サービス」が含まれます。また、「その他」においては、イン

キュベーション事業として、EVタクシー導入に向けた車両や充電サービスやエネルギーマネジメント等を提供するGX

関連サービス、市中での急速充電スポットの検索・予約・決済サービス『GO Charge』の展開、タクシー相乗りサー

ビス『GOエコノミー』の開発・運営、自動運転タクシーの実装に向けた実証実験、物流業界向けのソリューション提

供等に向けた新規事業開発等、モビリティに関連する様々な取り組みを行っております。

　我が国のタクシー業界は、規制業種であるがゆえに収益性が低く、設備投資費用が低廉にならざるを得ない状況が

あることに加え、比較的規模の小さい事業者が多く、自社でのサービス開発が困難であること等を背景として、業界

全体のデジタル化の遅れが大きな課題になっていると認識しております。また近年では、タクシードライバーの高齢

化や人材不足もあり、厳しい事業環境が続いていると認識しております。このような環境下、当社グループは、2011

年に日本初のタクシーアプリ『日本交通タクシー配車』を開始し、株式会社ディー・エヌ・エーのタクシーアプリ関

連事業との統合を経て、2020年にタクシーアプリ『GO』の提供を開始いたしました。2021年には法人向けサービスで

ある『GO BUSINESS』を開始し、以降、日本国内におけるタクシー配車のプラットフォーマーとしての地位を確立し

てまいりました。

　当社は東京本社に加え、大阪、札幌、名古屋、広島、福岡、沖縄に拠点を有しています（2026年３月時点）。タク

シー事業者とのネットワークを全国的に構築しており、2025年12月時点で、『GO』が利用可能なタクシー台数は約

85,000台（注１）まで拡大しております。足元では、『GO』の2018年４月からの累計ダウンロード数が3,500万

（2026年２月時点）（注２）、『GO BUSINESS』の契約件数が15,000件を超える（2026年３月時点）等堅調に拡大し

ておりますが、パートナータクシー事業者（注３）のアプリ配車の利用率（注４）は2025年５月期時点で26%と依然

として限定的であり、今後さらなる市場の拡大を見込んでおります。また、中長期的にはタクシーで培った知見を運

輸業界全体の課題解決に繋げることで、日本のモビリティプラットフォーム、モビリティインフラの構築を実現して

まいります。

 

（図表１）タクシーアプリ『GO』のパートナータクシー事業者（注３）におけるアプリ配車の利用率（注４）
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（図表２）東京におけるGOアプリを使用して配車した実車数（注５）と配車依頼することができるタクシー台数の推

移（注６）

 

（注）

１．タクシーアプリ『GO』を用いて配車依頼をすることができるタクシーの台数。

２．出所：Sensor Tower。2018年４月以降のApp Store及びGoogle Playでのダウンロード数の累計値。タクシーアプ

リ『GO』の提供開始（2020年９月）以前は、前身である『MOV』アプリ及び『JapanTaxi』アプリの数値を合算してい

ます。

３．パートナータクシー事業者とは、タクシーアプリ『GO』による配車を依頼することができるタクシー事業者を指

します。

４．2021年５月期は2020年９月以降のデータ。主要な10都道府県（北海道、東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、愛

知県、大阪府、京都府、兵庫県及び福岡県）における、GOのパートナータクシー事業者の年間実車数に対するGOの

パートナータクシー事業者がGOアプリを使用して配車した年間実車数の割合。

５．実車数とは、ユーザーがタクシーアプリ『GO』を通じて配車注文したタクシーに乗車した回数を指します。

６．東京都内の営業所に所属し、かつタクシーアプリ『GO』を用いて配車依頼をすることができるタクシーの台数を

表示しています。

７．2022年５月期及び2025年５月期の実車数の比較。
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　当社グループの事業セグメントは「GO事業」及び「その他」に区分されます。各セグメントの主な内容は下表のと

おりです。

セグメント
サービス

（2025年５月期売上
構成比）

事業の内容

GO事業

アプリ配車

（43.2％）

タクシーアプリ『GO』

　個人ユーザー向けにタクシー配車サービスを提供、タクシー車両とのリアル

タイムな位置情報連携と高度な配車ロジックにより「早く乗れる」を実現して

おります。

　ユーザーは、①GOアプリをダウンロード、②アプリで乗車位置を指定しタク

シーを呼ぶ、③配車されたタクシーに乗り目的地まで移動（事前指定も可

能）、④決済、の簡単な手順でご利用いただけます。

プレミアム車両配車『GO PREMIUM』

　『GO』のオプションサービスとして、配車時にアルファード等の高級車両を

指定することができます。タクシーアプリ『GO』のお客様乗車後評価において

高評価を獲得している乗務員やハイヤー乗務員が中心となって運行し、良質な

接客サービスを提供いたします。最大６名までのグループ移動や、荷物の多い

旅行客の移動にも適しています。

法人向けタクシーアプリ『GO BUSINESS』

　『GO』の法人版サービスとして、アプリ配車サービスに加え、料金の請求書

払いや社員のタクシー利用管理・経費管理等、ビジネスシーンに特化したサー

ビスを提供しております。ご登録企業の従業員はGOアプリ内でプライベート利

用とビジネス利用を切り替えることが可能であり、ビジネス利用の場合は乗車

時の決済が不要となります。請求書払いは部署やプロジェクト単位で管理する

ことが可能であり、登録企業側は経費精算や利用管理等、タクシー利用に係る

業務を効率化させることが可能です。

タクシー関連サー

ビス

（43.5％）

決済

　車内決済サービスにおいては、当社サービスである『GO Pay』の他、様々な

決済手段を提供しております。『GO Pay』に事前ご登録いただくことで降車時

の決済が不要となり、キャッシュレス・ペーパーレスなタクシー体験を提供し

ております。

広告

　広告サービスにおいては、関係会社の株式会社IRISにおいて、タクシー後部

座席のタブレット端末画面を媒体とした動画広告の配信を行う、タクシーメ

ディア『TOKYO PRIME』を展開しております。

端末

　タクシー事業者に対し、乗務員向け端末、車内に設置する決済端末及び広告

端末等を提供しております。

タクシーチケット

　電子タクシーチケットに加え、関係会社である愛のタクシーチケット株式会

社において紙媒体のタクシーチケットサービスを展開しております。

その他 （13.3％）

交通・運送等モビリティに関連する新規事業（インキュベーション事業）

　GX関連サービスとして、EVタクシー導入に向けた車両や充電サービスの提

供、エネルギーマネジメント等に取り組んでおります。また、市中での急速充

電スポットの検索・予約・決済サービス『GO Charge』を展開しております。

　加えて、タクシー相乗りサービス『GOエコノミー』の開発・運営や自動運転

タクシーの実装に向けた実証実験、物流業界向けのソリューション提供等に向

けた新規事業開発等に取り組んでおります。関係会社である株式会社MOMO Aに

おいて、ネットスーパーを主な対象とする軽貨物利用運送事業を展開しており

ます。
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＜事業系統図＞

 

＜GO事業のビジネスモデル＞

 

 

EDINET提出書類

ＧＯ株式会社(E41784)

有価証券届出書（新規公開時）

 26/240



＜タクシーアプリ『GO』のサービス紹介＞

　ユーザーは、①GOアプリをダウンロード、②アプリで乗車位置を指定しタクシーを呼ぶ、③配車されたタクシーに乗り

目的地まで移動（事前指定も可能）、④決済、の簡単な手順でご利用いただくことができ、タクシー車両とのリアルタイ

ムな位置情報連携と高度な配車ロジックにより「早く乗れる」を実現しております。

 

EDINET提出書類

ＧＯ株式会社(E41784)

有価証券届出書（新規公開時）

 27/240



４【関係会社の状況】

 

名称 住所
資本金

（単位：百万
円）

主要な事業の
内容

議決権の所
有（又は被
所有）割合
（％）

関係内容

（連結子会社）      

㈱IRIS

（注）２、４
東京都港区 10

サイネージメ

ディアの開発及

び広告の販売

51.0

㈱IRISの広告商品を掲

載する媒体社（タク

シー事業者）の獲得、

経営指導業務等

愛のタクシーチケット㈱

 

京都府京都市下京

区
50

タクシーチケッ

ト発行及び代金

回収業

100.0

営業取引、経営指導業

務等

当社による債務保証

（その他の関係会社）      

日本交通ホールディング

ス㈱
東京都千代田区 10

グループ会社株

式の保有・管理

（被所有）

25.7
役員の兼任１名

㈱ディー・エヌ・エー

（注）３
東京都渋谷区 10,397

ゲーム事業、ラ

イブストリーミ

ング事業、ス

ポーツ事業、ヘ

ルスケア・メ

ディカル事業、

新規事業・その

他

（被所有）

25.7

システム運用・保守・

開発及び管理業務の受

託等の取引

　（注）１．「主要な事業の内容」欄には、関係会社が行う主要な事業を記載しております。

２．特定子会社であります。

３．有価証券報告書の提出会社であります。

４．株式会社IRISについては、売上高（連結会社相互間の内部売上高を除く）の連結売上高に占める割合が10％

を超えております。

主要な損益情報等 ①　売上高 5,435百万円

（2025年５月末時点）②　経常利益 1,572  〃

 ③　当期純利益 1,029  〃

 ④　純資産額 2,529  〃

 ⑤　総資産額 3,261  〃

５．2025年７月に株式会社MOMO Aを連結子会社化しております。

６．2025年８月にGOドライブ株式会社、2025年９月にGOジョブ株式会社を持分法適用会社化しております。
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５【従業員の状況】

(1）連結会社の状況

 2026年３月31日現在

セグメントの名称 従業員数（人）

GO事業 202 （63.2）

その他 68 （9.9）

全社（共通） 332 （12.9）

合計 602 （86.1）

　（注）１．従業員数は、当社グループから当社グループ外への出向者を除き、当社グループ外から当社グループへの出

向者を含む就業人員数です。

２．従業員数欄の（外書）は、臨時従業員の年間平均雇用人員（１日８時間換算）です。

３．臨時従業員には、アルバイト、契約社員を含み、派遣社員を除いております。

４．全社（共通）は、アプリ等の開発を担うエンジニア部門、総務及び経理等の管理部門の従業員です。

 

(2）提出会社の状況

     2026年３月31日現在

セグメントの名称 従業員数（人） 平均年齢（歳） 平均勤続年数（年） 平均年間給与（千円）

GO事業 170（61.4） 36.8 3.5 8,380

その他 56 （8.0） 35.8 2.5 9,299

全社（共通） 332（12.9） 39.8 3.6 9,076

合計 558（82.4） 38.5 3.5 8,875

　（注）１．従業員数は、当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者を含む就業人員数です。

２．従業員数欄の（外書）は、臨時従業員の年間平均雇用人員（１日８時間換算）です。

３．臨時従業員には、アルバイト、契約社員を含み、派遣社員を除いております。

４．全社（共通）は、アプリ等の開発を担うエンジニア部門、総務及び経理等の管理部門の従業員です。

５．平均年間給与は、基準外賃金及び手当を含んでおります。

 

(3）労働組合の状況

　労働組合は結成されておりませんが、労使関係は円満に推移しております。

 

(4）管理職に占める女性労働者の割合、男性労働者の育児休業取得率及び労働者の男女の賃金の差異

①　提出会社

最近事業年度

管理職に占める女性
労働者の割合（％）

（注）１

男性労働者の育児休
業取得率（％）
（注）２

労働者の男女の賃金の差異（％）（注）１、３

全労働者 正規雇用労働者 パート・有期労働者

14.9 66.7 63.1 71.7 100.1

　（注）１．「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」（平成27年法律第64号）の規定に基づき算出したもの

であります。

２．「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」（平成３年法律第76号）の規

定に基づき、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」（平成

３年労働省令第25号）第71条の６第１号における育児休業等の取得割合を算出したものであります。

３．男性労働者の賃金に対する女性労働者の賃金の割合を示しております。

なお、同一労働の賃金に差はなく、職責ごとの人数構成の差によるものです。
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②　連結子会社

　連結子会社は、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」（平成27年法律第64号）及び「育児休

業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」（平成３年法律第76号）の規定による公表

義務の対象ではないため、記載を省略しております。
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第２【事業の状況】

１【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】

　文中の将来に関する事項は、本書提出日現在において当社グループが判断したものであります。

 

(1）経営の基本方針

　当社グループは「移動で人を幸せに。」をミッションとして、「日本を動かす、社会インフラへ。」をビジョン

に掲げ、モビリティとテクノロジーを掛け合わせたサービスを提供することにより、交通の利便性、快適性をます

ます高め人々の暮らしをより良いものに変えていきたいと考えております。また、便利さ、快適さのみならず、都

心部の交通渋滞、地方部の交通過疎化、交通事故、環境汚染・温暖化等、さまざまな交通課題、社会課題を解決し

ていきたいと志しております。

　上記当社グループのミッションを実現するために、下記８つのバリューを設定しております。

１．次の時代をつくる。

いつも「次の時代をつくる」という意志を持とう。交通インフラを支える者として、描いた夢が実装可能

か、安全・安心か、長く続くかまで考えを尽くそう。

２．全方よし。

三方よしをこえて、ユーザー・業界・社会・環境・社員など関わるすべてに「よし」かを考えよう。関わる

すべての接点に真摯に向き合い、細やかに気を配ろう。

３．コトに向かう。

ミッション達成のための目的、つまり「コト」に向かいつづけよう。事情や忖度のためにヒトに向かうので

はなく、つねに何のためにやるかを問い、本質を目指そう。

４．違いを力に。

立場をこえて協力しよう。部署の違い、思想の違い、古さと新しさ、そんな違いをこえて、感謝と尊敬の気

持ちをもって、互いに高めあおう。

５．Bad News Fast.

悪いニュースは早く、一番最初に伝えよう。ミスや失敗も、「お皿を割る人は、お皿を洗っている人だ」の

精神でどんどん表に出し、挑戦は讃えよう。

６．無いから挑む。

私たちは今までに無かったことを生み出す会社。前例やデータが無いことも多い。無いから諦める、ではな

く、無いからこそ挑もう。新たな時代の先駆者になろう。

７．当事者たれ。

「会社で起きることは全て自分に関わる」という意識を常にもとう。自分の担当、職域をこえてでも、関

わったことはやろう。やる人を助けよう。

８．明るくGO！

新たな移動の未来を叶えるには、多くの困難にも直面する。そんな時こそ、ワクワクする未来へのプロセス

と捉えて、明るく、情熱をもって進もう。

 

(2）経営環境と当社の競争優位性

　我が国のタクシー業界は、規制業種であるがゆえに収益性が低く、設備投資費用が低廉にならざるを得ない状況

があることに加え、比較的規模の小さい事業者が多く、自社でのサービス開発が困難であること等を背景として、

業界全体のデジタル化の遅れが大きな課題になっていると認識しております。また近年では、タクシードライバー

の高齢化や人材不足もあり、厳しい事業環境が続いていると認識しております。

　このような環境下、当社グループは、2011年に日本初のタクシーアプリ『日本交通タクシー配車』を開始し、株

式会社ディー・エヌ・エーのタクシーアプリ関連事業との統合を経て、2020年にタクシーアプリ『GO』の提供を開

始いたしました。2021年には法人向けサービスである『GO BUSINESS』を開始し、以降、日本国内におけるタク

シー配車のプラットフォーマーとしての地位を確立してまいりました。

　当社は東京本社に加え、大阪、札幌、名古屋、広島、福岡、沖縄に拠点を有しています（2026年３月現在）。タ

クシー事業者とのネットワークを全国的に構築しており、2025年12月時点で、『GO』が利用可能なタクシー台数は

約85,000台（注１）まで拡大しております。足元では、『GO』の2018年４月からの累計ダウンロード数が3,500万

（2026年２月時点）（注２）、『GO BUSINESS』の契約件数が15,000件を超える（2026年３月時点）等堅調に拡大

しております。
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（図表１）累計アプリダウンロード数の推移（注２）

 

(3）中長期的な会社の経営戦略

　現在、当社は国内において「GO事業」のセグメントに区分される各種サービスとその他のモビリティ関連サービ

スを展開しております。

 

＜GO事業＞

　「アプリ配車」については、実車数（注３）と１実車当たり平均売上高（注４）の双方の成長を目指します。現

在タクシーアプリ『GO』は2018年４月からの累計ダウンロード数3,500万（2026年２月時点）、2025年６月から

2026年２月の間の月間アクティブユーザー（以下「MAU」という。）の平均が312万人（注５）に至る等と順調に成

長しており、2025年５月期の実車数は年間9,631万回に達しています。一方で、日本における配車アプリの浸透率

はいまだ限定的であり、今後も、強力なブランド力と広範なサービス提供を活かしたマーケティング施策による継

続的なユーザー獲得、アプリのUI/UXの向上や、ステータス特典等のユーザーロイヤルティープログラムの拡充に

よる利用頻度の向上、タクシー事業者及び乗務員側のアプリ利用を促進する仕組みの実装による必要十分な供給量

の確保を図り、アプリ配車浸透率を中長期的に高めることを目指します。一方、１実車当たり平均売上高について

は、これまでユーザーの満足度向上と併せて段階的に単価向上施策を行ってまいりました。今後もユーザーのタク

シー利用の需要バランスに合わせた料金変動等を通じて、単価上昇に向けた取り組みを継続し、収益拡大を図って

まいります。
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（図表２）平均MAUの推移及び利用継続率

 

（図表３）１実車当たり平均売上高及び実車数

 

 

　「タクシー関連サービス」は決済手数料、広告収入等により当社の安定的なキャッシュ・フローの源泉となって

おり、今後もタクシー事業者及びユーザーのニーズに沿った付帯サービスの提供を行うことで、着実な成長を目指

します。

　以上の取り組みを通じ、タクシー業界全体に対するDX（Digital Transformation）を推進してまいります。
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（図表４）タクシー関連サービスの概要

 

（図表５）日本のタクシー事業者の規模

 

 

＜その他＞

　当社は「GO事業」以外に、タクシー業界のみならず、モビリティに関連する様々な新規事業、研究開発を行って

おります。強固なタクシー事業者との関係性を活かしながら、GX関連サービス（EVタクシー導入に向けた車両や充

電サービスの提供、エネルギー需給のバランス調整に関するサービス等）にも取り組んでおります。

　また、モビリティに関する様々な課題解決に向けて、タクシー相乗りサービスや自動運転タクシーの実装に向け

た実証実験、物流業界向けのソリューション提供等に向けた新規事業開発等に取り組むことで、GO独自の強みを活

かした事業ドメインの拡大を中長期的に目指してまいります。

 

（注）

１.　タクシーアプリ『GO』を用いて配車依頼をすることができるタクシーの台数。

２.　出所：Sensor Tower。2018年４月以降のApp Store及びGoogle Playでのダウンロード数の累計値。タクシー

アプリ『GO』の提供開始（2020年９月）以前は、前身である『MOV』アプリ及び『JapanTaxi』アプリの数値を合算

しています。

３.　実車数とは、ユーザーがタクシーアプリ『GO』を通じて配車注文したタクシーに乗車した回数を指します。

４.　１実車当たり平均売上高はアプリ配車サービスの売上高÷実車数で算出。１円未満は四捨五入。

５.　MAUとは、Monthly Active Usersの略であり、月１回以上GOアプリを起動したユーザー数をいいます（配車

サービスを利用したか否かは問いません。）。平均MAU=集計期間各月のMAUの合計÷対象期間月数

６.　利用継続率（2018年４月～2021年３月に利用を開始したユーザー）は、2018年４月～2021年３月の各月に利

用を開始したユーザーについて、初回利用から61か月後のMAUを初回利用翌月のMAUで除すことにより算出した数値

を、単純平均することにより算出（初月のクーポン発行による利用増加の影響を取り除くため初回利用翌月のMAU

を使用）しています。
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７.　2023年５月期から2025年５月期の年平均成長率を指します。

８.　出所：全国ハイヤー・タクシー連合会「２章　ハイヤー・タクシーの輸送実績等」『ハイヤー・タクシー年

鑑2025』　2024年３月末時点で各カテゴリーに属する企業数の比率

９.　出所：アーサー・ディ・リトル・ジャパン「モビリティサービスの事業性分析」（2019年４月時点）

 

(4）優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題

　(1)及び(3)に記載の、経営方針及び中期経営戦略を実行していく上で、当社グループが優先的に対処すべき事業

上及び財務上の課題は以下のとおりであります。

 

①　安定したキャッシュ・フローの確保

　当社グループは「移動で人を幸せに。」をミッションに掲げ、モビリティとテクノロジーを掛け合わせたサー

ビスの提供を目指しております。そのためには、中長期的な企業価値の向上に資する安定的なキャッシュ・フ

ローが必要であります。現在の成長戦略の軸であり、主力である「GO事業」セグメントの中でも特に収益貢献、

成長余地の大きい「アプリ配車」サービスのさらなる拡大に注力することを最優先の事業上の課題としておりま

す。

 

②　新規事業の確立

　主力である「GO事業」セグメントが堅調に事業拡大する中、長期的な企業価値の向上を見据えた新規事業の確

立は当社グループの重要な成長戦略の一つと考えております。当社グループは、モビリティ業界やインターネッ

ト業界において幅広い人脈や豊富な知見を有する経営陣、M&A及びファイナンスに関して豊富な経験を有する役

職員及びDXやテクノロジーに精通したエンジニアチームを擁しており、さまざまな可能性について積極的に検討

してまいります。なお、新規事業に取り組む際には既存事業との親和性や費用対効果を十分に検討した上で実行

してまいります。

 

③　人材・組織の強化

　当社グループの持続的な成長のためには、優秀な人材の採用及び育成、また、営業体制や開発体制、管理体制

等を整備していくことが重要であると考えております。当社グループのミッションや事業内容に共感し、高い意

欲を持った優秀な人材を採用するために、積極的な採用活動を推進するとともに、高い意欲を持って働ける環境

や仕組みの構築に取り組んでまいります。

 

④　サービス開発体制の強化

　サービス開発における技術力は当社グループの競争力の源泉であり、継続的な改善及び強化が必要であると考

えております。新技術への投資やモニタリングを通じ、サービス開発体制のさらなる強化に努めてまいります。

 

⑤　環境保全への取り組み

　当社グループは、GX関連サービス（EVタクシー導入に向けた車両や充電サービスの提供、エネルギーマネジメ

ント等）を通じ、公共交通機関であるタクシー業界のEV化促進、カーボンニュートラルに向けての二酸化炭素削

減を目指した取り組みを強化しております。また、CO２排出量をアプリ上で可視化することにより、一般ユー

ザーにおける環境意識の向上を促すことにも取り組んでおります。

 

⑥　財務上の課題

当社グループは、タクシー利用料金の決済サービスを提供しているため、当社グループが収受した決済代金を

タクシー事業者に円滑に支払うべく、手許資金の流動性を十分に確保する必要があります。当社グループは営業

活動によるキャッシュ・フローを源泉として安定的な財務基盤を築いているため、現時点において優先的に対処

すべき財務上の課題はないと認識しておりますが、更なる内部留保の確保と営業キャッシュ・フローの改善等に

より財務基盤の強化を図ってまいります。

不測の事態に備え、2026年３月末時点において株式会社三菱UFJ銀行をアレンジャーとするシンジケート方式

のコミットメントライン契約を締結しております。資本コストの最適化を図り、複数の調達オプションをその

時々の状況を鑑み有効に活用するため、金融機関との一層の関係強化や資金調達の多様化を目指してまいりま

す。
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２【サステナビリティに関する考え方及び取組】

　当社グループのサステナビリティに関する考え方及び取組は、次のとおりであります。

　なお、文中の将来に関する事項は、本書提出日現在において当社グループが判断したものであります。

 

(1）ガバナンス

　当社グループは現状、サステナビリティに係る基本方針を定めておらず、サステナビリティ関連のリスク及び機

会、管理するためのガバナンスの過程、統制及び手続等の体制を、その他のコーポレート・ガバナンスの体制と区

別しておりません。なお、サステナビリティに関する重要な事項は業務執行会議（GO15）を経て、取締役会におい

て議論・決議することとしております。

　詳細は、「第４提出会社の状況　４コーポレート・ガバナンスの状況等　（１）コーポレート・ガバナンスの概

要」をご参照ください。

 

(2）戦略

　当社グループは現状、サステナビリティに係る基本方針を定めていないことから、サステナビリティ関連の戦略

における、リスク及び機会に対処するための重要な取組は検討中であります。

　当社グループにおける、人材の多様性の確保を含む人材の育成に関する方針及び社内環境整備に関する方針は、

以下のとおりであります。

 

＜人材育成方針＞

　当社グループは「GO事業」及び「その他」にて多様なモビリティ事業を展開しており、各事業にはそれぞれの事

業で必要な専門性や業界知識を持った人材が在籍しております。各事業に必要な専門性と業界知識は異なるため、

全体として多様なバックグラウンドを持つ人材が在籍しております。

　また今後も「移動で人を幸せに。」というミッションを実現するべく、モビリティ領域の社会課題に取り組むた

め、事業のすそ野は広げていく方向で、それに伴い、一層の多様なバックグラウンドを持つ優秀な人材が必要とな

ります。そのため、多様な人材を受け入れ、活躍し続ける組織文化を持つことが当社グループの将来的な成長につ

ながります。

 

＜社内環境整備方針＞

　こうした多様なバックグラウンドを持つ人材を受け入れ、活躍し続けられる組織文化を作るため、以下の取組を

行っております。

①　多様なバックグラウンドの人材を束ねるMVV（Mission、Vision、Value）

　多様なバックグラウンドの人材の力を同じベクトルにそろえるため、GO Inc.としてのMission、Vision、

Valueを設定し、多様なバックグラウンドを持つ人材が「移動で人を幸せに。」というMissionの実現に向くよ

う、採用時の人物要件の設定、評価報酬への反映等、浸透するための施策を展開しております。

②　全社の動きの情報開示

　当社グループの様々な事業の状況や、各事業連結での事業状況をタイムリーに共有するため週１回のWeekly

Stand Up（オンラインでの全社ミーティング）や、年度や中長期の経営方針等を共有する半期に１度の全社会

を開催し、情報の透明性と公開性を高めることにより、多様なバックグラウンドを持った優秀な人材が各事業

にコミットしながらも、他事業や全社の状況を把握し、Mission実現に向け、自発的に動ける環境を作ってお

ります。

③　組織を超えたコミュニケーションの活発化（ワーケーション、部活動、GOEN（注））

　各事業にコミットしている社員が、組織の壁を越えて結束する機会として、四半期に１度、異なる組織のメ

ンバーで１日を共にするワーケーション、趣味で繋がる部活動、部署間での交流を促進するGOEN等の施策を実

施しております。多様なバックグラウンドを持つ社員や部署が組織を超えて繋がることにより、各事業に対し

てのコミットだけでなく、GOグループとしてのMissionの実現、全体最適を志向する組織文化を醸成しており

ます。

（注）所属部門の垣根を越えて相互理解を高めるために、各組織の課題への対応を議論する部門間交流施策

 

(3）リスク管理

　当社グループは現状、サステナビリティに係る基本方針を定めていないことから、サステナビリティ関連のリス

ク管理における記載はいたしませんが、「リスク管理・コンプライアンス規程」を作成し、リスク・コンプライア

ンス委員会が中心となり、リスクマネジメント体制の整備と運用を図っております。毎年、事業の特性や外部環境

の変化を踏まえ、全社的なリスク項目を洗い出すとともに、各リスクのレベルに応じたリスクインシデントの報告

フローを整備し、社内の各部門から実際に報告されたリスクインシデントに基づいて、毎月その影響度と発生頻度

の評価と対応策の確認を行っております。また、リスク管理に関する重要な事項は業務執行会議（GO15）を経て、

取締役会において議論・決議することとしております。
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　詳細は、「第４提出会社の状況　４コーポレート・ガバナンスの状況等　（１）コーポレート・ガバナンスの概

要」をご参照ください。

 

(4）指標及び目標

　当社グループは、サステナビリティ関連のリスク及び機会に関する当社グループの実績を長期的に評価し、管理

及び監督するために用いられる情報としての指標及び目標を具体的に定めておりませんが、今後の事業を進める中

でその精緻化を図ってまいります。

　また、人的資本に関する方針及び社内環境整備に関する方針に関しましては、当社グループは現在、女性、外国

人、中途採用者等の区分で管理職の構成割合や人数の目標値等は定めておりませんが、その具体的な目標設定や状

況の開示については、今後の課題として検討してまいります。
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３【事業等のリスク】

 

　本書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、経営者が当社グループの財政状況、経営成績及び

キャッシュ・フローの状況に重要な影響を与える可能性があると認識している主要なリスクは、以下のとおりであり

ます。また、必ずしもそのようなリスク要因に該当しない事項につきましても、投資家の投資判断上、重要であると

考えられる事項につきましては、投資家に対する積極的な情報開示の観点から以下に開示しております。なお、記載

内容の将来に関する事項は、本書提出日現在において当社グループが判断したものであり、将来において発生の可能

性があるすべてのリスクを網羅するものではありません。また、当社グループでは「リスク管理・コンプライアンス

規程」に基づき、リスク・コンプライアンス委員会が中心となって、全社的なリスク項目の洗い出しや、報告された

リスクインシデントに基づく影響度・発生頻度の評価と対応策の確認を実施する等、リスクマネジメント体制の整備

と運用を図っております。詳細は、「第４提出会社の状況　４コーポレート・ガバナンスの状況等　（１）コーポ

レート・ガバナンスの概要」をご参照ください。

 

(1）事業内容に関わるリスクについて

①　事業モデルについて

（顕在化可能性：中、顕在化する可能性のある時期：特定時期なし、影響度：中）

　当社グループはアプリ配車サービスを中心とするGO事業を主な収益源としております。GO事業は配車の供給と

してタクシーを活用したビジネスモデルとなっており、今後の需要の伸びに対し、タクシー事業者の人手不足等

により、タクシーの供給自体が逼迫するようなことがあれば、成長スピードが鈍化し、当社グループの事業展

開、経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

　また、景気変動、パンデミック、大規模災害の発生、生産年齢人口の減少、タクシーと公共交通機関等の他の

交通手段との競合等、様々な要因によりタクシーの配車需要が急激に減少することにより、当社グループの事業

展開、経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性もあります。

　加えて、当社が提供するアプリ配車サービスの利用は東京都、大阪府、神奈川県等の主要都市圏に集中してい

るため、これら主要都市圏の経済的条件、社会的条件、気象条件、規制等の様々な要因は、当社グループの事業

展開、経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

 

②　ユーザー及びタクシー事業者との関係について

（顕在化可能性：低、顕在化する可能性のある時期：特定時期なし、影響度：大）

　当社グループはアプリ配車サービスを中心とするGO事業を主な収益源としているため、ユーザー及び提携先の

タクシー事業者の維持及び拡大が極めて重要です。ユーザーとの関係において、特定の時間帯における配車利用

の集中等によりスムーズな配車が困難となった場合、当社グループの広告宣伝活動が想定どおりの効果を発揮し

ない場合、他社の提供するアプリ配車サービスの利用が拡大した場合、外部業者のサービス等との接続や連携に

支障が生じた場合等の様々な要因により、ユーザー数及びユーザーの利用頻度の維持及び拡大に支障が生じた場

合には、当社グループの事業展開、経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

　また、タクシー事業者との関係において、他社との競合等により既存のタクシー事業者との提携を継続できな

い場合、車載端末の導入等の初期費用や他社サービスからの切替費用等を原因として提携先のタクシー事業者

数・車両数を拡大できない場合、提携先のタクシー事業者又はそのタクシードライバーが配車手数料等を理由と

して当社が想定する頻度での配車受入れを行わない場合等にも、当社グループの事業展開、経営成績及び財政状

態に影響を及ぼす可能性があります。特に、当社のアプリ配車サービスを通じた配車の多くは利用頻度の高いヘ

ビーユーザー及び大手タクシー事業者によるものですが、ヘビーユーザーの利用が減少した場合や提携先の大手

タクシー事業者による配車数が減少した場合には、当社グループの事業展開、経営成績及び財政状態に影響を及

ぼす可能性があります。

 

③　市場における競合企業との関係について

（顕在化可能性：高、顕在化する可能性のある時期：特定時期なし、影響度：中）

　当社グループが事業を展開する日本国内のタクシー配車アプリ市場では、複数の有力な事業者が活発かつ健全

な競争を行っておりますが、当社グループのサービスは、タクシー業界の厳しい法規制等にきめ細やかに対応す

ることにより、ユーザー数及び提携するタクシー事業者数・車両数の両面において、他社に比して高い競争力を

有していると考えております。しかしながら、仮に、現状の規制やビジネスモデルの中で競合のシェアが高まっ

た場合や、ライドシェアの規制緩和を含む法規制の変更等により新しいビジネスモデルが解禁される場合には、

実車数、１実車当たり平均売上高等のKPIが想定と異なる推移をする等、当社グループの事業展開、経営成績及

び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

　さらに、タクシー配車アプリ市場は、競争政策の観点からも一定の注目を集めており、2025年４月には、公正

取引委員会が実施した実態調査の結果が公表されております。当社グループでは、当社が提供するアプリ配車

サービスにおいて恣意的に特定のタクシー事業者が有利又は不利になるような取扱いを一切行わない等、独占禁
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止法等の規律を徹底して遵守するとともに、配車の仕組みについての説明等、当社グループがユーザーの利用体

験向上のために講じている各種施策の透明性を高めるための取り組みを継続的に行っておりますが、関係当局が

採用する政策によっては、当社グループがこれまで依拠してきたビジネスモデルの部分的な変更を余儀なくされ

る可能性があり、その場合には、当社グループの事業展開、経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があり

ます。

 

④　主要な提携先及び外部業者等との関係について

（顕在化可能性：低、顕在化する可能性のある時期：特定時期なし、影響度：中）

　当社の提携先である日本交通グループは、「全国ハイヤータクシー名鑑令和８年版」によるとタクシー保有台

数ベースで国内最大規模のタクシー事業者グループであり、当社においても、タクシー保有台数ベースでは最大

の提携先です。加えて、当社グループは、自動運転技術の開発についてWaymo社及び日本交通株式会社との戦略

的パートナーシップを締結しています。

　また、当社はネットワークの構成をAmazon Web Services及びGoogle Cloud Platform等のクラウドサービス提

供事業者に委託していますが、当社はそれらを株式会社ディー・エヌ・エーとの契約を通じて行っています。

　さらに、当社グループが提供する広告サービスにおいて、当社との合弁会社である株式会社IRISの株式を49％

保有する株式会社フリークアウト・ホールディングスは販売代理店としての役割を担っており、当該サービスに

おける同社に対する売上高は当社における当該サービスの売上高の大部分を構成しています。加えて当社は、決

済サービスの提供において多数の決済代行業者を利用するとともに、タクシー関連サービスにおいて提携先のタ

クシー事業者に提供する車載端末の製造を外部の製造業者に委託しております。

　したがって、これらのような主要な提携先及び外部業者等との関係に変化が生じた場合には、当社グループの

事業展開、経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

 

⑤　業歴が短いことによる業績の不確実性について

（顕在化可能性：低、顕在化する可能性のある時期：特定時期なし、影響度：中）

　当社グループの事業は、2020年のGOアプリの提供開始以降、比較的早い速度で成長してまいりました。今後も

事業の拡大を目指しますが、当社グループの業歴は相対的に短く、比較対象とするための十分な期間の財務情報

がないため、当社グループの過年度の業績のみでは、今後の当社グループの業績を判断する情報として不十分な

可能性があります。

 

⑥　KPIの設定及び市場規模の推計について

（顕在化可能性：中、顕在化する可能性のある時期：特定時期なし、影響度：中）

　当社グループは、成長推移の把握や業績評価等を目的として、実車数、１実車当たり平均売上高等をKPIとし

て設定し、定期的に算出しています。これらの指標は、ユーザーの利用状況等を合理的に測定した指標であると

考えておりますが、当社グループ内部のデータを用いて算出しており、独立した第三者による検証、監査又はレ

ビューを受けていない上、ユーザー数は相当多数であることから当社グループのサービス利用状況の正確な測定

には限界があるため、当社グループの業績を正確に示しているとは限りません。また、これらの指標は当社グ

ループ独自の定義に基づいて算出されているため、他社で使用される同名の指標と比較可能とは限りません。こ

れらの指標やその前提となるデータが重大な点において不正確であった場合には、当社グループの事業展開、経

営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

　また、当社グループは、第三者機関が作成した市場データや公表されているデータを分析することによって、

市場規模等を推計していますが、これらのデータは最新ではないか、又は不完全か、若しくは不正確である可能

性があります。したがって、当該推計が正確であるとは限らず、当該推計が不正確である場合には、当社グルー

プの事業展開、経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

 

⑦　人材確保、育成について

（顕在化可能性：中、顕在化する可能性のある時期：特定時期なし、影響度：中）

　当社グループの事業の継続及び拡大に向けて、事業特性に見合った経験のある優秀な人材を確保する必要があ

ります。当社グループでは、採用計画に基づき予算を計上することで人材採用を行っておりますが、雇用情勢や

経済環境等により、計画どおりに人材を確保できない場合、業績に影響を及ぼす可能性があります。

 

⑧　特定人物への依存について

（顕在化可能性：低、顕在化する可能性のある時期：特定時期なし、影響度：小）

　当社グループの事業において経営陣や重要な従業員が果たす役割は極めて大きなものです。特に、当社の提携

先である日本交通株式会社の取締役、一般社団法人東京ハイヤー・タクシー協会の会長及び一般社団法人全国ハ

イヤー・タクシー連合会の会長を兼任している当社の代表取締役会長である川鍋一朗並びに当社の代表取締役社

長である中島宏は、ミッションの策定や実行、戦略的意思決定等において大きな役割を担っています。当社は、

取締役会や業務執行会議（GO15）といった事業運営のための会議体において、役員及び幹部社員への情報共有や
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権限委譲を進めるなど、経営組織の強化を図ることで、特定人物に過度に依存しない経営体制の整備を進めてお

ります。しかしながら、経営陣や重要な従業員につき、不測の事態や辞任が発生した場合、また、代行体制が十

分に機能しない場合、当社グループの事業展開、経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

 

⑨　インターネット等の風評被害によるリスクについて

（顕在化可能性：低、顕在化する可能性のある時期：特定時期なし、影響度：中）

　当社グループでは、当社グループの法令遵守及び是正指示に十分留意しておりますが、当社グループが保有す

る商標等の不正利用、お客様からの苦情等、インターネット上での様々な書き込みにより風評被害が発生・拡散

した場合、その内容の正確性にかかわらず、当社グループの事業、財政状態、経営成績、ブランドイメージ及び

社会的信用に影響を及ぼす可能性があります。また、従業員又は提携先が関与する事故及びその他の不適切行為

によっても当社グループのブランドイメージ及び社会的信用は損なわれる可能性があり、そのような事態に発展

した場合、当社グループの財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。

 

⑩　システムの安定性について

（顕在化可能性：中、顕在化する可能性のある時期：特定時期なし、影響度：中）

　当社グループが提供するサービスはシステム負荷が高く、システムの安定的な稼働が業務遂行上必要不可欠な

要素となっております。一方で、ハードウェア及びソフトウェアの不具合の発生を完全に解消することは現実的

には不可能であり、当社グループとして、継続的な設備投資に加えて、システム障害の発生を未然に防ぐべくと

り得る施策の検討及び実施をおこなっております。しかしながら、自然災害、コンピュータウイルス、外部から

のハッキングや当社の予測不可能な要因等によるシステム障害に伴うサービスの停止により、当社グループの財

政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。

 

⑪　内部管理体制について

（顕在化可能性：低、顕在化する可能性のある時期：特定時期なし、影響度：小）

　当社グループは、今後の事業展開及び事業規模拡大に応じた内部管理体制を構築するため、コーポレート・ガ

バナンスの重要性を教育研修等を通じて社内で共通認識とし、内部管理体制の一層の充実を図る方針であります

が、事業規模や内容に適した内部統制の構築に遅れが生じた場合には、当社グループの財政状態及び経営成績に

影響を及ぼす可能性があります。

 

⑫　知的財産権の侵害等について

（顕在化可能性：低、顕在化する可能性のある時期：特定時期なし、影響度：小）

　当社グループは、当社グループが開発及び設計するソフトウェアやそれを用いたサービス等について、特許権

侵害の調査等を実施しているほか、自ら積極的に特許出願及び登録を行いポートフォリオの構築に努めることで

第三者の特許からの自衛を図っております。また、当社グループが展開する事業及びサービスの名称等について

は、商標の出願及び登録を行う等、第三者の商標等を侵害しないよう留意しております。しかしながら、仮に、

第三者からの特許権や商標権の侵害を理由とする損害賠償請求や差し止め請求が裁判所に認められた場合、主力

サービスにおいて当社グループが保有する知的財産権の競合企業による侵害を止められなかった場合には、当社

グループの事業運営に影響を及ぼす可能性があります。

 

(2）経営環境に関わるリスクについて

①　法的規制について

ａ　法的規制全般について

（顕在化可能性：低、顕在化する可能性のある時期：特定時期なし、影響度：大）

　当社グループが提供するサービスを規制する主な法律として、「旅行業法」、「電気通信事業法」等がありま

す。当社グループでは社内の管理体制の構築等によりこれらの法令等を遵守する体制を整備するとともに、必要

な許可等を得てサービスを提供しており、現時点で当該許可等の継続に支障が生じるような事象は発生しており

ませんが、今後、規制対象の拡大や新たな規制法令等の制改定が行われた場合には、当社グループの財政状態及

び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。

　また、当社グループのサービスと密接に関係するタクシー業界は「道路運送法」及びそれと関係する政省令に

よる規制を受けております。当社グループが提供するサービスはあくまでタクシーの「配車」であり、タクシー

の運送主体としてのサービス提供は行っていないため、現在、当社グループが直接「道路運送法」等の旅客自動

車運送事業に係る規制の適用を受けることはありませんが、今後、規制対象の拡大や新たな規制法令等の制改定

が行われた場合には、当社グループの財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。

 

ｂ　個人情報保護について

（顕在化可能性：低、顕在化する可能性のある時期：特定時期なし、影響度：中）
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　当社グループは、事業を通じて取得する個人情報について「個人情報の保護に関する法律」が定める個人情

報取扱事業者としての義務を課されております。

　当社グループは個人情報の第三者への漏洩、不適切な利用、改ざん等の防止のため、個人情報保護規程やマ

ニュアルを制定することにより「個人情報保護マネジメントシステム」に準拠した管理体制を確立し、また、

全社員を対象とした個人情報に関する教育を通じて個人情報の取扱いに関するルールを周知徹底し、個人情報

保護に関する意識の向上を図ることで、同法及び関連法令等の法令遵守に努めております。また、当社は2019

年９月に、国際規格ISO／IEC27001：2013（JIS Q 27001：2014）の要件に準拠した情報セキュリティマネジメ

ントシステム（ISMS）の認証を受けており、継続的に情報セキュリティレベルの向上に努めております。

　しかしながら、個人情報が当社グループ関係者、業務委託先等の故意又は過失により外部へ流出した場合、

又は外部からの不正なアクセスや想定していない事態によって個人情報の外部流出等が発生した場合には、適

切な対応を行うために相当な費用負担、当社グループヘの損害賠償請求、当社グループ並びに当社サービスの

信頼性やブランドの毀損が発生し、当社グループの財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。

 

ｃ　業務委託について

（顕在化可能性：低、顕在化する可能性のある時期：特定時期なし、影響度：小）

　当社の業務遂行にあたって、業務の一部を他社に対して委託する場合があります。そのうちの一部の受託先

との間では、中小受託取引適正化法及び特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律（フリーランス

法）の規制を受けており、当社は、取引先に対する取引条件の明示義務や一方的な条件変更等の禁止行為を行

わない義務を負います。

　当社では、社内の取引承認プロセスにおいてこれらの義務違反が生じないよう厳格な確認を行うとともに、

社内研修等を通じてルールの周知徹底を図っておりますが、万が一この義務を怠った場合には、当社に対して

公正取引委員会による措置命令や罰金が科される可能性があり、このような事態に至った場合、当社グループ

に対する社会的な信頼性が毀損され、当社グループの財政状態及び経営成績に影響を及ぼす場合があります。

 

ｄ　補助金・助成金について

（顕在化可能性：低、顕在化する可能性のある時期：特定時期なし、影響度：大）

　当社の一部の事業においては、公的な補助金又は助成金等の交付を受けられることを前提に事業を遂行して

おり、それに伴って必要となる各種報告や補助金等の適正利用を担保するために必要な体制を整備しておりま

す。しかし、当社又は補助金等の対象事業を行う当社の取引先等が、補助金等交付の前提となる報告その他の

義務を遵守しなかった場合には、補助金等の交付が打ち切られ、又は既に交付された補助金等の返還を求めら

れる可能性もあり、その場合には、当社グループに対する社会的な信頼性が毀損され、当社グループの財政状

態及び経営成績に影響を及ぼす場合があります。

 

②　技術革新のリスク

（顕在化可能性：中、顕在化する可能性のある時期：特定時期なし、影響度：中）

　当社グループは新技術の積極的な検討及び導入を行い、先進的なサービスの構築に努めておりますが、配車ア

プリの新機能や自動運転技術の開発等の技術革新への対応が遅れた場合や想定を上回る新技術への対応のための

費用ないしは開発費等の費用が発生した場合、技術革新分野における高度な知見及び経験を有するエンジニアを

退職等の理由で欠くこととなった場合、並びに競合する他社において配車アプリの新機能や自動運転技術の開発

等の革新的な技術が開発された場合には、当社グループの財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性がありま

す。

 

(3）その他のリスク

①　資金使途の変更に関するリスク

（顕在化可能性：中、顕在化する可能性のある時期：特定時期なし、影響度：小）

　本件第三者割当増資による調達資金の使途は、主として自動運転タクシーの実装に向けたプロジェクトにおけ

る研究開発資金として、用地の確保やテストドライバーの確保、車両の調達等への充当及び企業買収等を通じた

事業基盤拡大及び事業領域拡大に向けて、タクシー領域に関連する事業を行っている企業、物流領域でのソ

リューション提供や配送を行っている企業への投資資金への充当を考えております。しかしながら、事業環境の

変化に伴い、現在計画している資金使途を変更する可能性があります。また、現在の計画どおり資金を使用した

としても、期待どおりの効果をあげられない場合があり、当社の業績に影響を及ぼすおそれがあります。仮に資

金使途に変更が生じた場合には速やかに適時開示を行います。

 

②　主要株主との関係について

（顕在化可能性：低、顕在化する可能性のある時期：特定時期なし、影響度：小）

　日本交通ホールディングス株式会社は本書提出日現在において当社発行済株式総数の25.7％を保有しており、

当社株式上場後も引き続き当社株式を継続保有する意向であることから、当社株主総会の承認を要する事項につ
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いて、引き続き一定の影響力を有します。また、当社の代表取締役会長である川鍋一朗が当該株主の代表取締役

を兼務しているほか、当該株主の子会社である日本交通株式会社等、日本交通グループに属するタクシー事業者

と当社との間では、首都圏や大阪エリアにおいてアプリ配車等に関する一定の取引がございます。

　当社は、後記「第４ 提出会社の状況 ４ コーポレート・ガバナンスの状況等」に記載の体制及び方針に基づ

き、当該株主及び当該株主が株式を保有する企業集団からの独立性を確保しておりますが、当該株主が当社の事

業運営等に関して有する利益は当社のその他の株主の利益と異なる可能性があります。

 

③　配当政策について

（顕在化可能性：低、顕在化する可能性のある時期：特定時期なし、影響度：中）

　当社グループは、株主への長期的な利益還元を実現するために、当面は環境変化に対応した事業展開を行うと

ともに、内部留保資金の充実を図る方針でおります。将来は、株主への利益還元及び財務体質並びに内部留保の

充実のバランスを考慮しながら、配当を検討することもありえますが、現時点においては配当実施の可能性及び

その実施時期につきましては未定であります。

 

④　訴訟について

（顕在化可能性：低、顕在化する可能性のある時期：特定時期なし、影響度：中）

　当社グループは、法令及び契約等の遵守に努めており、現時点で係属している訴訟等が当社グループの業績に

現実に重大な影響を及ぼしうる可能性は低いと考えておりますが、現時点で係属している訴訟等において不利な

判断がされた場合や、将来、取引先、消費者、各種団体等により、当社グループのビジネスにかかわる訴訟を提

起され、不利な判断がなされた場合には、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

 

⑤　投融資について

（顕在化可能性：低、顕在化する可能性のある時期：中期、影響度：中）

　当社では、今後の事業拡大のために、国内外を問わず新規事業、設備投資、子会社設立、合弁事業の展開、ア

ライアンスを目的とした事業投資、M&A等を実施する場合があります。

　当社といたしましては、投融資案件に対しリスク及び回収可能性を十分に事前評価し投融資を行っております

が、投融資先の事業の状況が当社グループに与える影響を確実に予想することは困難な場合もあり、投融資額を

回収できなかった場合、当社グループの経営成績・財政状態に影響を与える可能性があります。

 

⑥　税務上の繰越欠損金について

（顕在化可能性：低、顕在化する可能性のある時期：中期、影響度：中）

　当社は、事業拡大のための積極的なマーケティング投資等を行ってきたことから、当事業年度末日現在におい

て44,060百万円の繰越欠損金が存在しております。繰越欠損金は、一般的に将来の課税所得から控除することが

可能であるため、繰越欠損金を利用することにより将来の税額を減額することができます。しかしながら繰越欠

損金の利用額と利用期間には、税務上、一定の制限も設けられております。よって計画どおりに課税所得が発生

しない場合、繰越欠損金を計画どおり利用できないこととなるため、通常の税率に基づく法人税等が課税される

ことになり、当期純利益やキャッシュ・フローに影響を与える可能性があります。当社としては、適正かつ合理

的な税務プランニングにより税務リスクを軽減させ、それを適切に業績予想に織り込んで市場と対話してまいり

ます。

 

⑦　無形固定資産等の減損について

（顕在化可能性：低、顕在化する可能性のある時期：特定時期なし、影響度：中）

　当社は、ソフトウェア、のれん等の無形固定資産等を保有しており、これらの資産の取得にあたっては事前に

必要性や収益性を十分に検証した上で決定しております。しかしながら、経営環境や事業の状況の著しい変化等

により収益性が低下し、十分なキャッシュ・フローを創出できないと判断される場合は、対象資産に対する減損

損失の計上により、当社グループの経営成績に影響を及ぼす可能性があります。

 

⑧　ストック・オプション行使による株式価値の希薄化について

（顕在化可能性：高、顕在化する可能性のある時期：中期、影響度：中）

　当社では、取締役、執行役員、従業員等に対するインセンティブを目的として、新株予約権を用いたストッ

ク・オプション制度を採用しております。また、今後においてもストック・オプション制度を活用していくこと

を検討しており、現在付与している新株予約権に加え、今後付与される新株予約権について行使が行われた場合

には、保有株式の価値が希薄化する可能性があります。当社においては、新株予約権の行使による株式価値の希

薄化を解消できるよう、今後の業績向上に努めてまいります。

　なお、本書提出日現在における新株予約権による潜在株式数は8,606,800株であり、発行済株式総数

77,679,600株の11.08％に相当しております。
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４【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(1）経営成績等の状況の概要

　当社グループの財政状態、経営成績及びキャッシュ・フロー（以下「経営成績等」という。）の状況の概要は次

のとおりであります。

 

①　財政状態及び経営成績の状況

第49期連結会計年度（自　2024年６月１日　至　2025年５月31日）

　当連結会計年度における経済環境は、個人消費の復調や好調なインバウンド需要により回復基調でスタートし

た一方、人手不足や物価高騰等の逆風が弱まらないことに加えて、米国関税政策による世界経済の減速リスク等

不透明感が依然として残っております。このような経済環境の中、当社グループが属するモビリティサービス産

業においては、タクシー市場の営業収入がコロナウイルス感染症拡大前の2019年に比して９～10割程度で推移す

る等、堅調な回復基調にあります（注１）。

　このような環境下、GO事業においては、当連結会計年度においてアプリ配車の実車数（注２）が前年同期比

25%増となる9,631万実車まで拡大、１実車当たり平均売上高（注３）も141円を超える水準で推移しました。ま

た、当期平均MAUは271万人となり（注４）、事業基盤を着実に拡大しております。

　2024年12月、当社、米国Alphabet Inc.傘下のWaymo社及び日本交通株式会社は、東京においてWaymo社の自動

運転技術「Waymo Driver」のテストを実施するため戦略的パートナーシップを締結し、2025年４月からWaymo車

両の走行を開始する等、変化の著しい市場において様々な施策を検討しております。

 

　以上の結果、当連結会計年度の業績は、売上高は31,434百万円（前年同期比7,479百万円増）、調整後EBITDA

（注５）は3,382百万円（前年同期比5,019百万円増）、EBITDA（注６）は2,972百万円（前年同期比4,609百万円

増）、営業利益は2,728百万円（前年同期比4,638百万円増）、経常利益は2,632百万円（前年同期比4,618百万円

増）、親会社株主に帰属する当期純利益は2,000百万円（前年同期比5,307百万円増）となりました。

 

（注）

１　出典：全国ハイヤー・タクシー連合会「２章　ハイヤー・タクシーの輸送実績等」『ハイヤー・タクシー年

鑑2025』

２　実車数とは、ユーザーがタクシーアプリ『GO』を通じて配車注文したタクシーに乗車した回数を指します。

３　１実車当たり平均売上高はアプリ配車サービスの売上高÷実車数で算出。１円未満は四捨五入。

４　MAUとは、Monthly Active Usersの略であり、月１回以上GOアプリを起動したユーザー数をいいます（配車

サービスを利用したか否かは問いません。）。当期平均MAU=当期各月のMAUの合計÷12カ月

５　調整後EBITDA=営業利益＋減価償却費＋のれん償却額＋株式報酬費用＋自動運転費用

６　EBITDA=営業利益＋減価償却費＋のれん償却額

 

（資産）

　当連結会計年度末における総資産は57,073百万円で、前連結会計年度末に比べ10,333百万円の増加となりまし

た。これは主に、GOアプリ事業の成長に伴うGO Pay決済等債権増加により未収入金が4,445百万円増加したこ

と、増収増益に伴う営業キャッシュ・フローの増加により現金及び預金が4,115百万円増加したこと、回収可能

と見込まれる繰越欠損金に対する繰延税金資産が1,144百万円増加したこと等によるものであります。

 

（負債）

　当連結会計年度末における負債は39,524百万円で、前連結会計年度末に比べ7,765百万円の増加となりまし

た。これは主に、GOアプリ配車増加に伴う乗車料金取扱額増加によりパートナータクシー事業者への未払金が

6,350百万円増加したこと等によるものであります。

 

（純資産）

　当連結会計年度末における純資産は17,548百万円で、前連結会計年度末に比べ2,568百万円の増加となりまし

た。これは主に、利益剰余金が2,000百万円増加したこと等によるものであります。
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　セグメントの業績は以下のとおりであります。

（単位：百万円）

セグメント GO事業 その他
調整額

（注）
合計

サービス アプリ配車
タクシー関

連サービス
小計 - - -

売上高 13,581 13,674 27,256 4,178 - 31,434

EBITDA 4,824 3,838 8,662 20 △5,711 2,972

セグメント利益 4,700 3,794 8,494 13 △5,779 2,728

（注）EBITDA及びセグメント利益の調整額は、報告セグメントに配分していない全社費用であり、主に報告セグ

メントに帰属しない一般管理費であります。

 

＜GO事業＞

　GO事業では、過去最高の実車数を記録したほか、１実車当たり平均売上高も向上し売上増に貢献しました。

　この結果、当連結会計年度に属するセグメント売上高は27,256百万円（前年同期比29.0％増）となりました。

またセグメントEBITDAは8,662百万円（前年同期比99.0％増）、セグメント利益は8,494百万円（前年同期比

104.5％増）となりました。
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第50期中間連結会計期間（自　2025年６月１日　至　2025年11月30日）

　当中間連結会計期間はタクシーアプリの実車数（注１）は5,734万実車、１実車当たり平均売上高（注２）は

155円となりました。当中間連結会計期間平均MAU（注３）は309万人と着実に事業基盤を盤石にしております。

　この結果、当中間連結会計期間の業績は、売上高は19,239百万円、調整後EBITDA（注４）は4,154百万円、

EBITDA（注５）は3,529百万円、営業利益は3,341百万円、経常利益は3,369百万円、親会社株主に帰属する中間

純利益は3,942百万円となりました。

 

（注）

１.実車数とは、ユーザーがタクシーアプリ『GO』を通じて配車注文したタクシーに乗車した回数を指します。

２.１実車当たり平均売上高はアプリ配車サービスの売上高÷実車数で算出。１円未満は四捨五入。

３.MAUとは、Monthly Active Usersの略であり、月１回以上GOアプリを起動したユーザー数をいいます（配車

サービスを利用したか否かは問いません。）。当中間連結会計期間平均MAU=当中間連結会計期間各月のMAUの

合計÷６カ月

４.調整後EBITDA=営業利益＋減価償却費＋のれん償却額＋株式報酬費用＋自動運転費用

５.EBITDA=営業利益＋減価償却費＋のれん償却額

 

（資産）

　当中間連結会計期間末における総資産は62,769百万円で、前連結会計年度末に比べ5,695百万円の増加となり

ました。これは主に、増収増益に伴う営業キャッシュ・フローの増加により現金及び預金が3,235百万円増加し

たこと、GOアプリ事業の成長に伴うGO Pay決済等債権増加により未収入金が1,437百万円増加したこと等による

ものであります。

 

（負債）

　当中間連結会計期間末における負債は40,492百万円で、前連結会計年度末に比べ967百万円の増加となりまし

た。これは主に、GOアプリ配車増加に伴う乗車料金取扱額増加によりパートナータクシー事業者への未払金が

2,806百万円増加した一方で、GX事業における受領助成金の増加や未払消費税の減少によりその他の流動負債が

1,453百万円減少したこと等によるものであります。

 

（純資産）

　当中間連結会計期間末における純資産は22,277百万円で、前連結会計年度末に比べ4,728百万円の増加となり

ました。これは主に、利益剰余金が3,942百万円増加したこと等によるものであります。

 

　セグメントの業績は以下のとおりであります。

（単位：百万円）

セグメント GO事業 その他
調整額

（注）
合計

サービス アプリ配車
タクシー関

連サービス
小計 - - -

売上高 8,887 8,232 17,119 2,119 - 19,239

EBITDA 4,637 2,302 6,939 △296 △3,113 3,529

セグメント利益 4,531 2,257 6,788 △304 △3,142 3,341

（注）EBITDA及びセグメント利益の調整額は、報告セグメントに配分していない全社費用であり、主に報告セグ

メントに帰属しない一般管理費であります。

 

＜GO事業＞

　GO事業では、過去最高の実車数を記録したほか、１実車当たり平均売上高も向上し売上増に貢献しました。

　この結果、当中間連結会計期間に属するセグメント売上高は17,119百万円となりました。またセグメント

EBITDAは6,939百万円、セグメント利益は6,788百万円となりました。
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第50期第３四半期連結累計期間（自　2025年６月１日　至　2026年２月28日）

　当第３四半期連結累計期間はタクシーアプリの実車数（注１）は8,626万実車、１実車当たり平均売上高（注

２）は163円となりました。当第３四半期連結累計期間平均MAU（注３）は312万人と着実に事業基盤を盤石にし

ております。

　この結果、当第３四半期連結累計期間の業績は、売上高は30,095百万円、調整後EBITDA（注４）は6,694百万

円、EBITDA（注５）は5,805百万円、営業利益は5,491百万円、経常利益は5,481百万円、親会社株主に帰属する

四半期純利益は5,825百万円となりました。

 

（注）

１.実車数とは、ユーザーがタクシーアプリ『GO』を通じて配車注文したタクシーに乗車した回数を指します

２.１実車当たり平均売上高はアプリ配車サービスの売上高÷実車数で算出。１円未満は四捨五入。

３.MAUとは、Monthly Active Usersの略であり、月１回以上GOアプリを起動したユーザー数をいいます（配車

サービスを利用したか否かは問いません。）。当第３四半期連結累計期間平均MAU=当第３四半期連結累計期間

各月のMAUの合計÷９カ月

４.調整後EBITDA=営業利益＋減価償却費＋のれん償却額＋株式報酬費用＋自動運転費用

５.EBITDA=営業利益＋減価償却費＋のれん償却額

 

（資産）

　当第３四半期連結累計期間末における総資産は65,315百万円で、前連結会計年度末に比べ8,241百万円の増加

となりました。これは主に、増収増益に伴う営業キャッシュ・フローの増加により現金及び預金が6,595百万円

増加したこと、GOアプリ事業の成長に伴うGO Pay決済等債権増加により未収入金が384百万円増加したこと等に

よるものであります。

 

（負債）

　当第３四半期連結累計期間末における負債は40,829百万円で、前連結会計年度末に比べ1,304百万円の増加と

なりました。これは主に、GOアプリ配車増加に伴う乗車料金取扱額増加によりパートナータクシー事業者への未

払金が2,111百万円増加した一方で、GX事業における受領助成金の増加やGOドライブ株式会社への資産継承によ

るリース資産減損勘定の振替等によりその他の流動負債が1,116百万円減少したこと等によるものであります。

 

（純資産）

　当第３四半期連結累計期間末における純資産は24,486百万円で、前連結会計年度末に比べ6,937百万円の増加

となりました。これは主に、利益剰余金が5,825百万円増加したこと等によるものであります。

 

　セグメントの業績は以下のとおりであります。

（単位：百万円）

セグメント GO事業 その他
調整額

（注）
合計

サービス アプリ配車
タクシー関

連サービス
小計 - - -

売上高 14,040 13,174 27,215 2,880 - 30,095

EBITDA 7,395 3,815 11,211 △567 △4,837 5,805

セグメント利益 7,226 3,728 10,954 △580 △4,882 5,491

（注）EBITDA及びセグメント利益の調整額は、報告セグメントに配分していない全社費用であり、主に報告セグ

メントに帰属しない一般管理費であります。

 

＜GO事業＞

　GO事業では、過去最高の実車数を記録したほか、１実車当たり平均売上高も向上し売上増に貢献しました。

　この結果、当第３四半期連結累計期間に属するセグメント売上高は27,215百万円となりました。またセグメン

トEBITDAは11,211百万円、セグメント利益は10,954百万円となりました。
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②　キャッシュ・フローの状況

第49期連結会計年度（自　2024年６月１日　至　2025年５月31日）

　当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は25,148百万円（前年同期比19.6%増）となりました。

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とその要因は次のとおりであります。

 

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　営業活動の結果得られた資金は5,041百万円（前年同期は1,121百万円の資金の支出）となりました。これは主

に増加要因として税金等調整前当期純利益1,968百万円（前年同期比4,241百万円増）、仕入債務・未払金の増加

額6,894百万円（前年同期比1,992百万円増）等があった一方で、減少要因として、売上債権・未収入金の増加額

5,105百万円（前年同期比997百万円増）等があったことによるものであります。

 

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　投資活動の結果支出した資金は793百万円（前年同期は930百万円の資金の支出）となりました。これは主に減

少要因として、無形固定資産の取得による支出693百万円（前年同期比145百万円減）等があったことによるもの

であります。

 

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　財務活動の結果支出した資金は131百万円（前年同期は486百万円の資金の支出）となりました。これは主に減

少要因として、非支配株主への配当金の支払額147百万円（前年同期比588百万円減）等があったことによるもの

であります。

 

第50期中間連結会計期間（自　2025年６月１日　至　2025年11月30日）

　当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べ3,430百万円増加しま

したが、会社分割に伴う減少194百万円があり、28,383百万円となりました。

 

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　営業活動の結果得られた資金は3,669百万円となりました。 これは主に増加要因として税金等調整前中間純利

益4,192百万円、仕入債務・未払金の増加額3,826百万円があった一方で、減少要因として、会社分割に伴うその

他の負債の減少1,179百万円、売上債権・未収入金の増加額2,284百万円等があったことによるものであります。

 

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　投資活動の結果支出した資金は135百万円となりました。これは主に減少要因として、無形固定資産の取得に

よる支出401百万円等があったことによるものであります。

 

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　財務活動の結果支出した資金は103百万円となりました。これは主に減少要因として、非支配株主への配当金

の支払額147百万円等があったことによるものであります。

 

第50期第３四半期連結累計期間（自　2025年６月１日　至　2026年２月28日）

　当第３四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べ6,790百万円増

加しましたが、会社分割に伴う減少194百万円があり、31,743百万円となりました。

 

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　営業活動の結果得られた資金は6,412百万円となりました。 これは主に増加要因として税金等調整前四半期連

結累計純利益6,300百万円、仕入債務・未払金の増加額3,194百万円があった一方で、減少要因として、売上債

権・未収入金の増加額1,465百万円等があったことによるものであります。

 

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　投資活動の結果支出した資金は356百万円となりました。これは主に減少要因として、無形固定資産の取得に

よる支出601百万円等があったことによるものであります。

 

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　財務活動の結果得られた資金は734百万円となりました。これは主に増加要因として短期借入金の増加840百万

円があった一方で、減少要因として、非支配株主への配当金の支払147百万円等があったことによるものであり

ます。

 

EDINET提出書類

ＧＯ株式会社(E41784)

有価証券届出書（新規公開時）

 48/240



③　生産、受注及び販売の状況

ａ　生産実績

　生産に該当する事項がありませんので、生産実績に関する記載はしておりません。

 

ｂ　受注実績

　受注生産を行っておりませんので、受注実績に関する記載はしておりません。

 

ｃ　販売実績

　第49期連結会計年度、第50期中間連結会計期間及び第50期第３四半期連結累計期間の販売実績をセグメント

ごとに示すと、次のとおりであります。

セグメント
の名称

サービスの名称

第49期連結会計年度
（自　2024年６月１日
　　至　2025年５月31日）

第50期中間連結会計期間
（自　2025年６月１日
　　至　2025年11月30日）

第50期第３四半期
連結累計期間

（自　2025年６月１日
　　至　2026年２月28日）

金額（百万円）
前期比
（％）

金額（百万円） 金額（百万円）

GO事業  27,256 129.0 17,119 27,215

 アプリ配車 13,581 146.1 8,887 14,040

 
タクシー関

連サービス
13,674 115.6 8,232 13,174

その他  4,178 147.7 2,119 2,880

合計  31,434 131.2 19,239 30,095

　（注）１．セグメント間取引については、相殺消去しております。

２．最近２連結会計年度及び第50期中間連結会計期間並びに第50期第３四半期連結累計期間の主な相手先別の販

売実績及び総販売実績に対する割合

相手先

第48期連結会計年度
（自　2023年６月１日
至　2024年５月31日）

第49期連結会計年度
（自　2024年６月１日
至　2025年５月31日）

第50期
中間連結会計期間

（自　2025年６月１日
至　2025年11月30日）

第50期
第３四半期連結累計期間
（自　2025年６月１日
至　2026年２月28日）

金額
（百万円）

割合
（％）

金額
（百万円）

割合
（％）

金額
（百万円）

割合
（％）

金額
（百万円）

割合
（％）

㈱フリークア

ウト
4,714 19.7 4,946 15.7 3,080 16.0 5,020 16.7

 

(2）経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容

　経営者の視点による当社グループの経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容は次のとおりでありま

す。なお、文中の将来に関する事項は、本書提出日現在において判断したものであります。

 

①　財政状態及び経営成績の状況に関する認識及び分析・検討内容

a　経営成績の状況

第49期連結会計年度（自　2024年６月１日　至　2025年５月31日）

（売上高）

　当連結会計年度の売上高は、31,434百万円（前年同期比31.2％増）となりました。これは主に、GO事業におい

て過去最高の実車数を記録したほか、１実車当たり平均売上高も向上し売上増に貢献したことによるものであり

ます。

 

（売上原価及び売上総利益）

　当連結会計年度の売上原価は、決済代金の増加に伴う決済手数料の増加、ユーザー数増加に伴うサーバー費の

増加に伴い、15,199百万円（前年同期比14.1％増）となり、売上原価率は48.4％（前年同期55.6％）となりまし

た。この結果、売上総利益は16,235百万円（前年同期比52.6％増）となり、売上総利益率は51.6％（前年同期

44.4％）となりました。

 

（販売費及び一般管理費並びに営業利益）
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　当連結会計年度の販売費及び一般管理費は、人員増に伴う人件費増加等により、13,507百万円（前年同期比

7.6％増）、売上高販管費率は43.0％（前年同期52.4％）となりました。この結果、営業利益は2,728百万円（前

年同期比4,638百万円増）となり、売上高営業利益率は8.7％（前年同期△8.0％）となりました。

 

（営業外損益及び経常利益）

　当連結会計年度において、営業外収益については44百万円（前年同期比34.8％増）となり、営業外費用につい

ては、支払手数料の増加により140百万円（前年同期比29.3％増）となりました。この結果、経常利益は2,632百

万円（前年同期比4,618百万円増）となり、売上高経常利益率は8.4％（前年同期△8.3％）となりました。

 

（特別損益、法人税等及び親会社株主に帰属する当期純利益）

　当連結会計年度において、特別利益については発生せず、特別損失については、減損損失等により、664百万

円になりました。また、黒字化に伴い、税効果会計の見直しを行い、繰延税金資産の再計上を行いました。この

結果、税金等調整前当期純利益は1,968百万円（前年同期比4,241百万円増）、親会社株主に帰属する当期純利益

は2,000百万円（前年同期比5,307百万円増）となりました。

 

第50期中間連結会計期間（自　2025年６月１日　至　2025年11月30日）

（売上高）

　当中間連結会計期間の売上高は、19,239百万円となりました。これは主に、GO事業において実車数及び１実車

当たり平均売上高が向上し売上増に貢献したことに加え、株式会社MOMO Aの連結子会社化による売上増によるも

のであります。

 

（売上原価及び売上総利益）

　当中間連結会計期間の売上原価は、決済代金の増加に伴う決済手数料の増加に加え、新規連結子会社化した株

式会社MOMO Aにおける配送業務の外部委託費用の発生に伴い、8,973百万円となり、売上原価率は46.6％となり

ました。この結果、売上総利益は10,265百万円となり、売上総利益率は53.4％となりました。

 

（販売費及び一般管理費並びに営業利益）

　当中間連結会計期間の販売費及び一般管理費は、自動運転技術の社会実装に向けた実証実験にかかる研究開発

費増加や人員増に伴う人件費増加等により、6,924百万円、売上高販管費率は36.0％となりました。この結果、

営業利益は3,341百万円となり、売上高営業利益率は17.4％となりました。

 

（営業外損益及び経常利益）

　当中間連結会計期間において、営業外収益については、GOドライブ株式会社並びにGOジョブ株式会社が関連会

社となったことに伴う持分法による投資利益の増加等により70百万円となり、営業外費用については、違約金や

損害金の減少等により42百万円となりました。この結果、経常利益は3,369百万円となり、売上高経常利益率は

17.5％となりました。

 

（特別損益、法人税等及び親会社株主に帰属する中間純利益）

　当中間連結会計期間において、特別利益については、GOドライブ株式会社並びにGOジョブ株式会社が関連会社

となったことに伴う持分変動利益により825百万円となり、特別損失については２百万円となりました。この結

果、税金等調整前中間純利益は4,192百万円、親会社株主に帰属する中間純利益は3,942百万円となりました。

 

第50期第３四半期連結累計期間（自　2025年６月１日　至　2026年２月28日）

（売上高）

　当第３四半期連結累計期間の売上高は、30,095百万円となりました。これは主に、GO事業において実車数及び

１実車当たり平均売上高が向上し売上増に貢献したことに加え、タクシー広告の需要増による売上増によるもの

であります。

 

（売上原価及び売上総利益）

　当第３四半期連結累計期間の売上原価は、決済代金の増加に伴う決済手数料の増加に加え、新規連結子会社化

した株式会社MOMO Aにおける配送業務の外部委託費用の発生に伴い、13,989百万円となり、売上原価率は46.5％

となりました。この結果、売上総利益は16,106百万円となり、売上総利益率は53.5％となりました。

 

（販売費及び一般管理費並びに営業利益）

　当第３四半期連結累計期間の販売費及び一般管理費は、広告宣伝費及び販売促進費の増加や自動運転技術の社

会実装に向けた実証実験にかかる研究開発費増加等により、10,615百万円、売上高販管費率は35.3％となりまし

た。この結果、営業利益は5,491百万円となり、売上高営業利益率は18.2％となりました。

EDINET提出書類

ＧＯ株式会社(E41784)

有価証券届出書（新規公開時）

 50/240



 

（営業外損益及び経常利益）

　当第３四半期連結累計期間において、営業外収益については、GOドライブ株式会社並びにGOジョブ株式会社が

関連会社となったことに伴う持分法による投資利益の増加等により109百万円となり、営業外費用については、

上場準備費用の増加等により119百万円となりました。この結果、経常利益は5,481百万円となり、売上高経常利

益率は18.2％となりました。

 

（特別損益、法人税等及び親会社株主に帰属する四半期純利益）

　当第３四半期連結累計期間において、特別利益については、GOドライブ株式会社並びにGOジョブ株式会社が関

連会社となったことに伴う持分変動利益により825百万円となり、特別損失については６百万円となりました。

この結果、税金等調整前四半期純利益は6,300百万円、親会社株主に帰属する四半期純利益は5,825百万円となり

ました。

 

b　財政状態の状況

　財政状態につきましては、「(1) 経営成績等の状況の概要 ① 財政状態及び経営成績の状況」に記載のとおり

です。

 

②　キャッシュ・フローの状況の分析・検討内容並びに資本の財源及び資金の流動性に関わる情報

　当連結会計年度のキャッシュ・フローの分析につきましては、「第２　事業の状況　４　経営者による財政状

態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析　(1）経営成績等の状況の概要　②　キャッシュ・フローの

状況」に記載のとおりであります。

　当社における主な資金需要は、運転資金及び設備投資資金、マーケティング資金であります。これらの資金需

要につきましては、自己資金を基本としつつ、必要に応じて、最適な方法による資金調達にて対応する方針であ

ります。

 

③　重要な会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定

　当社グループの連結財務諸表は、我が国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき作成して

おります。この連結財務諸表を作成するにあたって、資産、負債、収益及び費用の報告額に影響を及ぼす見積り

及び仮定を用いておりますが、これらの見積り及び仮定に基づく数値は実際の結果と異なる可能性があります。

　連結財務諸表の作成にあたって用いた会計上の見積り及び仮定のうち、重要なものは「第５　経理の状況　

１　連結財務諸表等　(1）連結財務諸表　注記事項　（重要な会計上の見積り）」に記載しております。
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５【重要な契約等】

（会社分割（新設分割））

　「第５　経理の状況　１　連結財務諸表（１）連結財務諸表　注記事項（重要な後発事象）（会社分割（新設分

割）及び新設会社の第三者割当増資による持分法適用関連会社への移行）」に記載しております。

 

 

６【研究開発活動】

第49期連結会計年度（自　2024年６月１日　至　2025年５月31日）

　当社グループは、GO事業セグメントにおいて、決済機能の利便性向上等を目指した新型後席タブレットの開発に注

力しています。また、「その他」については、自動運転技術の社会実装に向けた実証実験や、AIドライブレコーダー

の外カメラにより収集した道路情報等を地図情報の迅速な更新に活かすための研究活動を行っております。

　上記活動に伴い、当連結会計年度の研究開発費は402百万円となりました。

 

第50期中間連結会計期間（自　2025年６月１日　至　2025年11月30日）

　当社グループは、GO事業セグメントにおいて、決済機能の利便性向上等を目指した新型後席タブレットの開発に注

力しています。また、「その他」については、自動運転技術の社会実装に向けた実証実験を行っております。

　上記活動に伴い、当中間連結会計期間の研究開発費は504百万円となりました。

 

第50期第３四半期連結累計期間（自　2025年６月１日　至　2026年２月28日）

　当社グループは、GO事業セグメントにおいて、決済機能の利便性向上等を目指した新型後席タブレットの開発に注

力しています。また、「その他」については、自動運転技術の社会実装に向けた実証実験を行っております。

　上記活動に伴い、当第３四半期連結累計期間の研究開発費は691百万円となりました。
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第３【設備の状況】

１【設備投資等の概要】

　当社グループの設備において、ソフトウェアは重要な設備であるため、以下、有形固定資産のほか無形固定資産の

うちソフトウェアを含めて設備の状況を記載しております。

 

第49期連結会計年度（自　2024年６月１日　至　2025年５月31日）

　当連結会計年度の設備投資の総額は783百万円であり、セグメントごとの設備投資について示すと、次のとおりで

あります。

 

(1) GO事業

　当連結会計年度の主な設備投資は、自社利用ソフトウェアの機能強化のための開発投資687百万円であります。な

お、重要な設備の除却又は売却等はありません。

 

(2) その他

　当連結会計年度の主な設備投資は、自社利用ソフトウェアの機能強化のための開発投資５百万円であります。な

お、重要な設備の除却又は売却等はありません。

 

(3) 全社共通

　当連結会計年度の主な設備投資は、提出会社における会議用機器の購入等による、建物附属設備の取得９百万円、

工具器具備品の取得４百万円であります。なお、重要な設備の除却又は売却等はありません。

 

第50期中間連結会計期間（自　2025年６月１日　至　2025年11月30日）

　当中間連結会計期間の設備投資の総額は415百万円であり、セグメントごとの設備投資について示すと、次のとお

りであります。

 

(1) GO事業

　当中間連結会計期間の主な設備投資は、自社利用ソフトウェアの機能強化のための開発投資389百万円でありま

す。なお、重要な設備の除却又は売却等はありません。

 

(2) その他

　当中間連結会計期間において、主要な設備投資について該当事項はありません。また重要な設備の除却又は売却等

についても該当事項はありません。

 

(3) 全社共通

　当中間連結会計期間において、主要な設備投資について該当事項はありません。また重要な設備の除却又は売却等

についても該当事項はありません。

 

第50期第３四半期連結累計期間（自　2025年６月１日　至　2026年２月28日）

　当第３四半期連結累計期間の設備投資の総額は639百万円であり、セグメントごとの設備投資について示すと、次

のとおりであります。

 

(1) GO事業

　当第３四半期連結累計期間の主な設備投資は、自社利用ソフトウェアの機能強化のための開発投資545百万円であ

ります。なお、重要な設備の除却又は売却等はありません。

 

(2) その他

　当第３四半期連結累計期間において、主要な設備投資について該当事項はありません。また重要な設備の除却又は

売却等についても該当事項はありません。

 

(3) 全社共通

　当第３四半期連結累計期間の主な設備投資は、提出会社における通信用設備の改修による、工具器具備品の取得７

百万円であります。なお、重要な設備の除却又は売却等はありません。
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２【主要な設備の状況】

(1）提出会社

2025年５月31日現在

事業所名
(所在地)

セグメントの
名称

設備の内容

帳簿価額（百万円）
従業員数
（人）ソフトウ

エア
建物附属
設備

工具、器具
及び備品

合計

本社オフィス

（東京都港区）

GO事業

その他

全社共通

自社利用ソフトウェア

本社機能等
904 200 70 1,174

584

(81.8)

　（注）１．現在休止中の主要な設備はありません。

２．本社オフィスは連結会社以外から賃借しております。年間賃借料は本社オフィス209百万円であります。

３．従業員数は、当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者を含む就業人員数です。臨時雇用者

数（契約社員、アルバイトを含む。）は年間平均雇用人員（１日８時間換算）を( )外書しております。

４．第50期中間連結会計期間及び第50期第３四半期連結累計期間について、新設、休止、大規模改修、除却、売

却等により著しい変動があった主要な設備はありません。

 

(2）国内子会社

　　　　国内子会社における設備は、重要性が乏しいため、記載を省略しております。

 

３【設備の新設、除却等の計画】（2026年３月31日現在）

(1）重要な設備の新設等

　該当事項はありません。

 

(2）重要な設備の除却等

　該当事項はありません。
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第４【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 310,700,000

計 310,700,000

（注）2026年１月30日開催の臨時株主総会の決議において定款の一部変更を行い、同日付でA種優先株式、B種優先株式、

C種優先株式及びD種優先株式に関する定款の定めを廃止するとともに、普通株式の発行可能株式総数を3,107,000株

としております。また、2026年１月22日開催の取締役会決議により、2026年２月20日付で株式分割に伴う定款変更

が行われ、発行可能株式総数は307,593,000株増加し、310,700,000株となっております。

 

②【発行済株式】

 

種類 発行数（株）
上場金融商品取引所名又は登録
認可金融商品取引業協会名

内容

普通株式 77,679,600 非上場

完全議決権株式
であり、権利内
容に何ら限定の
ない当社におけ
る標準となる株
式であります。

なお、単元株式

数は100株であ

ります。

計 77,679,600 ― ―

（注）１．2026年１月21日付でA種優先株主、B種優先株主、C種優先株主及びD種優先株主の株式取得請求権の行使を受け

たことにより、A種優先株式12,000株、B種優先株式109,000株、C種優先株式191,318株及びD種優先株式64,478

株を自己株式として取得し、対価としてA種優先株主、B種優先株主、C種優先株主及びD種優先株主にA種優先

株式、B種優先株式、C種優先株式及びD種優先株式１株につきそれぞれ普通株式１株を交付しております。ま

た、2026年１月22日付で、自己株式の消却を行っています。

２．2026年１月22日開催の取締役会決議により、2026年２月20日付で普通株式１株につき100株の割合で株式分割

を行っております。

３．2026年１月30日開催の臨時株主総会決議により、同日付で１単元を100株とする単元株制度を採用していま

す。
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（２）【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】

第３回新株予約権

決議年月日 2021年５月27日

付与対象者の区分及び人数（人）
当社取締役　２

社外協力者　３

新株予約権の数（個）※ 22,000（注）２、３、８

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数（株）※ 普通株式　22,000［2,200,000］（注）２、３

新株予約権の行使時の払込金額（円）※ 21,715［218］（注）４、８

新株予約権の行使期間※ 2021年７月31日～2031年７月30日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行

価格及び資本組入額（円）※

発行価格　　22,072［221.57］（注）８

資本組入額　11,036［110.36］（注）８

新株予約権の行使の条件※ （注）５

新株予約権の譲渡に関する事項※
新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要す

るものとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ （注）７

※　最近事業年度の末日（2025年５月31日）における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末

現在（2026年４月30日）にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を［　］内に記載し

ており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。

　（注）１．本新株予約権は、新株予約権１個につき357円で有償発行しているものである。

２．新株予約権１個につき目的となる株式数は、最近事業年度の末日現在は１株、提出日の前月末現在は100株

であります。

本新株予約権１個当たりの目的となる当社普通株式の数（以下「付与株式数」という。）は、本新株予約権

の割当日後、当社が当社普通株式にかかる株式分割（当社普通株式の無償割当てを含む、以下同じ。）又は

株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のう

ち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる当社普通株式の数について行われ、調整の結

果、１株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

調整後株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率

また、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が合併又は会社分割を行う場合その他これらの場合に準

じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で必要と認められる株式数の調整を行うものとす

る。

３．付与株式数は、１株とする。ただし、上記２．に定める株式の数の調整を行った場合は、同様の調整を行

う。また、上記の数は割当予定数であり、申込みがなされなかった場合等、割り当てる本新株予約権の数が

減少したときは、割り当てる本新株予約権の総数をもって、発行する本新株予約権の数とする。

４．本新株予約権１個当たりの行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により交付を受けるこ

とができる当社普通株式１株当たりの払込金額（以下「行使価額」という。）に付与株式数を乗じた金額と

する。行使価額は21,715円とする。ただし、本新株予約権の割当日後、下記の各事由が生じた場合は、行使

価額をそれぞれ調整するものとする。なお、調整の結果生じる１円未満の端数は、これを切り上げるものと

する。

①　当社が普通株式の分割又は併合を行う場合

調整後行使価額＝調整前行使価額×
１

分割・併合の比率

②　当社が時価を下回る価額で新株式を発行又は自己株式を処分する場合

（新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場

合を除く。）

 
既発行株式数＋

新規発行株式数×１株当たり払込金額

調整後行使価額＝調整前行使価額×
新規発行・処分前の当社普通株式１株当たりの時価

既発行株式数＋新規発行株式数

なお、上記の算式中の「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式

にかかる自己株式の数を控除した数とし、また、当社の普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合、

「新規発行株式数」を「処分する自己株式の数」、「１株当たり払込金額」を「１株当たり処分金額」

に読み替えるものとする。
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③　上記①及び②の他、本新株予約権の割当日後、合併又は会社分割を行う場合等、行使価額の調整を必要

とするやむを得ない事由が生じた場合、合併又は会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で行使価

額を調整するものとする。

５．新株予約権の行使条件

　①　本新株予約権の割当を受けた者（以下「新株予約権者」という。）は、当社の株式の日本国内のいずれ

かの金融商品取引所への上場がなされるまでの期間は、本新株予約権を行使することはできないものとす

る。ただし、当社取締役会において当社が定める支配権移転取引が承認された場合（当該支配権移転取引

につき当社株主総会の承認が必要な場合にあっては、当社株主総会において当該支配権移転取引が承認さ

れたとき）、その他当社取締役会が本新株予約権の行使を認めた場合はこの限りではない。

　②　新株予約権者は、権利行使時において、当社の取締役、当社子会社の取締役、監査役又は従業員の地位

にあることを要しないものとする。

　③　上記②にかかわらず、新株予約権者が死亡した場合においては、当社取締役会が諸般の事情を考慮の

上、当該新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使を書面により承認したときは、相続開始後１年

以内に限り、当該新株予約権者の相続人は、当社所定の手続に従い、新株予約権者が生存していれば行使

できるはずであった本新株予約権を行使することができる。かかる場合を除き、本新株予約権の相続によ

る承継は認めない。また、新株予約権者の相続人が死亡した場合における本新株予約権の再度の相続も認

めない。

　④　本新株予約権の割当日から満期日までの期間において、次に掲げる各事由が生じた場合には、残存する

すべての本新株予約権を行使することができない。

(a）行使価額を下回る価格を対価とする当社普通株式の発行又は処分が行われた場合（払込金額が会社法

第199条第３項・同第200条第２項に定める「特に有利な金額である場合」を除く。）。

(b）当社普通株式につき、行使価額を下回る価格を対価とする売買その他の取引が行われた場合（ただ

し、当該取引時点における株式価値よりも著しく低いと認められる価格で取引が行われた場合を除

く。）。

(c）当社普通株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場された場合、当該金融商品取引所におけ

る当社普通株式の普通取引の終値が、行使価額を下回る価格となった場合。

　⑤　上記①から④までの規定にかかわらず、新株予約権者は、以下の(a)乃至(c)に掲げる各号の一に該当し

た場合には、以後、未行使の本新株予約権を行使することはできないものとする。

(a）禁錮以上の刑に処せられた場合。

(b）新株予約権者が反社会的勢力等（暴力団、暴力団員、右翼団員、反社会的勢力、その他これに準ずる

者を意味する。）であること又は資金提供等を通じて反社会的勢力等と何らかの交流若しくは関与を

行っていることが判明した場合。

(c）法令又は当社若しくは当社の子会社の定款、就業規則その他の社内規則（当社との間で締結されてい

る契約を含む。）の重大な点において違反する行為、又は、当社若しくは子会社に対する背信行為が

あり、かかる行為により本新株予約権を付与した趣旨に照らし権利行使を認めることが相当でないと

当社取締役会が認めたとき。

　⑥　本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過する

こととなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。

　⑦　各本新株予約権１個未満の行使を行うことはできない。

６．新株予約権の取得事由

　①　当社が吸収合併消滅会社となる吸収合併契約若しくは当社が新設合併消滅会社となる新設合併契約、当

社が株式交換完全子会社となる株式交換契約若しくは当社が株式移転完全子会社となる株式移転計画、又

は当社が吸収分割会社となる吸収分割契約若しくは新設分割会社となる新設分割計画について株主総会の

承認（株主総会の承認を要しない場合は取締役会の承認）がなされ、かつ、当社が取締役会決議により本

新株予約権の取得を必要と認めて一定の日を定め、当該日が到来したときは、当該日に当社は当該日にお

いて権利行使されていない本新株予約権の全部を上記１．に定める発行価額にて取得することができる。

　②　新株予約権者が上記５．に定める行使条件により本新株予約権の行使ができなくなった場合、当社は当

該時点において権利行使されていない本新株予約権の全部を上記１．に定める発行価額（ただし、上記

５．④及び⑤(a)(b)に定める条件により本新株予約権の行使ができなくなったことを理由とする場合にお

いては、無償）にて取得することができる。

７．組織再編における新株予約権の消滅及び再編対象会社の新株予約権の交付の内容に関する決定方針

当社が、合併（当社が消滅会社となる合併に限る。）、吸収分割若しくは新設分割、株式交換又は株式移転

（以下を総称して「組織再編行為」という。）をする場合であって、かつ、当該組織再編行為にかかる契約

又は計画において、会社法第236条第１項第８号のイからホまでに掲げる株式会社（以下「再編対象会社」

という。）の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれに交付する旨を定めた場合に限り、組織再編行為の

効力発生日（新設型再編においては設立登記申請日。以下同じ。）の直前において残存する本新株予約権の
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新株予約権者に対し、当該本新株予約権の消滅と引き換えに、再編対象会社の新株予約権を以下の条件に基

づきそれぞれ交付することとする。

①　交付する再編対象会社の新株予約権の数

残存する新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとす

る。

②　新株予約権の目的である株式の種類及び数又は算定方法

再編対象会社の普通株式とする。また、組織再編行為の効力発生日の前日における本新株予約権の目的

である株式の数に当該組織再編行為に係る組織再編比率を乗じた数に必要な調整を行った数とし、上記

２．に準じて調整する。

③　新株予約権の行使に際して出資される金額又は算定方法

組織再編行為の効力発生日の前日における本新株予約権１個当たりの行使に際して出資される財産の価

額に、必要な調整を行った額とし、上記４．に準じて調整する。

④　新株予約権を行使することができる期間

本新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日か

ら、本新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

⑤　新株予約権の行使の条件

上記５．に準じて決定する。

⑥　新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

(a）本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条

第１項に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生

じたときは、その端数を切り上げるものとする。

(b）本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金は、上記の資本金等増加

限度額より上記(a)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

⑦　譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会（再編対象会社が取締役会設置会社

でない場合には取締役の過半数）の承認を要するものとする。

⑧　再編対象会社による新株予約権の取得事由

上記６．に準じて決定する。

⑨　その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。

８．2026年１月22日開催の取締役会決議により、2026年２月20日付で普通株式１株につき100株の割合で株式分

割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行

使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が

調整されております。
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第４回新株予約権

決議年月日 2021年５月27日

付与対象者の区分及び人数（人）
当社取締役　２

当社従業員　272（注）８

新株予約権の数（個）※ 19,784［19,348］（注）１、２

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数（株）※ 普通株式　19,784［1,934,800］（注）１、２、７

新株予約権の行使時の払込金額（円）※ 21,715［218］（注）３、７

新株予約権の行使期間※ 2023年５月28日～2031年５月25日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行

価格及び資本組入額（円）※

発行価格　　21,715［218］（注）７

資本組入額　10,858［109］（注）７

新株予約権の行使の条件※ （注）４

新株予約権の譲渡に関する事項※
新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要す

るものとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ （注）６

※　最近事業年度の末日（2025年５月31日）における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末

現在（2026年４月30日）にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を［　］内に記載し

ており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。

　（注）１．新株予約権１個につき目的となる株式数は、最近事業年度の末日現在は１株、提出日の前月末現在は100株

であります。本新株予約権１個当たりの目的となる当社普通株式の数（以下「付与株式数」という。）は、

本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式にかかる株式分割（当社普通株式の無償割当てを含む、以下

同じ。）又は株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株

予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる当社普通株式の数について行わ

れ、調整の結果、１株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

調整後株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率

また、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が合併又は会社分割を行う場合その他これらの場合に準

じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で必要と認められる株式数の調整を行うものとす

る。

２．付与株式数は、１株とする。ただし、上記１．に定める株式の数の調整を行った場合は、同様の調整を行

う。また、上記の数は割当予定数であり、申込みがなされなかった場合等、割り当てる本新株予約権の数が

減少したときは、割り当てる本新株予約権の総数をもって、発行する本新株予約権の数とする。

３．本新株予約権１個当たりの行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により交付を受けるこ

とができる当社普通株式１株当たりの払込金額（以下「行使価額」という。）に付与株式数を乗じた金額と

する。行使価額は21,715円とする。ただし、本新株予約権の割当日後、下記の各事由が生じた場合は、行使

価額をそれぞれ調整するものとする。なお、調整の結果生じる１円未満の端数は、これを切り上げるものと

する。

①　当社が普通株式の分割又は併合を行う場合

調整後行使価額＝調整前行使価額×
１

分割・併合の比率

②　当社が時価を下回る価額で新株式を発行又は自己株式を処分する場合

（新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場

合を除く。）

 
既発行株式数＋

新規発行株式数×１株当たり払込金額

調整後行使価額＝調整前行使価額×
新規発行・処分前の当社普通株式１株当たりの時価

既発行株式数＋新規発行株式数

なお、上記の算式中の「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式

にかかる自己株式の数を控除した数とし、また、当社の普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合、

「新規発行株式数」を「処分する自己株式の数」、「１株当たり払込金額」を「１株当たり処分金額」

に読み替えるものとする。

③　上記①及び②の他、本新株予約権の割当日後、合併又は会社分割を行う場合等、行使価額の調整を必要

とするやむを得ない事由が生じた場合、合併又は会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で行使価

額を調整するものとする。
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①　本新株予約権の割当を受けた者（以下「新株予約権者」という。）は、当社の株式の日本国内のいずれ

かの金融商品取引所への上場がなされるまでの期間は、本新株予約権を行使することはできないものと

する。ただし、当社取締役会において当社が定める支配権移転取引が承認されたとき（当該支配権移転

取引につき当社株主総会の承認が必要な場合にあっては、当社株主総会において当該支配権移転取引が

承認されたとき）その他当社取締役会が本新株予約権の行使を認めた場合はこの限りではない。

②　新株予約権者は、権利行使時において、当社の取締役・従業員又は当社子会社の取締役・監査役・従業

員の地位にあることを要するものとする。ただし、任期満了による退任、定年退職その他当社取締役会

が正当な理由があると認めた場合にはこの限りではない。

③　上記②にかかわらず、新株予約権者が死亡した場合においては、当社取締役会が諸般の事情を考慮の

上、当該新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使を書面により承認したときは、相続開始後１

年以内に限り、当該新株予約権者の相続人は、当社所定の手続に従い、新株予約権者が生存していれば

行使できるはずであった本新株予約権を行使することができる。かかる場合を除き、本新株予約権の相

続による承継は認めない。また、新株予約権者の相続人が死亡した場合における本新株予約権の再度の

相続も認めない。

④　上記①から③までの規定にかかわらず、新株予約権者は、以下の(a)乃至(c)に掲げる各号の一に該当し

た場合には、以後、未行使の本新株予約権を行使することはできないものとする。

(a）禁錮以上の刑に処せられた場合。

(b）新株予約権者が反社会的勢力等（暴力団、暴力団員、右翼団員、反社会的勢力、その他これに準ずる

者を意味する。）であること又は資金提供等を通じて反社会的勢力等と何らかの交流若しくは関与を

行っていることが判明した場合。

(c）法令又は当社若しくは当社の子会社の定款、就業規則その他の社内規則（当社との間で締結されてい

る契約を含む。）の重大な点において違反する行為、又は、当社若しくは子会社に対する背信行為が

あり、かかる行為により本新株予約権を付与した趣旨に照らし権利行使を認めることが相当でないと

当社取締役会が認めたとき。

⑤　本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過する

こととなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。

⑥　各本新株予約権１個未満の行使を行うことはできない。

５．新株予約権の取得事由

①　当社が吸収合併消滅会社となる吸収合併契約若しくは当社が新設合併消滅会社となる新設合併契約、当

社が株式交換完全子会社となる株式交換契約若しくは当社が株式移転完全子会社となる株式移転計画、

又は当社が吸収分割会社となる吸収分割契約若しくは新設分割会社となる新設分割計画について株主総

会の承認（株主総会の承認を要しない場合は取締役会の承認）がなされ、かつ、当社が取締役会決議に

より本新株予約権の取得を必要と認めて一定の日を定め、当該日が到来したときは、当該日に当社は当

該日において権利行使されていない本新株予約権の全部を無償にて取得することができる。

②　新株予約権者が上記４．に定める行使条件により本新株予約権の行使ができなくなった場合、当社は当

該時点において権利行使されていない本新株予約権の全部を無償にて取得することができる。

６．組織再編における新株予約権の消滅及び再編対象会社の新株予約権の交付の内容に関する決定方針

当社が、合併（当社が消滅会社となる合併に限る。）、吸収分割若しくは新設分割、株式交換又は株式移転

（以下を総称して「組織再編行為」という。）をする場合であって、かつ、当該組織再編行為にかかる契約

又は計画において、会社法第236条第１項第８号のイからホまでに掲げる株式会社（以下「再編対象会社」

という。）の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれに交付する旨を定めた場合に限り、組織再編行為の

効力発生日（新設型再編においては設立登記申請日。以下同じ。）の直前において残存する本新株予約権の

新株予約権者に対し、当該本新株予約権の消滅と引き換えに、再編対象会社の新株予約権を以下の条件に基

づきそれぞれ交付することとする。

①　交付する再編対象会社の新株予約権の数

残存する新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとす

る。

②　新株予約権の目的である株式の種類及び数又は算定方法

再編対象会社の普通株式とする。また、組織再編行為の効力発生日の前日における本新株予約権の目的

である株式の数に当該組織再編行為に係る組織再編比率を乗じた数に必要な調整を行った数とし、上記

１．に準じて調整する。

③　新株予約権の行使に際して出資される金額又は算定方法

組織再編行為の効力発生日の前日における本新株予約権１個当たりの行使に際して出資される財産の価

額に、必要な調整を行った額とし、上記３．に準じて調整する。

④　新株予約権を行使することができる期間

本新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日か

ら、本新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
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⑤　新株予約権の行使の条件

上記４．に準じて決定する。

⑥　新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

(a）本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条

第１項に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生

じたときは、その端数を切り上げるものとする。

(b）本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金は、上記の資本金等増加

限度額より上記(a)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

⑦　譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会（再編対象会社が取締役会設置会社

でない場合には取締役の過半数）の承認を要するものとする。

⑧　再編対象会社による新株予約権の取得事由

上記５．に準じて決定する。

⑨　その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。

７．2026年１月22日開催の取締役会決議により、2026年２月20日付で普通株式１株につき100株の割合で株式分

割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の

行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入

額」が調整されております。

８．付与対象者の退職による権利の喪失及び付与対象者の役職変更等により、本書提出日現在の「付与対象者

の区分及び人数」は、当社従業員187名となっております。
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第５回新株予約権

決議年月日 2021年10月28日

付与対象者の区分及び人数（人） 当社従業員　９（注）８

新株予約権の数（個）※ 75（注）１、２

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数（株）※ 普通株式　75［7,500］（注）１、２、７

新株予約権の行使時の払込金額（円）※ 22,747［228］（注）３、７

新株予約権の行使期間※ 2023年10月29日～2031年10月８日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行

価格及び資本組入額（円）※

発行価格　　22,747［228］（注）７

資本組入額　11,374［114］（注）７

新株予約権の行使の条件※ （注）４

新株予約権の譲渡に関する事項※
新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要す

るものとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ （注）６

※　最近事業年度の末日（2025年５月31日）における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末

現在（2026年４月30日）にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を［　］内に記載し

ており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。

　（注）１．新株予約権１個につき目的となる株式数は、最近事業年度の末日現在は１株、提出日の前月末現在は100株

であります。本新株予約権１個当たりの目的となる当社普通株式の数（以下「付与株式数」という。）は、

本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式にかかる株式分割（当社普通株式の無償割当てを含む、以下

同じ。）又は株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株

予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる当社普通株式の数について行わ

れ、調整の結果、１株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

調整後株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率

また、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が合併又は会社分割を行う場合その他これらの場合に準

じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で必要と認められる株式数の調整を行うものとす

る。

２．付与株式数は、１株とする。ただし、上記１．に定める株式の数の調整を行った場合は、同様の調整を行

う。また、上記の数は割当予定数であり、申込みがなされなかった場合等、割り当てる本新株予約権の数が

減少したときは、割り当てる本新株予約権の総数をもって、発行する本新株予約権の数とする。

３．本新株予約権１個当たりの行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により交付を受けるこ

とができる当社普通株式１株当たりの払込金額（以下「行使価額」という。）に付与株式数を乗じた金額と

する。行使価額は22,747円とする。ただし、本新株予約権の割当日後、下記の各事由が生じた場合は、行使

価額をそれぞれ調整するものとする。なお、調整の結果生じる１円未満の端数は、これを切り上げるものと

する。

①　当社が普通株式の分割又は併合を行う場合

調整後行使価額＝調整前行使価額×
１

分割・併合の比率

②　当社が時価を下回る価額で新株式を発行又は自己株式を処分する場合

（新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場

合を除く。）

 
既発行株式数＋

新規発行株式数×１株当たり払込金額

調整後行使価額＝調整前行使価額×
新規発行・処分前の当社普通株式１株当たりの時価

既発行株式数＋新規発行株式数

なお、上記の算式中の「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式

にかかる自己株式の数を控除した数とし、また、当社の普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合、

「新規発行株式数」を「処分する自己株式の数」、「１株当たり払込金額」を「１株当たり処分金額」

に読み替えるものとする。

③　上記①及び②の他、本新株予約権の割当日後、合併又は会社分割を行う場合等、行使価額の調整を必要

とするやむを得ない事由が生じた場合、合併又は会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で行使価

額を調整するものとする。

４．新株予約権の行使条件
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①　本新株予約権の割当を受けた者（以下「新株予約権者」という。）は、当社の株式の日本国内のいずれ

かの金融商品取引所への上場がなされるまでの期間は、本新株予約権を行使することはできないものと

する。ただし、当社取締役会において当社が定める支配権移転取引が承認されたとき（当該支配権移転

取引につき当社株主総会の承認が必要な場合にあっては、当社株主総会において当該支配権移転取引が

承認されたとき）、その他当社取締役会が本新株予約権の行使を認めた場合はこの限りではない。

②　新株予約権者は、権利行使時において、当社又は当社子会社の取締役又は従業員の地位にあることを要

するものとする。ただし、任期満了による退任、定年退職その他当社取締役会が正当な理由があると認

めた場合にはこの限りではない。

③　上記②にかかわらず、新株予約権者が死亡した場合においては、当社取締役会が諸般の事情を考慮の

上、当該新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使を書面により承認したときは、相続開始後１

年以内に限り、当該新株予約権者の相続人は、当社所定の手続に従い、新株予約権者が生存していれば

行使できるはずであった本新株予約権を行使することができる。かかる場合を除き、本新株予約権の相

続による承継は認めない。また、新株予約権者の相続人が死亡した場合における本新株予約権の再度の

相続も認めない。

④　上記①から③までの規定にかかわらず、新株予約権者は、以下の(a)乃至(c)に掲げる各号の一に該当し

た場合には、以後、未行使の本新株予約権を行使することはできないものとする。

(a）禁錮以上の刑に処せられた場合。

(b）新株予約権者が反社会的勢力等（暴力団、暴力団員、右翼団員、反社会的勢力、その他これに準ずる

者を意味する。）であること又は資金提供等を通じて反社会的勢力等と何らかの交流若しくは関与を

行っていることが判明した場合。

(c）法令又は当社若しくは当社の子会社の定款、就業規則その他の社内規則（当社との間で締結されてい

る契約を含む。）の重大な点において違反する行為、又は、当社若しくは子会社に対する背信行為が

あり、かかる行為により本新株予約権を付与した趣旨に照らし権利行使を認めることが相当でないと

当社取締役会が認めたとき。

　⑤　本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過する

こととなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。

⑥　各本新株予約権１個未満の行使を行うことはできない。

５．新株予約権の取得事由

①　当社が吸収合併消滅会社となる吸収合併契約若しくは当社が新設合併消滅会社となる新設合併契約、当

社が株式交換完全子会社となる株式交換契約若しくは当社が株式移転完全子会社となる株式移転計画、

又は当社が吸収分割会社となる吸収分割契約若しくは新設分割会社となる新設分割計画について株主総

会の承認（株主総会の承認を要しない場合は取締役会の承認）がなされ、かつ、当社が取締役会決議に

より本新株予約権の取得を必要と認めて一定の日を定め、当該日が到来したときは、当該日に当社は当

該日において権利行使されていない本新株予約権の全部を無償にて取得することができる。

②　新株予約権者が上記４．に定める行使条件により本新株予約権の行使ができなくなった場合、当社は当

該時点において権利行使されていない本新株予約権の全部を無償にて取得することができる。

６．組織再編における新株予約権の消滅及び再編対象会社の新株予約権の交付の内容に関する決定方針

当社が、合併（当社が消滅会社となる合併に限る。）、吸収分割若しくは新設分割、株式交換又は株式移転

（以下を総称して「組織再編行為」という。）をする場合であって、かつ、当該組織再編行為にかかる契約

又は計画において、会社法第236条第１項第８号のイからホまでに掲げる株式会社（以下「再編対象会社」

という。）の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれに交付する旨を定めた場合に限り、組織再編行為の

効力発生日（新設型再編においては設立登記申請日。以下同じ。）の直前において残存する本新株予約権の

新株予約権者に対し、当該本新株予約権の消滅と引き換えに、再編対象会社の新株予約権を以下の条件に基

づきそれぞれ交付することとする。

①　交付する再編対象会社の新株予約権の数

残存する新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとす

る。

②　新株予約権の目的である株式の種類及び数又は算定方法

再編対象会社の普通株式とする。また、組織再編行為の効力発生日の前日における本新株予約権の目的

である株式の数に当該組織再編行為に係る組織再編比率を乗じた数に必要な調整を行った数とし、上記

１．に準じて調整する。

③　新株予約権の行使に際して出資される金額又は算定方法

組織再編行為の効力発生日の前日における本新株予約権１個当たりの行使に際して出資される財産の価

額に、必要な調整を行った額とし、上記３．に準じて調整する。

④　新株予約権を行使することができる期間

本新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日か

ら、本新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
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⑤　新株予約権の行使の条件

上記４．に準じて決定する。

⑥　新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

(a）本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条

第１項に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生

じたときは、その端数を切り上げるものとする。

(b）本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金は、上記の資本金等増加

限度額より上記(a)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

⑦　譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会（再編対象会社が取締役会設置会社

でない場合には取締役の過半数）の承認を要するものとする。

⑧　再編対象会社による新株予約権の取得事由

上記５．に準じて決定する。

⑨　その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。

７．2026年１月22日開催の取締役会決議により、2026年２月20日付で普通株式１株につき100株の割合で株式分

割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の

行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入

額」が調整されております。

８．付与対象者の退職による権利の喪失により、本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は、当社従

業員７名となっております。
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第６回新株予約権

決議年月日 2022年８月26日

付与対象者の区分及び人数（人）
当社取締役　２

当社従業員　235（注）８

新株予約権の数（個）※ 4,075［3,815］（注）１、２

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数（株）※ 普通株式　4,075［381,500］（注）１、２、７

新株予約権の行使時の払込金額（円）※ 31,351［314］（注）３、７

新株予約権の行使期間※ 2024年８月27日～2032年８月26日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行

価格及び資本組入額（円）※

発行価格　　31,351［314］（注）７

資本組入額　15,676［157］（注）７

新株予約権の行使の条件※ （注）４

新株予約権の譲渡に関する事項※
新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要す

るものとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ （注）６

※　最近事業年度の末日（2025年５月31日）における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末

現在（2026年４月30日）にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を［　］内に記載し

ており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。

　（注）１．新株予約権１個につき目的となる株式数は、最近事業年度の末日現在は１株、提出日の前月末現在は100株

であります。本新株予約権１個当たりの目的となる当社普通株式の数（以下「付与株式数」という。）は、

本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式にかかる株式分割（当社普通株式の無償割当てを含む、以下

同じ。）又は株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株

予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる当社普通株式の数について行わ

れ、調整の結果、１株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

調整後株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率

また、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が合併又は会社分割を行う場合その他これらの場合に準

じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で必要と認められる株式数の調整を行うものとす

る。

２．付与株式数は、１株とする。ただし、上記１．に定める株式の数の調整を行った場合は、同様の調整を行

う。また、上記の数は割当予定数であり、申込みがなされなかった場合等、割り当てる本新株予約権の数が

減少したときは、割り当てる本新株予約権の総数をもって、発行する本新株予約権の数とする。

３．本新株予約権１個当たりの行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により交付を受けるこ

とができる当社普通株式１株当たりの払込金額（以下「行使価額」という。）に付与株式数を乗じた金額と

する。行使価額は31,351円とする。ただし、本新株予約権の割当日後、下記の各事由が生じた場合は、行使

価額をそれぞれ調整するものとする。なお、調整の結果生じる１円未満の端数は、これを切り上げるものと

する。

①　当社が普通株式の分割又は併合を行う場合

調整後行使価額＝調整前行使価額×
１

分割・併合の比率

②　当社が時価を下回る価額で新株式を発行又は自己株式を処分する場合

（新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場

合を除く。）

 
既発行株式数＋

新規発行株式数×１株当たり払込金額

調整後行使価額＝調整前行使価額×
新規発行・処分前の当社普通株式１株当たりの時価

既発行株式数＋新規発行株式数

なお、上記の算式中の「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式

にかかる自己株式の数を控除した数とし、また、当社の普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合、

「新規発行株式数」を「処分する自己株式の数」、「１株当たり払込金額」を「１株当たり処分金額」

に読み替えるものとする。

③　上記①及び②の他、本新株予約権の割当日後、合併又は会社分割を行う場合等、行使価額の調整を必要

とするやむを得ない事由が生じた場合、合併又は会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で行使価

額を調整するものとする。

４．新株予約権の行使条件
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　①　本新株予約権の割当を受けた者（以下「新株予約権者」という。）は、当社の株式の日本国内のいずれ

かの金融商品取引所への上場がなされるまでの期間は、本新株予約権を行使することはできないものとす

る。ただし、当社取締役会において当社が定める支配権移転取引が承認されたとき（当該支配権移転取引

につき当社株主総会の承認が必要な場合にあっては、当社株主総会において当該支配権移転取引が承認さ

れたとき）、その他当社取締役会が本新株予約権の行使を認めた場合はこの限りではない。

　②　新株予約権者は、権利行使時において、当社又は当社子会社の取締役又は従業員の地位にあることを要

するものとする。ただし、任期満了による退任、定年退職その他当社取締役会が正当な理由があると認め

た場合にはこの限りではない。

　③　上記②にかかわらず、新株予約権者が死亡した場合においては、当社取締役会が諸般の事情を考慮の

上、当該新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使を書面により承認したときは、相続開始後１年

以内に限り、当該新株予約権者の相続人は、当社所定の手続に従い、新株予約権者が生存していれば行使

できるはずであった本新株予約権を行使することができる。かかる場合を除き、本新株予約権の相続によ

る承継は認めない。また、新株予約権者の相続人が死亡した場合における本新株予約権の再度の相続も認

めない。

　④　上記①から③までの規定にかかわらず、新株予約権者は、以下の(a)乃至(c)に掲げる各号の一に該当し

た場合には、以後、未行使の本新株予約権を行使することはできないものとする。

(a）禁錮以上の刑に処せられた場合。

(b）新株予約権者が反社会的勢力等（暴力団、暴力団員、右翼団員、反社会的勢力、その他これに準ずる

者を意味する。）であること又は資金提供等を通じて反社会的勢力等と何らかの交流若しくは関与を

行っていることが判明した場合。

(c）法令又は当社若しくは当社の子会社の定款、就業規則その他の社内規則（当社との間で締結されてい

る契約を含む。）の重大な点において違反する行為、又は、当社若しくは子会社に対する背信行為が

あり、かかる行為により本新株予約権を付与した趣旨に照らし権利行使を認めることが相当でないと

当社取締役会が認めたとき。

　⑤　本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過する

こととなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。

　⑥　各本新株予約権１個未満の行使を行うことはできない。

５．新株予約権の取得事由

　①　当社が吸収合併消滅会社となる吸収合併契約若しくは当社が新設合併消滅会社となる新設合併契約、当

社が株式交換完全子会社となる株式交換契約若しくは当社が株式移転完全子会社となる株式移転計画、又

は当社が吸収分割会社となる吸収分割契約若しくは新設分割会社となる新設分割計画について株主総会の

承認（株主総会の承認を要しない場合は取締役会の承認）がなされ、かつ、当社が取締役会決議により本

新株予約権の取得を必要と認めて一定の日を定め、当該日が到来したときは、当該日に当社は当該日にお

いて権利行使されていない本新株予約権の全部を無償にて取得することができる。

　②　新株予約権者が上記４．に定める行使条件により本新株予約権の行使ができなくなった場合、当社は当

該時点において権利行使されていない本新株予約権の全部を無償にて取得することができる。

６．組織再編における新株予約権の消滅及び再編対象会社の新株予約権の交付の内容に関する決定方針

当社が、合併（当社が消滅会社となる合併に限る。）、吸収分割若しくは新設分割、株式交換又は株式移転

（以下を総称して「組織再編行為」という。）をする場合であって、かつ、当該組織再編行為にかかる契約

又は計画において、会社法第236条第１項第８号のイからホまでに掲げる株式会社（以下「再編対象会社」

という。）の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれに交付する旨を定めた場合に限り、組織再編行為の

効力発生日（新設型再編においては設立登記申請日。以下同じ。）の直前において残存する本新株予約権の

新株予約権者に対し、当該本新株予約権の消滅と引き換えに、再編対象会社の新株予約権を以下の条件に基

づきそれぞれ交付することとする。

①　交付する再編対象会社の新株予約権の数

残存する新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとす

る。

②　新株予約権の目的である株式の種類及び数又は算定方法

再編対象会社の普通株式とする。また、組織再編行為の効力発生日の前日における本新株予約権の目的

である株式の数に当該組織再編行為に係る組織再編比率を乗じた数に必要な調整を行った数とし、上記

１．に準じて調整する。

③　新株予約権の行使に際して出資される金額又は算定方法

組織再編行為の効力発生日の前日における本新株予約権１個当たりの行使に際して出資される財産の価

額に、必要な調整を行った額とし、上記３．に準じて調整する。

④　新株予約権を行使することができる期間

本新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日か

ら、本新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
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⑤　新株予約権の行使の条件

上記４．に準じて決定する。

⑥　新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

(a）本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条

第１項に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生

じたときは、その端数を切り上げるものとする。

(b）本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金は、上記の資本金等増加

限度額より上記(a)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

⑦　譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会（再編対象会社が取締役会設置会社

でない場合には取締役の過半数）の承認を要するものとする。

⑧　再編対象会社による新株予約権の取得事由

上記５．に準じて決定する。

⑨　その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。

７．2026年１月22日開催の取締役会決議により、2026年２月20日付で普通株式１株につき100株の割合で株式分

割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の

行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入

額」が調整されております。

８．付与対象者の退職による権利の喪失及び付与対象者の役職変更等により、本書提出日現在の「付与対象者

の区分及び人数」は、当社従業員182名となっております。
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第７回新株予約権

決議年月日 2023年12月25日

付与対象者の区分及び人数（人）
当社取締役　２

当社従業員　238（注）８

新株予約権の数（個）※ 8,445［7,763］（注）１、２

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数（株）※ 普通株式　8,445［776,300］（注）１、２、７

新株予約権の行使時の払込金額（円）※ 61,698［617］（注）３、７

新株予約権の行使期間※ 2025年12月26日～2033年12月13日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行

価格及び資本組入額（円）※

発行価格　　61,698［617］（注）７

資本組入額　30,849［309］（注）７

新株予約権の行使の条件※ （注）４

新株予約権の譲渡に関する事項※
新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要す

るものとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ （注）６

※　最近事業年度の末日（2025年５月31日）における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末

現在（2026年４月30日）にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を［　］内に記載し

ており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。

　（注）１．新株予約権１個につき目的となる株式数は、最近事業年度の末日現在は１株、提出日の前月末現在は100株

であります。本新株予約権１個当たりの目的となる当社普通株式の数（以下「付与株式数」という。）は、

本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式にかかる株式分割（当社普通株式の無償割当てを含む、以下

同じ。）又は株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株

予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる当社普通株式の数について行わ

れ、調整の結果、１株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

調整後株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率

また、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が合併又は会社分割を行う場合その他これらの場合に準

じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で必要と認められる株式数の調整を行うものとす

る。

２．付与株式数は、１株とする。ただし、上記１．に定める株式の数の調整を行った場合は、同様の調整を行

う。また、上記の数は割当予定数であり、申込みがなされなかった場合等、割り当てる本新株予約権の数が

減少したときは、割り当てる本新株予約権の総数をもって、発行する本新株予約権の数とする。

３．本新株予約権１個当たりの行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により交付を受けるこ

とができる当社普通株式１株当たりの払込金額（以下「行使価額」という。）に付与株式数を乗じた金額と

する。行使価額は61,698円とする。ただし、本新株予約権の割当日後、下記の各事由が生じた場合は、行使

価額をそれぞれ調整するものとする。なお、調整の結果生じる１円未満の端数は、これを切り上げるものと

する。

①　当社が普通株式の分割又は併合を行う場合

調整後行使価額＝調整前行使価額×
１

分割・併合の比率

②　当社が時価を下回る価額で新株式を発行又は自己株式を処分する場合

（新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場

合を除く。）

 
既発行株式数＋

新規発行株式数×１株当たり払込金額

調整後行使価額＝調整前行使価額×
新規発行・処分前の当社普通株式１株当たりの時価

既発行株式数＋新規発行株式数

なお、上記の算式中の「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式

にかかる自己株式の数を控除した数とし、また、当社の普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合、

「新規発行株式数」を「処分する自己株式の数」、「１株当たり払込金額」を「１株当たり処分金額」

に読み替えるものとする。

③　上記①及び②の他、本新株予約権の割当日後、合併又は会社分割を行う場合等、行使価額の調整を必要

とするやむを得ない事由が生じた場合、合併又は会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で行使価

額を調整するものとする。

４．新株予約権の行使条件
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　①　本新株予約権の割当を受けた者（以下「新株予約権者」という。）は、当社の株式の日本国内のいずれ

かの金融商品取引所への上場がなされるまでの期間は、本新株予約権を行使することはできないものとす

る。

　②　新株予約権者は、権利行使時において、当社又は当社子会社の取締役又は従業員の地位にあることを要

するものとする。ただし、任期満了による退任、定年退職その他当社取締役会が正当な理由があると認め

た場合にはこの限りではない。

　③　上記②にかかわらず、新株予約権者が死亡した場合においては、当社取締役会が諸般の事情を考慮の

上、当該新株予約権者の相続を書面により承認したときは、相続開始後１年以内に限り、当該新株予約権

者の相続人は、当社所定の手続に従い、新株予約権者が生存していれば行使できるはずであった本新株予

約権を行使することができる。かかる場合を除き、本新株予約権の相続による承継は認めない。また、新

株予約権者の相続人が死亡した場合における本新株予約権の再度の相続も認めない。

　④　上記①から③までの規定にかかわらず、新株予約権者は、以下の(a)乃至(c)に掲げる各号の一に該当し

た場合には、以後、未行使の本新株予約権を行使することはできないものとする。

(a）禁錮以上の刑に処せられた場合。

(b）新株予約権者が反社会的勢力等（暴力団、暴力団員、右翼団員、反社会的勢力、その他これに準ずる

者を意味する。）であること又は資金提供等を通じて反社会的勢力等と何らかの交流若しくは関与を

行っていることが判明した場合。

(c）法令又は当社若しくは当社の子会社の定款、就業規則その他の社内規則の重大な点において違反する

行為、又は、当社若しくは子会社に対する背信行為があり、かかる行為により本新株予約権を付与し

た趣旨に照らし権利行使を認めることが相当でないと当社取締役会が認めたとき。

　⑤　本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過する

こととなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。

　⑥　各本新株予約権１個未満の行使を行うことはできない。

　⑦　本新株予約権者は、上記①乃至⑥の規定に従って本新株予約権を行使することができることを条件に、

上記本新株予約権の行使期間において、株式上場がなされた日又は本新株予約権者が当社との間で締結し

た第７回新株予約権割当契約書第11条において定義される確約書等により株式上場後一定期間本新株予約

権又は本新株予約権の行使により取得した株式等の保有を義務付けられている場合には当該保有期間の末

日の翌日のいずれか遅い日（以下「権利行使基準日」という。）から起算して、以下に定める割合ずつ本

新株予約権について権利を行使することができるものとする。なお、権利行使可能な本新株予約権の数

は、割当時点において本新株予約権者が保有する本新株予約権の数に以下の割合を乗じて算定するものと

し、１個未満の端数についてはこれを切り捨てる。

(a）権利行使基準日から１年間：本新株予約権数の３分の１

(b）権利行使基準日から２年間：本新株予約権数の３分の１

(c）権利行使基準日から３年目以降：本新株予約権の３分の１

５．新株予約権の取得事由

　①　当社が吸収合併消滅会社となる吸収合併契約若しくは当社が新設合併消滅会社となる新設合併契約、当

社が株式交換完全子会社となる株式交換契約若しくは当社が株式移転完全子会社となる株式移転計画、又

は当社が吸収分割会社となる吸収分割契約若しくは新設分割会社となる新設分割計画について株主総会の

承認（株主総会の承認を要しない場合は取締役会の承認）がなされ、かつ、当社が取締役会決議により本

新株予約権の取得を必要と認めて一定の日を定め、当該日が到来したときは、当該日に当社は当該日にお

いて権利行使されていない本新株予約権の全部を無償にて取得することができる。

　②　新株予約権者が上記４．に定める行使条件により本新株予約権の行使ができなくなった場合、当社は当

該時点において権利行使されていない本新株予約権の全部を無償にて取得することができる。

６．組織再編における新株予約権の消滅及び再編対象会社の新株予約権の交付の内容に関する決定方針

当社が、合併（当社が消滅会社となる合併に限る。）、吸収分割若しくは新設分割、株式交換又は株式移転

（以下を総称して「組織再編行為」という。）をする場合であって、かつ、当該組織再編行為にかかる契約

又は計画において、会社法第236条第１項第８号のイからホまでに掲げる株式会社（以下「再編対象会社」

という。）の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれに交付する旨を定めた場合に限り、組織再編行為の

効力発生日（新設型再編においては設立登記申請日。以下同じ。）の直前において残存する本新株予約権の

新株予約権者に対し、当該本新株予約権の消滅と引き換えに、再編対象会社の新株予約権を以下の条件に基

づきそれぞれ交付することとする。

①　交付する再編対象会社の新株予約権の数

残存する新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとす

る。

②　新株予約権の目的である株式の種類及び数又は算定方法
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再編対象会社の普通株式とする。また、組織再編行為の効力発生日の前日における本新株予約権の目的

である株式の数に当該組織再編行為に係る組織再編比率を乗じた数に必要な調整を行った数とし、上記

１．に準じて調整する。

③　新株予約権の行使に際して出資される金額又は算定方法

組織再編行為の効力発生日の前日における本新株予約権１個当たりの行使に際して出資される財産の価

額に、必要な調整を行った額とし、上記３．に準じて調整する。

④　新株予約権を行使することができる期間

本新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日か

ら、本新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

⑤　新株予約権の行使の条件

上記４．に準じて決定する。

⑥　新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

(a）本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条

第１項に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生

じたときは、その端数を切り上げるものとする。

(b）本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金は、上記の資本金等増加

限度額より上記(a)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

⑦　譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会（再編対象会社が取締役会設置会社

でない場合には取締役の過半数）の承認を要するものとする。

⑧　再編対象会社による新株予約権の取得事由

上記５．に準じて決定する。

⑨　その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。

７．2026年１月22日開催の取締役会決議により、2026年２月20日付で普通株式１株につき100株の割合で株式分

割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の

行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入

額」が調整されております。

８．付与対象者の退職による権利の喪失及び付与対象者の役職変更等により、本書提出日現在の「付与対象者

の区分及び人数」は、当社従業員196名となっております。
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第７回の２新株予約権

決議年月日 2024年４月26日

付与対象者の区分及び人数（人） 当社従業員　104（注）８

新株予約権の数（個）※ 1,600［1,550］（注）１、２

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数（株）※ 普通株式　1,600［155,000］（注）１、２、７

新株予約権の行使時の払込金額（円）※ 61,698［617］（注）３、７

新株予約権の行使期間※ 2026年５月17日～2034年３月１日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行

価格及び資本組入額（円）※

発行価格　　61,698［617］（注）７

資本組入額　30,849［309］（注）７

新株予約権の行使の条件※ （注）４

新株予約権の譲渡に関する事項※
新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要す

るものとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ （注）６

※　最近事業年度の末日（2025年５月31日）における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末

現在（2026年４月30日）にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を［　］内に記載し

ており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。

　（注）１．新株予約権１個につき目的となる株式数は、最近事業年度の末日現在は１株、提出日の前月末現在は100株

であります。本新株予約権１個当たりの目的となる当社普通株式の数（以下「付与株式数」という。）は、

本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式にかかる株式分割（当社普通株式の無償割当てを含む、以下

同じ。）又は株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株

予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる当社普通株式の数について行わ

れ、調整の結果、１株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

調整後株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率

また、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が合併又は会社分割を行う場合その他これらの場合に準

じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で必要と認められる株式数の調整を行うものとす

る。

２．付与株式数は、１株とする。ただし、上記１．に定める株式の数の調整を行った場合は、同様の調整を行

う。また、上記の数は割当予定数であり、申込みがなされなかった場合等、割り当てる本新株予約権の数が

減少したときは、割り当てる本新株予約権の総数をもって、発行する本新株予約権の数とする。

３．本新株予約権１個当たりの行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により交付を受けるこ

とができる当社普通株式１株当たりの払込金額（以下「行使価額」という。）に付与株式数を乗じた金額と

する。行使価額は61,698円とする。ただし、本新株予約権の割当日後、下記の各事由が生じた場合は、行使

価額をそれぞれ調整するものとする。なお、調整の結果生じる１円未満の端数は、これを切り上げるものと

する。

①　当社が普通株式の分割又は併合を行う場合

調整後行使価額＝調整前行使価額×
１

分割・併合の比率

②　当社が時価を下回る価額で新株式を発行又は自己株式を処分する場合

（新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場

合を除く。）

 
既発行株式数＋

新規発行株式数×１株当たり払込金額

調整後行使価額＝調整前行使価額×
新規発行・処分前の当社普通株式１株当たりの時価

既発行株式数＋新規発行株式数

なお、上記の算式中の「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式

にかかる自己株式の数を控除した数とし、また、当社の普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合、

「新規発行株式数」を「処分する自己株式の数」、「１株当たり払込金額」を「１株当たり処分金額」

に読み替えるものとする。

③　上記①及び②の他、本新株予約権の割当日後、合併又は会社分割を行う場合等、行使価額の調整を必要

とするやむを得ない事由が生じた場合、合併又は会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で行使価

額を調整するものとする。

４．新株予約権の行使条件
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　①　本新株予約権の割当を受けた者（以下「新株予約権者」という。）は、当社の株式の日本国内のいずれ

かの金融商品取引所への上場がなされるまでの期間は、本新株予約権を行使することはできないものとす

る。

　②　新株予約権者は、権利行使時において、当社又は当社子会社の取締役又は従業員の地位にあることを要

するものとする。ただし、任期満了による退任、定年退職その他当社取締役会が正当な理由があると認め

た場合にはこの限りではない。

　③　上記②にかかわらず、新株予約権者が死亡した場合においては、当社取締役会が諸般の事情を考慮の

上、当該新株予約権者の相続を書面により承認したときは、相続開始後１年以内に限り、当該新株予約権

者の相続人は、当社所定の手続に従い、新株予約権者が生存していれば行使できるはずであった本新株予

約権を行使することができる。かかる場合を除き、本新株予約権の相続による承継は認めない。また、新

株予約権者の相続人が死亡した場合における本新株予約権の再度の相続も認めない。

　④　上記①から③までの規定にかかわらず、新株予約権者は、以下の(a)乃至(c)に掲げる各号の一に該当し

た場合には、以後、未行使の本新株予約権を行使することはできないものとする。

(a）禁錮以上の刑に処せられた場合。

(b）新株予約権者が反社会的勢力等（暴力団、暴力団員、右翼団員、反社会的勢力、その他これに準ずる

者を意味する。）であること又は資金提供等を通じて反社会的勢力等と何らかの交流若しくは関与を

行っていることが判明した場合。

(c）法令又は当社若しくは当社の子会社の定款、就業規則その他の社内規則の重大な点において違反する

行為、又は、当社若しくは子会社に対する背信行為があり、かかる行為により本新株予約権を付与し

た趣旨に照らし権利行使を認めることが相当でないと当社取締役会が認めたとき。

　⑤　本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過する

こととなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。

　⑥　各本新株予約権１個未満の行使を行うことはできない。

　⑦　本新株予約権者は、上記①乃至⑥の規定に従って本新株予約権を行使することができることを条件に、

上記本新株予約権の行使期間において、株式上場がなされた日又は本新株予約権者が当社との間で締結し

た第７回の２新株予約権割当契約書第11条において定義される確約書等により株式上場後一定期間本新株

予約権又は本新株予約権の行使により取得した株式等の保有を義務付けられている場合には当該保有期間

の末日の翌日のいずれか遅い日（以下「権利行使基準日」という。）から起算して、以下に定める割合ず

つ本新株予約権について権利を行使することができるものとする。なお、権利行使可能な本新株予約権の

数は、割当時点において本新株予約権者が保有する本新株予約権の数に以下の割合を乗じて算定するもの

とし、１個未満の端数についてはこれを切り捨てる。

(a）権利行使基準日から１年間：本新株予約権数の３分の１

(b）権利行使基準日から２年間：本新株予約権数の３分の１

(c）権利行使基準日から３年目以降：本新株予約権の３分の１

５．新株予約権の取得事由

　①　当社が吸収合併消滅会社となる吸収合併契約若しくは当社が新設合併消滅会社となる新設合併契約、当

社が株式交換完全子会社となる株式交換契約若しくは当社が株式移転完全子会社となる株式移転計画、又

は当社が吸収分割会社となる吸収分割契約若しくは新設分割会社となる新設分割計画について株主総会の

承認（株主総会の承認を要しない場合は取締役会の承認）がなされ、かつ、当社が取締役会決議により本

新株予約権の取得を必要と認めて一定の日を定め、当該日が到来したときは、当該日に当社は当該日にお

いて権利行使されていない本新株予約権の全部を無償にて取得することができる。

　②　新株予約権者が上記４．に定める行使条件により本新株予約権の行使ができなくなった場合、当社は当

該時点において権利行使されていない本新株予約権の全部を無償にて取得することができる。

６．組織再編における新株予約権の消滅及び再編対象会社の新株予約権の交付の内容に関する決定方針

当社が、合併（当社が消滅会社となる合併に限る。）、吸収分割若しくは新設分割、株式交換又は株式移転

（以下を総称して「組織再編行為」という。）をする場合であって、かつ、当該組織再編行為にかかる契約

又は計画において、会社法第236条第１項第８号のイからホまでに掲げる株式会社（以下「再編対象会社」

という。）の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれに交付する旨を定めた場合に限り、組織再編行為の

効力発生日（新設型再編においては設立登記申請日。以下同じ。）の直前において残存する本新株予約権の

新株予約権者に対し、当該本新株予約権の消滅と引き換えに、再編対象会社の新株予約権を以下の条件に基

づきそれぞれ交付することとする。

①　交付する再編対象会社の新株予約権の数

残存する新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとす

る。

②　新株予約権の目的である株式の種類及び数又は算定方法
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再編対象会社の普通株式とする。また、組織再編行為の効力発生日の前日における本新株予約権の目的

である株式の数に当該組織再編行為に係る組織再編比率を乗じた数に必要な調整を行った数とし、上記

１．に準じて調整する。

③　新株予約権の行使に際して出資される金額又は算定方法

組織再編行為の効力発生日の前日における本新株予約権１個当たりの行使に際して出資される財産の価

額に、必要な調整を行った額とし、上記３．に準じて調整する。

④　新株予約権を行使することができる期間

本新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日か

ら、本新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

⑤　新株予約権の行使の条件

上記４．に準じて決定する。

⑥　新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

(a）本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条

第１項に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生

じたときは、その端数を切り上げるものとする。

(b）本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金は、上記の資本金等増加

限度額より上記(a)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

⑦　譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会（再編対象会社が取締役会設置会社

でない場合には取締役の過半数）の承認を要するものとする。

⑧　再編対象会社による新株予約権の取得事由

上記５．に準じて決定する。

⑨　その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。

７．2026年１月22日開催の取締役会決議により、2026年２月20日付で普通株式１株につき100株の割合で株式分

割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の

行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入

額」が調整されております。

８．付与対象者の退職による権利の喪失により、本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は、当社従

業員87名となっております。
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第９回新株予約権

決議年月日 2024年９月27日

付与対象者の区分及び人数（人） 当社取締役　２

新株予約権の数（個）※ 6,446（注）１、２

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数（株）※ 普通株式　6,446［644,600］（注）１、２、７

新株予約権の行使時の払込金額（円）※ １（注）３、７

新株予約権の行使期間※ 2026年10月２日～2034年９月27日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行

価格及び資本組入額（円）※

発行価格　　１（注）７

資本組入額　１（注）７

新株予約権の行使の条件※ （注）４

新株予約権の譲渡に関する事項※
新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要す

るものとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ （注）６

※　最近事業年度の末日（2025年５月31日）における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末

現在（2026年４月30日）にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を［　］内に記載し

ており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。

　（注）１．新株予約権１個につき目的となる株式数は、最近事業年度の末日現在は１株、提出日の前月末現在は100株

であります。付与株式数（下記２．に定義する。）は、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式にか

かる株式分割（当社普通株式の無償割当てを含む、以下同じ。）又は株式併合を行う場合、次の算式により

調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない本

新株予約権の目的となる当社普通株式の数について行われ、調整の結果、１株未満の端数が生じた場合は、

これを切り捨てるものとする。

　　　調整後株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率

また、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が合併又は会社分割を行う場合その他これらの場合に準

じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で必要と認められる株式数の調整を行うものとす

る。

２．本新株予約権１個当たりの目的となる当社普通株式の数（以下「付与株式数」という。）は１株とする。た

だし、上記１．に定める株式の数の調整を行った場合は、同様の調整を行う。また、上記の数は割当予定数

であり、申込みがなされなかった場合等、割り当てる本新株予約権の数が減少したときは、割り当てる本新

株予約権の総数をもって、発行する本新株予約権の数とする。

３．本新株予約権１個当たりの行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により交付を受けるこ

とができる当社普通株式１株当たりの払込金額（以下「行使価額」という。）に付与株式数を乗じた金額と

する。行使価額は１円とする。ただし、本新株予約権の割当日後、下記の各事由が生じた場合は、行使価額

をそれぞれ調整するものとする。なお、調整の結果生じる１円未満の端数は、これを切り上げるものとす

る。

調整後行使価額＝調整前行使価額×
１

分割・併合の比率

４．新株予約権の行使条件

　①　本新株予約権の割当を受けた者（以下「新株予約権者」という。）は、当社の株式が日本国内のいずれ

かの金融商品取引所に上場されない限り、本新株予約権を行使することはできない。

　②　新株予約権者は、本新株予約権の割当日後当社の株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場さ

れた日から２年を経過する日までの間継続して当社の代表取締役に在任することを条件として、その翌日

（以下「制限解除日」という。）以降、割当てを受けた本新株予約権の40％（以下「行使上限」とい

う。）を上限として本新株予約権を行使することができる。また、制限解除日の翌日以降、四半期末日が

経過するごとに、本新株予約権の割当日後当該四半期末日まで継続して当社の代表取締役に在任すること

を条件として、その翌日以降、行使上限の割合に５%が加算されるものとする。

　③　前号の定めにかかわらず、新株予約権者は、当社及び当社子会社の取締役、監査役及び従業員の地位を

いずれも喪失し、地位喪失日から起算して90日を経過したときは、本新株予約権を行使することができな

い。ただし、職務に耐えない健康上の理由によるものその他自己都合以外の理由による地位喪失の場合で

あって、当社取締役会が認めた場合はこの限りでない。

　④　新株予約権者が死亡した場合においては、当該新株予約権者の相続人は、当社取締役会が諸般の事情を

考慮の上、当該新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使を書面により承認した場合に限り、か

つ、相続開始後１年以内に限り、当社所定の手続に従い、新株予約権者が死亡直前時に行使することので
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きた本新株予約権を行使することができる。かかる場合を除き、本新株予約権の相続による承継は認めな

い。また、新株予約権者の相続人が死亡した場合における本新株予約権の再度の相続も認めない。

　⑤　新株予約権者は、以下の(a)乃至(c)に掲げる各号の一に該当した場合には、以後、未行使の本新株予約

権を行使することはできないものとする。

(a）禁錮以上の刑に処せられた場合。

(b）新株予約権者が反社会的勢力等（暴力団、暴力団員、右翼団員、反社会的勢力、その他これに準ずる

者を意味する。）であること又は資金提供等を通じて反社会的勢力等と何らかの交流若しくは関与を

行っていることが判明した場合。

(c）法令又は当社若しくは当社の子会社の定款、就業規則その他の社内規則（当社との間で締結されてい

る契約を含む。）の重大な点において違反する行為、又は、当社若しくは子会社に対する背信行為が

あり、かかる行為により本新株予約権を付与した趣旨に照らし権利行使を認めることが相当でないと

当社取締役会が認めたとき。

　⑥　本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過する

こととなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。

５．新株予約権の取得事由

　①　当社が吸収合併消滅会社となる吸収合併契約若しくは当社が新設合併消滅会社となる新設合併契約、当

社が株式交換完全子会社となる株式交換契約若しくは当社が株式移転完全子会社となる株式移転計画、又

は当社が吸収分割会社となる吸収分割契約若しくは新設分割会社となる新設分割計画について株主総会の

承認（株主総会の承認を要しない場合は取締役会の承認）がなされ、かつ、当社が取締役会決議により本

新株予約権の取得を必要と認めて一定の日を定め、当該日が到来したときは、当該日に当社は当該日にお

いて権利行使されていない本新株予約権の全部を無償にて取得することができる。

　②　新株予約権者が上記４．に定める行使条件により本新株予約権の行使ができなくなった場合、当社は当

該時点において権利行使されていない本新株予約権の全部を無償にて取得することができる。

６．組織再編における新株予約権の消滅及び再編対象会社の新株予約権の交付の内容に関する決定方針

当社が、合併（当社が消滅会社となる合併に限る。）、吸収分割若しくは新設分割、株式交換又は株式移転

（以下を総称して「組織再編行為」という。）をする場合であって、かつ、当該組織再編行為にかかる契約

又は計画において、会社法第236条第１項第８号のイからホまでに掲げる株式会社（以下「再編対象会社」

という。）の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれに交付する旨を定めた場合に限り、組織再編行為の

効力発生日（新設型再編においては設立登記申請日。以下同じ。）の直前において残存する本新株予約権の

新株予約権者に対し、当該本新株予約権の消滅と引き換えに、再編対象会社の新株予約権を以下の条件に基

づきそれぞれ交付することとする。

①　交付する再編対象会社の新株予約権の数

残存する新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとす

る。

②　新株予約権の目的である株式の種類及び数又は算定方法

再編対象会社の普通株式とする。また、組織再編行為の効力発生日の前日における本新株予約権の目的

である株式の数に当該組織再編行為に係る組織再編比率を乗じた数に必要な調整を行った数とし、上記

１．に準じて調整する。

③　新株予約権の行使に際して出資される金額又は算定方法

組織再編行為の効力発生日の前日における本新株予約権１個当たりの行使に際して出資される財産の価

額に、必要な調整を行った額とし、上記３．に準じて調整する。

④　新株予約権を行使することができる期間

本新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日か

ら、本新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

⑤　新株予約権の行使の条件

上記４．に準じて決定する。

⑥　新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

(a）本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条

第１項に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生

じたときは、その端数を切り上げるものとする。

(b）本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金は、上記の資本金等増加

限度額より上記(a)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

⑦　譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会（再編対象会社が取締役会設置会社

でない場合には取締役の過半数）の承認を要するものとする。

⑧　再編対象会社による新株予約権の取得事由

上記５．に準じて決定する。
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⑨　その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。

７．2026年１月22日開催の取締役会決議により、2026年２月20日付で普通株式１株につき100株の割合で株式分

割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」が調整されておりま

す。
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第11回新株予約権

決議年月日 2024年９月27日

付与対象者の区分及び人数（人）
当社取締役　２

当社従業員　68（注）８

新株予約権の数（個）※ 2,882[2,827]（注）１、２

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数（株）※ 普通株式　2,882[282,700]（注）１、２、７

新株予約権の行使時の払込金額（円）※ 1（注）３、７

新株予約権の行使期間※ 2026年10月２日～2034年９月27日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行

価格及び資本組入額（円）※

発行価格　　１（注）７

資本組入額　１（注）７

新株予約権の行使の条件※ （注）４

新株予約権の譲渡に関する事項※
新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要す

るものとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ （注）６

※　最近事業年度の末日（2025年５月31日）における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末

現在（2026年４月30日）にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を［　］内に記載し

ており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。

　（注）１．新株予約権１個につき目的となる株式数は、最近事業年度の末日現在は１株、提出日の前月末現在は100株

であります。付与株式数（下記２．に定義する。）は、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式にか

かる株式分割（当社普通株式の無償割当てを含む、以下同じ。）又は株式併合を行う場合、次の算式により

調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない本

新株予約権の目的となる当社普通株式の数について行われ、調整の結果、１株未満の端数が生じた場合は、

これを切り捨てるものとする。

調整後株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率

また、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が合併又は会社分割を行う場合その他これらの場合に準

じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で必要と認められる株式数の調整を行うものとす

る。

２．本新株予約権１個当たりの目的となる当社普通株式の数（以下「付与株式数」という。）は１株とする。た

だし、上記１．に定める株式の数の調整を行った場合は、同様の調整を行う。また、上記の数は割当予定数

であり、申込みがなされなかった場合等、割り当てる本新株予約権の数が減少したときは、割り当てる本新

株予約権の総数をもって、発行する本新株予約権の数とする。

３．本新株予約権１個当たりの行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により交付を受けるこ

とができる当社普通株式１株当たりの払込金額（以下「行使価額」という。）に付与株式数を乗じた金額と

する。行使価額は１円とする。ただし、本新株予約権の割当日後、下記の各事由が生じた場合は、行使価額

をそれぞれ調整するものとする。なお、調整の結果生じる１円未満の端数は、これを切り上げるものとす

る。

調整後行使価額＝調整前行使価額×
１

分割・併合の比率

４．新株予約権の行使条件

　①　本新株予約権の割当を受けた者（以下「新株予約権者」という。）は、当社の株式が日本国内のいずれ

かの金融商品取引所に上場されない限り、本新株予約権を行使することはできない。

　②　新株予約権者は、本新株予約権の割当日後当社の株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場さ

れた日から２年を経過する日までの間継続して当社又は当社子会社の取締役、監査役又は従業員に在任又

は在職することを条件として、その翌日（以下「制限解除日」という。）以降、割当てを受けた本新株予

約権の40％（以下「行使上限」という。）を上限として本新株予約権を行使することができる。また、制

限解除日の翌日以降、四半期末日が経過するごとに、本新株予約権の割当日後当該四半期末日まで継続し

て当社又は当社子会社の取締役、監査役又は従業員に在任又は在職することを条件として、その翌日以

降、行使上限の割合に５%が加算されるものとする。

　③　前号の定めにかかわらず、新株予約権者は、当社及び当社子会社の取締役、監査役及び従業員の地位を

いずれも喪失し、地位喪失日から起算して90日を経過したときは、本新株予約権を行使することができな

い。ただし、職務に耐えない健康上の理由によるものその他自己都合以外の理由による地位喪失の場合で

あって、当社取締役会が認めた場合はこの限りでない。

EDINET提出書類

ＧＯ株式会社(E41784)

有価証券届出書（新規公開時）

 77/240



　④　新株予約権者が死亡した場合においては、当該新株予約権者の相続人は、当社取締役会が諸般の事情を

考慮の上、当該新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使を書面により承認した場合に限り、か

つ、相続開始後１年以内に限り、当社所定の手続に従い、新株予約権者が死亡直前時に行使することので

きた本新株予約権を行使することができる。かかる場合を除き、本新株予約権の相続による承継は認めな

い。また、新株予約権者の相続人が死亡した場合における本新株予約権の再度の相続も認めない。

　⑤　新株予約権者は、以下の(a)乃至(c)に掲げる各号の一に該当した場合には、以後、未行使の本新株予約

権を行使することはできないものとする。

(a）禁錮以上の刑に処せられた場合。

(b）新株予約権者が反社会的勢力等（暴力団、暴力団員、右翼団員、反社会的勢力、その他これに準ずる

者を意味する。）であること又は資金提供等を通じて反社会的勢力等と何らかの交流若しくは関与を

行っていることが判明した場合。

(c）法令又は当社若しくは当社の子会社の定款、就業規則その他の社内規則（当社との間で締結されてい

る契約を含む。）の重大な点において違反する行為、又は、当社若しくは子会社に対する背信行為が

あり、かかる行為により本新株予約権を付与した趣旨に照らし権利行使を認めることが相当でないと

当社取締役会が認めたとき。

　⑥　本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過する

こととなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。

５．新株予約権の取得事由

　①　当社が吸収合併消滅会社となる吸収合併契約若しくは当社が新設合併消滅会社となる新設合併契約、当

社が株式交換完全子会社となる株式交換契約若しくは当社が株式移転完全子会社となる株式移転計画、又

は当社が吸収分割会社となる吸収分割契約若しくは新設分割会社となる新設分割計画について株主総会の

承認（株主総会の承認を要しない場合は取締役会の承認）がなされ、かつ、当社が取締役会決議により本

新株予約権の取得を必要と認めて一定の日を定め、当該日が到来したときは、当該日に当社は当該日にお

いて権利行使されていない本新株予約権の全部を無償にて取得することができる。

　②　新株予約権者が上記４．に定める行使条件により本新株予約権の行使ができなくなった場合、当社は当

該時点において権利行使されていない本新株予約権の全部を無償にて取得することができる。

６．組織再編における新株予約権の消滅及び再編対象会社の新株予約権の交付の内容に関する決定方針

当社が、合併（当社が消滅会社となる合併に限る。）、吸収分割若しくは新設分割、株式交換又は株式移転

（以下を総称して「組織再編行為」という。）をする場合であって、かつ、当該組織再編行為にかかる契約

又は計画において、会社法第236条第１項第８号のイからホまでに掲げる株式会社（以下「再編対象会社」

という。）の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれに交付する旨を定めた場合に限り、組織再編行為の

効力発生日（新設型再編においては設立登記申請日。以下同じ。）の直前において残存する本新株予約権の

新株予約権者に対し、当該本新株予約権の消滅と引き換えに、再編対象会社の新株予約権を以下の条件に基

づきそれぞれ交付することとする。

①　交付する再編対象会社の新株予約権の数

残存する新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとす

る。

②　新株予約権の目的である株式の種類及び数又は算定方法

再編対象会社の普通株式とする。また、組織再編行為の効力発生日の前日における本新株予約権の目的

である株式の数に当該組織再編行為に係る組織再編比率を乗じた数に必要な調整を行った数とし、上記

１．に準じて調整する。

③　新株予約権の行使に際して出資される金額又は算定方法

組織再編行為の効力発生日の前日における本新株予約権１個当たりの行使に際して出資される財産の価

額に、必要な調整を行った額とし、上記３．に準じて調整する。

④　新株予約権を行使することができる期間

本新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日か

ら、本新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

⑤　新株予約権の行使の条件

上記４．に準じて決定する。

⑥　新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

(a）本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条

第１項に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生

じたときは、その端数を切り上げるものとする。

(b）本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金は、上記の資本金等増加

限度額より上記(a)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

⑦　譲渡による新株予約権の取得の制限
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譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会（再編対象会社が取締役会設置会社

でない場合には取締役の過半数）の承認を要するものとする。

⑧　再編対象会社による新株予約権の取得事由

上記５．に準じて決定する。

⑨　その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。

７．2026年１月22日開催の取締役会決議により、2026年２月20日付で普通株式１株につき100株の割合で株式分

割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」が調整されておりま

す。

８．付与対象者の退職による権利の喪失及び付与対象者の役職変更等により、本書提出日現在の「付与対象者の

区分及び人数」は、当社従業員65名となっております。
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第12回新株予約権

決議年月日 2024年９月27日

付与対象者の区分及び人数（人） 当社従業員　50（注）８

新株予約権の数（個）※ 365[335]（注）１、２

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数（株）※ 普通株式　365[33,500]（注）１、２、７

新株予約権の行使時の払込金額（円）※ 69,149［692］（注）３、７

新株予約権の行使期間※ 2026年10月２日～2034年９月27日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行

価格及び資本組入額（円）※

発行価格　　69,149［692］（注）７

資本組入額　34,575［346］（注）７

新株予約権の行使の条件※ （注）４

新株予約権の譲渡に関する事項※
新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要す

るものとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ （注）６

※　最近事業年度の末日（2025年５月31日）における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末

現在（2026年４月30日）にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を［　］内に記載し

ており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。

　（注）１．新株予約権１個につき目的となる株式数は、最近事業年度の末日現在は１株、提出日の前月末現在は100株

であります。本新株予約権１個当たりの目的となる当社普通株式の数（以下「付与株式数」という。）は、

本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式にかかる株式分割（当社普通株式の無償割当てを含む、以下

同じ。）又は株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株

予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる当社普通株式の数について行わ

れ、調整の結果、１株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

調整後株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率

また、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が合併又は会社分割を行う場合その他これらの場合に準

じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で必要と認められる株式数の調整を行うものとす

る。

２．付与株式数は、１株とする。ただし、上記１．に定める株式の数の調整を行った場合は、同様の調整を行

う。また、上記の数は割当予定数であり、申込みがなされなかった場合等、割り当てる本新株予約権の数が

減少したときは、割り当てる本新株予約権の総数をもって、発行する本新株予約権の数とする。

３．本新株予約権１個当たりの行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により交付を受けるこ

とができる当社普通株式１株当たりの払込金額（以下「行使価額」という。）に付与株式数を乗じた金額と

する。行使価額は69,149円とする。ただし、本新株予約権の割当日後、下記の各事由が生じた場合は、行使

価額をそれぞれ調整するものとする。なお、調整の結果生じる１円未満の端数は、これを切り上げるものと

する。

①　当社が普通株式の分割又は併合を行う場合

調整後行使価額＝調整前行使価額×
１

分割・併合の比率

②　当社が時価を下回る価額で新株式を発行又は自己株式を処分する場合

（新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場

合を除く。）

 
既発行株式数＋

新規発行株式数×１株当たり払込金額

調整後行使価額＝調整前行使価額×
新規発行・処分前の当社普通株式１株当たりの時価

既発行株式数＋新規発行株式数

なお、上記の算式中の「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式

にかかる自己株式の数を控除した数とし、また、当社の普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合、

「新規発行株式数」を「処分する自己株式の数」、「１株当たり払込金額」を「１株当たり処分金額」

に読み替えるものとする。

③　上記①及び②の他、本新株予約権の割当日後、合併又は会社分割を行う場合等、行使価額の調整を必要

とするやむを得ない事由が生じた場合、合併又は会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で行使価

額を調整するものとする。

４．新株予約権の行使条件
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①　本新株予約権の割当を受けた者（以下「新株予約権者」という。）は、当社の株式の日本国内のいずれ

かの金融商品取引所への上場がなされるまでの期間は、本新株予約権を行使することはできないものと

する。

②　新株予約権者は、権利行使時において、当社又は当社子会社の取締役又は従業員の地位にあることを要

するものとする。ただし、任期満了による退任、定年退職その他当社取締役会が正当な理由があると認

めた場合にはこの限りではない。

③　上記②にかかわらず、新株予約権者が死亡した場合においては、当社取締役会が諸般の事情を考慮の

上、当該新株予約権者の相続を書面により承認したときは、相続開始後１年以内に限り、当該新株予約

権者の相続人は、当社所定の手続に従い、新株予約権者が生存していれば行使できるはずであった本新

株予約権を行使することができる。かかる場合を除き、本新株予約権の相続による承継は認めない。ま

た、新株予約権者の相続人が死亡した場合における本新株予約権の再度の相続も認めない。

④　上記①から③までの規定にかかわらず、新株予約権者は、以下の(a)乃至(c)に掲げる各号の一に該当し

た場合には、以後、未行使の本新株予約権を行使することはできないものとする。

(a）禁錮以上の刑に処せられた場合。

(b）新株予約権者が反社会的勢力等（暴力団、暴力団員、右翼団員、反社会的勢力、その他これに準ず

る者を意味する。）であること又は資金提供等を通じて反社会的勢力等と何らかの交流若しくは関

与を行っていることが判明した場合。

(c）法令又は当社若しくは当社の子会社の定款、就業規則その他の社内規則の重大な点において違反す

る行為、又は、当社若しくは子会社に対する背信行為があり、かかる行為により本新株予約権を付

与した趣旨に照らし権利行使を認めることが相当でないと当社取締役会が認めたとき。

⑤　本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過する

こととなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。

⑥　各本新株予約権１個未満の行使を行うことはできない。

⑦　本新株予約権者は、上記①乃至⑥の規定に従って本新株予約権を行使することができることを条件に、

本新株予約権の行使期間において、株式上場がなされた日又は本新株予約権者が当社との間で締結した

第12回新株予約権割当契約書第10条において定義される確約書等により株式上場後一定期間本新株予約

権又は本新株予約権の行使により取得した株式等の保有を義務付けられている場合には当該保有期間の

末日の翌日のいずれか遅い日（以下「権利行使基準日」という。）から起算して、以下に定める割合ず

つ本新株予約権について権利を行使することができるものとする。なお、権利行使可能な本新株予約権

の数は、割当時点において本新株予約権者が保有する本新株予約権の数に以下の割合を乗じて算定する

ものとし、１個未満の端数についてはこれを切り捨てる。

(a）権利行使基準日から１年間：本新株予約権数の３分の１

(b）権利行使基準日から２年間：本新株予約権数の３分の１

(c）権利行使基準日から３年目以降：本新株予約権の３分の１

５．新株予約権の取得事由

①　当社が吸収合併消滅会社となる吸収合併契約若しくは当社が新設合併消滅会社となる新設合併契約、当

社が株式交換完全子会社となる株式交換契約若しくは当社が株式移転完全子会社となる株式移転計画、

又は当社が吸収分割会社となる吸収分割契約若しくは新設分割会社となる新設分割計画について株主総

会の承認（株主総会の承認を要しない場合は取締役会の承認）がなされ、かつ、当社が取締役会決議に

より本新株予約権の取得を必要と認めて一定の日を定め、当該日が到来したときは、当該日に当社は当

該日において権利行使されていない本新株予約権の全部を無償にて取得することができる。

②　新株予約権者が上記４．に定める行使条件により本新株予約権の行使ができなくなった場合、当社は当

該時点において権利行使されていない本新株予約権の全部を無償にて取得することができる。

６．組織再編における新株予約権の消滅及び再編対象会社の新株予約権の交付の内容に関する決定方針

当社が、合併（当社が消滅会社となる合併に限る。）、吸収分割若しくは新設分割、株式交換又は株式移転

（以下を総称して「組織再編行為」という。）をする場合であって、かつ、当該組織再編行為にかかる契約

又は計画において、会社法第236条第１項第８号のイからホまでに掲げる株式会社（以下「再編対象会社」

という。）の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれに交付する旨を定めた場合に限り、組織再編行為の

効力発生日（新設型再編においては設立登記申請日。以下同じ。）の直前において残存する本新株予約権の

新株予約権者に対し、当該本新株予約権の消滅と引き換えに、再編対象会社の新株予約権を以下の条件に基

づきそれぞれ交付することとする。

①　交付する再編対象会社の新株予約権の数

残存する新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとす

る。

②　新株予約権の目的である株式の種類及び数又は算定方法
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再編対象会社の普通株式とする。また、組織再編行為の効力発生日の前日における本新株予約権の目的

である株式の数に当該組織再編行為に係る組織再編比率を乗じた数に必要な調整を行った数とし、上記

１．に準じて調整する。

③　新株予約権の行使に際して出資される金額又は算定方法

組織再編行為の効力発生日の前日における本新株予約権１個当たりの行使に際して出資される財産の価

額に、必要な調整を行った額とし、上記３．に準じて調整する。

④　新株予約権を行使することができる期間

本新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日か

ら、本新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

⑤　新株予約権の行使の条件

上記４．に準じて決定する。

⑥　新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

(a）本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条

第１項に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生

じたときは、その端数を切り上げるものとする。

(b）本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金は、上記の資本金等増加

限度額より上記(a)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

⑦　譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会（再編対象会社が取締役会設置会社

でない場合には取締役の過半数）の承認を要するものとする。

⑧　再編対象会社による新株予約権の取得事由

上記５．に準じて決定する。

⑨　その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。

７．2026年１月22日開催の取締役会決議により、2026年２月20日付で普通株式１株につき100株の割合で株式分

割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行

使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が

調整されております。

８．付与対象者の退職による権利の喪失により、本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は、当社従業

員41名となっております。
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第13回新株予約権

決議年月日 2025年３月24日

付与対象者の区分及び人数（人） 当社取締役　２

新株予約権の数（個）※ 12,956（注）２、３

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数（株）※ 普通株式　12,956［1,295,600］（注）２、３、８

新株予約権の行使時の払込金額（円）※ 74,000［740］（注）４、８

新株予約権の行使期間※ 2025年５月21日～2035年５月18日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行

価格及び資本組入額（円）※

発行価格　　77,300［773］（注）８

資本組入額　38,650［386.5］（注）８

新株予約権の行使の条件※ （注）５

新株予約権の譲渡に関する事項※
本新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の承認

を要するものとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ （注）７

※　最近事業年度の末日（2025年５月31日）における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末

現在（2026年４月30日）にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を［　］内に記載し

ており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。

　（注）１．本新株予約権は、新株予約権１個につき3,300円で有償発行しているものである。

２．新株予約権１個につき目的となる株式数は、最近事業年度の末日現在は１株、提出日の前月末現在は100株

であります。本新株予約権１個当たりの目的となる当社普通株式の数（以下「付与株式数」という。）は、

本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式にかかる株式分割（当社普通株式の無償割当てを含む、以下

同じ。）又は株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株

予約権のうち、当該時点で権利行使されていない本新株予約権の目的となる当社普通株式の数について行わ

れ、調整の結果、１株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

　　　調整後株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率

また、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が合併又は会社分割を行う場合その他これらの場合に準

じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で必要と認められる株式数の調整を行うものとす

る。

３．付与株式数は、１株とする。ただし、上記２．に定める株式の数の調整を行った場合は、同様の調整を行

う。また、上記の数は割当予定数であり、申込みがなされなかった場合等、割り当てる本新株予約権の数が

減少したときは、割り当てる本新株予約権の総数をもって、発行する本新株予約権の数とする。

４．本新株予約権１個当たりの行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により交付を受けるこ

とができる当社普通株式１株当たりの払込金額（以下「行使価額」という。）に付与株式数を乗じた金額と

する。行使価額は74,000円とする。ただし、本新株予約権の割当日後、下記の各事由が生じた場合は、行使

価額をそれぞれ調整するものとする。なお、調整の結果生じる１円未満の端数は、これを切り上げるものと

する。

①　当社が普通株式の分割又は併合を行う場合

調整後行使価額＝調整前行使価額×
１

分割・併合の比率

②　当社が時価を下回る価額で新株式を発行又は自己株式を処分する場合

（新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場

合を除く。）

 
既発行株式数＋

新規発行株式数×１株当たり払込金額

調整後行使価額＝調整前行使価額×
新規発行・処分前の当社普通株式１株当たりの時価

既発行株式数＋新規発行株式数

なお、上記の算式中の「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式

にかかる自己株式の数を控除した数とし、また、当社の普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合、

「新規発行株式数」を「処分する自己株式の数」、「１株当たり払込金額」を「１株当たり処分金額」

に読み替えるものとする。

③　上記①及び②の他、本新株予約権の割当日後、合併又は会社分割を行う場合等、行使価額の調整を必要

とするやむを得ない事由が生じた場合、合併又は会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で行使価額を

調整するものとする。

５．新株予約権の行使条件
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　①　新株予約権者が死亡した場合においては、当該新株予約権者の相続人は、当社取締役会が諸般の事情を

考慮の上、当該新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使を書面により承認した場合に限り、か

つ、相続開始後１年以内に限り、当社所定の手続に従い、新株予約権者が死亡直前時に行使することので

きた本新株予約権を行使することができる。かかる場合を除き、本新株予約権の相続による承継は認めな

い。また、新株予約権者の相続人が死亡した場合における本新株予約権の再度の相続も認めない。

　②　本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過する

こととなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。

　③　その他の条件は、新株予約権発行の取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受けた者との間

で締結した新株予約権割当契約書に定めるところによるものとする。

６．新株予約権の取得事由

　①　当社が吸収合併消滅会社となる吸収合併契約若しくは当社が新設合併消滅会社となる新設合併契約、当

社が株式交換完全子会社となる株式交換契約若しくは当社が株式移転完全子会社となる株式移転計画、又

は当社が吸収分割会社となる吸収分割契約若しくは新設分割会社となる新設分割計画について株主総会の

承認（株主総会の承認を要しない場合は取締役会の承認）がなされ、かつ、当社が取締役会決議により本

新株予約権の取得を必要と認めて一定の日を定め、当該日が到来したときは、当該日に当社は当該日にお

いて権利行使されていない本新株予約権の全部を上記１．に記載の発行価額にて取得することができる。

　②　新株予約権者が上記５．に定める行使条件により本新株予約権の行使ができなくなった場合、当社は当

該時点において権利行使されていない本新株予約権の全部を無償（上記５．②に定める場合は上記１．に

記載の発行価額）にて取得することができる。

７．組織再編における新株予約権の消滅及び再編対象会社の新株予約権の交付の内容に関する決定方針

当社が、合併（当社が消滅会社となる合併に限る。）、吸収分割若しくは新設分割、株式交換又は株式移転

（以下を総称して「組織再編行為」という。）をする場合であって、かつ、当該組織再編行為にかかる契約

又は計画において、会社法第236条第１項第８号のイからホまでに掲げる株式会社（以下「再編対象会社」

という。）の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれに交付する旨を定めた場合に限り、組織再編行為の

効力発生日（新設型再編においては設立登記申請日。以下同じ。）の直前において残存する本新株予約権の

新株予約権者に対し、当該本新株予約権の消滅と引き換えに、再編対象会社の新株予約権を以下の条件に基

づきそれぞれ交付することとする。

①　交付する再編対象会社の新株予約権の数

残存する新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとす

る。

②　新株予約権の目的である株式の種類及び数又は算定方法

再編対象会社の普通株式とする。また、組織再編行為の効力発生日の前日における本新株予約権の目的

である株式の数に当該組織再編行為に係る組織再編比率を乗じた数に必要な調整を行った数とし、上記

２．に準じて調整する。

③　新株予約権の行使に際して出資される金額又は算定方法

組織再編行為の効力発生日の前日における本新株予約権１個当たりの行使に際して出資される財産の価

額に、必要な調整を行った額とし、上記４．に準じて調整する。

④　新株予約権を行使することができる期間

本新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日か

ら、本新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

⑤　新株予約権の行使の条件

上記５．に準じて決定する。

⑥　新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

(a）本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条

第１項に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生

じたときは、その端数を切り上げるものとする。

(b）本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金は、上記の資本金等増加

限度額より上記(a)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

⑦　譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会（再編対象会社が取締役会設置会社

でない場合には取締役の過半数）の承認を要するものとする。

⑧　再編対象会社による新株予約権の取得事由

上記６．に準じて決定する。

⑨　その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
８．2026年１月22日開催の取締役会決議により、2026年２月20日付で普通株式１株につき100株の割合で株式分
割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行
使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が
調整されております。

 

EDINET提出書類

ＧＯ株式会社(E41784)

有価証券届出書（新規公開時）

 84/240



第14回新株予約権

決議年月日 2025年３月24日

付与対象者の区分及び人数（人）
当社取締役　２

当社従業員　76（注）９

新株予約権の数（個）※ 8,218[7,953]（注）２、３

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数（株）※ 普通株式　8,218[795,300]（注）２、３、８

新株予約権の行使時の払込金額（円）※ 74,000［740］（注）４、８

新株予約権の行使期間※ 2025年５月21日～2035年５月18日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行

価格及び資本組入額（円）※

発行価格　　77,300［773］（注）８

資本組入額　38,650［386.5］（注）８

新株予約権の行使の条件※ （注）５

新株予約権の譲渡に関する事項※
本新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の承認

を要するものとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ （注）７

※　最近事業年度の末日（2025年５月31日）における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末

現在（2026年４月30日）にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を［　］内に記載し

ており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。

　（注）１．本新株予約権は、新株予約権１個につき3,300円で有償発行しているものである。

２．新株予約権１個につき目的となる株式数は、最近事業年度の末日現在は１株、提出日の前月末現在は100株

であります。本新株予約権１個当たりの目的となる当社普通株式の数（以下「付与株式数」という。）は、

本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式にかかる株式分割（当社普通株式の無償割当てを含む、以下

同じ。）又は株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株

予約権のうち、当該時点で権利行使されていない本新株予約権の目的となる当社普通株式の数について行わ

れ、調整の結果、１株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

調整後株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率

また、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が合併又は会社分割を行う場合その他これらの場合に準

じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で必要と認められる株式数の調整を行うものとす

る。

３．付与株式数は、１株とする。ただし、上記２．に定める株式の数の調整を行った場合は、同様の調整を行

う。また、上記の数は割当予定数であり、申込みがなされなかった場合等、割り当てる本新株予約権の数が

減少したときは、割り当てる本新株予約権の総数をもって、発行する本新株予約権の数とする。

４．本新株予約権１個当たりの行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により交付を受けるこ

とができる当社普通株式１株当たりの払込金額（以下「行使価額」という。）に付与株式数を乗じた金額と

する。行使価額は74,000円とする。ただし、本新株予約権の割当日後、下記の各事由が生じた場合は、行使

価額をそれぞれ調整するものとする。なお、調整の結果生じる１円未満の端数は、これを切り上げるものと

する。

①　当社が普通株式の分割又は併合を行う場合

調整後行使価額＝調整前行使価額×
１

分割・併合の比率

②　当社が時価を下回る価額で新株式を発行又は自己株式を処分する場合

（新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場

合を除く。）

 
既発行株式数＋

新規発行株式数×１株当たり払込金額

調整後行使価額＝調整前行使価額×
新規発行・処分前の当社普通株式１株当たりの時価

既発行株式数＋新規発行株式数

なお、上記の算式中の「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式

にかかる自己株式の数を控除した数とし、また、当社の普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合、

「新規発行株式数」を「処分する自己株式の数」、「１株当たり払込金額」を「１株当たり処分金額」

に読み替えるものとする。

③　上記①及び②の他、本新株予約権の割当日後、合併又は会社分割を行う場合等、行使価額の調整を必要

とするやむを得ない事由が生じた場合、合併又は会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で行使価額を

調整するものとする。

５．新株予約権の行使条件
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　①　新株予約権者が死亡した場合においては、当該新株予約権者の相続人は、当社取締役会が諸般の事情を

考慮の上、当該新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使を書面により承認した場合に限り、か

つ、相続開始後１年以内に限り、当社所定の手続に従い、新株予約権者が死亡直前時に行使することので

きた本新株予約権を行使することができる。かかる場合を除き、本新株予約権の相続による承継は認めな

い。また、新株予約権者の相続人が死亡した場合における本新株予約権の再度の相続も認めない。

　②　本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過する

こととなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。

　③　その他の条件は、新株予約権発行の取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受けた者との間

で締結した新株予約権割当契約書に定めるところによるものとする。

６．新株予約権の取得事由

　①　当社が吸収合併消滅会社となる吸収合併契約若しくは当社が新設合併消滅会社となる新設合併契約、当

社が株式交換完全子会社となる株式交換契約若しくは当社が株式移転完全子会社となる株式移転計画、又

は当社が吸収分割会社となる吸収分割契約若しくは新設分割会社となる新設分割計画について株主総会の

承認（株主総会の承認を要しない場合は取締役会の承認）がなされ、かつ、当社が取締役会決議により本

新株予約権の取得を必要と認めて一定の日を定め、当該日が到来したときは、当該日に当社は当該日にお

いて権利行使されていない本新株予約権の全部を上記１．に記載の発行価額にて取得することができる。

　②　新株予約権者が上記５．に定める行使条件により本新株予約権の行使ができなくなった場合、当社は当

該時点において権利行使されていない本新株予約権の全部を無償（上記５．②に定める場合は上記１．に

記載の発行価額）にて取得することができる。

７．組織再編における新株予約権の消滅及び再編対象会社の新株予約権の交付の内容に関する決定方針

当社が、合併（当社が消滅会社となる合併に限る。）、吸収分割若しくは新設分割、株式交換又は株式移転

（以下を総称して「組織再編行為」という。）をする場合であって、かつ、当該組織再編行為にかかる契約

又は計画において、会社法第236条第１項第８号のイからホまでに掲げる株式会社（以下「再編対象会社」

という。）の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれに交付する旨を定めた場合に限り、組織再編行為の

効力発生日（新設型再編においては設立登記申請日。以下同じ。）の直前において残存する本新株予約権の

新株予約権者に対し、当該本新株予約権の消滅と引き換えに、再編対象会社の新株予約権を以下の条件に基

づきそれぞれ交付することとする。

①　交付する再編対象会社の新株予約権の数

残存する新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとす

る。

②　新株予約権の目的である株式の種類及び数又は算定方法

再編対象会社の普通株式とする。また、組織再編行為の効力発生日の前日における本新株予約権の目的

である株式の数に当該組織再編行為に係る組織再編比率を乗じた数に必要な調整を行った数とし、上記

２．に準じて調整する。

③　新株予約権の行使に際して出資される金額又は算定方法

組織再編行為の効力発生日の前日における本新株予約権１個当たりの行使に際して出資される財産の価

額に、必要な調整を行った額とし、上記４．に準じて調整する。

④　新株予約権を行使することができる期間

本新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日か

ら、本新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

⑤　新株予約権の行使の条件

上記５．に準じて決定する。

⑥　新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

(a）本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条

第１項に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生

じたときは、その端数を切り上げるものとする。

(b）本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金は、上記の資本金等増加

限度額より上記(a)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

⑦　譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会（再編対象会社が取締役会設置会社

でない場合には取締役の過半数）の承認を要するものとする。

⑧　再編対象会社による新株予約権の取得事由

上記６．に準じて決定する。

⑨　その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
８．2026年１月22日開催の取締役会決議により、2026年２月20日付で普通株式１株につき100株の割合で株式分
割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行
使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が
調整されております。
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９．付与対象者の退職による権利の喪失及び付与対象者の役職変更等により、本書提出日現在の「付与対象者の

区分及び人数」は、当社従業員72名となっております。
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②【ライツプランの内容】

　該当事項はありません。

 

③【その他の新株予約権等の状況】

第15回新株予約権

決議年月日 2025年６月23日

付与対象者の区分及び人数（人） 当社取引先　１

新株予約権の数（個）※ 1,000（注）１、２

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数（株）※ 普通株式　1,000［100,000］（注）１、２、７

新株予約権の行使時の払込金額（円）※ 74,000［740］（注）３、７

新株予約権の行使期間※ 2025年７月９日～2031年７月８日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行

価格及び資本組入額（円）※

発行価格　　74,000［740］（注）７

資本組入額　37,000［370］（注）７

新株予約権の行使の条件※ （注）４

新株予約権の譲渡に関する事項※
新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要す

るものとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ （注）６

※　新株予約権の発行時（2025年７月９日）における内容を記載しております。新株予約権の発行時から提出日の前月末

現在（2026年４月30日）にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を［ ］内に記載し

ており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。

　（注）１．新株予約権１個につき目的となる株式数は、最近事業年度の末日現在は１株、提出日の前月末現在は100株

であります。本新株予約権１個当たりの目的となる当社普通株式の数（以下「付与株式数」という。）は、

本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式にかかる株式分割（当社普通株式の無償割当てを含む、以下

同じ。）又は株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株

予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる当社普通株式の数について行わ

れ、調整の結果、１株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

調整後株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率

また、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が合併又は会社分割を行う場合その他これらの場合に準

じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で必要と認められる株式数の調整を行うものとす

る。

２．付与株式数は、１株とする。ただし、上記１．に定める株式の数の調整を行った場合は、同様の調整を行

う。また、上記の数は割当予定数であり、申込みがなされなかった場合等、割り当てる本新株予約権の数が

減少したときは、割り当てる本新株予約権の総数をもって、発行する本新株予約権の数とする。

３．本新株予約権１個当たりの行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により交付を受けるこ

とができる当社普通株式１株当たりの払込金額（以下「行使価額」という。）に付与株式数を乗じた金額と

する。行使価額は74,000円とする。ただし、本新株予約権の割当日後、下記の各事由が生じた場合は、行使

価額をそれぞれ調整するものとする。なお、調整の結果生じる１円未満の端数は、これを切り上げるものと

する。

①　当社が普通株式の分割又は併合を行う場合

調整後行使価額＝調整前行使価額×
１

分割・併合の比率

②　当社が時価を下回る価額で新株式を発行又は自己株式を処分する場合

（新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場

合を除く。）

 
既発行株式数＋

新規発行株式数×１株当たり払込金額

調整後行使価額＝調整前行使価額×
新規発行・処分前の当社普通株式１株当たりの時価

既発行株式数＋新規発行株式数

なお、上記の算式中の「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式

にかかる自己株式の数を控除した数とし、また、当社の普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合、

「新規発行株式数」を「処分する自己株式の数」、「１株当たり払込金額」を「１株当たり処分金額」

に読み替えるものとする。
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③　上記①及び②の他、本新株予約権の割当日後、合併又は会社分割を行う場合等、行使価額の調整を必要

とするやむを得ない事由が生じた場合、合併又は会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で行使価

額を調整するものとする。

４．新株予約権の行使条件

　①　本新株予約権の割当を受けた者（以下「新株予約権者」という。）は、当社の株式が日本国内のいずれ

かの金融商品取引所に上場されない限り、本新株予約権を行使することはできない。

　②　新株予約権者は、以下のa)乃至c)に掲げる各号の一に該当した場合には、以後、未行使の本新株予約権

を行使することはできないものとする。

　　a)　新株予約権者又はその役員が反社会的勢力等（暴力団、暴力団員、右翼団体、反社会的勢力、その他

これに準ずる者を意味する。）であること又は資金提供等を通じて反社会的勢力等と何らかの交流若しく

は関与を行っていることが判明した場合。

　　b)　当社との取引に関する契約につき重大な違反、又は、当社に対する背信行為があり、かかる行為によ

り本新株予約権を付与した趣旨に照らし権利行使を認めることが相当でないと当社取締役会が認めたと

き。

　　c)　新株予約権者が解散（合併による場合を除く。）し、又は、新株予約権者につき破産、民事再生手続

開始、会社更生手続開始、若しくは特別清算開始の申立てがあったとき。

　③　本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過する

こととなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。

５．新株予約権の取得事由

　①　当社が吸収合併消滅会社となる吸収合併契約若しくは当社が新設合併消滅会社となる新設合併契約、当

社が株式交換完全子会社となる株式交換契約若しくは当社が株式移転完全子会社となる株式移転計画、又

は当社が吸収分割会社となる吸収分割契約若しくは新設分割会社となる新設分割計画について株主総会の

承認（株主総会の承認を要しない場合は取締役会の承認）がなされ、かつ、当社が取締役会決議により本

新株予約権の取得を必要と認めて一定の日を定め、当該日が到来したときは、当該日に当社は当該日にお

いて権利行使されていない本新株予約権の全部を無償にて取得することができる。

　②　新株予約権者が上記４．に定める行使条件により本新株予約権の行使ができなくなった場合、当社は当

該時点において権利行使されていない本新株予約権の全部を無償にて取得することができる。

６．組織再編における新株予約権の消滅及び再編対象会社の新株予約権の交付の内容に関する決定方針

当社が、合併（当社が消滅会社となる合併に限る。）、吸収分割若しくは新設分割、株式交換又は株式移転

（以下を総称して「組織再編行為」という。）をする場合であって、かつ、当該組織再編行為にかかる契約

又は計画において、会社法第236条第１項第８号のイからホまでに掲げる株式会社（以下「再編対象会社」

という。）の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれに交付する旨を定めた場合に限り、組織再編行為の

効力発生日（新設型再編においては設立登記申請日。以下、同じ。）の直前において残存する本新株予約権

の新株予約権者に対し、当該本新株予約権の消滅と引き換えに、再編対象会社の新株予約権を以下の条件に

基づきそれぞれ交付することとする。

①　交付する再編対象会社の新株予約権の数

残存する新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとす

る。

②　新株予約権の目的である株式の種類及び数又は算定方法

再編対象会社の普通株式とする。また、組織再編行為の効力発生日の前日における本新株予約権の目的

である株式の数に当該組織再編行為に係る組織再編比率を乗じた数に必要な調整を行った数とし、上記

１．に準じて調整する。

③　新株予約権の行使に際して出資される金額又は算定方法

組織再編行為の効力発生日の前日における本新株予約権１個当たりの行使に際して出資される財産の価

額に、必要な調整を行った額とし、上記３．に準じて調整する。

④　新株予約権を行使することができる期間

本新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日か

ら、本新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

⑤　新株予約権の行使の条件

上記４．に準じて決定する。

⑥　新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

(a）本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条

第１項に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生

じたときは、その端数を切り上げるものとする。

(b）本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金は、上記の資本金等増加

限度額より上記(a)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

⑦　譲渡による新株予約権の取得の制限
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譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会（再編対象会社が取締役会設置会社

でない場合には取締役の過半数）の承認を要するものとする。

⑧　再編対象会社による新株予約権の取得事由

上記５．に準じて決定する。

⑨　その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。

７．2026年１月22日開催の取締役会決議により、2026年２月20日付で普通株式１株につき100株の割合で株式分

割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行

使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が

調整されております。
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（３）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式総数
増減数（株）

発行済株式総数
残高（株）

資本金増減額
（千円）

資本金残高
（千円）

資本準備金増減
額（千円）

資本準備金残高
（千円）

2021年

５月31日

（注）１

－

普通株式

400,000

A種優先株式

12,000

B種優先株式

109,000

C種優先株式

143,333

△11,287,473 100,000 △11,287,473 ―

2021年

６月30日

（注）２

C種優先株式

47,985

普通株式

400,000

A種優先株式

12,000

B種優先株式

109,000

C種優先株式

191,318

3,778,818 3,878,818 3,778,818 3,778,818

2022年

５月31日

（注）３

－

普通株式

400,000

A種優先株式

12,000

B種優先株式

109,000

C種優先株式

191,318

△3,778,818 100,000 △3,778,818 ―

2023年

５月19日

（注）４

D種優先株式

60,468

普通株式

400,000

A種優先株式

12,000

B種優先株式

109,000

C種優先株式

191,318

D種優先株式

60,468

4,999,947 5,099,947 4,999,947 4,999,947

2023年

５月30日

（注）５

－

普通株式

400,000

A種優先株式

12,000

B種優先株式

109,000

C種優先株式

191,318

D種優先株式

60,468

△4,999,947 100,000 △4,999,947 ―
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年月日
発行済株式総数
増減数（株）

発行済株式総数
残高（株）

資本金増減額
（千円）

資本金残高
（千円）

資本準備金増減
額（千円）

資本準備金残高
（千円）

2023年

11月15日

（注）６

D種優先株式

1,000

普通株式

400,000

A種優先株式

12,000

B種優先株式

109,000

C種優先株式

191,318

D種優先株式

61,468

82,687 182,687 82,687 82,687

2023年

11月30日

（注）７

D種優先株式

2,700

普通株式

400,000

A種優先株式

12,000

B種優先株式

109,000

C種優先株式

191,318

D種優先株式

64,168

223,256 405,943 223,256 305,943

2023年

12月28日

（注）８

D種優先株式

310

普通株式

400,000

A種優先株式

12,000

B種優先株式

109,000

C種優先株式

191,318

D種優先株式

64,478

25,633 431,576 25,633 331,576

2024年

５月30日

（注）９

－

普通株式

400,000

A種優先株式

12,000

B種優先株式

109,000

C種優先株式

191,318

D種優先株式

64,478

△331,576 100,000 △331,576 ―

2026年

１月21日

（注）10

普通株式

376,796

普通株式

776,796

A種優先株式

12,000

B種優先株式

109,000

C種優先株式

191,318

D種優先株式

64,478

― 100,000 ― ―
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年月日
発行済株式総数
増減数（株）

発行済株式総数
残高（株）

資本金増減額
（千円）

資本金残高
（千円）

資本準備金増減
額（千円）

資本準備金残高
（千円）

2026年

１月22日

（注）11

A種優先株式

△12,000

B種優先株式

△109,000

C種優先株式

△191,318

D種優先株式

△64,478

普通株式

776,796
― 100,000 ― ―

2026年

２月20日

（注）12

普通株式

76,902,804

普通株式

77,679,600
― 100,000 ― ―

 
　（注）１．財務体質の健全化を図るとともに、今後の資本政策の柔軟性及び機動性を確保することを目的として、会社

法第448条第１項の規定に基づき、資本金11,287,473千円（減資割合99.1%）、資本準備金11,287,473千円

（減資割合100.0%)を減少し、これをその他資本剰余金に振り替えたものであります。

２．有償第三者割当

発行価格　157,500円　資本組入額　78,750円

割当先　　あいおいニッセイ同和損保株式会社

３．財務体質の健全化を図るとともに、今後の資本政策の柔軟性及び機動性を確保することを目的として、会社

法第448条第１項の規定に基づき、資本金3,778,818千円（減資割合97.4%)、資本準備金3,778,818千円（減

資割合100.0%)を減少し、これをその他資本剰余金に振り替えたものであります。

４．有償第三者割当

発行価格　165,375円　資本組入額　82,688円

割当先　　グローバルグロースホールディングスツー合同会社、合同会社乃木坂ホールディングス、West

Street Growth EE HK Limited　日本支店

５．財務体質の健全化を図るとともに、今後の資本政策の柔軟性及び機動性を確保することを目的として、会社

法第448条第１項の規定に基づき、資本金4,999,947千円（減資割合98.0%)、資本準備金4,999,947千円（減

資割合100.0%)を減少し、これをその他資本剰余金に振り替えたものであります。

６．有償第三者割当

発行価格　165,375円　資本組入額　82,688円

割当先　　岡山交通株式会社

７．有償第三者割当

発行価格　165,375円　資本組入額　82,688円

割当先　　Fidelity Japan Trust PLC

８．有償第三者割当

発行価格　165,375円　資本組入額　82,688円

割当先　　株式会社フリークアウト・ホールディングス

９．財務体質の健全化を図るとともに、今後の資本政策の柔軟性及び機動性を確保することを目的として、会社

法第448条第１項の規定に基づき、資本金331,576千円（減資割合76.8%)、資本準備金331,576千円（減資割

合100.0%)を減少し、これをその他資本剰余金に振り替えたものであります。

10．2026年１月21日付でA種優先株主、B種優先株主、C種優先株主及びD種優先株主の株式取得請求権の行使を受

けたことにより、A種優先株式12,000株、B種優先株式109,000株、C種優先株式191,318株及びD種優先株式

64,478株を自己株式として取得し、対価としてA種優先株主、B種優先株主、C種優先株主及びD種優先株主に

A種優先株式、B種優先株式、C種優先株式及びD種優先株式１株につきそれぞれ普通株式１株を交付しており

ます。

11．2026年１月22日開催の取締役会決議により、会社法第178条の規定に基づきすべてのA種優先株式、B種優先

株式、C種優先株式及びD種優先株式を消却しております。

12．株式分割（１：100）によるものであります。
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（４）【所有者別状況】

       2026年３月31日現在

区分

株式の状況（１単元の株式数100株）
単元未満株
式の状況
（株）

政府及び地
方公共団体

金融機関
金融商品取
引業者

その他の法
人

外国法人等
個人その他 計

個人以外 個人

株主数（人） － 3 3 14 1 － － 21 －

所有株式数

（単元）
－ 67,685 60,468 638,643 10,000 － － 776,796 －

所有株式数の割

合（％）
－ 8.7 7.8 82.2 1.3 － － 100 －

 

（５）【議決権の状況】

①【発行済株式】

    2026年３月31日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式  － － －

議決権制限株式（自己株式等）  － － －

議決権制限株式（その他）  － － －

完全議決権株式（自己株式等）  － － －

完全議決権株式（その他） 普通株式 77,679,600 776,796

「(1)［株式の総数

等］②発行済株式」

をご参照ください。

単元未満株式  － － －

発行済株式総数  77,679,600 － －

総株主の議決権  － 776,796 －

 

②【自己株式等】

　該当事項はありません。
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２【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】　会社法第155条第４号に基づくＡ種優先株式、Ｂ種優先株式、Ｃ種優先株式、Ｄ種優先株式の取得

 

（１）【株主総会決議による取得の状況】

　該当事項はありません。

 

（２）【取締役会決議による取得の状況】

　該当事項はありません。

 

（３）【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

区分 株式数（株） 価額の総額（円）

最近事業年度における取得自己株式 ― ―

最近期間における取得自己株式

A種優先株式　　　　 12,000

B種優先株式　　　　109,000

C種優先株式　　　　191,318

D種優先株式　　　　 64,478

（注）

―

（注）2026年１月21日付でA種優先株主、B種優先株主、C種優先株主及びD種優先株主の株式取得請求権の行使

を受けたことにより、A種優先株式12,000株、B種優先株式109,000株、C種優先株式191,318株及びD種優先

株式64,478株を自己株式として取得し、対価としてA種優先株主、B種優先株主、C種優先株主及びD種優先

株主にA種優先株式、B種優先株式、C種優先株式及びD種優先株式１株につきそれぞれ普通株式１株を交付

しております。加えて、2026年１月22日付ですべてのA種優先株式、B種優先株式、C種優先株式及びD種優

先株式は、会社法第178条の規定に基づき、消却しております。

 

（４）【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

区分

最近事業年度 最近期間

株式数（株）
処分価額の総額

（円）
株式数（株）

処分価額の総額

（円）

引き受ける者の募集を行った取得自己株式 － － － －

消却の処分を行った取得自己株式 － －

 A種優先株式

12,000

 B種優先株式

109,000

 C種優先株式

191,318

 D種優先株式

64,478

（注）

－

合併、株式交換、株式交付、会社分割に係

る移転を行った取得自己株式
－ － － －

その他

（　－　）
－ － － －

保有自己株式数 ― － ― －

（注）上記自己株式の全てについて、2026年１月22日開催の取締役会において、会社法第178条の規定に基づき消却する

ことを決議し、同日付で消却しています。
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３【配当政策】

 

　当社は、企業価値を継続的に拡大し、株主に対して利益還元することを重要な経営課題と認識しておりますが、内

部留保の充実を図ることが重要であると考え、これまで無配を継続してまいりました。

　今後の配当政策の基本方針としましては、将来の事業展開と財務体質の強化を目的とした内部留保の充実を当面の

優先事項とした上で、事業基盤の整備状況や投資計画、業績や財政状態等を総合的に勘案しながら、継続的かつ安定

的な配当を行うことを検討していく方針です。また、内部留保資金につきましては、今後の事業展開を図るため、有

効に活用していく方針であります。

　なお、当社は、剰余金の配当等会社法第459条第１項各号に定める事項については、法令に別段の定めがある場合

を除き、取締役会の決議によって定めることができる旨を定款に定めております。剰余金の配当を行う場合は、毎年

５月31日を基準日とした期末配当、毎年11月30日を基準日とした中間配当のほか、基準日を定めて剰余金の配当を行

うことができる旨を定款で定めております。
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４【コーポレート・ガバナンスの状況等】

（１）【コーポレート・ガバナンスの概要】

①　コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

　当社は、交通という社会インフラを担う企業として「移動で人を幸せに。」のミッションの下、新たな顧客価

値を創造し続けることで企業としての持続的な成長を目指すとともに、ユーザー、取引先事業者、株主、地域社

会の皆さま等、あらゆるステークホルダーの期待に応え、長期的な信頼関係を構築していくために、コーポレー

ト・ガバナンス体制の強化を最重要課題の一つとして認識し、その強化及び充実に取り組んでおります。

　具体的には、迅速かつ機動的な意思決定と業務執行への徹底的な監督を両立させるとともに、実効性のある内

部統制システム、適切なリスク管理体制を整備し、コンプライアンス体制の強化及びこれらを適切に監査する体

制の充実を図ることが重要であると考えております。

 

②　企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由

　当社は取締役会において充実した審議に基づく高度な意思決定を行えるようにするとともに、業務執行者に対

する監督機能を強化することを目的として、監査等委員会設置会社を選択しております。また、当社は５名の取

締役のうち３名が監査等委員である取締役であり、独立性が認められる社外取締役となっております。加えて、

取締役の指名及び報酬決定における独立性・客観性と説明責任を更に高めるため、取締役会の任意の諮問機関と

して指名・報酬委員会を設置し、コーポレート・ガバナンス体制の更なる充実を図っております。

　各社外取締役は当社の事業領域に関する深い知識・経験や、財務・会計、リスク管理及びコンプライアンス等

に関する知識・経験等、それぞれが高度の専門性を有しており、取締役会はバランス良く構成されているものと

考えております。

 

ａ　企業統治の体制の概要

　当社グループのコーポレート・ガバナンス体制の概略図は以下のとおりであります。

(a）取締役会

　取締役会は、代表取締役会長を議長とし、取締役５名（うち監査等委員である社外取締役３名）で構成さ

れ、業務執行の基本方針を決定するとともに、各取締役の職務執行の監督を行っております。当社は、原則

月１回の定時取締役会を開催する他、必要に応じて臨時取締役会を開催し、適正かつ効率的な業務執行がで

きる体制を整備しております。

　最近事業年度において当社は取締役会を12回開催しております（書面決議による取締役会の回数は除

く）。当該事業年度における具体的な検討内容として、中期経営計画の策定及び進捗状況の確認、内部統制

システムの運用状況（コンプライアンス・リスク管理を含む）の報告を受けたほか、事業構造の最適化や成

長戦略に資する提携案件の検討等、持続的な企業価値向上に向けた重要案件について審議を行いました。

個々の取締役の出席状況については、次のとおりであります。
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  （2025年５月31日時点）

役職名 氏名 取締役会出席状況

代表取締役会長 川鍋　一朗 全12回中12回

代表取締役社長 中島　宏 全12回中12回

社外取締役（監査等委員） 桑原　清幸 全12回中12回

社外取締役（監査等委員） 雨宮　美季 全12回中12回

社外取締役（監査等委員） 寺田　航平 全12回中11回

 

(b）監査等委員会

　監査等委員会は、常勤の監査等委員である取締役１名と非常勤の監査等委員である取締役２名で構成され

ており、桑原　清幸社外取締役（常勤監査等委員）が委員長を務めております。なお、全員が社外取締役か

つ独立性が認められる役員であります。監査等委員会は毎月の定期開催の他、必要に応じて臨時に開催さ

れ、法令及び監査等委員会規則等に従い、取締役の職務執行の監査、会計監査人の選任・解任及び不再任に

関する議案の内容の決定、並びに監査等委員以外の取締役の選任・解任・辞任及び報酬等について株主総会

において陳述する意見の決定等を行います。

 

(c）業務執行会議（GO15）

　GO15は、代表取締役社長を議長とし、代表取締役会長及び代表取締役社長と執行役員10名及びヒューマン

リソース本部長である荒川　亮、IT戦略本部長である小野﨑　尭で構成されており、各事業領域の責任者で

ある副部長以上の社員及び常勤監査等委員が陪席しております。GO15は週１回開催し、主要な取締役会決議

事項及びその他業務執行上の重要な事項に関して審議し、参加者への情報共有を行うとともに、職務権限表

の定めに従って、重要な業務執行に関する事項を決議しております。

 

(d）指名・報酬委員会

　指名・報酬委員会は、代表取締役会長、代表取締役社長及び独立性のある社外取締役（監査等委員）３名

で構成されており、寺田　航平社外取締役（監査等委員）が委員長を務めております。指名・報酬委員会で

は、取締役の選解任に関する事項、代表取締役・役付取締役の選定及び解職に関する事項、取締役（監査等

委員を除く。）の個人別の報酬等の内容に関する事項等について審議を行っております。開催頻度は年１回

を基本とし、その他審議事項が発生する都度開催しております。同委員会は審議結果に基づき、取締役会

（取締役会から当該事項の決定について委任を受けた取締役がいる場合は当該取締役）に助言・提言を行っ

ております。

　最近事業年度において当社は指名・報酬委員会を６回開催しております（書面決議による指名・報酬委員

会の回数は除く）。当該事業年度における具体的な検討内容として、取締役の選任、取締役（監査等委員を

除く。）に係る株式報酬制度の設計、及び取締役個人別の報酬額の妥当性等について審議を行いました。

個別の委員の出席状況については、次のとおりであります。

・委員長：社外取締役（監査等委員）　寺田　航平（６回/６回）

・委員：代表取締役会長　川鍋　一朗（５回/６回）、代表取締役社長　中島　宏（６回/６回）、社外取締

役（常勤監査等委員）　桑原　清幸（５回/６回）、社外取締役（監査等委員）　雨宮　美季（６回/６回）

 

(e）特別委員会

　特別委員会は、当社の主要株主との利益相反リスクについて適切に監視、監督し、コーポレート・ガバナ

ンスの充実を図ることを目的として設置され、代表取締役社長及び独立性のある社外取締役（監査等委員）

２名で構成されております。特別委員会では、利益相反取引の承認や関連当事者取引報告のあり方、内容に

ついて年１回程度審議し、取締役会への助言・提言を行う他、監査等委員会に対して適宜情報共有を図って

おります。また、委員長である桑原　清幸社外取締役（常勤監査等委員）及び雨宮　美季社外取締役（監査

等委員）を中心に日常的な取引における利益相反的要素の有無を継続的にモニタリングし、必要に応じて取

締役会、監査等委員会への報告を行っております。

 

(f）人事委員会

　人事委員会は、代表取締役社長を委員長とし、代表取締役会長、ヒューマンリソース本部長である荒川　

亮及び議長が指名する者で構成されており、月１回開催しております。人事委員会では、人事に関する重要

な事項の審議を行っております。
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(g）リスク・コンプライアンス委員会

　リスク・コンプライアンス委員会は、代表取締役社長を委員長とし、法務・総務本部長 兼 ガバナンス・

コンプライアンス室長　藤野　忠、ヒューマンリソース本部長　荒川　亮、内部統制監査室長　沢谷　孝行

を委員として選任しております。四半期に１回開催しており、当社グループにおけるリスク管理及びコンプ

ライアンスに関する事項の協議を行い、インシデント報告の内容及びコンプライアンスの状況についての情

報共有並びに前期の実施状況の取締役会への報告を行っております。

 

(h）内部統制委員会

　内部統制委員会は、代表取締役社長を委員長、経営戦略本部長である森　亮介を副委員長とし、内部統制

監査室長　沢谷　孝行、統制主管部門の実務責任者を委員として構成されております。内部統制委員会で

は、「内部統制実施計画書」の原案策定、内部統制の推進及び有効性の評価等を行っております。

 

(i)内部統制監査室

　内部統制監査室は、代表取締役直轄の部署として当社の内部監査を担当しております。同室は、内部統制

監査室長である沢谷　孝行を含む計２名の体制で運営されており、代表取締役により承認された監査計画に

基づき業務執行の監査を実施し、その結果を代表取締役、監査等委員会及び取締役会へ報告しております。

また、監査結果のフォローアップを行うとともに、常勤監査等委員及び会計監査人と定期的・適時に連携

し、監査の実効性向上を図っております。なお、同室は内部統制の整備・運用支援も兼務し、効率的な体制

を構築しております。

 

③　その他の企業統治に関する事項

　当社は、内部統制システムの整備に関する基本方針を次のとおり定め、経営環境の変化等に応じて業務分掌や

職務権限等不断の見直しを行い、適正かつ効率的な体制を構築いたします。また、この基本方針は、継続的な見

直しによって必要な改訂を実施し、より適正かつ効率的な体制の構築を推進するよう努めます。

 

１．当会社及びその連結子会社から成る企業集団（以下「GOグループ」という。）の取締役及び使用人（従業

員）の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

(1）公正な企業活動を展開し、GOグループに対する社会的信頼を向上させるべく、コンプライアンスを徹底す

るための規程類を整備・運用し、職務上のあらゆる場面において、法令、定款及び規程類を遵守する。

(2）コンプライアンスを徹底するためのリスク・コンプライアンス委員会等の組織体制を整備・運用するとと

もに、定期的にGOグループの法令遵守状況の点検活動を行い、点検結果に対応した適正な措置を講ずる。

(3）法令違反行為の早期発見及び早期是正を図るとともに、法令違反行為の通報者を適切に保護するために、

内部通報制度を整備・運用する。また、内部通報制度の利用その他の適正な方法によって会社に報告した者

が当該報告を行ったことを理由として不利な取扱いを受けないようにするために、こうした取扱いを禁止す

る旨を関係する規程類に明記すること等、必要な体制を整備・運用する。

(4）取締役会の適正な運営を図るため、取締役会規程を制定の上、これに基づき、取締役会を原則として月１

回開催し、十分な審議を経て重要な業務執行を決定するとともに、取締役から適切に職務の執行状況につき

報告を受ける。

(5）独立性のある社外取締役が取締役会に出席して審議に加わることにより、業務執行の決定における客観性

の確保及び妥当性の一層の向上を図る。

(6）内部監査を担う内部統制監査室を設置し、各部門から独立した監査を実施する。

(7）財務報告の信頼性を確保するための内部統制体制を整備・運用するとともに、毎年、その有効性を評価

し、必要な是正を行う。

(8）反社会的勢力との関係を遮断するため、反社会的勢力対応規程を定め、これに基づき、GOグループの各会

社（以下「グループ各社」という。）において業務実態に応じた規程類を整備・運用し、その遵守を徹底す

る。

 

２．当会社取締役及び使用人（従業員）の職務の執行にかかる情報の保存及び管理に関する体制

(1）取締役の職務の執行に係る情報は文書又は電磁的媒体（以下「文書等」という。）に記録することとし、

文書の作成、管理等に関する規程類を整備・運用する。

(2）会社情報の不正な使用・開示・漏洩を防止し、機密情報及び個人情報を適切に取り扱うための規程類を整

備・運用する。また、社内研修等の機会を通じ、従業員に対して、その遵守を徹底する。

(3）会社法、金融商品取引法及び証券取引所の適時開示規則に基づき、事業報告、計算書類、有価証券報告書

等を適正に作成するとともに、会社情報の適時適切な開示を行う。

 

３．損失の危険の管理に関する規程その他の体制
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(1）リスク管理・コンプライアンス規程を制定し、全社に周知・徹底するとともに、各部署との情報共有を図

り、リスクの早期発見と未然防止に努める。なお、当該規程については、危機発生時に適切かつ迅速に対処

できるよう、運用状況を踏まえて適宜見直しを行う。

(2）当会社は、リスク・コンプライアンス委員会を設置し、リスク管理に関して必要な事項を定め、適切に評

価・管理を行う体制を整備し、当会社の事業活動における各種リスクに対する予防・軽減を図る。

(3）危機発生時には、代表取締役を責任者として対策本部等を設置し、社内外への適切な情報伝達を含め、当

該危機に対して迅速かつ的確に対処する。

 

４．当会社取締役及び使用人（従業員）の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

(1）組織規程、職務権限規程及び業務分掌規程において経営組織、職制、業務分掌並びに職位別の決裁事項及

び決裁権限を定め、効率的に職務を執行する。

(2）取締役会を原則として月１回開催し、重要事項の決定及び取締役の業務執行状況の監督を行う。また、取

締役会の経営効率を向上させるため、取締役及び代表取締役の指名する者を構成員とする業務執行会議

（GO15）を開催し、業務執行に関する基本事項及び重要事項に係る意思決定を機動的に実施できる体制とす

る。

(3）経営計画を定めるとともに、予算制度、目標管理制度等の経営管理制度を整備・運用する。

(4）適切な情報管理、業務の標準化・効率化及び内部統制の強化等の観点から、最適なITシステムを構築し、

運用する。

 

５．GOグループの企業集団における業務の適正を確保するための体制

(1）当会社は関係会社管理規程に基づき、連結子会社に対する指導・支援を含む適切なグループ経営管理を行

う。

(2）業務執行案件について適切に意思決定するために、当会社の人員を派遣し、子会社の取締役とするほか、

必要に応じて当会社の重要会議体に出席するとともに、当会社の関連部署及び担当役員と協議・報告を行

う。

(3）コンプライアンスに対する意識、行動規範をグループの共通認識としたうえで早期発見、その是正及び適

切な対応が実現できるよう、リスク・コンプライアンス委員会を中心として企業倫理遵守のための施策を講

じる。

(4）内部統制監査室は、当会社グループの業務の適正性について内部監査を行い、必要に応じて連結子会社を

往査する。

 

６．財務報告の信頼性を確保するための体制

(1）当会社は、財務報告の信頼性を確保するための内部統制システムの整備を経営上の最重要事項の一つと位

置付け、財務報告の信頼性確保を推進する。

(2）財務報告における虚偽記載リスクを低減し、未然に防ぐよう管理することで、内部統制が有効に機能する

体制構築を図る。

(3）財務報告の信頼性を確保するために、社長直轄の内部統制評価チームにより、業務プロセスのリスク評価

を継続的に実施するとともに、評価結果を社長に報告する。

(4）必要に応じて金融商品取引法等の関連法令との適合性を考慮したうえ、諸規程の整備及び運営を行う。

 

７．当会社監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制

(1）監査等委員会が定めた監査計画を尊重し、監査の円滑な遂行及び監査環境の整備に協力する。

(2）選定監査等委員が業務執行会議（GO15）等の重要会議体に出席し、重要な意思決定の過程及び業務の執行

状況を把握できるように必要な措置を講ずるほか、監査等委員会の求める事項について、グループ各社が適

切に報告をするための体制を整備・運用する。

(3）グループ各社において、取締役・使用人が重大な法令・定款違反及び不正行為の事実、会社に著しい損害

を与えるおそれのある事実等を発見したときに、直ちに監査等委員会に当該事実等を報告するための体制を

整備・運用する。

(4）代表取締役と監査等委員会が定期的に会合をもち、監査上の重要課題や監査等委員会の環境整備等につい

て意見交換を行う。

(5）内部監査を担う内部統制監査室は、監査計画及び監査結果に関して意見交換を行う等、監査等委員会と密

接な連携を保つよう努める。

(6）必要に応じて、監査等委員会の職務を補助するため監査等委員補助（職務を補助すべき使用人）を置くこ

ととし、その人事については、監査等委員会の意見を尊重した上で行い、当該従業員に対する指示の実効性

を確保するため、当該従業員の評価、異動等の人事処遇は、常勤の監査等委員との事前の協議を経て、これ

を決定する。
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(7）監査等委員の職務の執行にかかる費用又は債務については、会社法第399条の２第４項の規定により、監

査等委員からの請求に基づき、当社が適切にこれを負担する。

 

　さらに、当社は、反社会的勢力に対して毅然とした態度で臨み、同勢力からの不当要求には断固として拒絶す

ることを基本的な考え方として、以下のように反社会的勢力の排除体制を整備しております。

(1）反社会的勢力対応規程を整備し、運用する。具体的には、反社会的勢力による不当要求等が発生した場合

は、担当部署が情報を一元管理し、所轄警察署・顧問弁護士への相談を含めて迅速な対応を講じる体制を整

える。

(2）新規取引を行う際には、反社会的勢力に該当しないことの確認を行う等、反社会的勢力との取引を行わな

い体制を整える。

 

④　社外役員との責任限定契約について

　当社は、定款において、取締役の責任限定契約に関する規定を設けております。当該定款に基づき、当社は、

会社法第427条第１項の規定により、取締役（業務執行取締役等であるものを除く。）との間に、任務を怠った

ことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができるものとしております。ただし、当該契約に基づ

く責任の限度額は、法令が規定する最低責任限度額としております。

　これは、社外取締役が職務の遂行にあたり、期待された役割を十分に発揮できるようにすることを目的とする

ものであります。

 

⑤　取締役の定数

　当社は、取締役を９名以内、及び監査等委員である取締役を５名以内とする旨を定款で定めております。

 

⑥　取締役の選任の決議要件

　当社は、取締役の選任決議は、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して選任し、議決権を行

使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、

及び累積投票によらない旨を定款に定めております。

 

⑦　取締役及び会計監査人の責任免除

　当社は、定款において、取締役及び会計監査人の損害賠償責任の免除等に関する規定を設けております。

取締役（取締役であった者を含む）については、会社法第426条第１項に基づき、任務を怠ったことによる損害

賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨を定めております。また、

会計監査人については、同法第427条第１項に基づき、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を

締結できる旨を定めており、当該契約に基づく責任の限度額は法令が規定する額としております。

　これらは、取締役及び会計監査人が本来なすべき職務の執行をより円滑に行えるようにすることを目的とする

ものであります。

 

⑧　役員等賠償責任保険契約の内容の概要等

　当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しておりま

す。被保険者が会社の役員としての業務につき行った行為（不作為を含む。）に起因して損害賠償請求がなされ

たことにより、被保険者が被る損害賠償金や争訟費用等（ただし、保険契約上で定められた免責事由に該当する

ものを除く。）を当該保険契約により填補しており、保険料は全額当社が負担しております。

 

⑨　リスク管理及びコンプライアンス体制の整備状況

　当社グループは、会社におけるリスク管理及びコンプライアンスに関する基本的事項を定め、当社の役員、従

業員のリスク管理及びコンプライアンスに関する意識の向上を図るとともに、当社においてリスク管理及びコン

プライアンスを円滑かつ効果的に実施するための組織体制及び運営方法（従業員等からの通報・相談手続き及び

通報・相談内容の適正な処理の仕組みを含む）を定め、リスク及びコンプライアンス違反行為等の早期発見とそ

の是正及び適切な対応・解決を徹底することにより、当社が公正かつ適切な経営を実現し、社会において継続的

に発展していくことを目的として「リスク管理・コンプライアンス規程」を定めております。

　リスク管理及びコンプライアンスに関する事項の審議を行い、当社におけるインシデント報告の内容及びコン

プライアンスの状況について情報共有を図るための組織としてリスク・コンプライアンス委員会を設置し、委員

会の下に各事業部門を所管する部門長、法務・総務本部長、IT戦略本部長のほか、委員長の指名する者を構成員

としたリスク分科会を設置しております。また、ガバナンス・コンプライアンス室を担当とするコンプライアン

ス事務局を委員会に設置しております。リスク分科会及びコンプライアンス事務局は、それぞれの構成員に法令

上課されている秘密保持義務その他の法令上の義務に反しない範囲で、密接に情報を交換し、相互に協力して業

務を行うこととしております。
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　外部専門家との連携状況としては、専門分野に応じて複数の法律事務所との間で委任契約を締結しており、当

社業務に関する法的リスクの事前検討や紛争予防のための相談を行い、助言を受けております。

　情報システム管理については、「情報システム管理規程」を定め、情報システム統括管理部門のIT戦略部と個

別システム管理部門が連携して管理を行っております。

　個人情報保護については、「個人情報保護規程」を定め、統括責任者（トップマネジメント）と情報セキュリ

ティ管理者を設置し、個人情報を適切に保護するための体制の維持に努めております。

 

⑩　自己の株式の取得

　当社は、定款において、会社法第165条第２項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己

の株式を取得することができる旨を定めております。

　これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を目的とするものであります。

 

⑪　株主総会の特別決議要件

　当社は、定款において、会社法第309条第２項に定める株主総会の特別決議について、議決権を行使すること

ができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上をもって行う旨を定め

ております。

　これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を可能にすること

を目的とするものであります。

 

⑫　剰余金の配当等の決定機関

　当社は、定款において、剰余金の配当等会社法第459条第１項各号に定める事項について、法令に別段の定め

がある場合を除き、取締役会の決議によって定めることができる旨を定めております。

　これは、株主への機動的な利益還元を目的とするものであります。
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（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性4名　女性1名（役員のうち女性の比率20％）

 

役職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数
（株）

代表取締役会長 川鍋　一朗 1970年10月３日

1997年９月　マッキンゼー・アンド・カンパ

ニー・インク・ジャパン　入社

2000年１月　日本交通㈱　入社

2001年８月　同社　専務取締役　就任

東洋交通㈱　代表取締役　就任（現

任）

2004年６月　日本交通㈱　代表取締役副社長　就

任

2005年８月　同社　代表取締役社長　就任

当社　代表取締役社長　就任

2015年10月　(一社)東京ハイヤー・タクシー協

会　会長　就任（現任）

日本交通㈱　代表取締役会長　就任

2017年６月　(一社)全国ハイヤー・タクシー

連合会　会長　就任（現任）

2020年４月　当社　代表取締役会長　就任（現

任）

2023年８月　日本交通㈱　取締役　就任（現任）

（注３） －

代表取締役社長 中島　宏 1978年５月23日

2002年４月　㈱ベンチャーリンク　入社

2004年12月　㈱ディー・エヌ・エー　入社

2009年４月　同社　新規事業推進室　室長　執行

役員　就任

2019年３月　㈱DeNA SOMPO Mobility　代表取締

役社長　就任

㈱DeNA SOMPO Carlife　代表取締役

社長　就任

2019年４月　㈱ディー・エヌ・エー　常務執行役

員　就任

2020年４月　当社　転籍　代表取締役社長　就任

（現任）

2021年４月　㈱DeNA SOMPO Mobility　取締役　

就任

㈱DeNA SOMPO Carlife　取締役　就

任

（注３） －

取締役

（常勤監査等委員）
桑原　清幸 1972年１月18日

1995年６月　アンダーセンコンサルティング　

（現　アクセンチュア㈱）　入社

1997年11月　太田昭和監査法人（現　EY新日本有

限責任監査法人）　入所

2017年12月　桑原清幸会計事務所　代表（現任）

2018年４月　東北大学大学院経済学研究科　教授

2020年６月　㈱ひらまつ　常勤監査役　就任

2022年６月　東京エレクトロン デバイス㈱　非

常勤監査役　就任（現任）

2023年８月　当社　取締役（常勤監査等委員）　

就任（現任）

（注４） －
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役職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数
（株）

取締役

（監査等委員）
雨宮　美季 1975年10月６日

2001年10月　弁護士登録（54期）

2002年６月　AZX Professionals Group　入所

2008年９月　同所　パートナー　就任

2020年４月　㈱ROXX　社外監査役　就任（現任）

2022年４月　経済産業省「スタートアップ新市場

創出タスクフォース」構成員　就任

（現任）

2022年９月　(一社)スタートアップデータ標準化

協会　監事　就任（現任）

2023年８月　当社　取締役（監査等委員）　就任

（現任）

2024年10月　(一社)スタートアップエコシステム

協会　監事　就任（現任）

（注４） －

取締役

（監査等委員）
寺田　航平 1970年10月25日

1993年４月　三菱商事㈱　入社

1999年11月　寺田倉庫㈱　取締役　就任

2000年６月　㈱ビットアイル(現　エクイニク

ス・ジャパン㈱)　代表取締役社

長　就任

2014年７月　㈱マーケットエンタープライズ　取

締役　就任（現任）

2018年６月　寺田倉庫㈱　取締役社長　就任

2019年６月　同社　代表取締役社長　就任（現

任）

2020年６月　㈱堀木エリ子アンドアソシエイツ　

取締役　就任（現任）

㈱コウェル　代表取締役会長　就任

（現任）

2023年４月　(公社)経済同友会　副代表幹事　就

任（現任）

2023年11月　当社　取締役（監査等委員）　就任

（現任）

2026年２月　(一財)アジアン・カルチュラル・カ

ウンシル日本財団　代表理事　就任

（現任）

（注４） －

計 －

 

　（注）１．取締役　桑原　清幸氏、雨宮　美季氏及び寺田　航平氏は、社外取締役であります。

２．監査等委員会の体制は次のとおりです。

桑原　清幸　委員長、雨宮　美季　委員、寺田　航平　委員

３．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2025年８月25日から2026年５月期に係る定時株主総

会終結の時までであります。

４．取締役（監査等委員）の任期は、2025年８月25日から2027年５月期に係る定時株主総会終結の時までであり

ます。

５．当社では一部の従業員を執行役員に任命しております。執行役員は、青木　亮祐、惠良　和隆、江川　絢

也、黒澤　隆由、眞井　卓弥、佐々木　将洋、平松　瞳、中西　佑樹、藤野　忠及び、森　亮介の10名で

す。

 

EDINET提出書類

ＧＯ株式会社(E41784)

有価証券届出書（新規公開時）

104/240



 

②　社外役員の状況

　当社の社外役員は３名であり、監査等委員である取締役として選任しております。当社では、公正で透明性の

高い経営を実現し、コーポレート・ガバナンスの強化を図るため、社外取締役に対し企業経営者としての豊富な

経験や金融・会計・法律に関する高い見識等に基づき、適切な提言及び取締役の職務執行の監督を行うことを期

待しており、そのような目的に資する専門的知識と経験を有していること、及び独立性等を勘案した上で社外取

締役を選任しております。なお、取締役（監査等委員）である寺田　航平氏は、第３回新株予約権を60個所有し

ております。それ以外には、いずれの社外役員も、当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の重

要な利害関係はありません。

　各社外役員の選任理由は以下のとおりです。

　桑原　清幸氏は、公認会計士として長年大手会計事務所での勤務経験に加え、大学での研究・教育にも携わる

等、財務及び会計に関する豊富な専門知識を有しており、加えて複数の上場会社での常勤・非常勤での社外監査

役としての実務経験を備えております。これらの知識と経験が当社の監査・監督機能の強化に繋がると判断し、

監査等委員である取締役として選任しております。

　雨宮　美季氏は、弁護士としての長年のキャリアを通じて法律やリスクマネジメントに関する高度な専門知識

を有しており、加えてベンチャー企業を支援する法律専門家としての豊富な業務経験も有しております。これら

の知識と経験が、当社の監査・監督機能の強化に繋がると判断し、監査等委員である取締役として選任しており

ます。

　寺田　航平氏は、複数企業における経営実績と取締役としての豊富な監督経験から、経営における多角的な視

点と高い識見を有しております。これらの知識と経験から、実効性の高い監査・監督機能を発揮することができ

ると判断し、監査等委員である取締役として選任しております。

　現時点では、社外役員を選任するための独立性に関する基準又は方針として当社が独自に定めたものはありま

せんが、東京証券取引所が定める独立役員の判断基準を参考とし、社外役員には、専門的な知見に基づく客観的

かつ適切な助言及び取締役の職務執行への監督といった役割を期待して、一般株主と利益相反の生じるおそれの

ない社外役員を選任しております。

 

③　監査等委員である社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会及び会計監査との相互連携並びに

内部統制部門との関係

　内部統制監査室は、取締役会にて内部監査報告を行っており、監査等委員である社外取締役は、必要に応じて

意見聴取を行っております。常勤監査等委員に対しては、適時に内部統制監査室が内部監査の報告を行うととも

に意見交換も行い、相互の連携を図っております。

　内部統制監査室は、会計監査人と適時に意見交換を行っており、その内容は、監査等委員会において、報告が

行われます。監査等委員会は、会計監査人と定期的にミーティングを行っております。また、常勤監査等委員

も、随時、会計監査人と意見交換を行っており、相互の連携を図っております。

　内部統制部門からは、取締役会にて内部統制評価についての報告を受けており、必要に応じて、監査等委員で

ある社外取締役が意見聴取を行っております。また、常勤監査等委員は、内部統制委員会に陪席する等により、

内部統制の整備・運用状況について必要に応じて意見聴取を行っております。
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（３）【監査の状況】

①　監査等委員会監査の状況

　当社における監査等委員会監査は、会計監査人と相互に連携をとりながら効果的かつ効率的な監査の実施を行

うよう情報、意見の交換及び指摘事項の共有を行い、適切な監査の実施及び問題点、指摘事項の改善状況の確認

に努めております。また、監査等委員は、監査等委員会で策定した監査計画に沿って、取締役会や社内重要会議

への出席、定期的な業務状況の調査等により、取締役の職務遂行の監査を実施いたします。

　当事業年度における当社の監査等委員会は３名（桑原　清幸氏、雨宮　美季氏及び寺田　航平氏）で構成され

ております。いずれも社外取締役であり、法務、会計、財務、金融等に関する相当程度の知見を有しておりま

す。

　最近事業年度において当社は監査等委員会を12回開催しており、個々の監査等委員の出席状況については次の

とおりであります。

 

役職名 氏名 監査等委員会出席状況

監査等委員（常勤） 桑原　清幸 全12回中12回

監査等委員 雨宮　美季 全12回中12回

監査等委員 寺田　航平 全12回中12回

　監査等委員会では、主に監査の方針及び監査の重点項目を含む監査計画についての検討、当社グループにおけ

る業務状況、内部統制システムの構築・運用状況等について、適法性、有効性、効率性等の観点から検討を行っ

ております。また、会計監査人の監査の方法及び結果の相当性、監査報告書の承認、会計監査人の監査報酬の額

への同意、会計監査人の解任又は不再任の決定、株主総会議案内容の検討等を行っております。

　常勤監査等委員の活動として、取締役会その他重要会議への出席、稟議をはじめとする重要書類等の閲覧、当

社及びグループ会社への往査等を通じて、取締役の職務遂行の適法性を中心に監査し、監査等委員会へ報告し、

必要に応じて意見表明しております。

 

②　内部監査の状況

　　当社における内部監査は、代表取締役直轄である内部統制監査室が担当しており、責任者１名、担当者１名を

配置しております。代表取締役による承認を得た内部監査計画に基づき、経営活動の全般にわたる管理・運営の

制度及び業務の遂行状況について合法性と合理性の観点から監査を実施し、代表取締役、監査等委員及び取締役

会に対し監査結果を報告しております。改善が必要な事項については、後日、改善状況のフォローアップを行っ

ております。また、常勤監査等委員及び会計監査人とは、定期的かつ適時に監査の実施状況を共有して意見交換

を行うなど、三様監査の実効性強化に努めております。

　なお、当社の内部統制監査室は、内部監査と内部統制の両方を担当しており、室内で適時連携を図っておりま

す。

 

③　会計監査の状況

ａ　監査法人の名称

EY新日本有限責任監査法人

 

ｂ　継続監査期間

継続監査期間３年（2026年５月時点）

 

ｃ　業務を執行した公認会計士

松本　雄一

西口　昌宏

 

ｄ　監査業務に係る補助者の構成

　当社の監査業務に係る補助者は公認会計士12名、その他21名であります。
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ｅ　監査法人の選定方針と理由

　当社は、監査法人による適正な監査を担保するため、高品質な監査を可能とする十分な監査時間を確保し、

監査法人に対して取締役等へのアクセスの機会を提供するとともに、監査法人と監査等委員、内部監査担当部

門との十分な連携を可能とする等、適切な監査環境の提供に努めております。また、当社は、監査法人が不

備・問題点を指摘した場合や不正を発見した場合には、その内容に応じて適切に対応することとしておりま

す。

　監査等委員会は、監査法人が独立性及び必要な専門性を有すること、当社の業務内容に対応して効率的な監

査業務を実施できる相応の規模を持つこと、監査体制が整備されていること、監査範囲及び監査スケジュール

等具体的な監査計画並びに監査費用が合理的かつ妥当であることを確認し、前期の監査実績等を踏まえた上

で、監査法人を総合的に評価し、選定について判断しております。

 

ｆ　監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価

　当社の監査等委員会は、監査法人の監査業務について確認する他、監査等委員会として監査法人から直接監

査業務について報告を受けております。監査等委員会は、監査法人の監査品質を確認し、監査業務の適切性及

び妥当性を評価するとともに、監査法人の独立性、法令等の遵守状況についても問題がないことを確認してお

ります。

 

④　監査報酬の内容等

ａ　監査公認会計士等に対する報酬の内容

区分

最近連結会計年度の前連結会計年度 最近連結会計年度

監査証明業務に基づく
報酬（百万円）

非監査業務に基づく報
酬（百万円）

監査証明業務に基づく
報酬（百万円）

非監査業務に基づく報
酬（百万円）

提出会社 54 － 67 －

連結子会社 － － － －

計 54 － 67 －

 

ｂ　監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬（ａを除く）

　該当事項はありません。

 

ｃ　その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容

　該当事項はありません。

 

ｄ　監査報酬の決定方針

　当社の事業規模や特性に照らして監査計画、監査内容、監査日数等を勘案し、双方協議の上、監査等委員会

の同意を得て、監査報酬を決定しております。

 

ｅ　監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由

　監査法人に対する報酬等に対して、当社の監査等委員会が会社法第399条第１項の同意をした理由は、当社

の事業規模や特性に照らして監査計画における監査時間、配員計画等が妥当であり、それらに基づく監査報酬

が相当であると判断したためです。
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（４）【役員の報酬等】

①　役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項

　当社は、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針に

ついて、2024年９月27日開催の取締役会において決議しており、その概要は以下のとおりです。

 

ａ　基本方針

　当社の取締役の報酬の決定に際しては、当社のステークホルダーと同じ目線を持ちながら、企業価値の持続的

成長を図る中長期インセンティブとして有効に機能する報酬体系であること、及び報酬水準としては、職責、役

割の大きさを踏まえた適正な水準となるように設定することを基本方針とする。また、報酬は固定報酬としての

基本報酬及び非金銭報酬等により構成する。

 

ｂ　個人別の報酬等の額の決定に関する方針（報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。）

　当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責等に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与

の水準を総合的に考慮して決定する。

 

ｃ　非金銭報酬等の内容及び額又は数の算定方法の決定に関する方針（報酬等を与える時期又は条件の決定に関

する方針を含む。）

　非金銭報酬等は、株式報酬とし、株主総会において基本報酬と別枠で承認を得た報酬上限額の範囲内において

株式報酬を付与し、付与数は役位、職責等に応じて決定する。

　特に代表取締役に対しては、長期的な企業価値向上に向けたリーダーシップの発揮を目的とし、株式報酬の割

合を高く設定する。その内容は、一般的な有償ストック・オプションに加え、株価、業績条件（売上、EBITDA)

への達成意欲を高める有償ストック・オプション及び中長期的な貢献を促すフルバリュー型ストック・オプショ

ンを組み合わせた株式報酬を基本とした報酬体系とする。

 

ｄ　報酬の種類ごとの額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針

　取締役の種類別の報酬割合については、取締役会の任意の諮問機関としての指名・報酬委員会にて諮問した結

果を踏まえ、委任を受けた代表取締役会長及び代表取締役社長の合意によって決定する。

 

ｅ　取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項

　個人別の報酬額については取締役会決議に基づき代表取締役会長及び代表取締役社長がその具体的内容の決定

について委任を受けるものとし、取締役会の任意の諮問機関としての指名・報酬委員会へ諮問した結果を踏ま

え、代表取締役会長及び代表取締役社長の双方の合意により決定するものとする。その権限の内容は、各取締役

の基本報酬の額及び各取締役の非金銭報酬の配分とする。

 

　当社の当事業年度に係る取締役（監査等委員である取締役を除く。）の個人別の報酬等の内容については、取

締役会から、当社を取り巻く経営環境や業績等を最も熟知している代表取締役会長及び代表取締役社長に決定を

委任しておりますが、当該決定は、取締役会の諮問を受けた指名・報酬委員会が前年度の実績評価及び役職・職

責ごとの報酬水準を考慮し、決定方針に沿う内容であることを確認して審議した結果を踏まえて行われるもので

あることから、取締役会としても当該決定の内容が決定方針に沿うものであると判断しております。

　監査等委員の報酬等は、株主総会が決定した報酬等総額の限度内において監査等委員会で決定しております。

 

　取締役（監査等委員である取締役を除く。）の金銭報酬額については、2023年８月25日開催の定時株主総会に

おいて、年額150百万円以内（決議日時点の取締役（監査等委員である取締役を除く。）の員数は10名）と決議

しております。

　監査等委員の金銭報酬額については、2023年８月25日開催の定時株主総会において年額30百万円以内（決議日

時点の監査等委員の員数は３名）と決議しております。
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②　役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分
報酬等の総額
（百万円）

報酬等の種類別の総額（百万円）
対象となる役員
の員数（名）

固定報酬 業績連動報酬
左記のうち、非
金銭報酬等

取締役

（監査等委員及び社外取締役

を除く。）

83 83 － － 4

取締役（監査等委員） 21 21 － － 3

（うち社外取締役） （21） （21） － － （3）

社外取締役 － － － － －

　（注）　当社は、2023年８月25日付で監査役設置会社から監査等委員会設置会社に移行しております。

 

③　役員ごとの連結報酬等の総額等

　報酬等の総額が１億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。

 

④　使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの

　該当事項はありません。

 

EDINET提出書類

ＧＯ株式会社(E41784)

有価証券届出書（新規公開時）

109/240



（５）【株式の保有状況】

①　投資株式の区分の基準及び考え方

　当社は、株式の価値の変動又は株式に係る配当によって利益を受けることを目的とする株式を純投資目的の株

式とし、それ以外の株式を純投資目的以外の目的である投資株式に区分しております。また、余剰資産における

資産運用目的のものを除き、純投資を実施しないことを定めております。

 

②　保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式

ａ　保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の

内容

　当社は、出資の実施に際して、出資の目的・背景、投資先会社の主要経営指標及び経営体制、予想されるメ

リットとリスク、投資先会社との事業シナジー、出資後の事業計画及び経営体制等に関してデューデリジェン

スを行い、業務執行会議（GO15）及び取締役会に付議し、保有の合理性の検討を行います。

 

ｂ　銘柄数及び貸借対照表計上額

 
銘柄数
（銘柄）

貸借対照表計上額の
合計額（千円）

非上場株式 3 0

非上場株式以外の株式 － －

 

（最近事業年度において株式数が増加した銘柄）

　該当事項はありません。

 

（最近事業年度において株式数が減少した銘柄）

　該当事項はありません。

 

ｃ　特定投資株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報

　該当事項はありません。

 

ｄ　みなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報

　該当事項はありません。

 

③　保有目的が純投資目的である投資株式

　該当事項はありません。

 

④　最近事業年度に投資株式の保有目的を純投資目的から純投資目的以外の目的に変更したもの

　該当事項はありません。

 

⑤　最近５事業年度に投資株式の保有目的を純投資目的以外の目的から純投資目的に変更したもの

　該当事項はありません。
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第５【経理の状況】

１　連結財務諸表、中間連結財務諸表、四半期連結財務諸表並びに財務諸表の作成方法について

(1）当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和51年大蔵省令第28号。

以下「連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。

(2）当社の中間連結財務諸表は、「連結財務諸表規則」に基づいて作成しております。なお、当社の中間連結財務諸

表は、第１種中間連結財務諸表であります。

(3）当社の四半期連結財務諸表は、株式会社東京証券取引所の四半期財務諸表等の作成基準第４条第１項及び我が国

において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表に関する会計基準（ただし、四半期財務諸表等の作成基準第

４条第２項に定める記載の省略が適用されている。）に基づいて作成しております。

(4）当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号。以下

「財務諸表等規則」という。）に基づいて作成しております。

　　また、当社は、特例財務諸表提出会社に該当し、財務諸表等規則第127条の規定により財務諸表を作成しており

ます。

 

２　監査証明について

(1) 当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、前連結会計年度（2023年６月１日から2024年５月

31日まで）及び当連結会計年度（2024年６月１日から2025年５月31日まで）の連結財務諸表並びに前事業年度

（2023年６月１日から2024年５月31日まで）及び当事業年度（2024年６月１日から2025年５月31日まで）の財務諸

表について、EY新日本有限責任監査法人により監査を受けております。

(2) 当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、中間連結会計期間（2025年６月１日から2025年11

月30日まで）に係る中間連結財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による期中レビューを受けておりま

す。

(3) 当社は、第３四半期連結会計期間（2025年12月１日から2026年２月28日まで）及び第３四半期連結累計期間

（2025年６月１日から2026年２月28日まで）に係る四半期連結財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人によ

る期中レビューを受けております。

 

３　連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組について

　当社は、連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組を行っております。具体的には、会計基準等の内容

を適切に把握し、また、適時適切な開示を行うことができる体制を整備するため、監査法人等が行う研修・セミナー

等へ積極的に参加しております。
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１【連結財務諸表等】

（１）【連結財務諸表】

①【連結貸借対照表】

  （単位：百万円）

 
前連結会計年度
（2024年５月31日）

当連結会計年度
（2025年５月31日）

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 21,032 25,148

売掛金 2,631 3,291

リース投資資産 4,086 3,579

商品 550 492

貯蔵品 50 9

未収入金 16,154 20,599

その他 778 821

貸倒引当金 △28 △33

流動資産合計 45,255 53,908

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 215 208

機械装置及び運搬具（純額） － 0

工具、器具及び備品（純額） 73 93

リース資産（純額） 2 －

建設仮勘定 5 15

有形固定資産合計 ※１ 297 ※１ 317

無形固定資産   

ソフトウエア 616 918

ソフトウエア仮勘定 190 408

その他 2 1

無形固定資産合計 808 1,328

投資その他の資産   

投資有価証券 0 0

繰延税金資産 89 1,234

その他 ※２ 289 ※２ 284

投資その他の資産合計 379 1,519

固定資産合計 1,484 3,165

資産合計 46,740 57,073
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  （単位：百万円）

 
前連結会計年度
（2024年５月31日）

当連結会計年度
（2025年５月31日）

負債の部   

流動負債   

買掛金 1,561 2,105

リース債務 1,543 1,902

未払金 23,536 29,886

未払法人税等 203 336

クーポン引当金 34 23

ポイント引当金 103 194

賞与引当金 3 3

その他 ※３ 1,642 ※３ 2,449

流動負債合計 28,627 36,901

固定負債   

リース債務 2,566 1,745

その他 565 878

固定負債合計 3,131 2,623

負債合計 31,759 39,524

純資産の部   

株主資本   

資本金 100 100

資本剰余金 21,483 21,483

利益剰余金 △7,492 △5,491

株主資本合計 14,090 16,091

新株予約権 7 217

非支配株主持分 882 1,239

純資産合計 14,980 17,548

負債純資産合計 46,740 57,073
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【中間連結貸借対照表】

 （単位：百万円）

 
当中間連結会計期間
（2025年11月30日）

資産の部  

流動資産  

現金及び預金 28,383

売掛金 3,612

リース投資資産 3,102

商品 7

貯蔵品 4

未収入金 22,036

その他 950

貸倒引当金 △31

流動資産合計 58,065

固定資産  

有形固定資産 308

無形固定資産  

のれん 70

その他 1,579

無形固定資産合計 1,650

投資その他の資産 ※１ 2,745

固定資産合計 4,704

資産合計 62,769

負債の部  

流動負債  

買掛金 2,733

リース債務 1,780

未払金 32,692

未払法人税等 392

クーポン引当金 21

ポイント引当金 128

賞与引当金 235

その他 996

流動負債合計 38,980

固定負債  

リース債務 1,445

その他 66

固定負債合計 1,512

負債合計 40,492

純資産の部  

株主資本  

資本金 100

資本剰余金 21,483

利益剰余金 △1,549

株主資本合計 20,033

新株予約権 426

非支配株主持分 1,816

純資産合計 22,277

負債純資産合計 62,769
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②【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】

【連結損益計算書】

  （単位：百万円）

 
前連結会計年度

（自　2023年６月１日
至　2024年５月31日）

当連結会計年度
（自　2024年６月１日
至　2025年５月31日）

売上高 ※１ 23,955 ※１ 31,434

売上原価 13,316 15,199

売上総利益 10,638 16,235

販売費及び一般管理費 ※２,※３ 12,548 ※２,※３ 13,507

営業利益又は営業損失（△） △1,910 2,728

営業外収益   

受取利息 0 3

為替差益 － 0

補助金収入 2 －

解約・違約金収入 27 29

償却債権取立益 － 5

その他 3 5

営業外収益合計 33 44

営業外費用   

支払利息 0 1

株式交付費 2 －

為替差損 1 －

支払手数料 95 105

上場関連費用 － 20

その他 9 11

営業外費用合計 108 140

経常利益又は経常損失（△） △1,985 2,632

特別損失   

減損損失 ※４ 287 ※４ 662

固定資産除却損 0 1

特別損失合計 288 664

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損

失（△）
△2,273 1,968

法人税、住民税及び事業税 523 608

法人税等調整額 23 △1,144

法人税等合計 547 △536

当期純利益又は当期純損失（△） △2,820 2,504

非支配株主に帰属する当期純利益 486 504

親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に

帰属する当期純損失（△）
△3,307 2,000
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【連結包括利益計算書】

  （単位：百万円）

 
前連結会計年度

（自　2023年６月１日
至　2024年５月31日）

当連結会計年度
（自　2024年６月１日
至　2025年５月31日）

当期純利益又は当期純損失（△） △2,820 2,504

包括利益 △2,820 2,504

（内訳）   

親会社株主に係る包括利益 △3,307 2,000

非支配株主に係る包括利益 486 504
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【中間連結損益計算書及び中間連結包括利益計算書】

【中間連結損益計算書】

 （単位：百万円）

 
当中間連結会計期間
（自　2025年６月１日
至　2025年11月30日）

売上高 19,239

売上原価 8,973

売上総利益 10,265

販売費及び一般管理費 ※１ 6,924

営業利益 3,341

営業外収益  

受取利息 7

持分法による投資利益 38

解約・違約金収入 11

その他 13

営業外収益合計 70

営業外費用  

支払手数料 26

上場関連費用 10

その他 5

営業外費用合計 42

経常利益 3,369

特別利益  

持分変動利益 825

特別利益合計 825

特別損失  

固定資産除却損 2

特別損失合計 2

税金等調整前中間純利益 4,192

法人税等 △106

中間純利益 4,298

非支配株主に帰属する中間純利益 355

親会社株主に帰属する中間純利益 3,942
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【中間連結包括利益計算書】

 （単位：百万円）

 
当中間連結会計期間
（自　2025年６月１日
至　2025年11月30日）

中間純利益 4,298

中間包括利益 4,298

（内訳）  

親会社株主に係る中間包括利益 3,942

非支配株主に係る中間包括利益 355
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③【連結株主資本等変動計算書】

前連結会計年度（自　2023年６月１日　至　2024年５月31日）

      （単位：百万円）

 
株主資本

新株予約権
非支配株主持
分

純資産合計
資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計

当期首残高 100 28,491 △11,856 16,734 7 1,131 17,873

当期変動額        

新株の発行 331 331  663   663

減資 △331 331  －   －

欠損填補  △7,671 7,671 －   －

親会社株主に帰属する当期純
損失（△）

  △3,307 △3,307   △3,307

非支配株主に対する支払配当      △735 △735

株主資本以外の項目の当期変
動額（純額）

    0 486 486

当期変動額合計 － △7,008 4,364 △2,644 0 △248 △2,892

当期末残高 100 21,483 △7,492 14,090 7 882 14,980

 

当連結会計年度（自　2024年６月１日　至　2025年５月31日）

      （単位：百万円）

 
株主資本

新株予約権
非支配株主持
分

純資産合計
資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計

当期首残高 100 21,483 △7,492 14,090 7 882 14,980

当期変動額        

親会社株主に帰属する当期純

利益
  2,000 2,000   2,000

非支配株主に対する支払配当      △147 △147

株主資本以外の項目の当期変
動額（純額）

    210 504 714

当期変動額合計 － － 2,000 2,000 210 357 2,568

当期末残高 100 21,483 △5,491 16,091 217 1,239 17,548
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④【連結キャッシュ・フロー計算書】

  （単位：百万円）

 
前連結会計年度

（自　2023年６月１日
至　2024年５月31日）

当連結会計年度
（自　2024年６月１日
至　2025年５月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期

純損失（△）
△2,273 1,968

減価償却費 116 244

のれん償却額 156 －

減損損失 287 662

株式報酬費用 － 188

引当金の増減額（△は減少） 101 87

受取利息及び受取配当金 △0 △3

支払利息 0 －

固定資産除却損 0 1

売上債権の増減額（△は増加） △572 △660

リース投資資産の増減額（△は増加） △1,679 506

棚卸資産の増減額（△は増加） △80 99

未収入金の増減額（△は増加） △3,534 △4,445

その他の資産の増減額（△は増加） 83 △184

仕入債務の増減額（△は減少） 543 544

リース債務の増減額（△は減少） 1,533 △488

未払金の増減額（△は減少） 4,358 6,350

その他の負債の増減額（△は減少） 854 459

その他 24 △1

小計 △78 5,328

利息及び配当金の受取額 0 3

利息の支払額 △0 －

法人税等の支払額 △1,042 △291

営業活動によるキャッシュ・フロー △1,121 5,041

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △241 △89

無形固定資産の取得による支出 △839 △693

敷金及び保証金の差入による支出 △12 △10

敷金及び保証金の返還による収入 162 －

投資活動によるキャッシュ・フロー △930 △793

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） △415 －

リース債務の返済による支出 △0 △6

株式の発行による収入 663 －

新株予約権の発行による収入 － 21

非支配株主への配当金の支払額 △735 △147

財務活動によるキャッシュ・フロー △486 △131

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △2,539 4,115

現金及び現金同等物の期首残高 23,572 21,032

現金及び現金同等物の期末残高 ※１ 21,032 ※１ 25,148
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【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 （単位：百万円）

 
当中間連結会計期間
（自　2025年６月１日
至　2025年11月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税金等調整前中間純利益 4,192

減価償却費 181

のれん償却額 6

持分法による投資損益（△は益） △38

持分変動損益（△は益） △825

株式報酬費用 161

引当金の増減額（△は減少） 162

受取利息及び受取配当金 △7

固定資産除却損 2

売上債権の増減額（△は増加） △792

リース投資資産の増減額（△は増加） 477

棚卸資産の増減額（△は増加） △77

未収入金の増減額（△は増加） △1,492

その他の資産の増減額（△は増加） △167

仕入債務の増減額（△は減少） 951

リース債務の増減額（△は減少） △428

未払金の増減額（△は減少） 2,875

その他の負債の増減額（△は減少） △1,179

その他 △4

小計 3,997

利息及び配当金の受取額 7

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △335

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,669

投資活動によるキャッシュ・フロー  

有形固定資産の取得による支出 △13

無形固定資産の取得による支出 △401

敷金及び保証金の差入による支出 △12

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得によ

る収入
※２ 291

その他 1

投資活動によるキャッシュ・フロー △135

財務活動によるキャッシュ・フロー  

リース債務の返済による支出 △4

新株予約権の発行による収入 47

非支配株主への配当金の支払額 △147

財務活動によるキャッシュ・フロー △103

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 3,430

現金及び現金同等物の期首残高 25,148

会社分割に伴う現金及び現金同等物の減少額 ※３ △194

現金及び現金同等物の中間期末残高 28,383
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【注記事項】

（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項）

前連結会計年度（自　2023年６月１日　至　2024年５月31日）

１　連結の範囲に関する事項

　すべての子会社を連結しております。

連結子会社の数　２社

連結子会社の名称

株式会社IRIS

愛のタクシーチケット株式会社

 

２　持分法の適用に関する事項

　該当事項はありません。

 

３　連結子会社の事業年度等に関する事項

　連結子会社の決算日は、連結決算日と一致しております。

 

４　会計方針に関する事項

(1）重要な資産の評価基準及び評価方法

①　棚卸資産

商品・貯蔵品

　総平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切り下げの方法により算

定）を採用しております。

 

(2）重要な減価償却資産の減価償却の方法

①　有形固定資産（リース資産を除く）

　定率法を採用しております。ただし、2016年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を含む）

及び構築物については、定額法を採用しております。

　なお、主な耐用年数は次のとおりであります。

建物及び構築物　　　　３～15年

工具、器具及び備品　　２～10年

 

②　無形固定資産

　定額法を採用しております。

　なお、主な償却年数は次のとおりであります。

のれん　　　　　　　　　　　２年

ソフトウェア（自社利用）　　５年（社内における利用可能期間）

 

③　リース資産

　所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

　　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

 

(3）重要な繰延資産の処理方法

株式交付費

　支出時に全額を費用として処理しております。

 

(4）重要な引当金の計上基準

①　貸倒引当金

　債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権

については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

 

②　クーポン引当金

　GO事業において配布したクーポンの将来の利用に備えるため、未使用のクーポン残高に対して、利

用実績率及び失効率に基づき将来利用されると見込まれる額を計上しております。なお、繰入額は主

に販売費及び一般管理費に含めております。

 

③　ポイント引当金
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　GO事業において、乗務員へ付与されるポイントの将来の利用に備えるため、未使用のポイント残高

に対して、利用実績率及び失効率に基づき将来利用されると見込まれる額を計上しております。な

お、繰入額は販売費及び一般管理費に含めております。

 

(5）重要な収益及び費用の計上基準

　当社グループは、主にGO事業において、当社が提供するタクシーアプリ『GO』（GOアプリ）を通じた

タクシー配車、及びそれに関連する各種サービスの提供を行っております。GO事業において計上する主

な収益は、GOアプリを通じてタクシー配車を行ったことにより生じる「アプリ配車収入」及び、GOアプ

リによるタクシー配車に関連して当社が提供するサービスに対して発生する「タクシー関連サービス収

入」があります。

　「アプリ配車収入」は、主に、GOアプリのユーザーに対し、GOアプリ内の各種機能を利用したことに

対して生じる利用料と、GOアプリを通じた配車に応じタクシー事業者に対して発生する手数料より構成

されます。前者はGOアプリの当該機能を利用した配車が完了した時点において収益を認識し、後者はタ

クシー事業者との契約に基づき、契約に定めるサービス提供期間にわたり、GOアプリによる配車実績に

基づき算定した額を収益として認識しております。

　「タクシー関連サービス収入」には、タクシー事業者が乗客に対し請求する料金（乗車料金、迎車料

金等）を当社がタクシー事業者に代わり収受することに対する決済手数料、タクシー内での広告出稿に

対する広告料、及びこれらのサービスを提供するための車載端末の利用料等が含まれます。これらの収

入は、タクシー事業者との契約に基づき、契約に定めるサービス提供期間にわたり、決済額や広告出稿

期間、車載端末の利用期間及び台数等の実績に基づき算定した額を収益として認識しております。

　なお、上記のうち、当社及び連結子会社が代理人に該当すると判断したものについては、他の当事者

が提供するサービスと交換に受け取る額から当該他の当事者に支払う額を控除した純額を収益として認

識しております。

 

(6）連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

　手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリ

スクしか負わない取得日から３ヶ月以内に償還期限の到来する短期的な投資からなっております。
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当連結会計年度（自　2024年６月１日　至　2025年５月31日）

１　連結の範囲に関する事項

　すべての子会社を連結しております。

連結子会社の数　２社

連結子会社の名称

株式会社IRIS

愛のタクシーチケット株式会社

 

２　持分法の適用に関する事項

　該当事項はありません。

 

３　連結子会社の事業年度等に関する事項

　連結子会社の決算日は、連結決算日と一致しております。

 

４　会計方針に関する事項

(1）重要な資産の評価基準及び評価方法

①　棚卸資産

商品・貯蔵品

　移動平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切り下げの方法により算

定）を採用しております。

 

(2）重要な減価償却資産の減価償却の方法

①　有形固定資産（リース資産を除く）

　定率法を採用しております。ただし、2016年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を含む）

及び構築物については、定額法を採用しております。

　なお、主な耐用年数は次のとおりであります。

建物及び構築物　　　　３～18年

機械装置及び運搬具　　２～６年

工具、器具及び備品　　２～15年

 

②　無形固定資産

　定額法を採用しております。

　なお、主な償却年数は次のとおりであります。

ソフトウェア（自社利用）　　５年（社内における利用可能期間）

 

(3）重要な繰延資産の処理方法

株式交付費

　支出時に全額を費用として処理しております。

 

(4）重要な引当金の計上基準

①　貸倒引当金

　債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権

については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

 

②　クーポン引当金

　GO事業において配布したクーポンの将来の利用に備えるため、未使用のクーポン残高に対して、利

用実績率及び失効率に基づき将来利用されると見込まれる額を計上しております。なお、繰入額は主

に販売費及び一般管理費に含めております。

 

③　ポイント引当金

　GO事業において、乗務員へ付与されるポイントの将来の利用に備えるため、未使用のポイント残高

に対して、利用実績率及び失効率に基づき将来利用されると見込まれる額を計上しております。な

お、繰入額は販売費及び一般管理費に含めております。
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(5）重要な収益及び費用の計上基準

　当社グループは、主にGO事業において、当社が提供するタクシーアプリ『GO』（GOアプリ）を通じた

タクシー配車、及びそれに関連する各種サービスの提供を行っております。GO事業において計上する主

な収益は、GOアプリを通じてタクシー配車を行ったことにより生じる「アプリ配車収入」及び、GOアプ

リによるタクシー配車に関連して当社が提供するサービスに対して発生する「タクシー関連サービス収

入」があります。

　「アプリ配車収入」は、主に、GOアプリのユーザーに対し、GOアプリ内の各種機能を利用したことに

対して生じる利用料と、GOアプリを通じた配車に応じタクシー事業者に対して発生する手数料より構成

されます。前者はGOアプリの当該機能を利用した配車が完了した時点において収益を認識し、後者はタ

クシー事業者との契約に基づき、契約に定めるサービス提供期間にわたり、GOアプリによる配車実績に

基づき算定した額を収益として認識しております。

　「タクシー関連サービス収入」には、タクシー事業者が乗客に対し請求する料金（乗車料金、迎車料

金等）を当社がタクシー事業者に代わり収受することに対する決済手数料、タクシー内での広告出稿に

対する広告料、及びこれらのサービスを提供するための車載端末の利用料等が含まれます。これらの収

入は、タクシー事業者との契約に基づき、契約に定めるサービス提供期間にわたり、決済額や広告出稿

期間、車載端末の利用期間及び台数等の実績に基づき算定した額を収益として認識しております。

　なお、上記のうち、当社及び連結子会社が代理人に該当すると判断したものについては、他の当事者

が提供するサービスと交換に受け取る額から当該他の当事者に支払う額を控除した純額を収益として認

識しております。

 

(6）連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

　手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリ

スクしか負わない取得日から３ヶ月以内に償還期限の到来する短期的な投資からなっております。
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（重要な会計上の見積り）

前連結会計年度（自　2023年６月１日　至　2024年５月31日）

１．固定資産の減損

(1）当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額

（百万円）
 

減損損失 287

有形固定資産 297

無形固定資産 808

リース資産減損勘定 206

長期リース資産減損勘定 499

上記のうち、GO事業セグメントに基づく固定資産のグループの有形固定資産は16百万円、無形固定資産

は804百万円です。また、全社資産の有形固定資産は278百万円、無形固定資産は４百万円です。なお、

いずれも減損損失及びリース資産減損勘定（含む長期）は該当ありません。

 

(2）識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

①　算出方法

　当社グループでは、固定資産の減損の検討にあたって、固定資産の減損に係る見積りが経営の実態

を適切に反映したものになるようグルーピングを行い、減損の兆候を判定しております。当社におい

ては、固定資産のグルーピングは、原則として事業セグメントを基礎としており、本社等について

は、全社資産としてグルーピングしております。また、本社費等の共通費については、その発生形態

に関連した配賦基準を用いて各事業セグメントの損益に配賦し減損の兆候判定を行っております。

　減損の兆候の判定は、資産等を供用する事業活動から生じた営業損益の状況や、営業損益に関する

事業計画等と実績の比較、経営環境や事業に関連する法規制の状況等、当社が利用可能な情報に基づ

いて判定を行っております。このうち、事業計画等は取締役会で承認されたものに基づいておりま

す。これには、当社の過去の経験と利用可能な情報に基づいて設定した仮定に基づく見積りが含まれ

ます。

　減損損失の認識の要否の判定は、資産等から得られる割引前将来キャッシュ・フローの総額と帳簿

価額を比較することによって行います。減損損失を認識すべきであると判定された資産等について

は、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として計上します。回収可能価額は

正味売却価額又は使用価値のいずれか高いほうにより測定しております。また、通常の賃貸借取引に

係る方法に準じて会計処理を行っている所有権移転外ファイナンス・リース取引については、当該

リース資産の未経過リース料の現在価値を、リース資産の帳簿価額とみなして減損会計を適用し、計

上した減損損失は「リース資産減損勘定」として負債の部に計上しております。

　GO事業セグメントに基づく固定資産のグループは、共通費配賦後の事業セグメント損益が継続して

マイナスであるため減損の兆候を識別しましたが、割引前将来キャッシュ・フローの総額がその帳簿

価額を上回ることから減損損失を認識しておりません。

　スマートドライビング事業セグメントに基づく固定資産のグループは、共通費配賦後の事業セグメ

ント損益が継続してマイナスであるため減損の兆候を識別し、減損損失の認識の判定の結果、主要な

資産の経済的残存使用年数までにおいて見込まれる将来キャッシュ・フローの総額が帳簿価額（解約

不能なリース契約残高を含む）を下回ることから、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額

を減損損失として287百万円計上しております。

　全社資産については、全社の営業損益が継続してマイナスであるため減損の兆候を識別しました

が、全社資産を含むより大きな単位から得られる割引前将来キャッシュ・フローの総額が全社資産を

含む帳簿価額合計を上回ることから減損損失を認識していません。

 

②　主要な仮定

　GO事業セグメントに基づく固定資産のグループの主要な仮定は、将来キャッシュ・フローの見積り

の基礎となる事業計画における当社のタクシーアプリによる実車数であります。

　スマートドライビング事業セグメントに基づく固定資産のグループの主要な仮定は、将来キャッ

シュ・フローの見積りの基礎となる事業計画における当社のAIを活用した事故削減サービス『DRIVE

CHART』の端末の稼働台数であります。

 

③　翌連結会計年度の連結財務諸表に与える影響
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　減損損失の認識に当たっては、将来の収益性等を慎重に検討しておりますが、将来予測に関する見

積りの前提とした条件や仮定は経済動向や顧客需要の変化等の将来における事業環境の変動による影

響を受ける可能性があり不確実性を伴うことから、翌連結会計年度における減損損失の発生に重要な

影響を与える可能性があります。

 

当連結会計年度（自　2024年６月１日　至　2025年５月31日）

１．繰延税金資産の回収可能性

(1）当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額

（百万円）
 

繰延税金資産 1,234

 

(2）識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

①　算出方法

　税務上の繰越欠損金を含む将来減算一時差異等に対して、将来の収益力に基づく一時差異等加減算

前課税所得の十分性及びタックス・プランニング等を考慮し、将来の税金負担額を軽減する効果を有

すると認められる範囲内、すなわち、回収可能な範囲内で繰延税金資産を認識しております。

 

②　主要な仮定

　将来の課税所得の見積りは、取締役会の承認を得た事業計画を基礎としており、その主要な仮定

は、当社のタクシーアプリによる実車数及び実車当たり単価であります。

 

③　翌連結会計年度の連結財務諸表に与える影響

　将来の課税所得は、その見積りの前提とした条件や仮定は経済動向や顧客需要の変化等の将来にお

ける事業環境の変動による影響を受ける可能性があり不確実性を伴うことから、翌連結会計年度以降

の連結財務諸表において、繰延税金資産及び法人税等調整額の金額に重要な影響を与える可能性があ

ります。
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（会計方針の変更）

前連結会計年度(自 2023年６月１日 至 2024年５月31日)

　該当事項はありません。

 

当連結会計年度(自 2024年６月１日 至 2025年５月31日)

（棚卸資産の評価方法の変更）

　当社グループは、棚卸資産の評価方法について、従来、総平均法を採用しておりましたが、当連結会計年

度から、移動平均法に変更しております。この評価方法の変更は、新基幹システムの導入を契機として、こ

れに適する棚卸資産の評価方法を採用したことによるものであります。

　なお、この会計方針の変更による影響額は軽微であり、遡及適用は行っておりません。

 

（「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の適用）

「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」（企業会計基準第27号　2022年10月28日。以下「2022

年改正会計基準」という。）等を当連結会計年度の期首から適用しております。

　法人税等の計上区分に関する改正については、2022年改正会計基準第20-３項ただし書きに定める経過的

な取扱いに従っております。なお、当該会計方針の適用による連結財務諸表に与える影響はありません。
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（未適用の会計基準等）

前連結会計年度(自 2023年６月１日 至 2024年５月31日)

・「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」（企業会計基準第27号　2022年10月28日）

・「包括利益の表示に関する会計基準」（企業会計基準第25号　2022年10月28日）

・「税効果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第28号　2022年10月28日）

 

(1) 概要

　2018年２月に企業会計基準第28号「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」等（以下「企業会計基準第

28号等」）が公表され、日本公認会計士協会における税効果会計に関する実務指針の企業会計基準委員会への

移管が完了されましたが、その審議の過程で、次の２つの論点について、企業会計基準第28号等の公表後に改

めて検討を行うこととされていたものが、審議され、公表されたものであります。

・税金費用の計上区分（その他の包括利益に対する課税）

・グループ法人税制が適用される場合の子会社株式等（子会社株式又は関連会社株式）の売却に係る税効果

 

(2) 適用予定日

　2025年５月期の期首より適用予定であります。

 

(3) 当該会計基準等の適用による影響

　「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の適用による連結財務諸表に与える影響額について

は、現時点で評価中であります。

 

当連結会計年度(自 2024年６月１日 至 2025年５月31日)

・「リースに関する会計基準」（企業会計基準第34号　2024年９月13日）

・「リースに関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第33号　2024年９月13日）

ほか、関連する企業会計基準、企業会計基準適用指針、実務対応報告及び移管指針の改正

 

(1) 概要

　国際的な会計基準と同様に、借手のすべてのリースについて資産・負債を計上する等の取扱いを定めるも

の。

 

(2) 適用予定日

　2028年５月期の期首より適用予定であります。

 

(3) 当該会計基準等の適用による影響

　「リースに関する会計基準」等の適用による連結財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中であ

ります。
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（連結貸借対照表関係）

※１　有形固定資産の減価償却累計額

 

 
前連結会計年度
(2024年５月31日)

当連結会計年度
(2025年５月31日)

有形固定資産の減価償却累計額 185百万円 242百万円

 

※２　資産の金額から直接控除している貸倒引当金の額

 

 
前連結会計年度
(2024年５月31日)

当連結会計年度
(2025年５月31日)

破産更生債権等 ６百万円 ６百万円

 

※３　流動負債「その他」のうち、契約負債の金額は、連結財務諸表等「注記事項（収益認識関係）３．

（1）契約資産及び契約負債の残高等」に記載しています。

 

EDINET提出書類

ＧＯ株式会社(E41784)

有価証券届出書（新規公開時）

130/240



（連結損益計算書関係）

※１　顧客との契約から生じる収益

　　売上高については、顧客との契約から生じる収益及びそれ以外の収益を区分して記載しておりません。顧

客との契約から生じる収益の金額は、連結財務諸表「注記事項（収益認識関係）１．顧客との契約から生じ

る収益を分解した情報」に記載しております。

 

※２　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、次のとおりであります。

 
前連結会計年度

（自　2023年６月１日
至　2024年５月31日）

当連結会計年度
（自　2024年６月１日
至　2025年５月31日）

広告宣伝費 3,886百万円 3,946百万円

販売促進費 1,694　〃 1,996　〃

給料及び手当 2,500　〃 3,074　〃

業務委託費 1,804　〃 2,006　〃

 

※３　一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費の総額は、次のとおりであります。

 
前連結会計年度

（自　2023年６月１日
至　2024年５月31日）

当連結会計年度
（自　2024年６月１日
至　2025年５月31日）

研究開発費 557百万円 402百万円

 

※４　減損損失

 

前連結会計年度（自　2023年６月１日　至　2024年５月31日）

　前連結会計年度において、当社グループは以下の資産グループについて減損損失を計上しました。

(1）減損損失を計上した主な資産グループの概要

場所 用途 種類
減損損失計上額
（百万円）

GO㈱

（東京都港区）

スマートドライビング

事業
リース契約（賃貸借処理） 287

 

(2）減損損失に至った主な経緯

　AIを活用した事故削減サービス『DRIVE CHART』においては、端末供給の不足等による収益の実

現時期の遅れが継続しており、主要な資産の経済的残存使用年数までにおいて見込まれる将来

キャッシュ・フローの総額が帳簿価額（解約不能なリース契約残高を含む）を下回ることから、帳

簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として計上しております。

 

(3）資産のグルーピングの方法

　当社グループは、当社の経営管理において継続的に収支の把握を行っている事業の単位ごとに、

資産のグルーピングを行っております。

 

(4）回収可能価額の算定方法

　回収可能価額は使用価値により測定しておりますが、割引前将来キャッシュ・フローがマイナス

であるため割引率の記載を省略しております。
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当連結会計年度（自　2024年６月１日　至　2025年５月31日）

　当連結会計年度において、当社グループは以下の資産グループについて減損損失を計上しました。

(1）減損損失を計上した主な資産グループの概要

場所 用途 種類
減損損失計上額
（百万円）

GO㈱

（東京都港区）

スマートドライビング

事業
リース契約（賃貸借処理） 635

（注）上記以外の減損損失については、重要性が乏しいため、記載を省略しております。

 

(2）減損損失に至った主な経緯

　AIを活用した事故削減サービス『DRIVE CHART』においては、端末供給の不足等による収益の実

現時期の遅れが継続しており、主要な資産の経済的残存使用年数までにおいて見込まれる将来

キャッシュ・フローの総額が帳簿価額（解約不能なリース契約残高を含む）を下回ることから、帳

簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として計上しております。

 

(3）資産のグルーピングの方法

　当社グループは、当社の経営管理において継続的に収支の把握を行っている事業の単位ごとに、

資産のグルーピングを行っております。

 

(4）回収可能価額の算定方法

　回収可能価額は使用価値により測定しておりますが、割引前将来キャッシュ・フローがマイナス

であるため割引率の記載を省略しております。
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（連結株主資本等変動計算書関係）

前連結会計年度（自　2023年６月１日　至　2024年５月31日）

１　発行済株式の種類及び総数に関する事項

株式の種類 期首株式数（株） 増加株式数（株） 減少株式数（株） 期末株式数（株）

普通株式（株） 400,000 － － 400,000

A種優先株式 12,000 － － 12,000

B種優先株式 109,000 － － 109,000

C種優先株式 191,318 － － 191,318

D種優先株式 60,468 4,010 － 64,478

合計 772,786 4,010 － 776,796

（注）１．2026年２月20日付で普通株式１株につき100株の割合で株式分割を行っておりますが、上記は当該
株式分割前の株式数で記載しております。

２．D種優先株式の増加4,010株は、第三者割当増資による新株発行による増加であります。
 

２　自己株式に関する事項

　該当事項はありません。

 

３　新株予約権等に関する事項

会社名 内訳
目的となる
株式の種類

目的となる株式の数（株）
当連結会計
年度末残高
（百万円）

当連結会計
年度期首

増加 減少
当連結会計
年度末

提出会社

第３回新株予約権(有償

ストック・オプション)
－ － － － － 7

第４回新株予約権(ス

トック・オプション)
－ － － － － －

第５回新株予約権(ス

トック・オプション)
－ － － － － －

第６回新株予約権(ス

トック・オプション)
－ － － － － －

第７回新株予約権(ス

トック・オプション)
－ － － － － －

第７回の２新株予約権

(ストック・オプショ

ン)

－ － － － － －

合計 － － － － 7

　（注）１．ストック・オプションとしての新株予約権（第６回、第７回、第７回の２）は、権利行使期間の初日が到来

しておりません。

 

４　配当に関する事項

(1）配当金支払額

　該当事項はありません。

 

(2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

　該当事項はありません。
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当連結会計年度（自　2024年６月１日　至　2025年５月31日）

１　発行済株式の種類及び総数に関する事項

株式の種類 期首株式数（株） 増加株式数（株） 減少株式数（株） 期末株式数（株）

普通株式（株） 400,000 － － 400,000

A種優先株式 12,000 － － 12,000

B種優先株式 109,000 － － 109,000

C種優先株式 191,318 － － 191,318

D種優先株式 64,478 － － 64,478

合計 776,796 － － 776,796

（注）１．2026年２月20日付で普通株式１株につき100株の割合で株式分割を行っておりますが、上記は当該
株式分割前の株式数で記載しております。

 

２　自己株式に関する事項

　該当事項はありません。

 

３　新株予約権等に関する事項

会社名 内訳
目的となる
株式の種類

目的となる株式の数（株）
当連結会計
年度末残高
（百万円）

当連結会計
年度期首

増加 減少
当連結会計
年度末

提出会社

第３回新株予約権(有償

ストック・オプション)
－ － － － － 7

第４回新株予約権(ス

トック・オプション)
－ － － － － －

第５回新株予約権(ス

トック・オプション)
－ － － － － －

第６回新株予約権(ス

トック・オプション)
－ － － － － －

第７回新株予約権(ス

トック・オプション)
－ － － － － －

第７回の２新株予約権

(ストック・オプショ

ン)

－ － － － － －

第９回新株予約権(ス

トック・オプション)
－ － － － － 130

第11回新株予約権(ス

トック・オプション)
－ － － － － 58

第12回新株予約権(ス

トック・オプション)
－ － － － － －

第13回新株予約権(有償

ストック・オプション)
－ － － － － 17

第14回新株予約権(有償

ストック・オプション)
－ － － － － 4

合計 － － － － 217

　（注）１．ストック・オプションとしての新株予約権（第７回、第７回の２、第９回、第11回、第12回、第13回、第14

回）は、権利行使期間の初日が到来しておりません。
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４　配当に関する事項

(1）配当金支払額

　該当事項はありません。

 

(2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

　該当事項はありません。

 

（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

※１　現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

　　前連結会計年度（自　2023年６月１日　至　2024年５月31日）

　　　現金及び現金同等物の期末残高は、連結貸借対照表の現金及び預金勘定の残高と一致しております。

 

　　当連結会計年度（自　2024年６月１日　至　2025年５月31日）

　　　現金及び現金同等物の期末残高は、連結貸借対照表の現金及び預金勘定の残高と一致しております。
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（リース取引関係）

前連結会計年度（自　2023年６月１日　至　2024年５月31日）

ファイナンス・リース取引

（貸主側）

　①　リース投資資産の内訳

 （単位：百万円）

リース料債権部分 4,160

見積残存価額部分 20

受取利息相当額 △93

リース投資資産 4,086

 

　②　リース投資資産に係るリース料債権部分の連結会計年度末日後の回収予定額

     （単位：百万円）

 １年以内
１年超

２年以内

２年超

３年以内

３年超

４年以内

４年超

５年以内
５年超

リース投資資産 1,525 1,571 768 238 56 ̶

 

オペレーティング・リース取引

（借主側）

　オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料

 （単位：百万円）

１年内 209

１年超 742

合計 951

 

当連結会計年度（自　2024年６月１日　至　2025年５月31日）

ファイナンス・リース取引

（貸主側）

　①　リース投資資産の内訳

 （単位：百万円）

リース料債権部分 3,626

見積残存価額部分 20

受取利息相当額 △66

リース投資資産 3,579

 

　②　リース投資資産に係るリース料債権部分の連結会計年度末日後の回収予定額

     （単位：百万円）

 １年以内
１年超

２年以内

２年超

３年以内

３年超

４年以内

４年超

５年以内
５年超

リース投資資産 1,884 1,158 455 116 11 ̶

 

オペレーティング・リース取引

（借主側）

　オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料

 （単位：百万円）

１年内 228

１年超 513

合計 742
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（金融商品関係）

前連結会計年度（自　2023年６月１日　至　2024年５月31日）

１．金融商品の状況に関する事項

(1）金融商品に対する取組方針

　当社グループは、事業計画に基づく設備投資等の資金需要に照らし、必要となる資金を主に株式によ

る資金調達により調達しております。資金運用については、元本割れとなるリスクのないものを中心と

して運用し、投機的な取引は行わない方針です。デリバティブ取引については、後述する事業上のリス

クを回避することを目的とする場合のみ利用する方針としております。

 

(2）金融商品の内容及びそのリスクに対する取組方針

　営業債権である売掛金及びリース投資資産は、顧客の信用リスクに晒されております。営業債務であ

る買掛金は、すべて１年以内の支払期日であります。借入金及びファイナンス・リース取引に係るリー

ス債務は、主に設備投資に必要な資金の調達を目的としたものであり、償還日は決算日後、最長で６年

後であります。

　未収入金及び未払金は、主に当社がタクシー乗車料金をタクシー事業者に代わって収受したことに

よって発生した、カード会社を始めとした決済会社に対する未収入金、及びタクシー事業者に対して支

払うべき未払金で、すべて取引の発生より１年以内に決済されるものであります。

 

(3）金融商品に係るリスク管理体制

①　信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理

　営業債権である売掛金については、債権管理規程に従い、各事業部門が管理部門と連携し、取引相

手ごとに期日及び残高を管理するとともに入金状況を事業部門に随時共有し、必要に応じ取引先の状

況をモニタリングすることにより、財務状況等の悪化等による回収懸念の早期把握やリスク軽減を

図っております。連結子会社についても、当社の債権管理規程に準じて、同様の管理を行っておりま

す。

　当期の連結決算日現在における最大信用リスク額は、信用リスクに晒される金融資産の貸借対照表

価額により表わされております。

②　資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理

　各部署からの報告に基づき管理部門が適時に資金計画を作成・更新するとともに、資金計画に基づ

き資金調達を行い手元流動性を維持すること等により、流動性リスクを管理しております。

 

(4）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

　金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用すること

により、当該価額が変動することがあります。

 

(5）信用リスクの集中

　当期の連結決算日現在における営業債権のうち4.7％が特定の大口顧客に対するものであります。
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２．金融商品の時価等に関する事項

　連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。「現金及び預金」

「売掛金」「未収入金」「買掛金」「未払金」「未払法人税等」については、現金であること、及び短期

間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。

前連結会計年度（2024年５月31日）

 
連結貸借対照表計上額

（百万円）
時価（百万円） 差額（百万円）

(1）リース投資資産 4,086 4,066 △19

資産計 4,086 4,066 △19

(1）リース債務 4,109 4,083 △26

負債計 4,109 4,083 △26

(*1)市場価格のない株式等は、上記の表には含まれておりません。当該金融商品の連結貸借対照表計上額は

以下のとおりであります。

区分 当連結会計年度（百万円）

その他有価証券（非上場株式） 0

 

（注１）　金銭債権の連結決算日後の償還予定額

 
１年以内
（百万円）

１年超
５年以内
（百万円）

５年超
10年以内
（百万円）

10年超
（百万円）

現金及び預金 21,032 － － －

売掛金 2,631 － － －

リース投資資産 1,525 2,634 － －

未収入金 16,154 － － －

合計 41,343 2,634 － －

 

（注２）　リース債務の連結決算日後の返済予定額

 
１年以内
（百万円）

１年超
２年以内
（百万円）

２年超
３年以内
（百万円）

３年超
４年以内
（百万円）

４年超
５年以内
（百万円）

５年超
（百万円）

リース債務 1,562 1,534 810 216 73 －

合計 1,562 1,534 810 216 73 －
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３．金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

　金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つのレベ

ルに分類しております。

レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該

時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価

レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価の

算定に係るインプットを用いて算定した時価

レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価

　時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれ

ぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。

 

(1）時価で連結貸借対照表に計上している金融商品

　該当事項はありません。

 

(2）時価で連結貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品

区分
時価（百万円）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

リース投資資産 － 4,066 － 4,066

資産計 － 4,066 － 4,066

リース債務 － 4,083 － 4,083

負債計 － 4,083 － 4,083

（注）　時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

 

リース投資資産

リース投資資産の時価は、一定の期間ごとに区分した債権ごとに、債権額と満期までの期間及び信用リスク

を加味した利率を基に割引現在価値法により算定しており、レベル２の時価に分類しております。

リース債務

リース債務の時価は、元利金の合計額と、当該債務の残存期間及び信用リスクを加味した利率を基に割引現

在価値法により算定しており、レベル２の時価に分類しております。
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当連結会計年度（自　2024年６月１日　至　2025年５月31日）

１．金融商品の状況に関する事項

(1）金融商品に対する取組方針

　当社グループは、事業計画に基づく設備投資等の資金需要に照らし、必要となる資金を主に株式によ

る資金調達により調達しております。資金運用については、元本割れとなるリスクのないものを中心と

して運用し、投機的な取引は行わない方針です。デリバティブ取引については、後述する事業上のリス

クを回避することを目的とする場合のみ利用する方針としております。

 

(2）金融商品の内容及びそのリスクに対する取組方針

　営業債権である売掛金及びリース投資資産は、顧客の信用リスクに晒されております。営業債務であ

る買掛金は、すべて１年以内の支払期日であります。借入金及びファイナンス・リース取引に係るリー

ス債務は、主に設備投資に必要な資金の調達を目的としたものであり、償還日は決算日後、最長で６年

後であります。

　未収入金及び未払金は、主に当社がタクシー乗車料金をタクシー事業者に代わって収受したことに

よって発生した、カード会社を始めとした決済会社に対する未収入金、及びタクシー事業者に対して支

払うべき未払金で、すべて取引の発生より１年以内に決済されるものであります。

 

(3）金融商品に係るリスク管理体制

①　信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理

　営業債権である売掛金については、債権管理規程に従い、各事業部門が管理部門と連携し、取引相

手ごとに期日及び残高を管理するとともに入金状況を事業部門に随時共有し、必要に応じ取引先の状

況をモニタリングすることにより、財務状況等の悪化等による回収懸念の早期把握やリスク軽減を

図っております。連結子会社についても、当社の債権管理規程に準じて、同様の管理を行っておりま

す。

　当期の連結決算日現在における最大信用リスク額は、信用リスクに晒される金融資産の貸借対照表

価額により表わされております。

 

②　資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理

　各部署からの報告に基づき管理部門が適時に資金計画を作成・更新するとともに、資金計画に基づ

き資金調達を行い手元流動性を維持すること等により、流動性リスクを管理しております。

 

(4）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

　金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用すること

により、当該価額が変動することがあります。

 

(5）信用リスクの集中

　当期の連結決算日現在における営業債権のうち6.1％が特定の大口顧客に対するものであります。
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２．金融商品の時価等に関する事項

　連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。「現金及び預金」

「売掛金」「未収入金」「買掛金」「未払金」「未払法人税等」については、現金であること、及び短期

間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。

当連結会計年度（2025年５月31日）

 
連結貸借対照表計上額

（百万円）
時価（百万円） 差額（百万円）

(1）リース投資資産 3,579 3,576 △3

資産計 3,579 3,576 △3

(1）リース債務 3,647 3,639 △7

負債計 3,647 3,639 △7

(*1)市場価格のない株式等は、上記の表には含まれておりません。当該金融商品の連結貸借対照表計上額は

以下のとおりであります。

区分 当連結会計年度（百万円）

その他有価証券（非上場株式） 0

 

（注１）　金銭債権の連結決算日後の償還予定額

 
１年以内
（百万円）

１年超
５年以内
（百万円）

５年超
10年以内
（百万円）

10年超
（百万円）

現金及び預金 25,148 － － －

売掛金 3,291 － － －

リース投資資産 1,884 1,741 － －

未収入金 20,599 － － －

合計 50,923 1,741 － －

 

（注２）　リース債務の連結決算日後の返済予定額

 
１年以内
（百万円）

１年超
２年以内
（百万円）

２年超
３年以内
（百万円）

３年超
４年以内
（百万円）

４年超
５年以内
（百万円）

５年超
（百万円）

リース債務 1,923 1,183 454 138 14 2

合計 1,923 1,183 454 138 14 2
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３．金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

　金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つのレベ

ルに分類しております。

レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該

時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価

レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価の

算定に係るインプットを用いて算定した時価

レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価

　時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれ

ぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。

 

(1）時価で連結貸借対照表に計上している金融商品

　該当事項はありません。

 

(2）時価で連結貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品

区分
時価（百万円）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

リース投資資産 － 3,576 － 3,576

資産計 － 3,576 － 3,576

リース債務 － 3,639 － 3,639

負債計 － 3,639 － 3,639

（注）　時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

 

リース投資資産

リース投資資産の時価は、一定の期間ごとに区分した債権ごとに、債権額と満期までの期間及び信用リスク

を加味した利率を基に割引現在価値法により算定しており、レベル２の時価に分類しております。

リース債務

リース債務の時価は、元利金の合計額と、当該債務の残存期間及び信用リスクを加味した利率を基に割引現

在価値法により算定しており、レベル２の時価に分類しております。
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（ストック・オプション等関係）

前連結会計年度（自　2023年６月１日　至　2024年５月31日）

１．ストック・オプションにかかる費用計上額及び科目名

　該当事項はありません。

 

２．ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況

(1）ストック・オプションの内容

会社名 提出会社 提出会社 提出会社 提出会社

決議年月日
2021年５月27日

第３回新株予約権

2021年５月27日

第４回新株予約権

2021年10月28日

第５回新株予約権

2022年８月26日

第６回新株予約権

付与対象者の区分及び人数
当社取締役　２名

社外協力者　３名

当社取締役　２名

当社従業員　272名
当社従業員　９名

当社取締役　２名

当社従業員　235名

株式の種類別のストック・オ

プションの数（注）１、５

普通株式

　2,200,000株

普通株式

　2,585,900株

普通株式

　9,500株

普通株式

　476,500株

付与日 2021年７月31日 2021年７月31日 2022年２月28日 2022年９月20日

権利確定条件 （注）２ （注）３ （注）３ （注）３

対象勤務期間 定めておりません。 定めておりません。 定めておりません。 定めておりません。

権利行使期間
自　2021年７月31日

至　2031年７月30日

自　2023年５月28日

至　2031年５月25日

自　2023年10月29日

至　2031年10月８日

自　2024年８月27日

至　2032年８月26日

 

会社名 提出会社 提出会社

決議年月日
2023年12月25日

第７回新株予約権

2024年４月26日

第７回の２新株予約

権

付与対象者の区分及び人数
当社取締役　２名

当社従業員　238名
当社従業員　104名

株式の種類別のストック・オ

プションの数（注）１、５

普通株式

　916,100株

普通株式

　181,000株

付与日 2024年２月15日 2024年５月31日

権利確定条件 （注）４ （注）４

対象勤務期間 定めておりません。 定めておりません。

権利行使期間
自　2025年12月26日

至　2033年12月13日

自　2026年５月17日

至　2034年３月１日

　（注）１．株式数に換算して記載しております。

２．権利確定条件は以下のとおりであります。

①　新株予約権の割当を受けた者は、当社の株式の日本国内のいずれかの金融商品取引所への上場がなされる

までの期間は、当該新株予約権の行使はできない。ただし、当社取締役会において当社が定める支配権移

転取引が承認された場合その他当社取締役会が当該新株予約権の行使を認めた場合はこの限りではない。

②　新株予約権の割当を受けた者が死亡した場合において、当社取締役会が承認したときは、相続開始後１年

以内に限り、相続人は、本新株予約権を行使することができる。

③　新株予約権の割当日から満期日までの期間において、次に掲げる各事由が生じた場合には、残存するすべ

ての当該新株予約権を行使することができない。

(a）行使価額を下回る価格を対価とする当社普通株式の発行又は処分が行われた場合（払込金額が会社法

第199条第３項、同第200条第２項に定める「特に有利な金額である場合」を除く）

(b）当社普通株式につき、行使価額を下回る価格を対価とする売買その他の取引が行われた場合（ただ

し、当該取引時点における株式価値よりも著しく低いと認められる価格で取引が行われた場合を除

く）

(c）当社普通株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場された場合、当該金融商品取引所におけ

る当社普通株式の普通取引の終値が、行使価額を下回る価格となった場合

④　新株予約権の割当を受けた者は、以下の(a)乃至(c)に掲げる各号の一に該当した場合には、以後、未行使

の本新株予約権を行使することはできない

（a）禁錮以上の刑に処せられた場合。
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（b）反社会的勢力等であること又は資金提供等を通じて反社会的勢力等と何らかの交流若しくは関与を

行っていることが判明した場合。

（c）法令又は当社若しくは当社の子会社の定款、就業規則その他の社内規則（当社との間で締結されて

いる契約を含む）の重大な点において違反する行為、又は、当社若しくは子会社に対する背信行為が

あり、かかる行為により本新株予約権を付与した趣旨に照らし権利行使を認めることが相当でないと

当社取締役会が認めたとき。

⑤　本新株予約権の行使によって、当社の発行済み株式数総数がその時点における発行可能株式総数を超過す

ることとなるときは、当該新株予約権の行使を行うことはできない。

⑥　本新株予約権１個未満の行使を行うことはできない。

３．権利確定条件は、以下のとおりであります。

①　新株予約権の割当を受けた者は、当社の株式の日本国内のいずれかの金融商品取引所への上場がなされる

までの期間は、当該新株予約権の行使はできない。ただし、当社取締役会において当社が定める支配権移

転取引が承認された場合その他当社取締役会が当該新株予約権の行使を認めた場合はこの限りではない。

②　新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時において、当社又は当社子会社の取締役又は従業員の地位に

あることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職その他当社取締役会が正当な理由があると認

めた場合にはこの限りではない。

③　新株予約権の割当を受けた者が死亡した場合において、当社取締役会が承認したときは、相続開始後１年

以内に限り、相続人は、本新株予約権を行使することができる。

④　新株予約権の割当を受けた者は、以下の(a)乃至(c)に掲げる各号の一に該当した場合には、以後、未行使

の本新株予約権を行使することはできない。

（a）禁錮以上の刑に処せられた場合。

（b）反社会的勢力等であることまたは資金提供等を通じて反社会的勢力等と何らかの交流若しくは関与

を行っていることが判明した場合。

（c）法令又は当社若しくは当社の子会社の定款、就業規則その他の社内規則の重大な点において違反す

る行為、又は、当社若しくは子会社に対する背信行為があり、かかる行為により本新株予約権を付与

した趣旨に照らし権利行使を認めることが相当でないと当社取締役会が認めたとき。

⑤　本新株予約権の行使によって、当社の発行済み株式数総数がその時点における発行可能株式総数を超過す

ることとなるときは、当該新株予約権の行使を行うことはできない。

⑥　本新株予約権１個未満の行使を行うことはできない。

４．権利確定条件は、以下のとおりであります。

①　新株予約権の割当を受けた者は、当社の株式の日本国内のいずれかの金融商品取引所への上場がなされる

までの期間は、当該新株予約権の行使はできない。

②　新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時において、当社又は当社子会社の取締役または従業員の地位

にあることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職その他当社取締役会が正当な理由があると

認めた場合にはこの限りではない。

③　新株予約権の割当を受けた者が死亡した場合において、当社取締役会が承認したときは、相続開始後１年

以内に限り、相続人は、本新株予約権を行使することができる。

④　新株予約権の割当を受けた者は、以下の(a)乃至(c)に掲げる各号の一に該当した場合には、以後、未行使

の本新株予約権を行使することはできない。

（a）禁錮以上の刑に処せられた場合。

（b）反社会的勢力等であること又は資金提供等を通じて反社会的勢力等と何らかの交流若しくは関与を

行っていることが判明した場合。

（c）法令又は当社若しくは当社の子会社の定款、就業規則その他の社内規則の重大な点において違反す

る行為、又は、当社若しくは子会社に対する背信行為があり、かかる行為により本新株予約権を付与

した趣旨に照らし権利行使を認めることが相当でないと当社取締役会が認めたとき。

⑤　本新株予約権の行使によって、当社の発行済み株式数総数がその時点における発行可能株式総数を超過す

ることとなるときは、当該新株予約権の行使を行うことはできない。

⑥　本新株予約権１個未満の行使を行うことはできない。

⑦　新株予約権の割当を受けた者は、株式上場がなされた日又は株式上場後一定期間本新株予約権又は本新株

予約権の行使により取得した株式等の保有を義務付けられている場合には当該保有期間の末日の翌日のい

ずれか遅い日（以下「権利行使基準日」という）から起算して、次の各号に定める割合まで本新株予約権

について権利を行使することができるものとする。なお、権利行使可能な本新株予約権の数は、割当時点

において本新株予約権者が保有する本新株予約権の数に以下の割合を乗じて算定するものとし、１個未満

の端数についてはこれを切り捨てる。

(a) 権利行使基準日から１年間：本新株予約権数の３分の１

(b) 権利行使基準日から２年間：本新株予約権数の３分の２
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(c) 権利行使基準日から３年目以降：本新株予約権の全部

５．2026年２月20日付で普通株式１株につき100株の株式分割を行っているため、当該株式分割による調整後の

株式数を記載しております。

 

(2）ストック・オプションの規模及びその変動状況

①　ストック・オプションの数

会社名 提出会社 提出会社 提出会社 提出会社

決議年月日
2021年５月27日

第３回新株予約権

2021年５月27日

第４回新株予約権

2021年10月28日

第５回新株予約権

2022年８月26日

第６回新株予約権

権利確定前（株）     

前連結会計年度末 2,200,000 2,585,900 9,500 476,500

付与 － － － －

失効 － 489,900 1,000 39,300

権利確定 － － － －

未確定残 2,200,000 2,096,000 8,500 437,200

権利確定後（株）     

前連結会計年度末 － － － －

権利確定 － － － －

権利行使 － － － －

失効 － － － －

未行使残 － － － －

 

会社名 提出会社 提出会社

決議年月日
2023年12月25日

第７回新株予約権

2024年４月26日

第７回の２新株予約

権

権利確定前（株）   

前連結会計年度末 － －

付与 916,100 181,000

失効 1,000 －

権利確定 － －

未確定残 915,100 181,000

権利確定後（株） － －

前連結会計年度末 － －

権利確定 － －

権利行使 － －

失効 － －

未行使残 － －

　（注）株式数に換算して記載しております。なお、2026年２月20日付で普通株式１株につき100株の株式分割を行って

いるため、当該株式分割による調整後の株式数を記載しております。

 

②　単価情報

会社名 提出会社 提出会社 提出会社 提出会社
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決議年月日
2021年５月27日

第３回新株予約権

2021年５月27日

第４回新株予約権

2021年10月28日

第５回新株予約権

2022年８月26日

第６回新株予約権

権利行使価格（円）（注） 218 218 228 314

行使時平均株価（円） ― ― ― ―

付与日における公正な評価単

価（円）
357 ― ― ―

 

会社名 提出会社 提出会社

決議年月日
2023年12月25日

第７回新株予約権

2024年４月26日

第７回の２新株予約

権

権利行使価格（円）（注） 617 617

行使時平均株価（円） ― ―

付与日における公正な評価単

価（円）
― ―

　（注）2026年２月20日付で普通株式１株につき100株の株式分割を行っているため、当該株式分割による調整後の価格

を記載しております。

 

３．当連結会計年度に付与されたストック・オプションの公正な評価単価の見積方法

　ストック・オプションの付与日時点において当社株式は未公開株式であるため、ストック・オプション

の公正な評価単価の本源的価値をもってストック・オプションの評価単価としております。単位当たりの

本源的価値を算定する基礎となる当社株式の評価方法は、ディスカウント・キャッシュ・フロー法に基づ

き算定した価格を総合的に勘案し決定しております。

 

４．ストック・オプションの権利確定数の見積方法

　基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採

用しております。

 

５．ストック・オプションの単位当たりの本源的価値により算定を行う場合の当連結会計年度末における本

源的価値の合計額及び当連結会計年度において権利行使されたストック・オプションの権利行使日にお

ける本源的価値の合計額

当連結会計年度末における本源的価値の合計額 －百万円

当連結会計年度において権利行使されたストック・オプションの権利行使日に

おける本源的価値の合計額
－百万円
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当連結会計年度（自　2024年６月１日　至　2025年５月31日）

１．ストック・オプションにかかる費用計上額及び科目名

　販売費及び一般管理費　188百万円

 

２．ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況

(1）ストック・オプションの内容

会社名 提出会社 提出会社 提出会社 提出会社

決議年月日
2021年５月27日

第３回新株予約権

2021年５月27日

第４回新株予約権

2021年10月28日

第５回新株予約権

2022年８月26日

第６回新株予約権

付与対象者の区分及び人数
当社取締役　２名

社外協力者　３名

当社取締役　２名

当社従業員　272名
当社従業員　９名

当社取締役　２名

当社従業員　235名

株式の種類別のストック・オ

プションの数（注）１、９

普通株式

　2,200,000株

普通株式

　2,585,900株

普通株式

　9,500株

普通株式

　476,500株

付与日 2021年７月31日 2021年７月31日 2022年２月28日 2022年９月20日

権利確定条件 （注）２ （注）３ （注）３ （注）３

対象勤務期間 定めておりません。 定めておりません。 定めておりません。 定めておりません。

権利行使期間
自　2021年７月31日

至　2031年７月30日

自　2023年５月28日

至　2031年５月25日

自　2023年10月29日

至　2031年10月８日

自　2024年８月27日

至　2032年８月26日

 

会社名 提出会社 提出会社 提出会社 提出会社

決議年月日
2023年12月25日

第７回新株予約権

2024年４月26日

第７回の２新株予約

権

2024年９月27日

第９回新株予約権

2024年９月27日

第11回新株予約権

付与対象者の区分及び人数
当社取締役　２名

当社従業員　238名
当社従業員　104名 当社取締役　２名

当社取締役　２名

当社従業員　68名

株式の種類別のストック・オ

プションの数（注）１、９

普通株式

　916,100株

普通株式

　181,000株

普通株式

　644,600株

普通株式

　289,200株

付与日 2024年２月15日 2024年５月31日 2024年10月31日 2024年10月31日

権利確定条件 （注）４ （注）４ （注）５ （注）６

対象勤務期間 定めておりません。 定めておりません。 定めておりません。 定めておりません。

権利行使期間
自　2025年12月26日

至　2033年12月13日

自　2026年５月17日

至　2034年３月１日

自　2026年10月２日

至　2034年９月27日

自　2026年10月２日

至　2034年９月27日

 

会社名 提出会社 提出会社 提出会社

決議年月日
2024年９月27日

第12回新株予約権

2025年３月24日

第13回新株予約権

2025年３月24日

第14回新株予約権

付与対象者の区分及び人数 当社従業員　50名 当社取締役　２名
当社取締役　２名

当社従業員　76名

株式の種類別のストック・オ

プションの数（注）１、９

普通株式

　38,000株

普通株式

　1,295,600株

普通株式

　821,800株

付与日 2024年10月31日 2025年５月21日 2025年５月21日

権利確定条件 （注）４ （注）７ （注）８

対象勤務期間 定めておりません。 定めておりません。 定めておりません。

権利行使期間
自　2026年10月２日

至　2034年９月27日

自　2025年５月21日

至　2035年５月18日

自　2025年５月21日

至　2035年５月18日
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　（注）１．株式数に換算して記載しております。

２．権利確定条件は以下のとおりであります。

①　新株予約権の割当を受けた者は、当社の株式の日本国内のいずれかの金融商品取引所への上場がなされる

までの期間は、当該新株予約権の行使はできない。ただし、当社取締役会において当社が定める支配権移

転取引が承認された場合その他当社取締役会が当該新株予約権の行使を認めた場合はこの限りではない。

②　新株予約権の割当を受けた者が死亡した場合において、当社取締役会が承認したときは、相続開始後１年

以内に限り、相続人は、本新株予約権を行使することができる。

③　新株予約権の割当日から満期日までの期間において、次に掲げる各事由が生じた場合には、残存するすべ

ての当該新株予約権を行使することができない。

(a）行使価額を下回る価格を対価とする当社普通株式の発行又は処分が行われた場合（払込金額が会社法

第199条第３項、同第200条第２項に定める「特に有利な金額である場合」を除く）

(b）当社普通株式につき、行使価額を下回る価格を対価とする売買その他の取引が行われた場合（ただ

し、当該取引時点における株式価値よりも著しく低いと認められる価格で取引が行われた場合を除

く）

(c）当社普通株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場された場合、当該金融商品取引所におけ

る当社普通株式の普通取引の終値が、行使価額を下回る価格となった場合

④　新株予約権の割当を受けた者は、以下の(a)乃至(c)に掲げる各号の一に該当した場合には、以後、未行使

の本新株予約権を行使することはできない。

（a）禁錮以上の刑に処せられた場合。

（b）反社会的勢力等であること又は資金提供等を通じて反社会的勢力等と何らかの交流若しくは関与を

行っていることが判明した場合。

（c）法令又は当社若しくは当社の子会社の定款、就業規則その他の社内規則の重大な点において違反す

る行為、又は、当社若しくは子会社に対する背信行為があり、かかる行為により本新株予約権を付与

した趣旨に照らし権利行使を認めることが相当でないと当社取締役会が認めたとき。

⑤　本新株予約権の行使によって、当社の発行済み株式数総数がその時点における発行可能株式総数を超過す

ることとなるときは、当該新株予約権の行使を行うことはできない。

⑥　本新株予約権１個未満の行使を行うことはできない。

３．権利確定条件は、以下のとおりであります。

①　新株予約権の割当を受けた者は、当社の株式の日本国内のいずれかの金融商品取引所への上場がなされる

までの期間は、当該新株予約権の行使はできない。ただし、当社取締役会において当社が定める支配権移

転取引が承認された場合その他当社取締役会が当該新株予約権の行使を認めた場合はこの限りではない。

②　新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時において、当社又は当社子会社の取締役又は従業員の地位に

あることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職その他当社取締役会が正当な理由があると認

めた場合にはこの限りではない。

③　新株予約権の割当を受けた者が死亡した場合において、当社取締役会が承認したときは、相続開始後１年

以内に限り、相続人は、本新株予約権を行使することができる。

④　新株予約権の割当を受けた者は、以下の(a)乃至(c)に掲げる各号の一に該当した場合には、以後、未行使

の本新株予約権を行使することはできない

（a）禁錮以上の刑に処せられた場合。

（b）反社会的勢力等であること又は資金提供等を通じて反社会的勢力等と何らかの交流若しくは関与を

行っていることが判明した場合。

（c）法令又は当社若しくは当社の子会社の定款、就業規則その他の社内規則の重大な点において違反す

る行為、又は、当社若しくは子会社に対する背信行為があり、かかる行為により本新株予約権を付与

した趣旨に照らし権利行使を認めることが相当でないと当社取締役会が認めたとき。

⑤　本新株予約権の行使によって、当社の発行済み株式数総数がその時点における発行可能株式総数を超過す

ることとなるときは、当該新株予約権の行使を行うことはできない。

⑥　本新株予約権１個未満の行使を行うことはできない。

４．権利確定条件は、以下のとおりであります。

①　新株予約権の割当を受けた者は、当社の株式の日本国内のいずれかの金融商品取引所への上場がなされる

までの期間は、当該新株予約権の行使はできない。

②　新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時において、当社又は当社子会社の取締役又は従業員の地位に

あることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職その他当社取締役会が正当な理由があると認

めた場合にはこの限りではない。

③　新株予約権の割当を受けた者が死亡した場合において、当社取締役会が承認したときは、相続開始後１年

以内に限り、相続人は、本新株予約権を行使することができる。

④　新株予約権の割当を受けた者は、以下の(a)乃至(c)に掲げる各号の一に該当した場合には、以後、未行使

の本新株予約権を行使することはできない。
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（a）禁錮以上の刑に処せられた場合。

（b）反社会的勢力等であること又は資金提供等を通じて反社会的勢力等と何らかの交流若しくは関与を

行っていることが判明した場合。

（c）法令または当社若しくは当社の子会社の定款、就業規則その他の社内規則の重大な点において違反

する行為、又は、当社若しくは子会社に対する背信行為があり、かかる行為により本新株予約権を付

与した趣旨に照らし権利行使を認めることが相当でないと当社取締役会が認めたとき。

⑤　本新株予約権の行使によって、当社の発行済み株式数総数がその時点における発行可能株式総数を超過す

ることとなるときは、当該新株予約権の行使を行うことはできない。

⑥　本新株予約権１個未満の行使を行うことはできない。

⑦　新株予約権の割当を受けた者は、株式上場がなされた日又は株式上場後一定期間本新株予約権又は本新株

予約権の行使により取得した株式等の保有を義務付けられている場合には当該保有期間の末日の翌日のい

ずれか遅い日（以下「権利行使基準日」という）から起算して、次の各号に定める割合まで本新株予約権

について権利を行使することができるものとする。なお、権利行使可能な本新株予約権の数は、割当時点

において本新株予約権者が保有する本新株予約権の数に以下の割合を乗じて算定するものとし、１個未満

の端数についてはこれを切り捨てる。

(a) 権利行使基準日から１年間：本新株予約権数の３分の１

(b) 権利行使基準日から２年間：本新株予約権数の３分の２

(c) 権利行使基準日から３年目以降：本新株予約権の全部

５．権利確定条件は、以下のとおりであります。

①　新株予約権の割当を受けた者は、当社の株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場されない限

り、当該新株予約権の行使はできない。

②　新株予約権の割当を受けた者は、上場された日から２年を経過する日までの間継続して当社の代表取締役

に在任することを条件として、その翌日（以下「制限解除日」という）以降、割当てを受けた本新株予約

権の40％（以下「行使上限」という）を上限として本新株予約権を行使することができる。また、制限解

除日の翌日以降、四半期末日が経過するごとに、本新株予約権の割当日後当該四半期末日まで継続して当

社の代表取締役に在任することを条件として、その翌日以降、行使上限の割合に5％が加算されるものと

する。

③　前号の定めにかかわらず、新株予約権者は、当社及び当社子会社の取締役、監査役及び従業員の地位をい

ずれも喪失し、地位喪失日から起算して90日を経過したときは、当該新株予約権を行使することはできな

い。ただし、職務に耐えない健康上の理由によるものその他自己都合以外の理由による地位喪失の場合で

あって、当社取締役会が認めた場合はこの限りでない。

④　新株予約権の割当を受けた者が死亡した場合において、当社取締役会が承認したときは、相続開始後１年

以内に限り、相続人は、本新株予約権を行使することができる。

⑤　新株予約権の割当を受けた者は、以下の(a)乃至(c)に掲げる各号の一に該当した場合には、以後、未行使

の本新株予約権を行使することはできない。

（a）禁錮以上の刑に処せられた場合。

（b）反社会的勢力等であること又は資金提供等を通じて反社会的勢力等と何らかの交流若しくは関与を

行っていることが判明した場合。

（c）法令又は当社若しくは当社の子会社の定款、就業規則その他の社内規則の重大な点において違反す

る行為、又は、当社若しくは子会社に対する背信行為があり、かかる行為により本新株予約権を付与

した趣旨に照らし権利行使を認めることが相当でないと当社取締役会が認めたとき。

⑥　本新株予約権の行使によって、当社の発行済み株式数総数がその時点における発行可能株式総数を超過す

ることとなるときは、当該新株予約権の行使を行うことはできない。

６．権利確定条件は、以下のとおりであります。

①　新株予約権の割当を受けた者は、当社の株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場されない限

り、当該新株予約権の行使はできない。

②　新株予約権の割当を受けた者は、上場された日から２年を経過する日までの間継続して当社又は当社子会

社の取締役、監査役又は従業員に在任又は在職することを条件として、その翌日（以下「制限解除日」と

いう）以降、割当てを受けた本新株予約権の40％（以下「行使上限」という。）を上限として本新株予約

権を行使することができる。また、制限解除日の翌日以降、四半期末日が経過するごとに、本新株予約権

の割当日後当該四半期末日まで継続して当社又は当社子会社の取締役、監査役又は従業員に在任又は在職

することを条件として、その翌日以降、行使上限の割合に5％が加算されるものとする。

③　前号の定めにかかわらず、新株予約権者は、当社及び当社子会社の取締役、監査役及び従業員の地位をい

ずれも喪失し、地位喪失日から起算して90日を経過したときは、当該新株予約権を行使することはできな

い。ただし、職務に耐えない健康上の理由によるものその他自己都合以外の理由による地位喪失の場合で

あって、当社取締役会が認めた場合はこの限りでない。
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④　新株予約権の割当を受けた者が死亡した場合において、当社取締役会が承認したときは、相続開始後１年

以内に限り、相続人は、本新株予約権を行使することができる。

⑤　新株予約権の割当を受けた者は、以下の(a)乃至(c)に掲げる各号の一に該当した場合には、以後、未行使

の本新株予約権を行使することはできない。

（a）禁錮以上の刑に処せられた場合。

（b）反社会的勢力等であること又は資金提供等を通じて反社会的勢力等と何らかの交流若しくは関与を

行っていることが判明した場合。

（c）法令又は当社若しくは当社の子会社の定款、就業規則その他の社内規則の重大な点において違反す

る行為、又は、当社若しくは子会社に対する背信行為があり、かかる行為により本新株予約権を付与

した趣旨に照らし権利行使を認めることが相当でないと当社取締役会が認めたとき。

⑥　本新株予約権の行使によって、当社の発行済み株式数総数がその時点における発行可能株式総数を超過す

ることとなるときは、当該新株予約権の行使を行うことはできない。

７．権利確定条件は、以下のとおりであります。

①　新株予約権の割当を受けた者が死亡した場合において、当社取締役会が承認したときは、相続開始後１年

以内に限り、相続人は、本新株予約権を行使することができる。

②　本新株予約権の行使によって、当社の発行済み株式数総数がその時点における発行可能株式総数を超過す

ることとなるときは、当該新株予約権の行使を行うことはできない。

③　当社の株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場されない限り、当該新株予約権の行使はできな

い。

④　当社の連結売上高、連結EBITDA及び当社普通株式の市場価額が設定された各階層の条件を充足すること

（当該条件を充足した日を、以下「権利確定日」という）、及び、本新株予約権の割当てを受けた日後、

当該権利確定日までの間継続して当社の代表取締役に在任することを条件として、当該権利確定日以降、

当該階層に対応する行使上限割合を上限として、本新株予約権を行使することができる。

⑤　新株予約権の割当を受けた者は、以下の(a)乃至(c)に掲げる各号の一に該当した場合には、以後、未行使

の本新株予約権を行使することはできない。

（a）禁錮以上の刑に処せられた場合。

（b）反社会的勢力等であること又は資金提供等を通じて反社会的勢力等と何らかの交流若しくは関与を

行っていることが判明した場合。

（c）法令又は当社定款、社内規則（当社との間で締結されている契約を含む）の重大な点において違反

する行為、又は、当社に対する背信行為があり、かかる行為により本新株予約権を付与した趣旨に照

らし権利行使を認めることが相当でないと当社取締役会が認めたとき。

８．権利確定条件は、以下のとおりであります。

①　新株予約権の割当を受けた者が死亡した場合において、当社取締役会が承認したときは、相続開始後１年

以内に限り、相続人は、本新株予約権を行使することができる。

②　本新株予約権の行使によって、当社の発行済み株式数総数がその時点における発行可能株式総数を超過す

ることとなるときは、当該新株予約権の行使を行うことはできない。

③　当社の株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場されない限り、当該新株予約権の行使はできな

い。

④　当社の連結売上高、連結EBITDA及び当社普通株式の市場価額が設定された各階層の条件を充足すること

（当該条件を充足した日を、以下「権利確定日」という）、及び、本新株予約権の割当てを受けた日後、

当該権利確定日までの間継続して当社又は当社子会社の取締役、監査役又は従業員に在任又は在職するこ

とを条件として、当該権利確定日以降、当該階層に対応する行使上限割合を上限として、本新株予約権を

行使することができる。

⑤　新株予約権の割当を受けた者は、以下の(a)乃至(c)に掲げる各号の一に該当した場合には、以後、未行使

の本新株予約権を行使することはできない。

（a）禁錮以上の刑に処せられた場合。

（b）反社会的勢力等であること又は資金提供等を通じて反社会的勢力等と何らかの交流若しくは関与を

行っていることが判明した場合。

（c）法令又は当社定款、社内規則（当社との間で締結されている契約を含む）の重大な点において違反

する行為、又は、当社に対する背信行為があり、かかる行為により本新株予約権を付与した趣旨に照

らし権利行使を認めることが相当でないと当社取締役会が認めたとき。

９．2026年２月20日付で普通株式１株につき100株の株式分割を行っているため、当該株式分割による調整後の

株式数を記載しております。

 

 

 

EDINET提出書類

ＧＯ株式会社(E41784)

有価証券届出書（新規公開時）

150/240



(2）ストック・オプションの規模及びその変動状況

①　ストック・オプションの数

会社名 提出会社 提出会社 提出会社 提出会社

決議年月日
2021年５月27日

第３回新株予約権

2021年５月27日

第４回新株予約権

2021年10月28日

第５回新株予約権

2022年８月26日

第６回新株予約権

権利確定前（株）     

前連結会計年度末 2,200,000 2,096,000 8,500 437,200

付与 － － － －

失効 － 117,600 1,000 29,700

権利確定 － － － －

未確定残 2,200,000 1,978,400 7,500 407,500

権利確定後（株）  － － －

前連結会計年度末 － － － －

権利確定 － － － －

権利行使 － － － －

失効 － － － －

未行使残 － － － －

 

会社名 提出会社 提出会社 提出会社 提出会社

決議年月日
2023年12月25日

第７回新株予約権

2024年４月26日

第７回の２新株予約

権

2024年９月27日

第９回新株予約権

2024年９月27日

第11回新株予約権

権利確定前（株）     

前連結会計年度末 915,100 181,000 － －

付与 － － 644,600 289,200

失効 70,600 21,000 － 1,000

権利確定 － － － －

未確定残 844,500 160,000 644,600 288,200

権利確定後（株） － － － －

前連結会計年度末 － － － －

権利確定 － － － －

権利行使 － － － －

失効 － － － －

未行使残 － － － －
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会社名 提出会社 提出会社 提出会社

決議年月日
2024年９月27日

第12回新株予約権

2025年３月24日

第13回新株予約権

2025年３月24日

第14回新株予約権

権利確定前（株）    

前連結会計年度末 － － －

付与 38,000 1,295,600 821,800

失効 1,500 － －

権利確定 － － －

未確定残 36,500 1,295,600 821,800

権利確定後（株） － － －

前連結会計年度末 － － －

権利確定 － － －

権利行使 － － －

失効 － － －

未行使残 －  －

　（注）株式数に換算して記載しております。なお、2026年２月20日付で普通株式１株につき100株の株式分割を行って

いるため、当該株式分割による調整後の株式数を記載しております。
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会社名 提出会社 提出会社 提出会社 提出会社

決議年月日
2021年５月27日

第３回新株予約権

2021年５月27日

第４回新株予約権

2021年10月28日

第５回新株予約権

2022年８月26日

第６回新株予約権

権利行使価格（円）（注） 218 218 228 314

行使時平均株価（円） ― ― ― ―

付与日における公正な評価単

価（円）
357 ― ― ―

 

会社名 提出会社 提出会社 提出会社 提出会社

決議年月日
2023年12月25日

第７回新株予約権

2024年４月26日

第７回の２新株予約

権

2024年９月27日

第９回新株予約権

2024年９月27日

第11回新株予約権

権利行使価格（円）（注） 617 617 1 1

行使時平均株価（円） ― ― ― ―

付与日における公正な評価単

価（円）
― ― 69,148 69,148

 

会社名 提出会社 提出会社 提出会社

決議年月日
2024年９月27日

第12回新株予約権

2025年３月24日

第13回新株予約権

2025年３月24日

第14回新株予約権

権利行使価格（円）（注） 692 740 740

行使時平均株価（円） ― ― ―

付与日における公正な評価単

価（円）
― 3,300 3,300

　（注）2026年２月20日付で普通株式１株につき100株の株式分割を行っているため、当該株式分割による調整後の価格

を記載しております。
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３．当連結会計年度に付与されたストック・オプションの公正な評価単価の見積方法

(1) 第９回、第11回及び第12回ストック・オプションの付与日時点において当社株式は未公開株式である

ため、ストック・オプションの公正な評価単価の本源的価値をもってストック・オプションの評価単価

としております。単位当たりの本源的価値を算定する基礎となる当社株式の評価方法は、ディスカウン

ト・キャッシュ・フロー法に基づき算定した価格を総合的に勘案し決定しております。

 

(2) 第13回及び第14回新株予約権についての公正な評価単価の見積方法

① 使用した評価技法：モンテカルロ・シミュレーション

② 主な基礎数値及びその見積方法

 
第13回新株予約権

第14回新株予約権

株価変動性（注）１ 64.30％

満期までの期間（注）２ 10年

配当利回り（注）３ 0％

無リスク利子率（注）４ 1.45％

（注）１．類似上場企業のボラティリティの平均値に基づいております。

２．新株予約権の付与決議の日から満期までの期間によっております。

３．直近事業年度における配当実績によっております。

４．満期までの期間に対応した償還年月日の長期国債の利回り

 

４．ストック・オプションの権利確定数の見積方法

　基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採

用しております。

 

５．ストック・オプションの単位当たりの本源的価値により算定を行う場合の当連結会計年度末における本

源的価値の合計額及び当連結会計年度において権利行使されたストック・オプションの権利行使日にお

ける本源的価値の合計額

当連結会計年度末における本源的価値の合計額 690百万円

当連結会計年度において権利行使されたストック・オプションの権利行使日に

おける本源的価値の合計額
－百万円
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（税効果会計関係）

前連結会計年度（2024年５月31日）

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産  

税務上の繰越欠損金 (注)２ 15,897百万円

減価償却超過額 224　〃

減損損失 244　〃

未払事業税 24　〃

投資有価証券評価損 170　〃

未確定債務 151　〃

その他 131　〃

繰延税金資産小計 16,845百万円

税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額 (注)２ △15,897百万円

将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額 △835　〃

評価性引当額小計 (注)１ △16,733百万円

繰延税金資産合計 111百万円

繰延税金負債  

資産除去費用 △21百万円

その他 △0　〃

繰延税金負債合計 △21百万円

繰延税金資産純額 89百万円

（注）１．評価性引当額が1,255百万円増加しております。この増加の主な内容は、当社における税務上の繰

越欠損金が増加したこと及び投資有価証券評価損を計上したことに伴い、評価性引当額が増加した

ことによるものであります。

 

　　　２．税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

      （単位：百万円）

 １年以内
１年超
２年以内

２年超
３年以内

３年超
４年以内

４年超
５年以内

５年超 合計

税務上の繰越欠損金(a) 78 36 242 － 779 14,761 15,897

評価性引当額 △78 △36 △242 － △779 △14,761 △15,897

繰延税金資産 － － － － － － －

(a) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。

 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原

因となった主要な項目別の内訳

　税金等調整前当期純損失を計上しているため、記載を省略しております。
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当連結会計年度（2025年５月31日）

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産  

税務上の繰越欠損金 (注)２ 15,592百万円

減価償却超過額 296　〃

減損損失 399　〃

未払事業税 29　〃

投資有価証券評価損 175　〃

未確定債務 206　〃

繰延資産 114　〃

その他 255　〃

繰延税金資産小計 17,070百万円

税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額 (注)２ △14,832百万円

将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額 △979　〃

評価性引当額小計 (注)１ △15,811百万円

繰延税金資産合計 1,258百万円

繰延税金負債  

資産除去費用 △20百万円

その他 △3　〃

繰延税金負債合計 △24百万円

繰延税金資産純額 1,234百万円

（注）１．評価性引当額が922百万円減少しております。この減少の主な内容は、当社における税務上の繰越

欠損金の利用に伴い、評価性引当額が減少したことによるものであります。

 

　　　２．税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

      （単位：百万円）

 １年以内
１年超
２年以内

２年超
３年以内

３年超
４年以内

４年超
５年以内

５年超 合計

税務上の繰越欠損金(a) － － － 535 2,122 12,935 15,592

評価性引当額 － － － － △1,896 △12,935 14,832

繰延税金資産 － － － 535 225 － (b) 760

 

(a) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。

(b) 税務上の繰越欠損金15,592百万円（法定実効税率を乗じた額）について、繰延税金資産760百万円を計上して

おります。当該繰延税金資産760百万円は、当社における税務上の繰越欠損金の一部について認識したもので

あり、将来の課税所得の見込みにより、回収可能と判断し評価性引当額を認識しておりません。

 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原

因となった主要な項目別の内訳

 

法定実効税率  34.6％

（調整）   

交際費等永久に損金に算入されない項目  0.6％

住民税均等割  0.6％

株式報酬費用  3.3％

税率変更による影響  △19.1％

評価性引当額の増減  △47.3％

その他  △0.0％

税効果会計適用後の法人税等の負担率  △27.3％
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（収益認識関係）

前連結会計年度（自　2023年６月１日　至　2024年５月31日）

１．顧客との契約から生じる収益を分解した情報

（単位：百万円）
 

売上区分  

GO事業  

アプリ配車収入 9,295

タクシー関連サービス収入 11,831

計 21,126

その他 2,788

顧客との契約から生じる収益 23,914

その他の収益 40

外部顧客への売上高 23,955

 

２．顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

　収益を理解するための基礎となる情報は、「（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項）　

４．会計方針に関する事項　(5）重要な収益及び費用の計上基準」に記載のとおりです。

 

３．顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当連結

会計年度末において存在する顧客との契約から翌連結会計年度以降に認識すると見込まれる収益の金額

及び時期に関する情報

(1）契約資産及び契約負債の残高等

　顧客との契約から生じた債権、契約資産及び契約負債の内訳は以下のとおりであります。

（単位：百万円）
 

顧客との契約から生じた債権  

売掛金（期首残高） 2,058

売掛金（期末残高） 2,631

契約負債（期首残高） 92

契約負債（期末残高） 106

　当連結会計年度に認識した収益の額のうち期首現在の契約負債残高に含まれていた額は92百万円で

す。

 

(2）残存履行義務に配分した取引価格

　当社グループにおいては、個別の予想契約期間が１年を超える重要な取引がないため、実務上の便法

を適用し、残存履行義務に関する情報の記載を省略しております。
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当連結会計年度（自　2024年６月１日　至　2025年５月31日）

１．顧客との契約から生じる収益を分解した情報

（単位：百万円）
 

売上区分  

GO事業  

アプリ配車収入 13,581

タクシー関連サービス収入 13,674

計 27,256

その他 4,105

顧客との契約から生じる収益 31,362

その他の収益 72

外部顧客への売上高 31,434

 

２．顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

　収益を理解するための基礎となる情報は、「（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項）　

４．会計方針に関する事項　(5）重要な収益及び費用の計上基準」に記載のとおりです。

 

３．顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当連結

会計年度末において存在する顧客との契約から翌連結会計年度以降に認識すると見込まれる収益の金額

及び時期に関する情報

(1）契約資産及び契約負債の残高等

　顧客との契約から生じた債権、契約資産及び契約負債の内訳は以下のとおりであります。

（単位：百万円）
 

顧客との契約から生じた債権  

売掛金（期首残高） 2,631

売掛金（期末残高） 3,291

契約負債（期首残高） 106

契約負債（期末残高） 154

　当連結会計年度に認識した収益の額のうち期首現在の契約負債残高に含まれていた額は106百万円で

す。

 

(2）残存履行義務に配分した取引価格

　当社グループにおいては、個別の予想契約期間が１年を超える重要な取引がないため、実務上の便法

を適用し、残存履行義務に関する情報の記載を省略しております。
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】

前連結会計年度（自　2023年６月１日　至　2024年５月31日）

１　報告セグメントの概要

(1）報告セグメントの決定方法

　当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能

であり、取締役会等が経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象と

なっているものであります。当社グループは、本社にサービス別の事業本部を置き、各事業本部は取

り扱うサービスについて包括的な戦略を立案し、事業活動を展開しております。

　当社グループは、事業部または会社を基礎としたサービス別のセグメントから構成されており、

「GO事業」を報告セグメントとしております。「GO事業」は、配車サービスの提供、配車サービスに

付随するタクシー関連サービスの提供を行っております。

　セグメントごとに提供している主要なサービスは、以下のとおりであります。

報告セグメント 主要なサービス 説明

GO事業

アプリ配車
タクシーアプリ『GO』によるタクシー配車サービスの提

供、『GO BUSINESS』の提供

タクシー関連サービス
決済、広告、車載端末、タクシーチケット等、配車に付

随するタクシー関連サービスの提供

 

２　報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法

　報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な

事項」における記載と概ね同一であります。なお、報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値で

あります。

 

３　報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報

     （単位：百万円）

 報告セグメント その他

（注）１
合計

調整額

（注）２

連結財務諸表計

上額 GO事業

売上高      

外部顧客への売上高 21,126 2,828 23,955 － 23,955

セグメント間の内部

売上高又は振替高
－ － － － －

計 21,126 2,828 23,955 － 23,955

セグメント利益（△は

損失）
4,153 △407 3,745 △5,655 △1,910

セグメント資産 34,523 8,401 42,924 3,815 46,740

その他の項目      

減価償却費 44 0 44 71 116

のれんの償却額 156 － 156 － 156

減損損失 － 287 287 － 287

EBITDA（注）３ 4,354 △407 3,947 － －

 

（注） １．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、EV車両や充電器サービスの提供、市中での急速

充電スポットの検索・予約・決済サービス『GO Charge』の運営を行うGX事業、ドライバー採用支援等を行う採用支援事業及びGO

Crew事業、AIドライブレコーダー事業のスマートドライビング事業、自動運転事業、GOエコノミー事業、物流事業等を含んでお

ります。

 ２．調整額の内容は以下のとおりであります。

  

（１）セグメント利益の調整額は、報告セグメントに配分していない全社費用であり、主に報告セグメントに帰属しない一

般管理費であります。

（２）セグメント資産の調整額は、報告セグメントに配分していない全社資産であり、主に管理部門に係る資産等でありま

す。

（３）減価償却費の調整額は、各報告セグメントに配分していない全社資産に係る減価償却費であります。

 ３．EBITDAは、セグメント利益に減価償却費及びのれん償却額を加えた数値であります。
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当連結会計年度（自　2024年６月１日　至　2025年５月31日）

１　報告セグメントの概要

(1）報告セグメントの決定方法

　当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能

であり、取締役会等が経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象と

なっているものであります。当社グループは、本社にサービス別の事業本部を置き、各事業本部は取

り扱うサービスについて包括的な戦略を立案し、事業活動を展開しております。

　当社グループは、事業部または会社を基礎としたサービス別のセグメントから構成されており、

「GO事業」を報告セグメントとしております。「GO事業」は、配車サービスの提供、配車サービスに

付随するタクシー関連サービスの提供を行っております。

　セグメントごとに提供している主要なサービスは、以下のとおりであります。

報告セグメント 主要なサービス 説明

GO事業

アプリ配車
タクシーアプリ『GO』によるタクシー配車サービスの提

供、『GO BUSINESS』の提供

タクシー関連サービス
決済、広告、車載端末、タクシーチケット等、配車に付

随するタクシー関連サービスの提供

 

２　報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法

　報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な

事項」における記載と概ね同一であります。なお、報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値で

あります。

 

３　報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報

     （単位：百万円）

 報告セグメント その他

（注）１
合計

調整額

（注）２

連結財務諸表計

上額 GO事業

売上高      

外部顧客への売上高 27,256 4,178 31,434 － 31,434

セグメント間の内部

売上高又は振替高
－ － － － －

計 27,256 4,178 31,434 － 31,434

セグメント利益（△は

損失）
8,494 13 8,508 △5,779 2,728

セグメント資産 44,212 8,080 52,293 4,780 57,073

その他の項目      

減価償却費 168 7 175 68 244

のれんの償却額 － － － － －

減損損失 3 658 662 － 662

EBITDA（注）３ 8,662 20 8,683 － －

 

（注） １．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、EV車両や充電器サービスの提供、市中での急速

充電スポットの検索・予約・決済サービス『GO Charge』の運営を行うGX事業、ドライバー採用支援等を行う採用支援事業及びGO

Crew事業、AIドライブレコーダー事業のスマートドライビング事業、自動運転事業、GOエコノミー事業、物流事業等を含んでお

ります。

 ２．調整額の内容は以下のとおりであります。

  

（１）セグメント利益の調整額は、報告セグメントに配分していない全社費用であり、主に報告セグメントに帰属しない一

般管理費であります。

（２）セグメント資産の調整額は、報告セグメントに配分していない全社資産であり、主に管理部門に係る資産等でありま

す。

（３）減価償却費の調整額は、各報告セグメントに配分していない全社資産に係る減価償却費でありま

す。

 ３．EBITDAは、セグメント利益に減価償却費及びのれん償却額を加えた数値であります。
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【関連情報】

前連結会計年度（自　2023年６月１日　至　2024年５月31日）

１　製品及びサービスごとの情報

　「注記事項(収益認識関係)　１．顧客との契約から生じる収益を分解した情報」に同様の情報を開示

しているため、記載を省略しております。

 

２　地域ごとの情報

(1）売上高

　本邦以外の外部顧客への売上高がないため、該当事項はありません。

 

(2）有形固定資産

　本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。

 

３　主要な顧客ごとの情報

（単位：百万円）
 

顧客の名称又は氏名 売上高 関連するセグメント名

㈱フリークアウト 4,714 GO事業

（注） 売上高は、同一の企業集団に属する顧客への売上高を集約して記載しております。

 

当連結会計年度（自　2024年６月１日　至　2025年５月31日）

１　製品及びサービスごとの情報

　「注記事項(収益認識関係)　１．顧客との契約から生じる収益を分解した情報」に同様の情報を開示

しているため、記載を省略しております。

 

２　地域ごとの情報

(1）売上高

　本邦以外の外部顧客への売上高がないため、該当事項はありません。

 

(2）有形固定資産

　本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。

 

３　主要な顧客ごとの情報

（単位：百万円）
 

顧客の名称又は氏名 売上高 関連するセグメント名

㈱フリークアウト 4,946 GO事業

（注） 売上高は、同一の企業集団に属する顧客への売上高を集約して記載しております。
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【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

前連結会計年度（自　2023年６月１日　至　2024年５月31日）

　セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。

 

当連結会計年度（自　2024年６月１日　至　2025年５月31日）

　セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。

 

【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

前連結会計年度（自　2023年６月１日　至　2024年５月31日）

　のれん償却額に関しては、セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。

また、のれんの未償却残高はありません。
 
 

当連結会計年度（自　2024年６月１日　至　2025年５月31日）

　該当事項はありません。
 
 

【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

前連結会計年度（自　2023年６月１日　至　2024年５月31日）

　該当事項はありません。

 

当連結会計年度（自　2024年６月１日　至　2025年５月31日）

　該当事項はありません。
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【関連当事者情報】

前連結会計年度（自　2023年６月１日　至　2024年５月31日）

１　関連当事者との取引

(1）連結財務諸表提出会社と関連当事者との取引

　重要性が乏しいため、記載を省略しております。

 

(2）連結財務諸表提出会社の連結子会社と関連当事者との取引

　重要性が乏しいため、記載を省略しております。

 

２　親会社又は重要な関連会社に関する注記

　該当事項はありません。

 

当連結会計年度（自　2024年６月１日　至　2025年５月31日）

１　関連当事者との取引

(1）連結財務諸表提出会社と関連当事者との取引

　重要性が乏しいため、記載を省略しております。

 

(2）連結財務諸表提出会社の連結子会社と関連当事者との取引

　重要性が乏しいため、記載を省略しております。

 

２　親会社又は重要な関連会社に関する注記

　該当事項はありません。
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（１株当たり情報）

 
前連結会計年度

（自　2023年６月１日
至　2024年５月31日）

当連結会計年度
（自　2024年６月１日
至　2025年５月31日）

１株当たり純資産額（円） △1,091.37 △1,041.36

１株当たり当期純利益金額又は１株当たり当期純損失金

額（△）（円）
△42.69 25.75

　（注）１．１株当たり純資産額については、優先株主に対する残余財産の分配額を控除して算定しております。

２．潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式は存在するものの、当社株式は非上場であ

り、期中平均株価が把握できないため、記載しておりません。

３．Ａ種優先株式、Ｂ種優先株式、Ｃ種優先株式及びＤ種優先株式については、剰余金の配当請求権について普

通株式と同等の権利を有しているため、その普通株式相当数を普通株式と同等の株式としております。

４．2026年１月22日開催の取締役会決議に基づき、2026年２月20日付で普通株式１株につき100株の割合で株式

分割を行っており、前連結会計年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、１株当たり純資産額及び１

株当たり当期純利益金額又は１株当たり当期純損失金額を算定しております。

５．１株当たり当期純利益金額又は１株当たり当期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目
前連結会計年度

（自　2023年６月１日
至　2024年５月31日）

当連結会計年度
（自　2024年６月１日
至　2025年５月31日）

１株当たり当期純利益金額又は１株当たり当期純損失金

額（△）
  

親会社株主に帰属する当期純利益金額又は親会社株主

に帰属する当期純損失金額（△）（百万円）
△3,307 2,000

普通株主に帰属しない当期純利益金額又は普通株主に

帰属しない当期純損失金額（△）（百万円）
－ －

普通株式に係る親会社株主に帰属する当期純利益金額

又は普通株式に係る親会社株主に帰属する当期純損失

金額（△）（百万円）

△3,307 2,000

普通株式の期中平均株式数（株） 77,481,922 77,679,600

（うち普通株式数（株）） (40,000,000) (40,000,000)

（うちＡ種優先株式数（株）） (1,200,000) (1,200,000)

（うちＢ種優先株式数（株）） (10,900,000) (10,900,000)

（うちＣ種優先株式数（株）） (19,131,800) (19,131,800)

（うちＤ種優先株式数（株）） (6,250,122) (6,447,800)

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり

当期純利益の算定に含まれなかった潜在株式の概要

新株予約権６種類（新株予

約権の個数58,378個）

詳細は「ストック・オプ

ション等関係」の注記に記

載のとおりであります。

新株予約権11種類（新株予

約権の個数86,846個）

詳細は「ストック・オプ

ション等関係」の注記に記

載のとおりであります。
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（重要な後発事象）

（会社分割（新設分割）及び新設会社の第三者割当増資による持分法適用関連会社への移行）

　当社は、2025年５月26日開催の取締役会において、当社が運営するスマートドライビング事業（以下「本事業」

といいます。）において、本事業を会社分割（新設分割）による新設会社（以下「本新設会社」といいます。）に

承継させ、株式会社ゼンリン（以下「ゼンリン社」といいます。）、東京センチュリー株式会社（以下「東京セン

チュリー社」といいます。）並びにあいおいニッセイ同和損保株式会社（以下「あいおい社」）による資本参加を

決議いたしました。

　当該決議に基づき、2025年８月１日付けで会社分割（新設分割）を実施し、2025年８月８日にゼンリン社、東京

センチュリー社並びにあいおい社からの第三者割当増資の払込が完了したことにより、本新設会社は当社の持分法

適用関連会社となりました。

 

１．取引の目的

　当社は事故削減支援を行う次世代AIドラレコサービス『DRIVE CHART』や、同サービスで収集したビッグデータ

を活用した道路情報の自動差分抽出プロジェクトを運営してまいりました。今後は、ゼンリン社及び東京センチュ

リー社、あいおい社の資本参加並びに事業連携を通じて、事業成長のさらなる加速と、より強固な事業基盤の構築

を目指してまいります。

 

２．会社分割（共通支配下の取引等）の要旨

（１）分割の日程

新設分割計画承認取締役会決議日　2025年５月26日

分割期日（効力発生日）　　　　　2025年８月１日

新設会社の設立登記日　　　　　　2025年８月１日

（注）　本新設分割は会社法第805条の規定に基づく簡易分割の要件を満たすため、株主総会の承認は省略

しております。

 

（２）本新設分割の方式

当社を分割会社とし、本新設会社を新設分割設立会社とする新設分割（簡易新設分割）です。

 

（３）本新設分割に係る割当ての内容

本新設会社が本新設分割に際して発行する株式は10,000株であり、その全てを当社に対して割当交付いた

します。

 

（４）分割当事会社の概要

  
分割会社

（2025年５月31日現在）

本新設会社

（2025年８月１日設立）

（１） 名 称 GO㈱ GOドライブ㈱

（２） 所 在 地
東京都港区麻布台一丁目３－１

麻布台ヒルズ森JPタワー
東京都千代田区西神田１丁目１番１号

（３） 代表者の役職・氏名 代表取締役社長　中島　宏 代表取締役社長　川上　裕幸

（４） 事 業 内 容
タクシー事業者等に向けた配車シス

テム提供等モビリティ関連事業

車両管理を行う企業の安全管理サポー

ト等モビリティ関連事業

（５） 資 本 金 100百万円 10百万円

（６） 設 立 年 月 日 1977年８月17日 2025年８月１日

（７） 発 行 済 株 式 数 776,796株 10,000株

（８） 決 算 期 ５月31日 ５月31日
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３．本新設会社の第三者割当増資（事業分離）の概要

（１）募集の概要

　① 発行新株式数　普通株式　　　　　　　 15,001株

　② 発行価額　１株につき　　　　　 　金　63,000円

　③ 発行価額の総額　　　　　　　金　945,063,000円

　④ 資本組入額　１株につき　　　　　 金　31,500円

　⑤ 資本組入額の総額　　　　　　金　472,531,500円

　⑥ 募集方法　第三者割当

　⑦ 申込期日　2025年８月８日

　⑧ 払込期日　2025年８月８日

　⑨ 割当先及び割当株数　ゼンリン社　　　　　本新設会社普通株式　10,000株

　　　　　　　　　　　　東京センチュリー社　本新設会社普通株式　 2,502株

　　　　　　　　　　　　あいおい社　　　　　本新設会社普通株式　 2,499株

　⑩ 増資後の持分比率　39.99%

 

 

（２）分離する事業部門の概要

　① 分離する部門の事業内容

スマートドライビング事業

 

　② 分離する部門の経営成績（2025年５月期）

売上高　　　　　2,950百万円

セグメント利益　　705百万円（セグメント利益は全社費用の配賦を行っていない金額となります。）

 

　③ 分離する資産、負債の項目及び帳簿価額（2025年７月31日時点）　　　　　　（単位：百万円）

資　　産 負　　債

項　目 帳簿価額 項　目 帳簿価額

流 動 資 産 1,249 流 動 負 債 715

固 定 資 産 0 固 定 負 債 723

合 計 1,250 合 計 1,438

 

 

４．実施する会計処理の概要

　本新設分割は、「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 2019年１月16日)及び「企業結合会計基準

及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号 2019年１月16日)に基づき、共通支配

下の取引として処理しております。この第三者割当増資による新株発行を行った結果、GOドライブ株式会社は、当

社の持分法適用関連会社となりました。

　以上の一連の取引により、2026年５月期の中間連結会計期間において、491百万円の持分変動利益を特別利益に

計上しております。
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（新株予約権の付与）

　当社は、2025年６月23日開催の取締役会において、当社取引先に対する新株予約権を発行することを決議致しま

した。なお、詳細は「第４提出会社の状況 １株式等の状況 (2)新株予約権等の状況 ①ストックオプション制度の

内容」に記載しております。

 

（多額な資金の借入）

　当社の子会社である愛のタクシーチケット㈱は、以下のとおり2025年12月４日に株式会社三井住友銀行との特殊

口座借越契約を締結しております。

 

(当座借越契約の概要)

(1) 資金使途 運転資金

(2) 借入先 株式会社三井住友銀行

(3) 極度額 1,000百万円

(4) 借入金利 変動金利（基準金利＋スプレッド）

(5) 契約期限 2026年９月30日

(6) 担保等の有無 当社による債務保証

 

（優先株式の取得及び消却）

　当社は、定款に定める取得条項に基づき、2026年１月21日付でＡ種優先株式、Ｂ種優先株式、Ｃ種優先株式及び

Ｄ種優先株式のすべてにつき自己株式として取得し、対価として普通株式を交付しております。また、当社が取得

したＡ種優先株式、Ｂ種優先株式、Ｃ種優先株式及びＤ種優先株式は、2026年１月22日開催の取締役会決議に基づ

き、2026年１月22日付で会社法第178条の規定に従いすべて消却しております。

 

優先株式の普通株式への交換状況

(1) 取得及び消却した株式数  

　Ａ種優先株式 12,000株

　Ｂ種優先株式 109,000株

　Ｃ種優先株式 191,318株

　Ｄ種優先株式 64,478株

(2) 交換により交付した普通株式数 376,796株

(3) 交付後の発行済普通株式数 776,796株
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（株式分割及び単元株制度の採用）

　当社は、2026年１月22日開催の取締役会決議に基づき、以下の通り株式分割を行っております。また、当該株式

分割に伴い、2026年１月30日開催の臨時株主総会決議に基づき、2026年１月30日付けで定款の一部を変更し単元株

制度を採用しております。

 

（1）株式分割の目的

　当社株式の流動性の向上及び投資家層の拡大を図ることを目的として株式分割を実施しております。

 

（2）株式分割の概要

① 分割の方法

　2026年２月19日を基準日として、同日最終の株主名簿に記載又は記録された株主の所有株式数を、普通株

式１株につき100株の割合をもって分割しております。

 

② 分割により増加する株式数

株式分割前の発行済株式総数 776,796株

今回の株式分割により増加する株式数 76,902,804株

株式分割後の発行済株式総数 77,679,600株

 

③ 株式分割の効力発生日

　2026年２月20日

 

④ １株当たり情報に及ぼす影響

　「１株当たり情報」は、当該株式分割が前連結会計年度の期首に行われたと仮定して算出しており、これに

よる影響については、当該箇所に反映されております。

 

⑤ 資本金の額の変動

　今回の株式分割に際して、資本金の変動はありません。

 

⑥ 新株予約権の行使価額の調整

　今回の株式分割に伴い、2026年２月20日の効力発生日と同時に新株予約権の１株当たり行使価額を次のとお

り調整しております。

 調整前行使価格 調整後行使価格

第３回新株予約権 21,715円 218円

第４回新株予約権 21,715円 218円

第５回新株予約権 22,747円 228円

第６回新株予約権 31,351円 314円

第７回新株予約権 61,698円 617円

第７回の２新株予約権 61,698円 617円

第９回新株予約権 1円 1円

第11回新株予約権 1円 1円

第12回新株予約権 69,149円 692円

第13回新株予約権 74,000円 740円

第14回新株予約権 74,000円 740円

 

（3）単元株制度の採用

　単元株制度を採用し、普通株式の単元株式数を100株としております。
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【注記事項】

（連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更）

　当中間連結会計期間において、当社が運営するスマートドライビング事業及び採用支援事業について会

社分割（新設分割）を行い、それぞれGOドライブ㈱（以下「GOドライブ」）及びGOジョブ㈱（以下「GO

ジョブ」）へ承継し、GOドライブ及びGOジョブによる第三者割当増資の実施により、GOドライブ及びGO

ジョブを当社の持分法適用会社としております。

　また、当社による株式会社MOMO Aの株式の取得により、株式会社MOMO Aを連結の範囲に含めておりま

す。

　なお、GOドライブに関する持分法適用の範囲の変更については、当中間連結会計期間の属する連結会計

年度の連結財務諸表に重要な影響を与えます。詳細については、「注記事項(企業結合等関係)」に記載し

ております。

 

（中間連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理）

（税金費用の計算）

　税金費用については、当中間連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会

計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前中間純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しておりま

す。

 

（中間連結貸借対照表関係）

※１　資産の金額から直接控除している貸倒引当金の額

 

 
当中間連結会計期間
(2025年11月30日)

破産更生債権等 ７百万円

 

※２　以下の会社のリース契約に対し債務保証を行っております。

 

 
当中間連結会計期間

（2025年11月30日）

GOドライブ株式会社 1,060百万円

 

（中間連結損益計算書関係）

※１　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、次のとおりであります。

 
当中間連結会計期間
（自　2025年６月１日
至　2025年11月30日）

広告宣伝費 1,761百万円

給料及び手当 1,557　〃

販売促進費 988　〃

業務委託費 946　〃

 

 

 

EDINET提出書類

ＧＯ株式会社(E41784)

有価証券届出書（新規公開時）

169/240



（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係）

※１　現金及び現金同等物の中間期末残高と中間連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

　現金及び現金同等物の中間期末残高は、中間連結貸借対照表の現金及び預金勘定の残高と一致して

おります。

 

※２　株式の取得により新たに連結子会社となった会社の資産及び負債の主な内訳

株式の取得により新たに株式会社MOMO Aを連結したことに伴う連結開始時の資産及び負債の内訳並

びに株式の取得価額と連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入（純額）との関係は以下の

とおりです。

 

流動資産 759 百万円

のれん 77 〃

非支配株主持分 △368 〃

株式の取得価額 468 〃

現金及び現金同等物 △759 〃

差引：連結範囲の変更を伴う子会社株

式の取得による収入
291 〃

 

※３　重要な非資金取引の内容

　(1) GOドライブ㈱の新設分割により移転した事業に係る資産及び負債の内訳

当社は、当中間連結会計期間において、当社が運営するスマートドライビング事業を新設分割によ

りGOドライブ㈱へ承継させております。本取引の内容については「注記事項（企業結合等関係）」に

記載しております。本取引により承継した流動資産には現金及び現金同等物193百万円が含まれてお

り、「会社分割に伴う現金及び現金同等物の減少額」に計上しております。

 

　(2) GOジョブ㈱の新設分割により移転した事業に係る資産及び負債の内訳

当社は、当中間連結会計期間において、当社が運営する採用支援事業を新設分割によりGOジョブ㈱

へ承継させております。これにより移転した事業に係る資産及び負債の内訳は以下のとおりです。

 

流動資産 77 百万円

固定資産 － 〃

資産合計 77 〃

   

流動負債 37 百万円

固定負債 － 〃

負債合計 37 〃

 

なお、本取引により承継した流動資産には現金及び現金同等物１百万円が含まれており、「会社分

割に伴う現金及び現金同等物の減少額」に計上しております。

 

（株主資本等関係）

　当中間連結会計期間（自2025年６月１日　至2025年11月30日）

１．配当金支払額

該当事項はありません。

 

２．基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間の末

日後となるもの

該当事項はありません。

 

３．株主資本の金額の著しい変動

該当事項はありません。
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】

当中間連結会計期間 (自 2025年６月１日　至 2025年11月30日)

 

　報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

     （単位：百万円）

 報告セグメント その他

（注）１
合計

調整額

（注）２

中間連結損益計算書

計上額 GO事業

売上高      

外部顧客への売上高 17,119 2,119 19,239 － 19,239

セグメント間の内部

売上高又は振替高
－ － － － －

計 17,119 2,119 19,239 － 19,239

セグメント利益又は損

失（△）
6,788 △304 6,484 △3,142 3,341

減価償却費 151 1 152 29 181

のれん償却額 － 6 6 － 6

EBITDA（注）３ 6,939 △296 6,643 － －

 

（注） １．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、EV車両や充電器サービスの提供、市中での急速

充電スポットの検索・予約・決済サービス『GO Charge』の運営を行うGX事業、ドライバー採用支援等を行う採用支援事業及びGO

Crew事業、AIドライブレコーダー事業のスマートドライビング事業、自動運転事業、GO エコノミー事業、物流事業等を含んでお

ります。なお、スマートドライビング事業は、2025年８月１日付で新設分割を実施しており、持分法適用関連会社となっており

ます。また、採用支援事業は、2025年９月１日付で新設分割を実施しており、持分法適用関連会社となっております。

 ２．調整額の内容は以下のとおりであります。

  

（１）セグメント利益の調整額は、報告セグメントに配分していない全社費用であり、主に報告セグメントに帰属しない一

般管理費であります。

（２）減価償却費の調整額は、各報告セグメントに配分していない全社資産に係る減価償却費であります。

 ３．EBITDAは、セグメント利益に減価償却費及びのれん償却額を加えた数値であります。
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（企業結合等関係）

（会社分割（新設分割）及び新設会社の第三者割当増資による持分法適用関連会社への移行）

　当社は、2025年５月26日開催の取締役会において、当社が運営するスマートドライビング事業（以下「本

事業」といいます。）において、本事業を会社分割（新設分割）による新設会社（以下「本新設会社」とい

います。）に承継させ、株式会社ゼンリン（以下「ゼンリン社」といいます。）、東京センチュリー株式会

社（以下「東京センチュリー社」といいます。）並びにあいおいニッセイ同和損保株式会社（以下「あいお

い社」）による資本参加を決議いたしました。

　当該決議に基づき、2025年８月１日付けで会社分割（新設分割）を実施し、2025年８月８日にゼンリン

社、東京センチュリー社並びにあいおい社からの第三者割当増資の払込が完了したことにより、本新設会社

は当社の 持分法適用関連会社となりました。

 

１．取引の目的

　当社は事故削減支援を行う次世代AIドラレコサービス『DRIVE CHART』や、同サービスで収集したビッグ

データを活用した道路情報の自動差分抽出プロジェクトを運営してまいりました。今後は、ゼンリン社及び

東京センチュリー社、あいおい社の資本参加並びに事業連携を通じて、事業成長のさらなる加速と、より強

固な事業基盤の構築を目指してまいります。

 

２．会社分割（共通支配下の取引等）の要旨

（１）分割の日程

新設分割計画承認取締役会決議日　2025年５月26日

分割期日（効力発生日）　　　　　2025年８月１日

新設会社の設立登記日　　　　　　2025年８月１日

（注）　本新設分割は会社法第805条の規定に基づく簡易分割の要件を満たすため、株主総会の承認

は省略しております。

 

（２）本新設分割の方式

当社を分割会社とし、本新設会社を新設分割設立会社とする新設分割（簡易新設分割）です。

 

（３）本新設分割に係る割当ての内容

本新設会社が本新設分割に際して発行する株式は10,000株であり、その全てを当社に対して割当交

付いたします。

 

（４）分割当事会社の概要

  
分割会社

（2025年５月31日現在）

本新設会社

（2025年８月１日設立）

（１） 名 称 GO㈱ GOドライブ㈱

（２） 所 在 地
東京都港区麻布台一丁目３－１

麻布台ヒルズ森JPタワー

東京都千代田区西神田１丁目１番

１号

（３） 代表者の役職・氏名 代表取締役社長　中島　宏 代表取締役社長　川上　裕幸

（４） 事 業 内 容

タクシー事業者等に向けた配車

システム提供等モビリティ関連

事業

車両管理を行う企業の安全管理サ

ポート等モビリティ関連事業

（５） 資 本 金 100百万円 10百万円

（６） 設 立 年 月 日 1977年８月17日 2025年８月１日

（７） 発 行 済 株 式 数 776,796株 10,000株

（８） 決 算 期 ５月31日 ５月31日

 

EDINET提出書類

ＧＯ株式会社(E41784)

有価証券届出書（新規公開時）

172/240



３．本新設会社の第三者割当増資（事業分離）の概要

（１）募集の概要

　　　　① 発行新株式数　普通株式　　　　　　　 15,001株

　　　　② 発行価額　１株につき　　　　　 　金　63,000円

　　　　③ 発行価額の総額　　　　　　　金　945,063,000円

　　　　④ 資本組入額　１株につき　　　　　 金　31,500円

　　　　⑤ 資本組入額の総額　　　　　　金　472,531,500円

　　　　⑥ 募集方法　第三者割当

　　　　⑦ 申込期日　2025年８月８日

　　　　⑧ 払込期日　2025年８月８日

　　　　⑨ 割当先及び割当株数　ゼンリン社　　　　　本新設会社普通株式　10,000株

　　　　　　　　　　　　　　　東京センチュリー社　本新設会社普通株式　 2,502株

　　　　　　　　　　　　　　　あいおい社　　　　　本新設会社普通株式　 2,499株

　⑩ 増資後の持分比率　39.99%

 

（２）分離する事業部門の概要

　　① 分離する部門の事業内容

スマートドライビング事業

 

　　② 分離する部門の経営成績（2025年７月31日時点）

売上高　　　　　　599百万円

セグメント利益　　219百万円（セグメント利益は全社費用の配賦を行っていない金額となりま

す。）

 

　　③ 分離する資産、負債の項目及び帳簿価額（2025年７月31日時点）　　　　　　（単位：百万円）

資　　産 負　　債

項　目 帳簿価額 項　目 帳簿価額

流 動 資 産 1,249 流 動 負 債 715

固 定 資 産 0 固 定 負 債 723

合 計 1,250 合 計 1,438

 

４．実施する会計処理の概要

　本新設分割は、「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 2019年１月16日)及び「企業結合会

計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号 2019年１月16日)に基づ

き、共通支配下の取引として処理しております。この第三者割当増資による新株発行を行った結果、GOドラ

イブ株式会社は、当社の持分法適用関連会社となりました。

　以上の一連の取引により当中間連結会計期間において、491百万円の持分変動利益を特別利益に計上して

おります。
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（収益認識関係）

当中間連結会計期間（自　2025年６月１日　至　2025年11月30日）

顧客との契約から生じる収益を分解した情報

（単位：百万円）
 

売上区分
当中間連結会計期間
（自2025年６月１日
至2025年11月30日）

GO事業  

アプリ配車収入 8,887

タクシー関連サービス収入 8,232

計 17,119

その他 2,075

顧客との契約から生じる収益 19,195

その他の収益 43

外部顧客への売上高 19,239
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（１株当たり情報）

１株当たり中間純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
当中間連結会計期間
（自2025年６月１日
至2025年11月30日）

１株当たり中間純利益金額 50円75銭

（算定上の基礎）  

親会社株主に帰属する中間純利益金額（百万円） 3,942

普通株主に帰属しない中間純利益金額（百万円） －

普通株式に係る親会社株主に帰属する中間純利益

金額（百万円）
3,942

普通株式の期中平均株式数（株） 77,679,600

（うち普通株式数（株）） (40,000,000)

（うちＡ種優先株式数（株）） (1,200,000)

（うちＢ種優先株式数（株）） (10,900,000)

（うちＣ種優先株式数（株）） (19,131,800)

（うちＤ種優先株式数（株）） (6,447,800)

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当

たり中間純利益の算定に含めなかった潜在株式で、

前連結会計年度末から重要な変動があったものの概

要

－

（注）１．潜在株式調整後１株当たり中間純利益金額については、潜在株式は存在するものの、当社株式は非上場

であり、期中平均株価が把握できないため、記載しておりません。

　　　２．Ａ種優先株式、Ｂ種優先株式、Ｃ種優先株式及びＤ種優先株式については、剰余金の配当請求権につい

て普通株式と同等の権利を有しているため、その普通株式相当数を普通株式と同等の株式としておりま

す。

　　　３．2026年１月22日開催の取締役会決議に基づき、2026年２月20日付で普通株式１株につき100株の割合で

株式分割を行っており、当連結会計年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、１株当たり中間純

利益金額を算定しております。
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（重要な後発事象）

（多額な資金の借入）

当社の子会社である愛のタクシーチケット㈱は、以下のとおり2025年12月４日に株式会社三井住友銀行と

の特殊口座借越契約を締結しております。

 

（当座借越契約の概要）

（１）資金使途　　　　　運転資金

（２）借入先　　　　　　株式会社三井住友銀行

（３）極度額　　　　　　1,000百万円

（４）借入金利　　　　　変動金利（基準金利＋スプレッド）

（５）契約期限　　　　　2026年９月30日

（６）担保等の有無　　　当社による債務保証

 

（優先株式の取得及び消却）

　当社は、定款に定める取得条項に基づき、2026年１月21日付でＡ種優先株式、Ｂ種優先株式、Ｃ種優先株

式及びＤ種優先株式のすべてにつき自己株式として取得し、対価として普通株式を交付しております。ま

た、当社が取得したＡ種優先株式、Ｂ種優先株式、Ｃ種優先株式及びＤ種優先株式は、2026年１月22日開催

の取締役会決議に基づき、2026年１月22日付で会社法第178条の規定に従いすべて消却しております。

 

優先株式の普通株式への交換状況

(1) 取得及び消却した株式数  

　Ａ種優先株式 12,000株

　Ｂ種優先株式 109,000株

　Ｃ種優先株式 191,318株

　Ｄ種優先株式 64,478株

(2) 交換により交付した普通株式数 376,796株

(3) 交付後の発行済普通株式数 776,796株
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（株式分割及び単元株制度の採用）

　当社は、2026年１月22日開催の取締役会決議に基づき、以下の通り株式分割を行っております。また、当

該株式分割に伴い、2026年１月30日開催の臨時株主総会決議に基づき、2026年１月30日付けで定款の一部を

変更し単元株制度を採用しております。

 

（1）株式分割の目的

　当社株式の流動性の向上及び投資家層の拡大を図ることを目的として株式分割を実施しております。

 

（2）株式分割の概要

① 分割の方法

　2026年２月19日を基準日として、同日最終の株主名簿に記載又は記録された株主の所有株式数を、

普通株式１株につき100株の割合をもって分割しております。

 

② 分割により増加する株式数

株式分割前の発行済株式総数 776,796株

今回の株式分割により増加する株式数 76,902,804株

株式分割後の発行済株式総数 77,679,600株

 

③ 株式分割の効力発生日

　2026年２月20日

 

④ １株当たり情報に及ぼす影響

　「１株当たり情報」は、当該株式分割が前連結会計年度の期首に行われたと仮定して算出しており、

これによる影響については、当該箇所に反映されております。

 

⑤ 資本金の額の変動

　今回の株式分割に際して、資本金の変動はありません。

 

⑥ 新株予約権の行使価額の調整

　今回の株式分割に伴い、2026年２月20日の効力発生日と同時に新株予約権の１株当たり行使価額を次

のとおり調整しております。

 調整前行使価格 調整後行使価格

第３回新株予約権 21,715円 218円

第４回新株予約権 21,715円 218円

第５回新株予約権 22,747円 228円

第６回新株予約権 31,351円 314円

第７回新株予約権 61,698円 617円

第７回の２新株予約権 61,698円 617円

第９回新株予約権 1円 1円

第11回新株予約権 1円 1円

第12回新株予約権 69,149円 692円

第13回新株予約権 74,000円 740円

第14回新株予約権 74,000円 740円

 

（3）単元株制度の採用

　単元株制度を採用し、普通株式の単元株式数を100株としております。
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⑤【連結附属明細表】

【社債明細表】

　該当事項はありません。

 

【借入金等明細表】

区分
当期首残高
（百万円）

当期末残高
（百万円）

平均利率
（％）

返済期限

１年以内に返済予定のリース債務 1,543 1,902 1.50 ―

リース債務（１年以内に返済予定のもの

を除く。）
2,566 1,745 1.50

2026年６月

～2031年２月

合計 4,109 3,647 ― ―

　（注）１．「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

２．リース債務（１年以内に返済予定のものを除く。）の連結決算日後５年内における１年ごとの返済予定額の

総額

区分
１年超２年以内
（百万円）

２年超３年以内
（百万円）

３年超４年以内
（百万円）

４年超５年以内
（百万円）

リース債務 1,183 454 138 14

 

【資産除去債務明細表】

　当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が当連結会計年度期首及び当連結会計

年度末における負債及び純資産の合計額の100分の１以下であるため、記載を省略しております。
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（２）【その他】

最新の経営成績及び財政状態の概況

　第50期第３四半期連結会計期間（2025年12月１日から2026年２月28日まで）及び第50期第３四半期連結累計期間

（2025年６月１日から2026年２月28日まで）に係る四半期連結財務諸表は次のとおりであります。

　当社は、第３四半期連結会計期間（2025年12月１日から2026年２月28日まで）及び第３四半期連結累計期間

（2025年６月１日から2026年２月28日まで）に係る四半期連結財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人によ

る期中レビューが行われており、期中レビュー報告書を受領しております。
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（１）四半期連結貸借対照表

 （単位：百万円）

 
当第３四半期連結会計期間
（2026年２月28日）

資産の部  

流動資産  

現金及び預金 31,743

売掛金 3,844

リース投資資産 2,739

商品 6

仕掛品 3

貯蔵品 4

未収入金 20,984

その他 843

貸倒引当金 △35

流動資産合計 60,134

固定資産  

有形固定資産 312

無形固定資産  

のれん 66

その他 1,682

無形固定資産合計 1,749

投資その他の資産 ※１　3,119

固定資産合計 5,181

資産合計 65,315
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 （単位：百万円）

 
当第３四半期連結会計期間
（2026年２月28日）

負債の部  

流動負債  

買掛金 2,796

短期借入金 840

リース債務 1,616

未払金 31,997

未払法人税等 352

クーポン引当金 23

ポイント引当金 121

賞与引当金 432

その他 1,333

流動負債合計 39,513

固定負債  

リース債務 1,248

その他 67

固定負債合計 1,315

負債合計 40,829

純資産の部  

株主資本  

資本金 100

資本剰余金 21,483

利益剰余金 334

株主資本合計 21,917

新株予約権 507

非支配株主持分 2,061

純資産合計 24,486

負債純資産合計 65,315
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（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書

　（四半期連結損益計算書）

　　（第３四半期連結累計期間）

 

 （単位：百万円）

 
当第３四半期連結累計期間
（自　2025年６月１日
至　2026年２月28日）

売上高 30,095

売上原価 13,989

売上総利益 16,106

販売費及び一般管理費 ※１　10,615

営業利益 5,491

営業外収益  

受取利息 15

持分法による投資利益 54

解約・違約金収入 22

償却債権取立益 4

その他 12

営業外収益合計 109

営業外費用  

支払手数料 39

違約金・損害金 0

上場関連費用 71

その他 7

営業外費用合計 119

経常利益 5,481

特別利益  

持分変動利益 825

特別利益合計 825

特別損失  

固定資産除却損 6

特別損失合計 6

税金等調整前四半期純利益 6,300

法人税等 △125

四半期純利益 6,426

非支配株主に帰属する四半期純利益 600

親会社株主に帰属する四半期純利益 5,825
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　（四半期連結包括利益計算書）

　　（第３四半期連結累計期間）

 （単位：百万円）

 
当第３四半期連結累計期間
（自　2025年６月１日
至　2026年２月28日）

四半期純利益 6,426

四半期包括利益 6,426

（内訳）  

親会社株主に係る四半期包括利益 5,825

非支配株主に係る四半期包括利益 600
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

 （単位：百万円）

 
当第３四半期連結累計期間
（自　2025年６月１日
至　2026年２月28日）

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税金等調整前四半期純利益 6,300

減価償却費 303

のれん償却費 10

持分法による投資損益（△は益） △54

持分変動損益（△は益） △825

株式報酬費用 242

引当金の増減額（△は減少） 359

受取利息及び受取配当金 △15

支払利息 0

固定資産除却損 6

売上債権の増減額（△は増加） △1,024

リース投資資産の増減額（△は増加） 840

棚卸資産の増減額（△は増加） △79

未収入金の増減額（△は増加） △440

その他の資産の増減額（△は増加） △143

仕入債務の増減額（△は減少） 1,013

リース債務の増減額（△は減少） △795

未払金の増減額（△は減少） 2,181

その他の負債の増減額（△は減少） △842

その他 △6

小計 7,030

利息及び配当金の受取額 15

利息の支払額 △0

法人税等の支払額 △632

営業活動によるキャッシュ・フロー 6,412

投資活動によるキャッシュ・フロー  

有形固定資産の取得による支出 △38

無形固定資産の取得による支出 △601

敷金及び保証金の差入による支出 △12

連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 ※２　291

その他 4

投資活動によるキャッシュ・フロー △356

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入金の純増減額（△は減少） 840

リース債務の返済による支出 △5

新株予約権の発行による収入 47

非支配株主への配当金の支払額 △147

財務活動によるキャッシュ・フロー 734

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 6,790

現金及び現金同等物の期首残高 25,148

会社分割に伴う現金及び現金同等物の減少額 ※３　△194

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※１　31,743
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（４）四半期連結財務諸表に関する注記事項

 

（連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更）

　当第３四半期連結累計期間において、当社が運営するスマートドライビング事業及び採用支援事業につい

て会社分割（新設分割）を行い、それぞれGOドライブ㈱（以下「GOドライブ」）及びGOジョブ㈱（以下「GO

ジョブ」）へ承継し、GOドライブ及びGOジョブによる第三者割当増資の実施により、GOドライブ及びGOジョ

ブを当社の持分法適用会社としております。

　また、当社による株式会社MOMO Aの株式の取得により、株式会社MOMO Aを連結の範囲に含めております。

　なお、GOドライブに関する持分法適用の範囲の変更については、当第３四半期連結累計期間の属する連結

会計年度の連結財務諸表に重要な影響を与えます。詳細については、「注記事項(企業結合等関係)」に記載

しております。

 

（四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理）

（税金費用の計算）

　税金費用については、当第３四半期連結累計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効

果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算してお

ります。

 

（四半期連結貸借対照表関係）

※１　資産の金額から直接控除している貸倒引当金の額

 

 
当第３四半期連結会計期間
(2026年２月28日)

破産更生債権等 ７百万円

 

※２　以下の会社のリース契約に対し債務保証を行っております。

 

 
当第３四半期連結会計期間

（2026年２月28日）

GOドライブ株式会社 966百万円

 

（四半期連結損益計算書関係）

※１　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、次のとおりであります。

 
当第３四半期連結累計期間
（自　2025年６月１日
至　2026年２月28日）

広告宣伝費 2,698百万円

販売促進費 1,581　〃

給料及び手当 2,354　〃

業務委託費 1,386　〃
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（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

※１　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

　　現金及び現金同等物の期末残高は、連結貸借対照表の現金及び預金勘定の残高と一致しております。

 

※２　株式の取得により新たに連結子会社となった会社の資産及び負債の主な内訳

株式の取得により新たに株式会社MOMO Aを連結したことに伴う連結開始時の資産及び負債の内訳並びに株

式の取得価額と連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入（純額）との関係は以下のとおりです。

 

流動資産 759 百万円

のれん 77 〃

非支配株主持分 △368 〃

株式の取得価額 468 〃

現金及び現金同等物 △759 〃

差引：連結範囲の変更を伴う子会社株

式の取得による収入
291 〃

 

※３　重要な非資金取引の内容

　(1) GOドライブ株式会社の新設分割により移転した事業に係る資産及び負債の内訳

当社は、当第３四半期連結累計期間において、当社が運営するスマートドライビング事業を新設分割に

よりGOドライブ株式会社へ承継させております。本取引の内容については「注記事項（企業結合等関

係）」に記載しております。本取引により承継した流動資産には現金及び現金同等物193百万円が含まれ

ており、「会社分割に伴う現金及び現金同等物の減少額」に計上しております。

 

　(2) GOジョブ株式会社の新設分割により移転した事業に係る資産及び負債の内訳

当社は、当第３四半期連結累計期間において、当社が運営する採用支援事業を新設分割によりGOジョブ

株式会社へ承継させております。これにより移転した事業に係る資産及び負債の内訳は以下のとおりで

す。

 

流動資産 77 百万円

固定資産 － 〃

資産合計 77 〃

   

流動負債 37 百万円

固定負債 － 〃

負債合計 37 〃

 

なお、本取引により承継した流動資産には現金及び現金同等物１百万円が含まれており、「会社分割に

伴う現金及び現金同等物の減少額」に計上しております。

 

（株主資本等関係）

１．配当金支払額

該当事項はありません。

２．基準日が当第３四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四半期連結会計期

間の末日後となるもの

該当事項はありません。
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（セグメント情報等）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

    (単位：百万円)

 
報告セグメント その他

（注）１
合計

調整額
（注）２

四半期連結損益
計算書計上額GO事業

売上高      

　外部顧客への売上高 27,215 2,880 30,095 － 30,095

　セグメント間の内部
　売上高又は振替高

－ － － － －

計 27,215 2,880 30,095 － 30,095

セグメント利益又は損
失（△）

10,954 △580 10,373 △4,882 5,491

減価償却費 256 2 259 44 303

のれん償却額 － 10 10 － 10

EBITDA（注）３ 11,211 △567 10,643 － －

（注） １．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、EV車両や充電器サービスの提供、市中での急速

充電スポットの検索・予約・決済サービス『GO Charge』の運営を行うGX事業、ドライバー採用支援等を行う採用支援事業及

びGO Crew事業、AIドライブレコーダー事業のスマートドライビング事業、自動運転事業、GO エコノミー事業、物流事業等

を含んでおります。なお、スマートドライビング事業は、2025年８月１日付で新設分割を実施しており、持分法適用関連会

社となっております。また、採用支援事業は、2025年９月１日付で新設分割を実施しており、持分法適用関連会社となって

おります。

 ２．調整額の内容は以下のとおりであります。

  

（１）セグメント利益の調整額は、報告セグメントに配分していない全社費用であり、主に報告セグメントに帰属しない一

般管理費であります。

（２）減価償却費の調整額は、各報告セグメントに配分していない全社資産に係る減価償却費であります。

 ３．EBITDAは、セグメント利益に減価償却費及びのれん償却額を加えた数値であります。
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（企業結合等関係）

（会社分割（新設分割）及び新設会社の第三者割当増資による持分法適用関連会社への移行）

　当社は、2025年５月26日開催の取締役会において、当社が運営するスマートドライビング事業（以下「本事業」

といいます。）において、本事業を会社分割（新設分割）による新設会社（以下「本新設会社」といいます。）に

承継させ、株式会社ゼンリン（以下「ゼンリン社」といいます。）、東京センチュリー株式会社（以下「東京セン

チュリー社」といいます。）ならびにあいおいニッセイ同和損保株式会社（以下「あいおい社」）による資本参加

を決議いたしました。

　当該決議に基づき、2025年８月１日付けで会社分割（新設分割）を実施し、2025年８月８日にゼンリン社、東京

センチュリー社ならびにあいおい社からの第三者割当増資の払込が完了したことにより、本新設会社は当社の 持

分法適用関連会社となりました。

 

１．取引の目的

　当社は事故削減支援を行う次世代AIドラレコサービス『DRIVE CHART』や、同サービスで収集したビッグデータ

を活用した道路情報の自動差分抽出プロジェクトを運営してまいりました。今後は、ゼンリン社及び東京センチュ

リー社、あいおい社の資本参加ならびに事業連携を通じて、事業成長のさらなる加速と、より強固な事業基盤の構

築を目指してまいります。

 

２．会社分割（共通支配下の取引等）の要旨

（１）分割の日程

新設分割計画承認取締役会決議日　2025年５月26日

分割期日（効力発生日）　　　　　2025年８月１日

新設会社の設立登記日　　　　　　2025年８月１日

（注）　本新設分割は会社法第805条の規定に基づく簡易分割の要件を満たすため、株主総会の承認は省略

しております。

 

（２）本新設分割の方式

当社を分割会社とし、本新設会社を新設分割設立会社とする新設分割（簡易新設分割）です。

 

（３）本新設分割に係る割当ての内容

本新設会社が本新設分割に際して発行する株式は10,000株であり、その全てを当社に対して割当交付いた

します。

 

（４）分割当事会社の概要

  
分割会社

（2025年５月31日現在）

本新設会社

（2025年８月１日設立）

（１） 名 称 GO㈱ GOドライブ㈱

（２） 所 在 地
東京都港区麻布台一丁目３－１

麻布台ヒルズ森JPタワー
東京都千代田区西神田１丁目１番１号

（３） 代表者の役職・氏名 代表取締役社長　中島　宏 代表取締役社長　川上　裕幸

（４） 事 業 内 容
タクシー事業者等に向けた配車シス

テム提供等モビリティ関連事業

車両管理を行う企業の安全管理サポー

ト等モビリティ関連事業

（５） 資 本 金 100百万円 10百万円

（６） 設 立 年 月 日 1977年８月17日 2025年８月１日

（７） 発 行 済 株 式 数 776,796株 10,000株

（８） 決 算 期 ５月31日 ５月31日
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３．本新設会社の第三者割当増資（事業分離）の概要

（１）募集の概要

　① 発行新株式数　普通株式　　　　　　　 15,001株

　② 発行価額　１株につき　　　　　 　金　63,000円

　③ 発行価額の総額　　　　　　　金　945,063,000円

　④ 資本組入額　１株につき　　　　　 金　31,500円

　⑤ 資本組入額の総額　　　　　　金　472,531,500円

　⑥ 募集方法　第三者割当

　⑦ 申込期日　2025年８月８日

　⑧ 払込期日　2025年８月８日

　⑨ 割当先及び割当株数　ゼンリン社　　　　　本新設会社普通株式　10,000株

　　　　　　　　　　　　東京センチュリー社　本新設会社普通株式　 2,502株

　　　　　　　　　　　　あいおい社　　　　　本新設会社普通株式　 2,499株

　⑩ 増資後の持分比率　39.99%

 

（２）分離する事業部門の概要

 

　① 分離する部門の事業内容

スマートドライビング事業

 

　② 分離する部門の経営成績（2025年７月31日時点）

売上高　　　　　　599百万円

セグメント利益　　219百万円（セグメント利益は全社費用の配賦を行っていない金額となります。）

 

　③ 分離する資産、負債の項目及び帳簿価額（2025年７月31日時点）　　　　　　（単位：百万円）

資　　産 負　　債

項　目 帳簿価額 項　目 帳簿価額

流 動 資 産 1,249 流 動 負 債 715

固 定 資 産 0 固 定 負 債 723

合 計 1,250 合 計 1,438

 

４．実施する会計処理の概要

　本新設分割は、「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 2019年１月16日)及び「企業結合会計基準

及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号 2019年１月16日)に基づき、共通支配

下の取引として処理しております。この第三者割当増資による新株発行を行った結果、GOドライブ株式会社は、当

社の持分法適用関連会社となりました。

　以上の一連の取引により、当第３四半期連結累計期間において、491百万円の持分変動利益を特別利益に計上し

ております。
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（収益認識関係）

顧客との契約から生じる収益を分解した情報

（単位：百万円）
 

 
当第３四半期連結累計期間
（自　2025年６月１日
至　2026年２月28日）

ＧＯ事業  

アプリ配車収入 14,040

タクシー関連サービス収入 13,174

計 27,215

その他 2,814

顧客との契約から生じる収益 30,030

その他の収益 65

外部顧客への売上高 30,095

 

（１株当たり情報）

１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
当第３四半期連結累計期間
（自2025年６月１日
至2026年２月28日）

１株当たり四半期純利益金額 75円０銭

（算定上の基礎）  

親会社株主に帰属する四半期純利益（百万円） 5,825

普通株主に帰属しない金額（百万円） －

普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純利益（百

万円）
5,825

普通株式の期中平均株式数（株） 77,679,600

（うち普通株式数（株）） (45,382,800)

（うちＡ種優先株式数（株）） (1,028,571)

（うちＢ種優先株式数（株）） (9,342,857)

（うちＣ種優先株式数（株）） (16,398,686)

（うちＤ種優先株式数（株）） (5,526,686)

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり四

半期純利益の算定に含めなかった潜在株式で、前連結会計

年度末から重要な変動があったものの概要

－

（注）１．潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式は存在するものの、当社株式は非上場

であり、期中平均株価が把握できないため、記載しておりません。

　　　２．Ａ種優先株式、Ｂ種優先株式、Ｃ種優先株式及びＤ種優先株式については、剰余金の配当請求権につ

いて普通株式と同等の権利を有しているため、その普通株式相当数を普通株式と同等の株式としてお

ります。

　　　３．2026年１月22日開催の取締役会決議に基づき、2026年２月20日付で普通株式１株につき100株の割合

で株式分割を行っており、前連結会計年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、１株当たり四

半期純利益金額を算定しております。
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２【財務諸表等】

（１）【財務諸表】

①【貸借対照表】

  （単位：百万円）

 
前事業年度

（2024年５月31日）
当事業年度

（2025年５月31日）

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 18,540 21,671

売掛金 ※１ 2,225 ※１ 2,864

リース投資資産 4,086 3,579

商品 570 492

貯蔵品 26 4

前払費用 381 493

関係会社短期貸付金 800 800

未収入金 ※１ 14,255 ※１ 18,513

その他 ※１ 343 ※１ 276

貸倒引当金 △15 △19

流動資産合計 41,213 48,676

固定資産   

有形固定資産   

建物附属設備 214 208

車両運搬具 － 0

工具、器具及び備品 68 72

有形固定資産合計 283 281

無形固定資産   

ソフトウエア 596 904

ソフトウエア仮勘定 190 408

無形固定資産合計 786 1,312

投資その他の資産   

関係会社株式 296 296

繰延税金資産 － 1,136

その他 278 273

投資その他の資産合計 574 1,706

固定資産合計 1,644 3,299

資産合計 42,858 51,976
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  （単位：百万円）

 
前事業年度

（2024年５月31日）
当事業年度

（2025年５月31日）

負債の部   

流動負債   

買掛金 ※１ 1,561 2,104

契約負債 106 154

未払金 ※１ 21,553 ※１ 27,722

未払法人税等 10 12

預り金 265 272

クーポン引当金 34 23

ポイント引当金 103 194

リース債務 1,542 1,900

リース資産減損勘定 206 332

その他 ※１ 1,016 ※１ 1,577

流動負債合計 26,400 34,294

固定負債   

リース債務 2,564 1,745

リース資産減損勘定 499 795

資産除去債務 65 66

その他 ※１ 5 ※１ 5

固定負債合計 3,135 2,613

負債合計 29,535 36,908

純資産の部   

株主資本   

資本金 100 100

資本剰余金   

その他資本剰余金 21,483 21,483

資本剰余金合計 21,483 21,483

利益剰余金   

利益準備金 2 2

その他利益剰余金   

別途積立金 94 －

繰越利益剰余金 △8,364 △6,734

利益剰余金合計 △8,268 △6,732

株主資本合計 13,314 14,850

新株予約権 7 217

純資産合計 13,322 15,068

負債純資産合計 42,858 51,976
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②【損益計算書】

  （単位：百万円）

 
前事業年度

（自　2023年６月１日
至　2024年５月31日）

当事業年度
（自　2024年６月１日
至　2025年５月31日）

売上高 ※１ 21,679 ※１ 29,043

売上原価 ※１ 12,861 ※１ 14,805

売上総利益 8,818 14,238

販売費及び一般管理費 ※１,※２ 12,224 ※１,※２ 13,264

営業利益又は営業損失（△） △3,405 973

営業外収益   

受取利息 4 11

受取配当金 ※１ 765 ※１ 153

経営指導料 ※１ 42 ※１ 42

その他 25 33

営業外収益合計 837 239

営業外費用   

支払利息 － 1

株式交付費 2 －

支払手数料 95 105

上場関連費用 － 20

その他 9 11

営業外費用合計 106 139

経常利益又は経常損失（△） △2,674 1,073

特別損失   

固定資産除却損 0 1

減損損失 ※３ 287 ※３ 658

特別損失合計 288 660

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） △2,962 412

法人税、住民税及び事業税 10 13

法人税等調整額 － △1,136

法人税等合計 10 △1,123

当期純利益又は当期純損失（△） △2,973 1,536
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③【株主資本等変動計算書】

前事業年度（自　2023年６月１日　至　2024年５月31日）

    （単位：百万円）

 

株主資本

資本金
資本剰余金

資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計

当期首残高 100 － 28,491 28,491

当期変動額     

新株の発行 331 331  331

減資 △331 △331 663 331

欠損填補   △7,671 △7,671

当期純損失（△）     

株主資本以外の項目の当期変
動額（純額）

    

当期変動額合計 － － △7,008 △7,008

当期末残高 100 － 21,483 21,483

 

        

 

株主資本

新株予約権 純資産合計

利益剰余金

株主資本合計
利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金合
計

別途積立金
繰越利益剰余
金

当期首残高 2 94 △13,062 △12,966 15,625 7 15,632

当期変動額        

新株の発行     663  663

減資     －  －

欠損填補   7,671 7,671 －  －

当期純損失（△）   △2,973 △2,973 △2,973  △2,973

株主資本以外の項目の当期変
動額（純額）

     0 0

当期変動額合計 － － 4,698 4,698 △2,310 0 △2,310

当期末残高 2 94 △8,364 △8,268 13,314 7 13,322
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当事業年度（自　2024年６月１日　至　2025年５月31日）

    （単位：百万円）

 

株主資本

資本金
資本剰余金

資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計

当期首残高 100 － 21,483 21,483

当期変動額     

当期純利益     

別途積立金の取崩     

株主資本以外の項目の当期変
動額（純額）

    

当期変動額合計 － － － －

当期末残高 100 － 21,483 21,483

 

        

 

株主資本

新株予約権 純資産合計

利益剰余金

株主資本合計
利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金合
計

別途積立金
繰越利益剰余
金

当期首残高 2 94 △8,364 △8,268 13,314 7 13,322

当期変動額        

当期純利益   1,536 1,536 1,536  1,536

別途積立金の取崩  △94 94 － －  －

株主資本以外の項目の当期変
動額（純額）

     210 210

当期変動額合計 － △94 1,630 1,536 1,536 210 1,746

当期末残高 2 － △6,734 △6,732 14,850 217 15,068
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【注記事項】

（重要な会計方針）

前事業年度（自　2023年６月１日　至　2024年５月31日）

１　有価証券の評価基準及び評価方法

(1）子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法

 

(2）その他有価証券

市場価格のない株式等

移動平均法による原価法

 

２　棚卸資産の評価基準及び評価方法

通常の販売目的で保有する棚卸資産

評価基準は原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）

　　商品・貯蔵品

　総平均法

 

３　固定資産の減価償却の方法

(1）有形固定資産（リース資産を除く）

　定率法を採用しております。ただし、2016年４月１日以降に取得した建物附属設備については、定額

法を採用しております。

　なお、主な耐用年数は次のとおりであります。

建物附属設備　　　　　６～15年

工具、器具及び備品　　２～５年

 

(2）無形固定資産（リース資産を除く）

　定額法を採用しております。

　なお、主な償却年数は次のとおりであります。

ソフトウエア　　５年

 

４　引当金の計上基準

(1）貸倒引当金

　債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定

の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

 

(2）クーポン引当金

　GO事業において配布したクーポンの将来の利用に備えるため、未使用のクーポン残高に対して、利用

実績率及び失効率に基づき将来利用されると見込まれる額を計上しております。なお、繰入額は主に販

売費及び一般管理費に含めております。

 

(3）ポイント引当金

　GO事業において、乗務員へ付与されるポイントの将来の利用に備えるため、未使用のポイント残高に

対して、利用実績率及び失効率に基づき将来利用されると見込まれる額を計上しております。なお、繰

入額は販売費及び一般管理費に含めております。
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５　収益及び費用の計上基準

　当社は、主にGO事業において、当社が提供するタクシーアプリ『GO』（GOアプリ）を通じたタクシー配

車、及びそれに関連する各種サービスの提供を行っております。GO事業において計上する主な収益は、GO

アプリを通じてタクシー配車を行ったことにより生じる「アプリ配車収入」及び、GOアプリによるタク

シー配車に関連して当社が提供するサービスに対して発生する「タクシー関連サービス収入」がありま

す。

　「アプリ配車収入」は、主に、GOアプリのユーザーに対し、GOアプリ内の各種機能を利用したことに対

して生じる利用料と、GOアプリを通じた配車に応じタクシー事業者に対して発生する手数料より構成され

ます。前者はGOアプリの当該機能を利用した配車が完了した時点において収益を認識し、後者はタクシー

事業者との契約に基づき、契約に定めるサービス提供期間にわたり、GOアプリによる配車実績に基づき算

定した額を収益として認識しております。

　「タクシー関連サービス収入」には、タクシー事業者が乗客に対し請求する料金（乗車料金、迎車料金

等）を当社がタクシー事業者に代わり収受することに対する決済手数料、タクシー内での広告出稿に対す

る広告料、及びこれらのサービスを提供するための車載端末の利用料等が含まれます。これらの収入は、

タクシー事業者との契約に基づき、契約に定めるサービス提供期間にわたり、決済額や広告出稿期間、車

載端末の利用期間及び台数等の実績に基づき算定した額を収益として認識しております。

　なお、上記のうち、当社が代理人に該当すると判断したものについては、他の当事者が提供するサービ

スと交換に受け取る額から当該他の当事者に支払う額を控除した純額を収益として認識しております。
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当事業年度（自　2024年６月１日　至　2025年５月31日）

１　有価証券の評価基準及び評価方法

(1）子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法

 

(2）その他有価証券

市場価格のない株式等

移動平均法による原価法

 

２　棚卸資産の評価基準及び評価方法

通常の販売目的で保有する棚卸資産

評価基準は原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）

　　商品・貯蔵品

　　　移動平均法

 

３　固定資産の減価償却の方法

(1）有形固定資産（リース資産を除く）

　定率法を採用しております。ただし、2016年４月１日以降に取得した建物附属設備については、定額

法を採用しております。

　なお、主な耐用年数は次のとおりであります。

建物附属設備　　　　　５～18年

車両運搬具　　　　　　２～６年

工具、器具及び備品　　２～15年

 

(2）無形固定資産（リース資産を除く）

　定額法を採用しております。

　なお、主な償却年数は次のとおりであります。

ソフトウエア　　５年

 

(3）リース資産

（所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産）

　自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっております。

 

４　引当金の計上基準

(1）貸倒引当金

　債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定

の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しています。

(2）クーポン引当金

　GO事業において配布したクーポンの将来の利用に備えるため、未使用のクーポン残高に対して、利用

実績率及び失効率に基づき将来利用されると見込まれる額を計上しております。なお、繰入額は主に販

売費及び一般管理費に含めております。

(3）ポイント引当金

　GO事業において、乗務員へ付与されるポイントの将来の利用に備えるため、未使用のポイント残高に

対して、利用実績率及び失効率に基づき将来利用されると見込まれる額を計上しております。なお、繰

入額は販売費及び一般管理費に含めております。

 

EDINET提出書類

ＧＯ株式会社(E41784)

有価証券届出書（新規公開時）

198/240



５　収益及び費用の計上基準

　当社は、主にGO事業において、当社が提供するタクシーアプリ『GO』（GOアプリ）を通じたタクシー配

車、及びそれに関連する各種サービスの提供を行っております。GO事業において計上する主な収益は、GO

アプリを通じてタクシー配車を行ったことにより生じる「アプリ配車収入」及び、GOアプリによるタク

シー配車に関連して当社が提供するサービスに対して発生する「タクシー関連サービス収入」がありま

す。

　「アプリ配車収入」は、主に、GOアプリのユーザーに対し、GOアプリ内の各種機能を利用したことに対

して生じる利用料と、GOアプリを通じた配車に応じタクシー事業者に対して発生する手数料より構成され

ます。前者はGOアプリの当該機能を利用した配車が完了した時点において収益を認識し、後者はタクシー

事業者との契約に基づき、契約に定めるサービス提供期間にわたり、GOアプリによる配車実績に基づき算

定した額を収益として認識しております。

　「タクシー関連サービス収入」には、タクシー事業者が乗客に対し請求する料金（乗車料金、迎車料金

等）を当社がタクシー事業者に代わり収受することに対する決済手数料、タクシー内での広告出稿に対す

る広告料、及びこれらのサービスを提供するための車載端末の利用料等が含まれます。これらの収入は、

タクシー事業者との契約に基づき、契約に定めるサービス提供期間にわたり、決済額や広告出稿期間、車

載端末の利用期間及び台数等の実績に基づき算定した額を収益として認識しております。

　なお、上記のうち、当社が代理人に該当すると判断したものについては、他の当事者が提供するサービ

スと交換に受け取る額から当該他の当事者に支払う額を控除した純額を収益として認識しております。
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（重要な会計上の見積り）

前事業年度（自　2023年６月１日　至　2024年５月31日）

１．固定資産の減損

(1）当事業年度の財務諸表に計上した金額

（百万円）
 

減損損失 287

有形固定資産 283

無形固定資産 786

リース資産減損勘定 206

長期リース資産減損勘定 499

上記のうち、GO事業セグメントに基づく固定資産のグループの有形固定資産は２百万円、無形固定資産は

782百万円です。また、全社資産の有形固定資産は278百万円、無形固定資産は４百万円です。なお、減損

損失及びリース資産減損勘定（含む長期）は該当ありません。

 

(2）識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

①　算出方法

　固定資産の減損の検討にあたって、固定資産の減損に係る見積りが経営の実態を適切に反映したも

のになるようグルーピングを行い、減損の兆候を判定しており、本社費等の共通費については、その

発生形態に関連した配賦基準を用いて各事業セグメントの損益に配賦し減損の兆候判定を行っており

ます。当社においては、固定資産のグルーピングは、原則として事業セグメントを基礎としており、

本社等については、全社資産としてグルーピングしております。また、本社費等の共通費について

は、その発生形態に関連した配賦基準を用いて各事業セグメントの損益に配賦し減損の兆候判定を

行っております。

　減損の兆候の判定は、資産等を供用する事業活動から生じた営業損益の状況や、営業損益に関する

事業計画等と実績の比較、経営環境や事業に関連する法規制の状況など、当社が利用可能な情報に基

づいて判定を行っております。このうち、事業計画等は取締役会で承認されたものに基づいておりま

す。これには、当社の過去の経験と利用可能な情報に基づいて設定した仮定に基づく見積りが含まれ

ます。

　減損損失の認識の要否の判定は、資産等から得られる割引前将来キャッシュ・フローの総額と帳簿

価額を比較することによって行います。減損損失を認識すべきであると判定された資産等について

は、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として計上します。回収可能価額は

正味売却価額又は使用価値のいずれか高いほうにより測定しております。また、通常の賃貸借取引に

係る方法に準じて会計処理を行っている所有権移転外ファイナンス・リース取引については、当該

リース資産の未経過リース料の現在価値を、リース資産の帳簿価額とみなして減損会計を適用し、計

上した減損損失は「リース資産減損勘定」として負債の部に計上しております。

　GO事業セグメントに基づく固定資産のグループは、共通費配賦後の事業セグメント損益が継続して

マイナスであるため減損の兆候を識別しましたが、割引前将来キャッシュ・フローの総額がその帳簿

価額を上回ることから減損損失を認識していません。

　スマートドライビング事業セグメントに基づく固定資産のグループは、共通費配賦後の事業セグメ

ント損益が継続してマイナスであるため減損の兆候を識別し、減損損失の認識の判定の結果、主要な

資産の経済的残存使用年数までにおいて見込まれる将来キャッシュ・フローの総額が帳簿価額（解約

不能なリース契約残高を含む）を下回ることから、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額

を減損損失として287百万円計上しております。

　全社資産については、全社の営業損益が継続してマイナスであるため減損の兆候を識別しました

が、全社資産を含むより大きな単位から得られる割引前将来キャッシュ・フローの総額が全社資産を

含む帳簿価額合計を上回ることから減損損失を認識していません。

 

②　主要な仮定

　GO事業セグメントに基づく固定資産のグループの主要な仮定は、将来キャッシュ・フローの見積り

の基礎となる事業計画における当社のタクシーアプリによる実車数であります。

　スマートドライビング事業セグメントに基づく固定資産のグループの主要な仮定は、将来キャッ

シュ・フローの見積りの基礎となる事業計画における当社のAIを活用した事故削減サービス『DRIVE

CHART』の端末の稼働台数であります。
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③　翌事業年度の財務諸表に与える影響

　減損損失の認識に当たっては、将来の収益性等を慎重に検討しておりますが、将来予測に関する見

積りの前提とした条件や仮定は経済動向や顧客需要の変化等の将来における事業環境の変動による影

響を受ける可能性があり不確実性を伴うことから、翌事業年度における減損損失の発生に重要な影響

を与える可能性があります。

 

当事業年度（自　2024年６月１日　至　2025年５月31日）

１．繰延税金資産の回収可能性

(1）当事業年度の財務諸表に計上した金額

（百万円）
 

繰延税金資産 1,136

 

(2）識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

①　算出方法

　税務上の繰越欠損金を含む将来減算一時差異等に対して、将来の収益力に基づく一時差異等加減算

前課税所得の十分性及びタックス・プランニング等を考慮し、将来の税金負担額を軽減する効果を有

すると認められる範囲内、すなわち、回収可能な範囲内で繰延税金資産を認識しております。

 

②　主要な仮定

　将来の課税所得の見積りは、取締役会の承認を得た事業計画を基礎としており、その主要な仮定

は、当社のタクシーアプリによる実車数及び実車当たり単価であります。

 

③　翌事業年度の財務諸表に与える影響

　　将来の課税所得は、その見積りの前提とした条件や仮定は経済動向や顧客需要の変化等の将来にお

ける事業環境の変動による影響を受ける可能性があり不確実性を伴うことから、翌事業年度以降の財

務諸表において、繰延税金資産及び法人税等調整額の金額に重要な影響を与える可能性があります。
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（会計方針の変更）

 

前事業年度（自　2023年６月１日　至　2024年５月31日）

　該当事項はありません。

 

当事業年度（自　2024年６月１日　至　2025年５月31日）

(棚卸資産の評価基準及び評価方法)

当社は、棚卸資産の評価方法について、従来、総平均法を採用しておりましたが、当事業年度から、移動

平均法に変更しております。この評価方法の変更は、新基幹システムの導入を契機として、これに適する棚

卸資産の評価方法を採用したことによるものであります。

なお、この会計方針の変更による影響額は軽微であり、遡及適用は行っておりません。

 

（「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の適用）

「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」（企業会計基準第27号　2022年10月28日。以下「2022

年改正会計基準」という。）等を当事業年度の期首から適用しております。

法人税等の計上区分に関する改正については、2022年改正会計基準第20-３項ただし書きに定める経過的

な取扱いに従っております。なお、当該会計方針の適用による財務諸表に与える影響はありません。
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（貸借対照表関係）

※１　関係会社に対する資産及び負債

　区分掲記されたもの以外で各科目に含まれているものは、次のとおりであります。

 
前事業年度

（2024年５月31日）
当事業年度

（2025年５月31日）

短期金銭債権 182百万円 249百万円

短期金銭債務 118 〃 126 〃

長期金銭債務 5 〃 5 〃

 

（損益計算書関係）

※１　関係会社との取引高

 
前事業年度

(自 2023年６月１日
至 2024年５月31日)

当事業年度
(自 2024年６月１日
至 2025年５月31日)

営業取引による取引高   

　売上高 2,819百万円 2,965百万円

　仕入高 0  〃 76  〃

　その他の営業取引（収入分） －  〃 57  〃

　その他の営業取引（支出分） 1,278  〃 1,342  〃

営業取引以外の取引による取引高 814  〃 207  〃

 

※２　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額並びにおおよその割合は、次のとおりであります。

 
前事業年度

(自 2023年６月１日
至 2024年５月31日)

当事業年度
(自 2024年６月１日
至 2025年５月31日)

広告宣伝費 4,334百万円 4,373百万円

給料及び手当 2,286  〃 2,845  〃

販売促進費 1,694  〃 1,999  〃

業務委託費 1,647  〃 1,816  〃

研究開発費 557  〃 402  〃

 

　　おおよその割合

販売費 49.3％ 48.0％

一般管理費 50.7〃 52.0〃

 

※３　減損損失の内容については、連結財務諸表等「注記事項（連結損益計算書関係） ※４ 減損損失」に記

載しております。
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（有価証券関係）

前事業年度（2024年５月31日）

　子会社株式及び関連会社株式は、市場価格のない株式等のため、子会社株式及び関連会社株式の時価を記載

しておりません。

　なお、市場価格のない子会社株式及び関連会社株式の貸借対照表計上額は以下のとおりです。

（単位：百万円）
 

区分 2024年５月31日

子会社株式 296

関連会社株式 －

計 296

 

当事業年度（2025年５月31日）

　子会社株式及び関連会社株式は、市場価格のない株式等のため、子会社株式及び関連会社株式の時価を記載

しておりません。

　なお、市場価格のない株式等の子会社株式及び関連会社株式の貸借対照表計上額は以下のとおりです。

（単位：百万円）
 

区分 2025年５月31日

子会社株式 296

関連会社株式 －

計 296
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（税効果会計関係）

前事業年度（2024年５月31日）

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産  

繰越欠損金 15,897百万円

減価償却超過額 173　〃

減損損失 244　〃

投資有価証券評価損 170　〃

未確定債務 151　〃

その他 118　〃

繰延税金資産小計 16,755百万円

税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額 △15,897百万円

将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額 △835　〃

評価性引当額小計 △16,733百万円

繰延税金資産合計 21百万円

繰延税金負債  

資産除去費用 △21百万円

その他 △0　〃

繰延税金負債合計 △21百万円

繰延税金資産純額 －百万円

 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原

因となった主要な項目別の内訳

　税引前当期純損失を計上しているため、記載を省略しております。
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当事業年度（2025年５月31日）

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産  

繰越欠損金 15,592百万円

減価償却超過額 257　〃

減損損失 399　〃

未確定債務 206　〃

投資有価証券評価損 175　〃

繰延資産 114　〃

その他 215　〃

繰延税金資産小計 16,961百万円

税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額 △14,832百万円

将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額 △971　〃

評価性引当額小計 △15,803百万円

繰延税金資産合計 1,157百万円

繰延税金負債  

資産除去費用 △20百万円

その他 △0　〃

繰延税金負債合計 △21百万円

繰延税金資産純額 1,136百万円

 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原

因となった主要な項目別の内訳

 

法定実効税率 34.6％

（調整）  

交際費等永久に損金に算入されない項目 2.7％

受取配当金等永久に益金に算入されない項目 △12.8％

住民税均等割 2.9％

株式報酬費用 15.8％

税率変更による影響 △91.0％

評価性引当額の増減 △225.3％

その他 1.0％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 △272.1％
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（収益認識関係）

　前事業年度（自　2023年６月１日　至　2024年５月31日）

　　顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、連結財務諸表「注記事項（収益認識関

係）」に同一の内容を記載しているので注記を省略しております。

 

　当事業年度（自　2024年６月１日　至　2025年５月31日）

　　顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、連結財務諸表「注記事項（収益認識関

係）」に同一の内容を記載しているので注記を省略しております。

 

（重要な後発事象）

(共通支配下の取引等）

　当社は、2025年５月26日開催の取締役会において、当社が運営するスマートドライビング事業（以下「本事

業」といいます。）において、本事業を会社分割（新設分割）による新設会社（以下「本新設会社」といいま

す。）に承継させることを決議し、当該決議に基づき、2025年８月１日付けで会社分割（新設分割）を実施致

しました。詳細につきましては、連結財務諸表「注記事項（重要な後発事象）」をご参照ください。

 

(新株予約権の付与）

　当社は、2025年６月23日開催の取締役会において、当社取引先に対する新株予約権を発行することを決議致

しました。なお、詳細は「第４提出会社の状況 １株式等の状況 (2)新株予約権等の状況 ①ストックオプショ

ン制度の内容」に記載しております。

 

(資金の借入に関する連帯保証）

　当社の子会社である愛のタクシーチケット㈱が行った運転資金の借入について、債務保証を行っておりま

す。なお、詳細につきましては、連結財務諸表「注記事項（重要な後発事象）」をご参照ください。

 

(優先株式の取得及び消却）

　当社は、定款に定める取得条項に基づき、当社の発行する優先株式を取得し、またそのすべてを消却してお

ります。なお、詳細につきましては、連結財務諸表「注記事項（重要な後発事象）」をご参照ください。

 

(株式分割及び単元株制度の採用）

　当社は、2026年１月22日開催の取締役会決議に基づき株式分割を行っております。また、当該株式分割に伴

い、定款の一部を変更し単元株制度を採用しております。なお、詳細につきましては、連結財務諸表「注記事

項（重要な後発事象）」をご参照ください。
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④【附属明細表】

【有価証券明細表】

　有価証券の金額が資産の総額の100分の１以下であるため、財務諸表等規則第124条の規定により記載を省略し

ております。

 

【有形固定資産等明細表】

（単位：百万円）
 

区分 資産の種類 当期首残高 当期増加額 当期減少額 当期償却額 当期末残高
減価償却累
計額

有形固定資産 建物附属設備 214 9 － 16 208 38

 車両運搬具 － 0 － 0 0 0

 工具、器具及び備品 68 46 0 42 72 91

 
リース資産 － 26

23
3 － 3

 (23)

 計 283 83
23

(23)
61 281 133

無形固定資産 ソフトウエア 596 475 0 167 904 －

 ソフトウエア仮勘定 190 687 469 － 408 －

 計 786 1,162 470 167 1,312 －

　（注）１．当期減少額の（）内は内書きで、減損損失の計上額であります。

　　　　２．当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。

ソフトウエア 自社開発による増加 469 百万円

ソフトウエア仮勘定 自社開発による増加 687  〃

 

【引当金明細表】

    （単位：百万円）

区分 当期首残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高

貸倒引当金 21 20 15 26

クーポン引当金 34 23 34 23

ポイント引当金 103 194 103 194

（注）貸倒引当金のうち６百万円については、破産更生債権等に分類した資産より直接控除しております。

 

（２）【主な資産及び負債の内容】

　連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

 

（３）【その他】

　該当事項はありません。
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第６【提出会社の株式事務の概要】

事業年度 毎年６月１日から翌年５月31日まで

定時株主総会 毎事業年度の終了後３か月以内

基準日 毎年５月31日

株券の種類 ―

剰余金の配当の基準日
毎年５月31日

毎年11月30日

１単元の株式数 100株

株式の名義書換え（注）１  

取扱場所
東京都千代田区丸の内一丁目４番１号　三井住友信託銀行株式会社

証券代行部

株主名簿管理人 東京都千代田区丸の内一丁目４番１号　三井住友信託銀行株式会社

取次所 三井住友信託銀行株式会社　全国各支店

名義書換手数料 無料

新券交付手数料 ―

単元未満株式の買取り  

取扱場所
東京都千代田区丸の内一丁目４番１号　三井住友信託銀行株式会社

証券代行部

株主名簿管理人 東京都千代田区丸の内一丁目４番１号　三井住友信託銀行株式会社

取次所 三井住友信託銀行株式会社　全国各支店（注）１

買取手数料 無料（注）２

公告掲載方法

当社の公告は、電子公告により行います。

ただし電子公告によることができない事故その他やむを得ない事由が生じた

ときは日本経済新聞に掲載して行います。

当社の公告掲載URLは以下のとおりであります。

https://goinc.jp/

株主に対する特典 該当事項はありません。

　（注）１．当社株式は、東京証券取引所グロース市場への上場に伴い、社債、株式等の振替に関する法律第128条第１

項に規定する振替株式となることから、該当事項はなくなる予定です。

２．単元未満株式の買取手数料は、当社株式が東京証券取引所グロース市場に上場された日から「株式の売買の

委託に係る手数料相当額として別途定める金額」に変更されます。

３．当社の株主はその有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない旨、

定款に定めております。

(1)　会社法第189条第２項各号に掲げる権利

(2)　会社法第166条第１項の規定による請求をする権利

(3)　株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
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第７【提出会社の参考情報】

１【提出会社の親会社等の情報】

　当社には、金融商品取引法第24条の７第１項に規定する親会社等はありません。

 

２【その他の参考情報】

　該当事項はありません。
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第三部【特別情報】

第１【連動子会社の最近の財務諸表】
　当社は連動子会社を有しておりませんので、該当事項はありません。
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第四部【株式公開情報】

第１【特別利害関係者等の株式等の移動状況】

移動年月日
移動前所有者
の氏名又は名
称

移動前所有
者の住所

移動前所有者
の提出会社と
の関係等

移動後所有者
の氏名又は名
称

移動後所有
者の住所

移動後所有者
の提出会社と
の関係等

移動株数
（株）

価格
（単価）
（円）

移動理由

2023年

７月31日

(同)乃木坂

ホールディン

グス

代表社員

ジーエル

キュー・ホー

ルディング

ス・エス・

エー・アー

ル・エル

職務執行者　

山梨和彦

 

東京都港区

虎ノ門二丁

目６番１号

虎ノ門ヒル

ズステー

ションタ

ワー

―

グローバルグ

ロースホール

ディングス

ツー(同)

代表社員

ブロードスト

リートインベ

ストメンツ

ジャパン(同)

職務執行者　

糸木悠

東京都港区

虎ノ門二丁

目６番１号

虎ノ門ヒル

ズステー

ションタ

ワー

特別利害関係

者等（当社の

大株主上位10

名）

104,500
172,822,100

（1,653.8）

株主間契約

に基づき、

当社のD種

優先株式を

保有する

ゴールドマ

ン・サック

スグループ

の各エン

ティティ間

での出資持

分の調整の

ため

2023年

７月31日

West Street

Growth EE HK

Limited日本

支店

日本における

代表者　糸木

悠

東京都港区

虎ノ門二丁

目６番１号

虎ノ門ヒル

ズステー

ションタ

ワー

―

グローバルグ

ロースホール

ディングス

ツー(同)

代表社員

ブロードスト

リートインベ

ストメンツ

ジャパン(同)

職務執行者　

糸木悠

東京都港区

虎ノ門二丁

目６番１号

虎ノ門ヒル

ズステー

ションタ

ワー

特別利害関係

者等（当社の

大株主上位10

名）

21,300
35,225,940

（1,653.8）

株主間契約

に基づき、

当社のD種

優先株式を

保有する

ゴールドマ

ン・サック

スグループ

の各エン

ティティ間

での出資持

分の調整の

ため

2026年

１月21日
― ― ―

㈱NTTドコモ

代表取締役社

長　前田義晃

東京都千代

田区永田町

二丁目11番

１号山王

パークタ

ワー

特別利害関係

者等（当社の

大株主上位10

名）

B種優先株式

△1,500,000

C種優先株式

△

12,698,400

普通株式

14,198,400

― （注）６

2026年

１月21日
― ― ―

トヨタ自動車

㈱

取締役社長　

佐藤恒治

愛知県豊田

市トヨタ町

１番地

特別利害関係

者等（当社の

大株主上位10

名）

B種優先株式

△5,000,000

普通株式

5,000,000

― （注）６

2026年

１月21日
― ― ―

グローバルグ

ロースホール

ディングス

ツー(同)

代表社員

ブロードスト

リートインベ

ストメンツ

ジャパン(同)

職務執行者　

糸木悠

東京都港区

虎ノ門二丁

目６番１号

虎ノ門ヒル

ズステー

ションタ

ワー

特別利害関係

者等（当社の

大株主上位10

名）

D種優先株式

△4,935,200

普通株式

4,935,200

― （注）６

2026年

１月21日
― ― ―

あいおいニッ

セイ同和損害

保険㈱

代表取締役社

長　新納啓介

東京都渋谷

区恵比寿一

丁目28番１

号

特別利害関係

者等（当社の

大株主上位10

名）

C種優先株式

△4,798,500

普通株式

4,798,500

― （注）６

2026年

１月21日
― ― ―

㈱SMBC信託銀

行

代表取締役　

萩原攻太郎

東京都千代

田区丸の内

一丁目3番2

号

特別利害関係

者等（当社の

大株主上位10

名）

A種優先株式

△1,000,000

B種優先株式

△700,000

普通株式

1,700,000

― （注）６
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移動年月日
移動前所有者
の氏名又は名
称

移動前所有
者の住所

移動前所有者
の提出会社と
の関係等

移動後所有者
の氏名又は名
称

移動後所有
者の住所

移動後所有者
の提出会社と
の関係等

移動株数
（株）

価格
（単価）
（円）

移動理由

2026年

１月21日
― ― ―

KDDI㈱

代表取締役社

長　松田浩路

東京都新宿

区西新宿二

丁目３番２

号

特別利害関係

者等（当社の

大株主上位10

名）

B種優先株式

△1,500,000

普通株式

1,500,000

― （注）６

　（注）１．当社は、東京証券取引所グロース市場への上場を予定しておりますが、株式会社東京証券取引所（以下「同

取引所」という。）が定める有価証券上場規程施行規則（以下「同施行規則」という。）第266条の規定に

基づき、特別利害関係者等が、基準事業年度（「新規上場申請のための有価証券報告書（Ⅰの部）」に経理

の状況として財務諸表等が記載される最近事業年度をいう。）の末日から起算して２年前の日（2023年６月

１日）から上場日の前日までの期間において、当社の発行する株式又は新株予約権の譲受け又は譲渡（上場

前の公募等を除き、新株予約権の行使を含む。以下「株式等の移動」という。）を行っている場合には、当

該株式等の移動の状況を同施行規則第231条第１項第２号に規定する「新規上場申請のための有価証券報告

書（Ⅰの部）」に記載するものとするとされております。

２．当社は、同施行規則第267条の規定に基づき、上場日から５年間、上記株式等の移動状況に係る記載内容に

ついての記録を保存することとし、幹事取引参加者は、当社が当該記録を把握し、かつ、保存するための事

務組織を適切に整備している状況にあることを確認するものとするとされております。また、当社は、当該

記録につき、同取引所が必要に応じて行う提出請求に応じなければならないとされております。同取引所

は、当社が当該提出請求に応じない場合は、当社の名称及び当該請求に応じない状況にある旨を公表するこ

とができるとされております。また、同取引所は、当該提出請求により提出された記録を検討した結果、上

記株式等の移動の状況に係る記載内容が明らかに正確でなかったと認められる場合には、当社及び幹事取引

参加者の名称並びに当該記載内容が正確でなかったと認められる旨を公表することができるとされておりま

す。

３．特別利害関係者等の範囲は次のとおりであります。

(1）当社の特別利害関係者…………役員、その配偶者及び二親等内の血族（以下「役員等」という。）、役

員等により総株主等の議決権の過半数を所有されている会社並びに関係

会社及びその役員

(2）当社の大株主上位10名

(3）当社の人的関係会社及び資本的関係会社並びにこれらの役員

(4）金融商品取引業者（金融商品取引法第28条第８項に規定する有価証券関連業務を行う者に限る。）及び

その役員並びに金融商品取引業者の人的関係会社及び資本的関係会社

４．移動価格は、DCF法（ディスカウンテッド・キャッシュ・フロー法）及び類似会社比準方式により算出した

価格を総合的に勘案して、譲渡人と譲受人が協議の上、決定いたしました。

５．2026年１月22日開催の定時取締役会決議により、2026年２月20日付で普通株式１株につき100株の株式分割

を行っており、上記「移動株数」及び「価格（単価）」は、当該株式分割後の「移動株数」及び「価格（単

価）を記載しております。

６．2026年１月21日付でA種優先株主、B種優先株主、C種優先株主及びD種優先株主の株式取得請求権の行使を受

けたことにより、A種優先株式12,000株、B種優先株式109,000株、C種優先株式191,318株及びD種優先株式

64,478株を自己株式として取得し、対価としてA種優先株主、B種優先株主、C種優先株主及びD種優先株主に

A種優先株式、B種優先株式、C種優先株式及びD種優先株式１株につきそれぞれ普通株式１株を交付しており

ます。加えて、2026年１月22日付ですべてのA種優先株式、B種優先株式、C種優先株式及びD種優先株式は、

会社法第178条の規定に基づき、消却しております。また、当社は、2026年１月30日開催の臨時株主総会決

議により、種類株式を発行する旨の定款の定めを廃止しております。
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第２【第三者割当等の概況】

１【第三者割当等による株式等の発行の内容】

項目 株式① 株式② 株式③ 新株予約権①

発行年月日 2023年11月15日 2023年11月30日 2023年12月28日 2024年２月15日

種類 D種優先株式 D種優先株式 D種優先株式
第７回新株予約権
（ストック・オプ
ション）

発行数
100,000株
（注）７

270,000株
（注）７

31,000株
（注）７

普通株式
916,100株
（注）７

発行価格
１株につき
1,653.8円
（注）５、７

１株につき
1,653.8円
（注）５、７

１株につき
1,653.8円
（注）５、７

１株につき
617円

（注）４、７

資本組入額
826.9円
（注）７

826.9円
（注）７

826.9円
（注）７

309円
（注）７

発行価額の総額 165,380,000円 446,526,000円 51,267,800円 565,233,700円

資本組入額の総額 82,690,000円 223,263,000円 25,633,900円 283,074,900円

発行方法 有償第三者割当 有償第三者割当 有償第三者割当

2023年12月13日開催
の臨時株主総会にお
いて、会社法第236
条、第238条及び第
239条の規定に基づく
新株予約権（ストッ
ク・オプション）の
付与に関する決議を
行っております。

保有期間等に関する確約 ― ― ― ―

 

項目 新株予約権② 新株予約権③ 新株予約権④ 新株予約権⑤

発行年月日 2024年５月31日 2024年10月31日 2024年10月31日 2024年10月31日

種類
第７回の２新株予約
権（ストック・オプ
ション）

第８回新株予約権
（ストック・オプ
ション）

第９回新株予約権
（ストック・オプ
ション）

第10回新株予約権
（ストック・オプ
ション）

発行数
普通株式
181,000株

普通株式
3,239,100株

普通株式
644,600株

普通株式
867,600株

発行価格
１株につき
617円
（注）４

１株につき
720円
（注）４

１株につき
0.01円
（注）４

１株につき
692円
（注）４

資本組入額 309円 360円 0.01円 346円

発行価額の総額 111,677,000円 2,332,152,000円 6,446円 600,379,200円

資本組入額の総額 55,929,000円 1,166,076,000円 3,223円 300,189,600円

発行方法

2024年3月1日開催の
臨時株主総会におい
て、会社法第236
条、第238条及び第
239条の規定に基づ
く新株予約権（ス
トック・オプショ
ン）の付与に関する
決議を行っておりま
す。

2024年9月27日開催の
臨時株主総会におい
て、会社法第236条、
第238条及び第239条
の規定に基づく新株
予約権（ストック・
オプション）の付与
に関する決議を行っ
ております。

2024年9月27日開催の
臨時株主総会におい
て、会社法第236条、
第238条及び第239条
の規定に基づく新株
予約権（ストック・
オプション）の付与
に関する決議を行っ
ております。

2024年9月27日開催の
臨時株主総会におい
て、会社法第236条、
第238条及び第239条
の規定に基づく新株
予約権（ストック・
オプション）の付与
に関する決議を行っ
ております。

保有期間等に関する確約 ― （注）２ （注）２ （注）２
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項目 新株予約権⑥ 新株予約権⑦ 新株予約権⑧ 新株予約権⑨

発行年月日 2024年10月31日 2024年10月31日 2025年５月21日 2025年５月21日

種類
第11回新株予約権
（ストック・オプ
ション）

第12回新株予約権
（ストック・オプ
ション）

第13回新株予約権
（ストック・オプ
ション）

第14回新株予約権
（ストック・オプ
ション）

発行数
普通株式
289,200株
（注）７

普通株式
38,000株
（注）７

普通株式
1,295,600株
（注）７

普通株式
821,800株
（注）７

発行価格
１株につき
0.01円

（注）３、７

１株につき
692円

（注）３、７

１株につき
773円

（注）３、７

１株につき
773円

（注）３、７

資本組入額
0.01円
（注）７

346円
（注）７

387円
（注）７

387円
（注）７

発行価額の総額 2,892円 26,296,000円 1,001,498,800円 635,251,400円

資本組入額の総額 1,446円 13,148,000円 500,749,400円 317,625,700円

発行方法

2024年9月27日開催
の臨時株主総会にお
いて、会社法第236
条、第238条及び第
239条の規定に基づ
く新株予約権（ス
トック・オプショ
ン）の付与に関する
決議を行っておりま
す。

2024年9月27日開催の
臨時株主総会におい
て、会社法第236条、
第238条及び第239条
の規定に基づく新株
予約権（ストック・
オプション）の付与
に関する決議を行っ
ております。

2025年3月13日開催の
臨時株主総会におい
て、会社法第236条、
第238条及び第239条
の規定に基づく新株
予約権（ストック・
オプション）の付与
に関する決議を行っ
ております。

2025年3月13日開催の
臨時株主総会におい
て、会社法第236条、
第238条及び第239条
の規定に基づく新株
予約権（ストック・
オプション）の付与
に関する決議を行っ
ております。

保有期間等に関する確約 （注）２ （注）２ （注）２ （注）２

 

項目 新株予約権⑩

発行年月日 2025年７月９日

種類 第15回新株予約権

発行数
100,000株
（注）７

発行価格
１株につき
740円

（注）４、７

資本組入額
370円

（注）７

発行価額の総額 74,000,000円

資本組入額の総額 37,000,000円

発行方法

2025年6月13日開催の
臨時株主総会におい
て、会社法第236条、
第238条及び第239条
の規定に基づく新株
予約権の付与に関す
る決議を行っており
ます。

保有期間等に関する確約 （注）３
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　（注）１．第三者割当等による募集株式の割当て等に関する規制に関し、株式会社東京証券取引所（以下「同取引所」

という。）の定める規則は、以下のとおりであります。

(1）同取引所の定める有価証券上場規程施行規則（以下「同施行規則」という。）第268条の規定において、

新規上場申請者が、基準事業年度の末日から起算して１年前より後において、第三者割当等による募集株

式の割当てを行っている場合（上場前の公募等による場合を除く。）には、新規上場申請者は、割当てを

受けた者との間で、募集株式の継続所有、譲渡時及び同取引所からの当該所有状況に係る照会時の同取引

所への報告並びに当該書類及び報告内容の公衆縦覧その他同取引所が必要と認める事項について確約を行

うものとし、当該書類を同取引所が定めるところにより提出するものとされております。

(2）同取引所の定める同施行規則第270条の規定において、新規上場申請者が、基準事業年度の末日から起算

して１年前より後において、第三者割当等による募集新株予約権（会社法第238条第１項に規定する募集

新株予約権をいい、同施行規則第272条に規定する新株予約権を除く。）の割当て（募集新株予約権の割

当てと同様の効果を有すると認められる自己新株予約権（同施行規則第272条に規定する新株予約権を除

く。） の割当てを含む。以下同じ。）を行っている場合には、当該新規上場申請者は、割当てを受けた

者との間で募集新株予約権（行使等により取得する株式等を含む。）の継続所有、譲渡時及び同取引所か

らの当該所有状況に係る照会時の同取引所への報告並びに当該書類及び報告内容の公衆縦覧その他同取引

所が必要と認める事項について確約を行うものとし、当該書類を同取引所が定めるところにより提出する

ものとされています。

(3）同取引所の定める同施行規則第272条の規定において、新規上場申請者が、基準事業年度の末日から起算

して１年前より後において、役員又は従業員等に報酬として新株予約権の割当てを行っている場合には、

新規上場申請者は、割当てを受けた役員又は従業員等との間で報酬として割当てを受けた新株予約権の継

続所有、譲渡時及び同取引所からの当該所有状況に係る照会時の同取引所への報告その他同取引所が必要

と認める事項について確約を行うものとし、当該書類を同取引所が定めるところにより提出するものとさ

れております。

(4）当社が、前３項の規定に基づく書類の提出等を行わないときは、同取引所は新規上場申請の不受理又は受

理の取消しの措置をとるものとしております。

(5）当社の場合、基準事業年度の末日は、2025年５月31日であります。

２．同施行規則第272条第１項第１号の規定に基づき、当社は割当てを受けた役員又は従業員等との間で、報酬

として割当てを受けた新株予約権を、原則として、割当てを受けた日から上場日の前日又は新株予約権の行

使を行う日のいずれか早い日まで所有する等の確約を行っております。

３．同取引所の定める同施行規則第270条第１項第１号の規定に基づき、当社は割当てを受けた者との間で、割

当てを受けた新株予約権を、原則として割当てを受けた日から上場日以後６か月間を経過する日（当該日に

おいて割当新株予約権の割当日以後１年間を経過していない場合には、割当新株予約権の割当日以後１年間

を経過する日）まで所有する等の確約を行っております。

４．株式の発行価額及び行使に際して払込をなすべき金額は、DCF法（ディスカウンテッド・キャッシュ・フ

ロー法）及び類似会社比準方式により算出した価格を総合的に勘案して、決定しております。

５．信用力強化を目的としたもので、発行価格は、DCF法（ディスカウンテッド・キャッシュ・フロー法）及び

類似会社比準方式により算出した価格を総合的に勘案して、決定しております。

６．新株予約権の行使時の払込金額、行使期間、行使の条件及び譲渡に関する事項については以下のとおりであ

ります。

 

 新株予約権①

行使時の払込金額 １株につき617円

行使期間 2025年12月26日から2033年12月13日まで

行使の条件
「第二部　企業情報　第４　提出会社の状況　１．株式等の状

況　(2）新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。

新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の承認を要する。

（注）　退職等により従業員44名139,800株分の権利が喪失しております。
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 新株予約権②

行使時の払込金額 １株につき617円

行使期間 2026年５月17日から2034年３月１日まで

行使の条件
「第二部　企業情報　第４　提出会社の状況　１．株式等の状

況　(2）新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。

新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の承認を要する。

（注）　退職等により従業員17名26,000株分の権利が喪失しております。

 
 

 新株予約権③

行使時の払込金額 １株につき720円

行使期間 2024年10月31日から2034年10月30日まで

行使の条件

行使の条件は、取締役会決議に基づき、別途当社と新株予約権者

との間で締結した「第８回新株予約権割当契約書」に定めるとこ

ろによる。

新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の承認を要する。

（注）　権利放棄により取締役２名3,239,100株分の権利が喪失しております。

 

 新株予約権④

行使時の払込金額 １株につき0.01円

行使期間 2026年10月２日から2034年９月27日まで

行使の条件
「第二部　企業情報　第４　提出会社の状況　１．株式等の状

況　(2）新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。

新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の承認を要する。

 

 新株予約権⑤

行使時の払込金額 １株につき692円

行使期間 2024年10月31日から2034年10月30日まで

行使の条件

行使の条件は、取締役会決議に基づき、別途当社と新株予約権者

との間で締結した「第10回新株予約権割当契約書」に定めるとこ

ろによる。

新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の承認を要する。

（注）　権利放棄により取締役、従業員70名867,600株分の権利が喪失しております。

 

 新株予約権⑥

行使時の払込金額 １株につき0.01円

行使期間 2026年10月２日から2034年９月27日まで

行使の条件
「第二部　企業情報　第４　提出会社の状況　１．株式等の状

況　(2）新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。

新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の承認を要する。

（注）　退職等により従業員５名6,500株分の権利が喪失しております。
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 新株予約権⑦

行使時の払込金額 １株につき692円

行使期間 2026年10月２日から2034年９月27日まで

行使の条件
「第二部　企業情報　第４　提出会社の状況　１．株式等の状

況　(2）新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。

新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の承認を要する。

（注）　退職等により従業員９名4,500株分の権利が喪失しております。

 
 

 新株予約権⑧

行使時の払込金額 １株につき773円

行使期間 2025年５月21日から2035年５月18日まで

行使の条件
「第二部　企業情報　第４　提出会社の状況　１．株式等の状

況　(2）新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。

新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の承認を要する。

 

 新株予約権⑨

行使時の払込金額 １株につき773円

行使期間 2025年５月21日から2035年５月18日まで

行使の条件
「第二部　企業情報　第４　提出会社の状況　１．株式等の状

況　(2）新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。

新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の承認を要する。

（注）　退職等により従業員６名26,500株分の権利が喪失しております。

 

 新株予約権⑩

行使時の払込金額 １株につき740円

行使期間 2025年７月９日から2031年７月８日まで

行使の条件
「第二部　企業情報　第４　提出会社の状況　１．株式等の状

況　(2）新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。

新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の承認を要する。

 

７．2026年１月22日開催の定時取締役会決議により、2026年２月20日付で普通株式１株につき100株の株式分割

を行っており、上記「発行数」、「発行価格」、「資本組入額」及び「行使時の払込金額」は、当該株式分

割後の「発行数」、「発行価格」、「資本組入額」及び「行使時の払込金額」を記載しております。
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２【取得者の概況】

株式①

取得者の氏名又は名称 取得者の住所
取得者の職
業及び事業
の内容等

割当株数
（株）

価格
（単価）
（円）

取得者と提出会社
との関係

岡山交通㈱

代表取締役COO 古谷　和秀

資本金　100百万円

岡山県岡山市南区豊成

一丁目14番12号
交通事業 100,000

165,380,000

(1,653.8)
－

　（注）2026年１月22日開催の取締役会決議により、2026年２月20日付で普通株式１株につき100株の株式分割を行って

おり、上記「割当株数」及び「価格（単価）」は、当該株式分割後の「割当株数」及び「価格（単価）」を記載

しております。

 

株式②

取得者の氏名又は名称 取得者の住所
取得者の職
業及び事業
の内容等

割当株数
（株）

価格
（単価）
（円）

取得者と提出会社
との関係

Fidelity Japan Trust PLC

Chairman David Graham

資本金　 34百万ポンド

Beech Gate,

Millfield Lane,

Lower Kingswood

Tadworth, Surrey

KT20 6RP, United

Kingdom

投資事業 270,000
446,526,000

(1,653.8)
－

　（注）１．2025年９月25日開催の取締役会決議により、株式の譲渡承認を行っており、2025年11月27日付でAVI Japan

Opportunity Trust plcへ全株式の株式譲渡が行われております。

２．2026年１月22日開催の取締役会決議により、2026年２月20日付で普通株式１株につき100株の株式分割を

行っており、上記「割当株数」及び「価格（単価）」は、当該株式分割後の「割当株数」及び「価格（単

価）」を記載しております。

 

株式③

取得者の氏名又は名称 取得者の住所
取得者の職
業及び事業
の内容等

割当株数
（株）

価格
（単価）
（円）

取得者と提出会社
との関係

㈱フリークアウト・ホール

ディングス

代表取締役社長

Global CEO 本田　謙

資本金　3,552百万円

東京都港区六本木六丁

目３番１号

インター

ネット広告

事業

31,000
51,267,800

(1,653.8)
－

　（注）2026年１月22日開催の取締役会決議により、2026年２月20日付で普通株式１株につき100株の株式分割を行って

おり、上記「割当株数」及び「価格（単価）」は、当該株式分割後の「割当株数」及び「価格（単価）」を記載

しております。
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新株予約権①

取得者の氏名又は名称 取得者の住所
取得者の職
業及び事業
の内容等

割当株数
（株）

価格
（単価）
（円）

取得者と提出会社
との関係

惠良　和隆 － 会社役員 10,000
6,170,000

(617)

特別利害関係者等

（当社の取締役）

青木　亮祐 － 会社役員 10,000
6,170,000

(617)

特別利害関係者等

（当社の取締役）

　（注）１．退職等の理由により権利を喪失したものにつきましては、記載しておりません。

２．表に含まれていない、提出会社又は関係会社の従業員又は従業員であった取得者（大株主等を除く）の人数

は196名、当該取得者の割当株数は756,300株であります。

３．2026年１月22日開催の取締役会決議により、2026年２月20日付で普通株式１株につき100株の株式分割を

行っており、上記「割当株数」及び「価格（単価）」は、当該株式分割後の「割当株数」及び「価格（単

価）」を記載しております。

４．惠良　和隆と青木　亮祐は、2026年1月31日付で当社取締役を退任いたしました。

 

新株予約権②

取得者の氏名又は名称 取得者の住所
取得者の職
業及び事業
の内容等

割当株数
（株）

価格
（単価）
（円）

取得者と提出会社
との関係

当社従業員87名 － 会社員 155,000
95,635,000

(617)
当社の従業員

　（注）１．退職等の理由により権利を喪失したものにつきましては、記載しておりません。

２．2026年１月22日開催の取締役会決議により、2026年２月20日付で普通株式１株につき100株の株式分割を

行っており、上記「割当株数」及び「価格（単価）」は、当該株式分割後の「割当株数」及び「価格（単

価）」を記載しております。

 

新株予約権④

取得者の氏名又は名称 取得者の住所
取得者の職
業及び事業
の内容等

割当株数
（株）

価格
（単価）
（円）

取得者と提出会社
との関係

中島　宏 － 会社役員 388,300
3,883

(0.01)

特別利害関係者等

（当社の代表取締役

社長）

川鍋　一朗 － 会社役員 256,300
2,563

(0.01)

特別利害関係者等

（当社の代表取締役

会長）

　（注）2026年１月22日開催の取締役会決議により、2026年２月20日付で普通株式１株につき100株の株式分割を行って

おり、上記「割当株数」及び「価格（単価）」は、当該株式分割後の「割当株数」及び「価格（単価）」を記載

しております。

 

新株予約権⑥

取得者の氏名又は名称 取得者の住所
取得者の職
業及び事業
の内容等

割当株数
（株）

価格
（単価）
（円）

取得者と提出会社
との関係

惠良　和隆 － 会社役員 27,500
27,500

(1)

特別利害関係者等

（当社の取締役）

青木　亮祐 － 会社役員 22,500
22,500

(1)

特別利害関係者等

（当社の取締役）

　（注）１．退職等の理由により権利を喪失したものにつきましては、記載しておりません。

２．表に含まれていない、提出会社又は関係会社の従業員又は従業員であった取得者（大株主等を除く）の人数

は63名、当該取得者の割当株数は232,700株であります。

３．2026年１月22日開催の取締役会決議により、2026年２月20日付で普通株式１株につき100株の株式分割を

行っており、上記「割当株数」及び「価格（単価）」は、当該株式分割後の「割当株数」及び「価格（単

価）」を記載しております。

４．惠良　和隆と青木　亮祐は、2026年1月31日付で当社取締役を退任いたしました。
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新株予約権⑦

取得者の氏名又は名称 取得者の住所
取得者の職
業及び事業
の内容等

割当株数
（株）

価格
（単価）
（円）

取得者と提出会社
との関係

当社従業員41名 － 会社員 33,500
23,182,000

(692)
当社の従業員

　（注）１．退職等の理由により権利を喪失したものにつきましては、記載しておりません。

２．2026年１月22日開催の取締役会決議により、2026年２月20日付で普通株式１株につき100株の株式分割を

行っており、上記「割当株数」及び「価格（単価）」は、当該株式分割後の「割当株数」及び「価格（単

価）」を記載しております。

 

新株予約権⑧

取得者の氏名又は名称 取得者の住所
取得者の職
業及び事業
の内容等

割当株数
（株）

価格
（単価）
（円）

取得者と提出会社
との関係

中島　宏 － 会社役員 776,700
574,758,000

(740)

特別利害関係者等

（当社の代表取締役

社長）

川鍋　一朗 － 会社役員 518,900
383,986,000

(740)

特別利害関係者等

（当社の代表取締役

会長）

　（注）2026年１月22日開催の取締役会決議により、2026年２月20日付で普通株式１株につき100株の株式分割を行って

おり、上記「割当株数」及び「価格（単価）」は、当該株式分割後の「割当株数」及び「価格（単価）」を記載

しております。

 

新株予約権⑨

取得者の氏名又は名称 取得者の住所
取得者の職
業及び事業
の内容等

割当株数
（株）

価格
（単価）
（円）

取得者と提出会社
との関係

惠良　和隆 － 会社役員 68,000
50,320,000

(740)

特別利害関係者等

（当社の取締役）

青木　亮祐 － 会社役員 55,000
40,700,000

(740)

特別利害関係者等

（当社の取締役）

　（注）１．退職等の理由により権利を喪失したものにつきましては、記載しておりません。

２．表に含まれていない、提出会社又は関係会社の従業員又は従業員であった取得者（大株主等を除く）の人数

は70名、当該取得者の割当株数は672,300株であります。

３．2026年１月22日開催の取締役会決議により、2026年２月20日付で普通株式１株につき100株の株式分割を

行っており、上記「割当株数」及び「価格（単価）」は、当該株式分割後の「割当株数」及び「価格（単

価）」を記載しております。

４．惠良　和隆と青木　亮祐は、2026年1月31日付で当社取締役を退任いたしました。

 

新株予約権⑩

取得者の氏名又は名称 取得者の住所
取得者の職
業及び事業
の内容等

割当株数
（株）

価格
（単価）
（円）

取得者と提出会社
との関係

東京無線協同組合

理事長　村澤儀雄

出資総額　12百万円

東京都新宿区百人町二

丁目１８番１２号

タクシー事

業
100,000

74,000,000

(740)
当社の取引先

　（注）2026年１月22日開催の取締役会決議により、2026年２月20日付で普通株式１株につき100株の株式分割を行って

おり、上記「割当株数」及び「価格（単価）」は、当該株式分割後の「割当株数」及び「価格（単価）」を記載

しております。
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３【取得者の株式等の移動状況】

　「第１　特別利害関係者等の株式等の移動状況」に記載のとおりであります。
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第３【株主の状況】

氏名又は名称 住所
所有株式数
（株）

株式（自己株式を除
く。）の総数に対す
る所有株式数の割合

（％）

日本交通ホールディングス㈱　※

１、２

東京都千代田区紀尾井町３番12号紀

尾井町ビル
20,000,000 23.2

㈱ディー・エヌ・エー　※１、２ 東京都渋谷区渋谷二丁目24番12号 20,000,000 23.2

㈱NTTドコモ　※２
東京都千代田区永田町二丁目11番１

号山王パークタワー
14,198,400 16.5

トヨタ自動車㈱　※２ 愛知県豊田市トヨタ町１番地 5,000,000 5.8

グローバルグロースホールディング

スツー(同)　※２

東京都港区虎ノ門二丁目６番１号虎

ノ門ヒルズステーションタワー
4,935,200 5.7

あいおいニッセイ同和損害保険

㈱　※２
東京都渋谷区恵比寿一丁目28番１号 4,798,500 5.6

中島　宏　※３ ―
2,256,000

（2,256,000）

2.6

（2.6）

川鍋　一朗　※３ ―
1,866,200

（1,866,200）

2.2

（2.2）

㈱SMBC信託銀行　※２
東京都千代田区丸の内一丁目３番２

号
1,700,000 2.0

KDDI㈱　※２ 東京都新宿区西新宿二丁目３番２号 1,500,000 1.7

Kakao Mobility Corp.※２
大韓民国京幾都城南市盆唐区板橋駅

路152
1,000,000 1.2

東京センチュリー㈱※２ 東京都千代田区神田練塀町３番地 1,000,000 1.2

West Street Growth EE HK Limited

日本支店

東京都港区虎ノ門二丁目６番１号虎

ノ門ヒルズステーションタワー
742,200 0.9

㈱電通グループ 東京都港区東新橋一丁目８番１号 634,900 0.7

㈱アイシン 愛知県刈谷市朝日町二丁目１番地 500,000 0.6

㈱デンソー 愛知県刈谷市昭和町一丁目１番地 500,000 0.6

(同)乃木坂ホールディングス
東京都港区虎ノ門二丁目６番１号虎

ノ門ヒルズステーションタワー
369,400 0.4

AVI Japan Opportunity Trust plc

（常任代理人　祝田法律事務所　弁

護士　川村一博）

19th Floor 51 Lime Street,

London,

United Kingdom, EC3M 7DQ

（東京都千代田区丸の内３－４－１

新国際ビル９階）

270,000 0.3

豊田通商㈱
愛知県名古屋市中村区名駅四丁目９

番８号
200,000 0.2

惠良　和隆　※５、６ ―
197,500

（197,500）

0.2

（0.2）

―※６ ―
180,300

（180,300）

0.2

（0.2）

青木　亮祐　※５、６ ―
179,500

（179,500）

0.2

（0.2）

―※６ ―
144,400

（144,400）

0.2

（0.2）
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氏名又は名称 住所
所有株式数

（株）

株式（自己株式を除
く。）の総数に対す
る所有株式数の割合

（％）

―※６ ―
132,700

（132,700）

0.2

（0.2）

―※６ ―
120,500

（120,500）

0.1

（0.1）

―※６ ―
114,800

（114,800）

0.1

（0.1）

―※６ ―
100,000

（100,000）

0.1

（0.1）

帝都自動車交通㈱ 東京都中央区日本橋箱崎町41番12号 100,000 0.1

大和自動車交通㈱ 東京都江東区猿江二丁目16番31号 100,000 0.1

岡山交通㈱
岡山県岡山市南区豊成一丁目14番12

号
100,000 0.1

東京無線(協組) 東京都新宿区百人町二丁目18番12号
100,000

（100,000）

0.1

（0.1）

―※６ ―
92,100

（92,100）

0.1

（0.1）

―※６ ―
77,700

（77,700）

0.1

（0.1）

―※６ ―
72,900

（72,900）

0.1

（0.1）

―※６ ―
67,900

（67,900）

0.1

（0.1）

―※６ ―
65,700

（65,700）

0.1

（0.1）

―※６ ―
65,000

（65,000）

0.1

（0.1）

―※６ ―
63,500

（63,500）

0.1

（0.1）

―※６ ―
61,400

（61,400）

0.1

（0.1）

―※６ ―
60,200

（60,200）

0.1

（0.1）

―※６ ―
58,000

（58,000）

0.1

（0.1）

―※６ ―
52,900

（52,900）

0.1

（0.1）

―※６ ―
50,400

（50,400）

0.1

（0.1）

―※６ ―
49,900

（49,900）

0.1

（0.1）

―※６ ―
49,000

（49,000）

0.1

（0.1）

―※６ ―
47,000

（47,000）

0.1

（0.1）

―※６ ―
43,500

（43,500）

0.1

（0.1）
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氏名又は名称 住所
所有株式数

（株）

株式（自己株式を除
く。）の総数に対す
る所有株式数の割合

（％）

―※６ ―
42,900

（42,900）

0.0

（0.0）

―※６ ―
42,200

（42,200）

0.0

（0.0）

―※６ ―
38,000

（38,000）

0.0

（0.0）

その他　469名　※４、５、６ ―
2,145,700

（2,114,700）

2.5

（2.5）

計 ―
86,286,400

（8,606,800）

100.0

（10.0）
 
　（注）１．「氏名又は名称」欄の※の番号は、次のとおり株主の属性を示します。

１　特別利害関係者等（その他の関係会社）　２　特別利害関係者等（大株主上位10名）　３　特別利害関

係者等（当社代表取締役）　４　特別利害関係者等（当社取締役）　５　当社の元取締役　６　当社従業員

２．株式（自己株式を除く。）の総数に対する所有株式数の割合は、小数点以下第２位を四捨五入しておりま

す。

３．（　）内は、新株予約権による潜在株式数及びその割合であり、内数であります。
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 独立監査人の監査報告書  

 

 2026年５月13日

ＧＯ株式会社  

 取締役会　御中 

 

 EY新日本有限責任監査法人 

 東京事務所  

 

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 松本　雄一

 

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 西口　昌宏

 

＜連結財務諸表監査＞

監査意見

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

いるＧＯ株式会社の2024年６月１日から2025年５月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照

表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表

作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。

　当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ＧＯ

株式会社及び連結子会社の2025年５月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及び

キャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における

当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職

業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果

たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

EDINET提出書類

ＧＯ株式会社(E41784)

有価証券届出書（新規公開時）

226/240



監査上の主要な検討事項

　監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要

であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形

成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

繰延税金資産の回収可能性

監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由 監査上の対応

　会社は、重要な会計上の見積り注記に記載のとおり、

2025年５月31日現在、連結貸借対照表において、繰延税金

資産を1,234百万円計上している。また、税効果関係注記

に記載のとおり、将来減算一時差異及び税務上の繰越欠損

金に対する繰延税金資産（評価性引当額控除前）の金額は

17,070百万円（評価性引当額は15,811百万円）であり、こ

のうち、継続した税務上の欠損金の発生により生じたＧＯ

株式会社の税務上の繰越欠損金相当分15,592百万円（評価

性引当額は14,832百万円）が含まれている。

　会社は、当連結会計年度末における将来減算一時差異及

び税務上の繰越欠損金に対して、将来の収益力に基づく一

時差異等加減算前課税所得の見積額に基づき、将来の税金

負担額を軽減する効果を有すると認められる範囲内で繰延

税金資産を計上している。

　会社の将来の課税所得の見積りにおける主要な仮定は、

会社のタクシーアプリによる実車数及び実車当たり単価で

ある。

　これらの主要な仮定は、経済動向や顧客需要の変化等の

将来の事業環境の変動による影響を受ける可能性があり、

不確実性を伴い経営者による判断を必要とすることから、

当監査法人は当該事項を監査上の主要な検討事項と判断し

た。

　当監査法人は、繰延税金資産の回収可能性を検討するに

あたり、主として以下の監査手続を実施した。

・経営者が繰延税金資産の回収可能性の評価にあたって実

施した企業の分類の判定について会計基準への準拠性を

検討した。

・期末における将来減算一時差異及び将来加算一時差異の

解消見込年度のスケジューリング及び相殺の適切性と、

税務上の繰越欠損金の控除見込年度及び控除見込額のス

ケジューリングの適切性を検討した。

・経営者が繰延税金資産の回収可能性の計算にあたって使

用した計算シートと取締役会による承認を得た予算との

整合性について検討した。

・経営者の予算策定の見積り判断の有効性を評価するた

め、過年度における予算とその後の実績を比較した。

・重要な仮定である会社のタクシーアプリによる実車数及

び実車当たり単価について、経営者へのヒアリングによ

る理解を行うとともに、過去の実績と趨勢比較を実施し

た。

 

その他の記載内容

　その他の記載内容は、有価証券届出書　第二部【企業情報】に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びに

これらの監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査等

委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

　当監査法人の連結財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記

載内容に対して意見を表明するものではない。

　連結財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容

と連結財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのよ

うな重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告す

ることが求められている。

　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

 

連結財務諸表に対する経営者並びに監査等委員会の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に

表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために

経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

　連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかど

うかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する

必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

　監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
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連結財務諸表監査における監査人の責任

　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示

がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明する

ことにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の

意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし

ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を

立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監

査証拠を入手する。

・　連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価

の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び

関連する注記事項の妥当性を評価する。

・　経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ

き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論

付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記事項に

注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸表に対し

て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づい

ているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・　連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているか

どうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎となる取

引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・　連結財務諸表に対する意見表明の基礎となる、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入

手するために、連結財務諸表の監査を計画し実施する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指揮、監督及び査閲に

関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

　監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な

不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

　監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監

査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻

害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

　監査人は、監査等委員会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断した事

項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止され

ている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると

合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。

 

＜報酬関連情報＞

　当監査法人及び当監査法人と同一のネットワークに属する者に対する、会社及び子会社の監査証明業務に基づく報酬及

び非監査業務に基づく報酬の額は、「提出会社の状況」に含まれるコーポレート・ガバナンスの状況等　（３）【監査の

状況】に記載されている。

 

利害関係

　会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな

い。

 

以　　上

 

　（注）１．上記の監査報告書の原本は当社（有価証券届出書提出会社）が別途保管しております。

２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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 独立監査人の監査報告書  

 

 2026年５月13日

ＧＯ株式会社  

 取締役会　御中 

 

 EY新日本有限責任監査法人 

 東京事務所  

 

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 松本　雄一

 

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 西口　昌宏

 

＜財務諸表監査＞

監査意見

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

いるＧＯ株式会社の2024年６月１日から2025年５月31日までの第49期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益

計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を行った。

　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ＧＯ株式

会社の2025年５月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に

表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における

当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫

理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査

法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

監査上の主要な検討事項

　監査上の主要な検討事項とは、当事業年度の財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると

判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対

応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

 

繰延税金資産の回収可能性

　会社は、重要な会計上の見積り注記に記載のとおり、2025年５月31日現在、貸借対照表において、繰延税金資産を

1,136百万円計上している。また、税効果関係注記に記載のとおり、将来減算一時差異及び税務上の繰越欠損金に対する

繰延税金資産（評価性引当額控除前）の金額は16,691百万円（評価性引当額は15,803百万円）であり、このうち、継続し

た税務上の欠損金の発生により生じた税務上の繰越欠損金相当分15,592百万円（評価性引当額は14,832百万円）が含まれ

ている。

　当該事項について、監査人が監査上の主要な検討事項と決定した理由及び監査上の対応は、連結財務諸表の監査報告書

に記載されている監査上の主要な検討事項と同一内容であるため、記載を省略している。
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その他の記載内容

　その他の記載内容は、有価証券届出書　第二部【企業情報】に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びに

これらの監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査等

委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

　当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内

容に対して意見を表明するものではない。

　財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財

務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要

な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告す

ることが求められている。

　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

 

財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示

することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が

必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評

価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要があ

る場合には当該事項を開示する責任がある。

　監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 

財務諸表監査における監査人の責任

　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がな

いかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあ

る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影

響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし

ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を

立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監

査証拠を入手する。

・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実

施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び

関連する注記事項の妥当性を評価する。

・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、

継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付け

る。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚

起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見

を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の

事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどう

かとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象

を適正に表示しているかどうかを評価する。

　監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な

不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

　監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監

査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻

害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。
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　監査人は、監査等委員会と協議した事項のうち、当事業年度の財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査

上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場

合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に

見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。

 

＜報酬関連情報＞

　報酬関連情報は、連結財務諸表の監査報告書に記載されている。

 

利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以　　上

 

　（注）１．上記の監査報告書の原本は当社（有価証券届出書提出会社）が別途保管しております。

２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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 独立監査人の監査報告書  

 

 2026年５月13日

ＧＯ株式会社  

 取締役会　御中 

 

 EY新日本有限責任監査法人 

 東京事務所  

 

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 松本　雄一

 

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 西口　昌宏

 

＜連結財務諸表監査＞

監査意見

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

いるＧＯ株式会社の2023年６月１日から2024年５月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照

表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表

作成のための基本となる重要な事項及びその他の注記について監査を行った。

　当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ＧＯ

株式会社及び連結子会社の2024年５月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及び

キャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における

当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職

業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果

たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
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監査上の主要な検討事項

　監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要

であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形

成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

固定資産の減損

監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由 監査上の対応

　会社は、重要な会計上の見積り注記に記載のとおり、

2024年５月31日現在、連結貸借対照表において、有形固定

資産297百万円及び無形固定資産808百万円を計上してい

る。このうち、ＧＯ事業セグメントに基づく固定資産グ

ループに係る分は有形固定資産16百万円及び無形固定資産

804百万円である。また、全社資産は有形固定資産278百万

円及び無形固定資産４百万円である。

　会社は、減損の兆候がある資産又は資産グループについ

て減損損失の認識の判定を行い、減損損失を認識すべきで

あると判定した場合には帳簿価額を回収可能価額まで減額

し、減損損失を計上している。

　会社は、当連結会計年度においてＧＯ事業セグメントに

基づく固定資産グループ及び全社資産について、減損の兆

候があると判断し、減損損失の認識の判定を行った結果、

当該資産グループから得られる割引前将来キャッシュ・フ

ローの総額及び全社資産を含むより大きな単位から得られ

る割引前将来キャッシュ・フローの総額がその帳簿価額を

上回っていることから、減損損失を認識していない。

　ＧＯ事業セグメントに基づく固定資産グループについて

の割引前将来キャッシュ・フロー及び全社資産を含むより

大きな単位から得られる割引前将来キャッシュ・フローの

総額における主要な仮定は、会社のタクシーアプリを用い

た実車数である。

　将来キャッシュ・フローの見積りにおける上記の主要な

仮定は、経済動向や顧客需要の変化等の将来の事業環境の

変動による影響を受ける可能性があり、不確実性を伴い経

営者による判断を必要とすることから、当監査法人は当該

事項を監査上の主要な検討事項と判断した。

　当監査法人は、固定資産の減損を検討するにあたり、主

として以下の監査手続を実施した。

・割引前将来キャッシュ・フローの基礎となる事業計画の

検討に当たって、取締役会による承認を得た予算との整

合性について検討した。

・経営者の事業計画策定の見積り判断の有効性を評価する

ため、過年度における事業計画とその後の実績を比較し

た。

・割引前将来キャッシュ・フローの見積期間について、主

要な資産の経済的残存使用年数との比較を実施した。

・重要な仮定である当社のタクシーアプリを用いた実車数

について、過去の実績と趨勢比較を実施した。また、重

要な仮定について不確実性を加味した感応度分析を実施

し、これらが回収可能価額に与える影響を評価した。

 

その他の記載内容

　その他の記載内容は、有価証券届出書　第二部【企業情報】に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びに

これらの監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査等

委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

　当監査法人の連結財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記

載内容に対して意見を表明するものではない。

　連結財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容

と連結財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのよ

うな重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告す

ることが求められている。

　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
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連結財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に

表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために

経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

　連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかど

うかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する

必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

　監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 

連結財務諸表監査における監査人の責任

　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示

がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明する

ことにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の

意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし

ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を

立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監

査証拠を入手する。

・　連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価

の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び

関連する注記事項の妥当性を評価する。

・　経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ

き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論

付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記事項に

注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸表に対し

て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づい

ているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・　連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているか

どうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎となる取

引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・　連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入

手する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見

に対して責任を負う。

　監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な

不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

　監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監

査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻

害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

　監査人は、監査等委員会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断した事

項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止され

ている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると

合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。

 

＜報酬関連情報＞

　当監査法人及び当監査法人と同一のネットワークに属する者に対する、会社及び子会社の監査証明業務に基づく報酬及

び非監査業務に基づく報酬の額は、「提出会社の状況」に含まれるコーポレート・ガバナンスの状況等　（３）【監査の

状況】に記載されている。
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利害関係

　会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな

い。

 

以　　上

 

　（注）１．上記の監査報告書の原本は当社（有価証券届出書提出会社）が別途保管しております。

２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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 独立監査人の監査報告書  

 

 2026年５月13日

ＧＯ株式会社  

 取締役会　御中 

 

 EY新日本有限責任監査法人 

 東京事務所  

 

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 松本　雄一

 

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 西口　昌宏

 

＜財務諸表監査＞

監査意見

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

いるＧＯ株式会社の2023年６月１日から2024年５月31日までの第48期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益

計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。

　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ＧＯ株式

会社の2024年５月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に

表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における

当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫

理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査

法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

監査上の主要な検討事項

　監査上の主要な検討事項とは、当事業年度の財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると

判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対

応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

 

固定資産の減損

　会社は、重要な会計上の見積り注記に記載のとおり、2024年５月31日現在、貸借対照表において、有形固定資産283百

万円及び無形固定資産786百万円を計上している。このうち、ＧＯ事業セグメントに基づく固定資産グループに係る分は

有形固定資産２百万円及び無形固定資産782百万円である。また、全社資産は有形固定資産278百万円及び無形固定資産４

百万円である。

　当該事項について、監査人が監査上の主要な検討事項と決定した理由及び監査上の対応は、連結財務諸表の監査報告書

に記載されている監査上の主要な検討事項と同一内容であるため、記載を省略している。
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その他の記載内容

　その他の記載内容は、有価証券届出書　第二部【企業情報】に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びに

これらの監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査等

委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

　当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内

容に対して意見を表明するものではない。

　財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財

務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要

な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告す

ることが求められている。

　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

 

財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示

することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が

必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評

価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要があ

る場合には当該事項を開示する責任がある。

　監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 

財務諸表監査における監査人の責任

　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がな

いかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあ

る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影

響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし

ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を

立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監

査証拠を入手する。

・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実

施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び

関連する注記事項の妥当性を評価する。

・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、

継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付け

る。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚

起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見

を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の

事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどう

かとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象

を適正に表示しているかどうかを評価する。

　監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な

不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

　監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監

査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻

害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。
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　監査人は、監査等委員会と協議した事項のうち、当事業年度の財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査

上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場

合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に

見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。

 

＜報酬関連情報＞

　報酬関連情報は、連結財務諸表の監査報告書に記載されている。

 

利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以　　上

 

　（注）１．上記の監査報告書の原本は当社（有価証券届出書提出会社）が別途保管しております。

２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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 独立監査人の中間連結財務諸表に対する期中レビュー報告書  

 

 2026年５月13日

ＧＯ株式会社

 取締役会　御中 

 

 EY新日本有限責任監査法人 

 東京事務所  

 

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 松本　雄一

 

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 西口　昌宏

 

監査人の結論

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているＧＯ株式会社の

2025年６月１日から2026年５月31日までの連結会計年度の中間連結会計期間（2025年６月１日から2025年11月30日まで）

に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結包括利益計算書、中間連結

キャッシュ・フロー計算書及び注記について期中レビューを行った。

　当監査法人が実施した期中レビューにおいて、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められ

る企業会計の基準に準拠して、ＧＯ株式会社及び連結子会社の2025年11月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了す

る中間連結会計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項が全ての重要な

点において認められなかった。

 

監査人の結論の根拠

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる期中レビューの基準に準拠して期中レビューを行った。期

中レビューの基準における当監査法人の責任は、「中間連結財務諸表の期中レビューにおける監査人の責任」に記載され

ている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定（社会的影響度の高い事業体の財務諸表監査に適用される

規定を含む。）に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たし

ている。当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

 

中間連結財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して中間連結財務諸表を作成し適

正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間連結財務諸表を作成し適正に表示す

るために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

　中間連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間連結財務諸表を作成することが適切で

あるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を

開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

　監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
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中間連結財務諸表の期中レビューにおける監査人の責任

　監査人の責任は、監査人が実施した期中レビューに基づいて、期中レビュー報告書において独立の立場から中間連結財

務諸表に対する結論を表明することにある。

　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる期中レビューの基準に従って、期中レビューの過程を通じて、

職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・　主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の期中レビュー手

続を実施する。期中レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年

度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

・　継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認め

られると判断した場合には、入手した証拠に基づき、中間連結財務諸表において、我が国において一般に公正妥当と認

められる企業会計の基準に準拠して、適正に表示されていないと信じさせる事項が認められないかどうか結論付ける。

また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、期中レビュー報告書において中間連結財務諸表の

注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間

連結財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明することが求められている。監査人の結論は、期中レビュー報

告書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能

性がある。

・　中間連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠してい

ないと信じさせる事項が認められないかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間連結財務諸表の表示、構成及

び内容、並びに中間連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示していないと信じさせる事項が認められな

いかどうかを評価する。

・　中間連結財務諸表に対する結論表明の基礎となる、会社及び連結子会社の財務情報に関する証拠を入手する。監査人

は、中間連結財務諸表の期中レビューに関する指揮、監督及び査閲に関して責任がある。監査人は、単独で監査人の結

論に対して責任を負う。

　監査人は、監査等委員会に対して、計画した期中レビューの範囲とその実施時期、期中レビュー上の重要な発見事項に

ついて報告を行う。

　監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監

査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻

害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

 

利害関係

　会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな

い。

 

以　　上

 

　（注）１．上記の期中レビュー報告書の原本は当社（有価証券届出書提出会社）が別途保管しております。

２．ＸＢＲＬデータは期中レビューの対象には含まれていません。
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